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Ⅴ．参考 
１．教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則（抄) 

（教職課程認定関係条文抜粋） 

（１）教育職員免許法（抄）【令和４年７月１日現在】 
（この法律の目的）  

第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図

ることを目的とする。 

（授与）  

第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、

かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二

若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職

員検定に合格した者に授与する。（以下省略） 

別表第一（第五条、第五条の二関係）                                 

第一欄 第二欄 第三欄 

所要資格 

 

 

免許状の種類 

基礎資格 

大学において修得することを必要とす

る最低単位数 

教科及び教職に

関する科目 

特別支援教育に

関する科目 

幼 稚 園

教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 七五  

一種免許状 学士の学位を有すること。 五一  

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三一  

小 学 校

教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 八三  

一種免許状 学士の学位を有すること。 五九  

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三七  

中 学 校

教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 八三  

一種免許状 学士の学位を有すること。 五九  

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三五  

高 等 学

校教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 八三  

一種免許状 学士の学位を有すること。 五九  

特 別 支

援 学 校

教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること及び小学

校、中学校、高等学校又は幼稚園の

教諭の普通免許状を有すること。 

 五〇 

一種免許状 

 

 

学士の学位を有すること及び小学

校、中学校、高等学校又は幼稚園の

教諭の普通免許状を有すること。 

 二六 

二種免許状 

 

小学校、中学校、高等学校又は幼稚

園の教諭の普通免許状を有するこ

と。 

 一六 

備考 

 一 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める（別表第二から別表第八までの場

合においても同様とする。）。 

 一の二 文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員として

必要な知識及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらかじめ、

第十六条の三第三項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない（別表第二から別表第八

までの場合においても同様とする。）。 

 二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、大学（短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。）

の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した

場合を含むものとする（別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。）。 

 二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認

めた場合を含むものとする（別表第二の場合においても同様とする。）。 

 二の三 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業



2 
 
 

した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合

を含むものとする（別表第二の二の場合においても同様とする。）。 

 三 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科

学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 

 四 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種免許

状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特

に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機

関において修得していることを要するものとする（別表第二及び別表第二の二の場合においても同様

とする。）。 

 五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない（別表第二及び別表

第二の二の場合においても同様とする。）。 

  イ 文部科学大臣が第十六条の三第三項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格

を得させるために適当と認める課程（以下「認定課程」という。）において修得したもの 

  ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に

相当するものとして指定する課程において修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当

該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に

関する科目として適当であると認めるもの 

 六 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目（教員の職務の

遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。）又

は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課

程を含むものとする。 

 七 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係

る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程

において修得するものとする（別表第二の二の場合においても同様とする。）。 

 八 一種免許状（高等学校教諭の一種免許状を除く。）に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学

の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。

この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引

いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。 

 

 

別表第二（第五条関係）                                             

第一欄 第二欄 第三欄 

所要資格 

 

 

 

免許状の種類 

基礎資格 

大学又は文部科学大臣の指定する

養護教諭養成機関において修得す

ることを必要とする養護及び教職

に関する科目の最低単位数 

養護

教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること。 八○ 

一種免許状 イ 学士の学位を有すること。 五六 

ロ 保健師助産師看護師法第七条第一

項の規定により保健師の免許を受け、

文部科学大臣の指定する養護教諭養

成機関に半年以上在学すること。 

一二 

ハ 保健師助産師看護師法第七条第三

項の規定により看護師の免許を受け、

文部科学大臣の指定する養護教諭養

成機関に一年以上在学すること。 

二二 

二種免許状 イ 短期大学士の学位を有すること又

は文部科学大臣の指定する養護教諭

養成機関を卒業すること。 

四二 

ロ 保健師助産師看護師法第七条の規

定により保健師の免許を受けている

 



3 
 
 

こと。 

ハ 保健師助産師看護師法第五十一条

第一項の規定に該当すること又は同

条第三項の規定により免許を受けて

いること。 

 

備考 

 一 第二欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業する

こと」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。 

 二 専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める単位数

を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学（短期大学を除く。）の専攻科の課程において修

得するものとする。 

 三 この表の一種免許状のロの項又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定

により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種

免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。 

 四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数（イの項に定めるものに限る。）は、短期大学の課程及び短期

大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、

その単位数から二種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科

の課程において修得するものとする。 

別表第二の二（第五条関係）  

第一欄 第二欄 第三欄 

所要資格 

 

免許状の種類 

基礎資格 

大学において修得することを必要とす

る栄養に係る教育及び教職に関する科

目の最低単位数 

栄養

教諭 

専修免許状 修士の学位を有すること及び栄養士法

第二条第三項の規定により管理栄養士

の免許を受けていること。 

四六 

 

一種免許状 学士の学位を有すること、かつ、栄養

士法第二条第三項の規定により管理栄

養士の免許を受けていること又は同法

第五条の三第四号の規定により指定さ

れた管理栄養士養成施設の課程を修了

し、同法第二条第一項の規定により栄

養士の免許を受けていること。 

二二 

 

二種免許状 短期大学士の学位を有すること及び栄

養士法第二条第一項の規定により栄養

士の免許を受けていること。 

一四 

 

備考 

 一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた

場合を含むものとする。 

 二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 
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（２）教育職員免許法施行規則（抄）【令和６年４月１日施行】 
第一章 単位の修得方法等  

第一条 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。）別表第一から別表第八ま

でにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。 
 

第一条の二 免許法別表第一から別表第八までにおける単位の計算方法は、大学設置基準（昭和三十一年文部

省令第二十八号）第二十一条第二項及び第三項（大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号）第十

五条において準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準（平成二十九年文部科学省令第三十三号）第十

四条第二項及び第三項、大学通信教育設置基準（昭和五十六年文部省令第三十三号）第五条、短期大学設置

基準（昭和五十年文部省令第二十一号）第七条第二項及び第三項、専門職短期大学設置基準（平成二十九年

文部科学省令第三十四号）第十一条第二項及び第三項並びに短期大学通信教育設置基準（昭和五十七年文部

省令第三号）第五条に定める基準によるものとする。 

 

第一条の三 免許法別表第一備考第二号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修

得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。  
 

第二条 免許法別表第一に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科

目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第一欄 
教科及び教職

に関する科目 
右項の各科目に含めることが必要な事項 

専

修

免

許

状 

一

種

免

許

状 

二

種

免

許

状 

最

低

修

得

単

位

数 

第二欄 

領

域

及

び

保

育

内

容

の

指

導

法

に

関

す

る

科
目 

領域に関する専門的事項 
一

六 

一

六 

一

二 保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） 

第三欄 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

一

〇 

一

〇 
六 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。） 

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全

への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。） 

第四欄 

道
徳
、
総
合
的
な

学
習
の
時
間
等

の
指
導
法
及
び

生
徒
指
導
、
教
育

相
談
等
に
関
す

る
科
目 

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） 

四  四  四  幼児理解の理論及び方法 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法 

第五欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 教育実習 五  五  五  

教職実践演習 二  二  二  

第六欄 

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目 

 三

八 

一

四 
二 

備考 
一 領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項に係る部分に限る。以下「領域に

関する専門的事項に関する科目」という。）の単位の修得方法は、学校教育法施行規則（昭和二十二年
文部省令第十一号）第三十八条に規定する幼稚園教育要領で定める健康、人間関係、環境、言葉及び表
現の領域に関する専門的事項を含む科目のうち一以上の科目について修得するものとする。 

二 保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュ
ラム・マネジメントを含む。）並びに教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）は、学
校教育法施行規則第三十八条に規定する幼稚園教育要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力
を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を
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含むものとする。 
三 教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る

部分に限る。第九条の表備考第七号及び第八号において、「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生
徒に対する理解に関する科目」という。）は一単位以上を修得するものとする（次条第一項、第四条第
一項、第五条第一項、第九条及び第十条の表の場合においても同様とする。）。 

四 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目に教育課程の意義及
び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含む場合にあつては、教育の基礎的理
解に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含
むことを要しない（次条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

五 カリキュラム・マネジメントは、次に掲げる事項を通じて、教育課程に基づき組織的かつ計画的に学
校教育の質の向上を図っていくことを取り扱うものとする（次条第一項、第四条第一項、第五条第一
項、第七条第一項、第九条及び第十条の表の場合においても同様とする。）。 
イ 幼児、児童又は生徒、学校及び地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育

の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと。 
ロ 教育課程の実施状況を評価し、その改善を図っていくこと。 
ハ 教育課程の実施に必要な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。 

六 教育実習は、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。次条第一項の表備考第五号において同じ。）、
小学校（義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び海外に在留する邦人の子女のための在外
教育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条
第一項の表備考第五号及び第四条第一項の表備考第七号において同じ。）及び就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定す
る幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）の教育を中心とするものとす
る。 

七 教育実習の単位数には、教育実習に係る事前及び事後の指導（授与を受けようとする普通免許状に
係る学校以外の学校、専修学校、社会教育に関する施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボラン
ティア団体における教育実習に準ずる経験を含むことができる。）の一単位を含むものとする（次条第
一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表の場合においても同様とす
る。）。 

八 教育実習の単位数には、二単位まで、学校体験活動（学校における授業、部活動等の教育活動その他
の校務に関する補助又は幼児、児童若しくは生徒に対して学校の授業の終了後若しくは休業日におい
て学校その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動に関する補助を体験する活動であつて教育
実習以外のものをいう。）の単位を含むことができる（次条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第
七条第一項及び第九条の表の場合においても同様とする。この場合において、高等学校教諭又は特別支
援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、「二単位」とあるのは「一単位」と読み替え
るものとする。）。この場合において、教育実習に他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の
それぞれの科目の単位をもつてあてることができない（次条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の
表の場合においても同様とする。）。 

九 教育実習の単位は、幼稚園（特別支援学校の幼稚部及び附則第二十二項第四号に規定する幼稚園に
相当する旧令による学校を含む。次号において同じ。）、小学校（義務教育学校の前期課程、特別支援
学校の小学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同
等の課程を有するものとして認定したもの及び同項第一号に規定する小学校に相当する旧令による学
校を含む。）又は幼保連携型認定こども園において、教員（海外に在留する邦人の子女のための在外教
育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育
に従事する者を含む。）として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者に
ついては、経験年数一年について一単位の割合で、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容
の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）に係る部分に限る。以下「保育内容の指導法に関する科
目」という。）又は教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指
導、教育相談等に関する科目若しくは教育実践に関する科目（以下「教諭の教育の基礎的理解に関する
科目等」という。）（教育実習を除く。）の単位をもつて、これに替えることができる（次条第一項の
表の場合においても同様とする。）。 

九の二 前号に規定する実務証明責任者は、幼稚園、小学校（義務教育学校の前期課程、特別支援学校の
小学部及び附則第二十二項第一号に規定する小学校に相当する旧令による学校を含む。）又は幼保連携
型認定こども園の教員にあってはその者の勤務する学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に
規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大
臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者にあって
はその者についての第六十七条の表第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする（次条第一項の表
の場合においても同様とする。）。 

十 教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科及び教職に関する科目（教職実践演習を除く。）の履
修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとする（次条第一項、第四
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条第一項、第五条第一項、第九条及び第十条の表の場合においても同様とする。）。 
十一 教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては八

単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては六単位）まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法
及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては二単位まで、教育実習にあつては三単位まで、教職
実践演習にあつては二単位まで、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合
のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる（次条第一項及び第四条第一項の表の場合にお
いても同様とする。）。 

十二 教育の基礎的理解に関する科目（教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを
含む。）に係る部分に限る。次条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第九条及び第十条の表（表の
部分に限る。）を除き、以下「教育課程の意義及び編成の方法に関する科目」という。）並びに道徳、
総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（教育の方法及び技術（情報機
器及び教材の活用を含む。）に係る部分に限る。附則第十項の表備考第二号イにおいて「教育の方法及
び技術に関する科目」という。）の単位のうち、二単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては一
単位）までは、小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位をもつてあてることができる（次
条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

十三 保育内容の指導法に関する科目の単位のうち、半数までは、小学校教諭の普通免許状の授与を受
ける場合の教科及び教科の指導法に関する科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）に係
る部分に限る。次条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の表（表の部分に限る。）を除き、以下「各
教科の指導法に関する科目」という。）又は道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育
相談等に関する科目（特別活動の指導法に係る部分に限る。次条第一項、第四条第一項、第五条第一項
の表（表の部分に限る。）を除き、以下「特別活動の指導法に関する科目」という。）の単位をもつて
あてることができる。 

十四 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、領域に関する専門的事項に関する科目、保育内
容の指導法に関する科目若しくは教諭の教育の基礎的理解に関する科目等、大学が加えるこれらに準
ずる科目又は第二十一条の二第一項の規定により文部科学大臣が指定した大学（以下「指定大学」とい
う。）が加える科目について修得するものとする（次条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の表の
場合においても同様とする。）。 

十五 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又
は一種免許状に係る第二欄から第四欄に掲げる科目の単位数から二種免許状に係る同欄に掲げる科目
の単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる（次条
第一項及び第四条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

２ 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得

状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 
３ 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとと

もに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 
 
第三条 免許法別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科

目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第一欄 
教科及び教職

に関する科目 
右項の各科目に含めることが必要な事項 

専

修

免

許

状 

一

種

免

許

状 

二

種

免

許

状 

最

低

修

得

単

第二欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す
る
科
目 

教科に関する専門的事項 
三

〇 

三

〇 

一

六 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

第三欄 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

一

〇 

一

〇 
六 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。） 

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全

への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。） 
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第四欄 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科

目 道徳の理論及び指導法 

一

〇  

一

〇  
六  

総合的な学習の時間の指導法 

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術 

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 

生徒指導の理論及び方法 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法 

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

第五欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 教育実習 五  五  五  

教職実践演習 二  二  二  

第六欄 

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目 

 二

六 
二 二 

備考 
一 教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項に係る部分に限る。次条第一項及び
第五条第一項の表（表の部分に限る。）を除き、以下「教科に関する専門的事項に関する科目」とい
う。）の単位の修得方法は、国語（書写を含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、
体育及び外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。）（第三号及び第十一条の
二の表備考第二号において「国語等」という。）の教科に関する専門的事項を含む科目のうち一以上の
科目について修得するものとする。 

二 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、
教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第五
十二条に規定する小学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 

三 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合
にあつては、国語等の教科の指導法に関する科目についてそれぞれ一単位以上を、二種免許状の授与を
受ける場合にあつては、六以上の教科の指導法に関する科目（音楽、図画工作又は体育の教科の指導法
に関する科目のうち二以上を含む。）についてそれぞれ一単位以上を修得するものとする。 

四 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（道徳の理論及び指導
法に係る部分に限る。）の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の場合は二単位以上、二種免
許状の場合は一単位以上修得するものとする（次条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

四の二 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（情報通信技術を
活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。）の単位の修得方法は、一単位以上修得するものとす
る（次条第一項及び第五条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

五 教育実習は、小学校、幼稚園、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支
援学校の中学部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課
程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第一項の表備考第七号及び第五条第一
項の表備考第三号において同じ。）及び幼保連携型認定こども園の教育を中心とするものとする。 

六 各教科の指導法に関する科目の単位のうち、生活の教科の指導法に関する科目の単位にあつては二
単位まで、特別活動の指導法に関する科目の単位にあつては一単位まで、幼稚園の教諭の普通免許状の
授与を受ける場合の保育内容の指導法に関する科目の単位をもつてあてることができる。 

２ 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得

状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 

３ 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとと

もに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 

 

第四条 免許法別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科

目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 
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第一欄 

教科及び

教職に関

する科目 

右項の各科目に含めることが必要な事項 

専
修
免
許
状 

一
種
免
許
状 

二
種
免
許
状 

最

低

修

得

単

位

数 

第二欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す
る
科
目 

教科に関する専門的事項 
二
八 

二
八 

一
二 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

第三欄 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

一
〇 

（
六
） 

一
〇 

（
六
） 

六 

（
三
） 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。） 

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安

全への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。） 

第四欄 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法

及
び
生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科

目 道徳の理論及び指導法 

一

〇 

（

六

） 

一

〇 

（

六

） 

六 

（

四

） 

総合的な学習の時間の指導法 

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術 
情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 
生徒指導の理論及び方法 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法 
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

第五欄 

教
育
実
践
に
関
す

る
科
目 

教育実習 
五 

(

三)
 

五 

(

三) 五 

(

三)

教職実践演習 二 二 二 

第六欄 
大
学
が

独
自
に

設
定
す

る
科
目 

 
二八 四 四 

備考 
一 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許教科の種類に応じ、それ

ぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ一単位以上修得するものとする。 
イ 国語 国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）、国文学（国文学史を含む。）、漢

文学、書道（書写を中心とする。） 
ロ 社会 日本史・外国史、地理学（地誌を含む。）、「法律学、政治学」、「社会学、経済学」、「哲

学、倫理学、宗教学」 
ハ 数学 代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ 
ニ 理科 物理学、化学、生物学、地学、物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 
ホ 音楽 ソルフェージュ、声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）、器楽（合奏及び伴奏並び

に和楽器を含む。）、指揮法、音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び
諸民族の音楽を含む。） 

ヘ 美術 絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、工芸、
美術理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。） 

ト 保健体育 体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学
（運動方法学を含む。）、生理学（運動生理学を含む。）、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保
健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。） 

チ 保健 生理学・栄養学、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急
処置を含む。） 

リ 技術 材料加工（実習を含む。）、機械・電気（実習を含む。）、生物育成、情報とコンピュータ 
ヌ 家庭 家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服実習を含む。）、食物学

（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）、住居学、保育学 
ル 職業 産業概説、職業指導、「農業、工業、商業、水産」、「農業実習、工業実習、商業実習、水
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産実習、商船実習」 
ヲ 職業指導 職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理 
ワ 英語 英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解 

カ 宗教 宗教学、宗教史、「教理学、哲学」二 前号に掲げる教科に関する専門的事項は、一般的包括
的な内容を含むものでなければならない（次条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

三 英語以外の外国語の免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得
方法は、それぞれ英語の場合の例によるものとする（次条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

四 第一号中「 」内に示された事項は当該事項の一以上にわたつて行うものとする（次条第一項、第九
条、第十五条第二項、第十八条の二及び第六十四条第二項の表の場合においても同様とする。）。ただ
し、「農業、工業、商業、水産」の修得方法は、これらの教科に関する専門的事項に関する科目のうち
二以上の教科に関する専門的事項に関する科目（商船をもつて水産と替えることができる。）について
それぞれ二単位以上を修得するものとする。 

五 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、
教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第七十
四条に規定する中学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 

六 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、受けようとする免許教科について、専修免許状又
は一種免許状の授与を受ける場合にあつては八単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては
二単位以上を修得するものとする（次条第一項の表の場合においても同様とする。この場合において、
「八単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上」とあるのは「四単位以上」と
読み替えるものとする。）。 

七 教育実習は、中学校、小学校及び高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び海
外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有す
るものとして認定したものを含む。次条第一項の表備考第三号において同じ。）の教育を中心とするも
のとする。 

八 教育実習の単位は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中
学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程
を有するものとして認定したもの及び附則第二十二項第二号に規定する中学校に相当する旧令による学
校を含む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、海外に在留する邦人の
子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定し
たもの及び同項第三号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。）において、教員（海外
に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課
程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。）として一年以上良好な成績で
勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、表
に掲げる普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に
関する科目等（教育実習を除く。）の単位をもつて、これに替えることができる（次条第一項の表の場
合においても同様とする。） 

八の二 前号に規定する実務証明責任者は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程
及び特別支援学校の中学部並びに附則第二十二項第二号に規定する中学校に相当する旧令による学校を
含む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに同項第三号に規定す
る高等学校に相当する旧令による学校を含む。）の教員にあってはその者の勤務する学校の教員につい
ての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のため
の在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定し
たものにおいて教育に従事する者にあってはその者についての第六十七条の表第三欄に規定する実務証
明責任者と同様とする（次条第一項の表の場合においても同様とする。）。 

九 音楽及び美術の各教科についての普通免許状については、当分の間、各教科の指導法に関する科目及
び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数（専修免許状に係る単位数については、教育職員免
許法別表第一備考第七号の規定を適用した後の単位数）のうちその半数までの単位は、当該免許状に係
る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。この場合において、各教科の
指導法に関する科目にあつては一単位以上、その他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得す
るものとする。 

２ 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得

状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 

３ 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大

学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によ

るものとする。 

４ 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとと
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もに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 
 
第五条  免許法別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する

科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第一欄 
教科及び教

職に関する

科目 

右項の各科目に含めることが必要な事項 

専
修
免
許
状 

一
種
免
許
状 

最

低

修

得

単

位

数 

第二欄 

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す
る
科
目 

教科に関する専門的事項 
二
四 

二
四 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。） 

第三欄 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

一
〇 

（
四
） 

一
〇 

（
四
） 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。） 

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安

全への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。） 

第四欄 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等

の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
、
教
育

相
談
等
に
関
す
る
科
目 

総合的な探究の時間の指導法 

八 

（

五

） 

八 

（

五

） 

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術 

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 
生徒指導の理論及び方法 
教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法 
進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

第五欄 

教
育
実
践
に
関
す
る
科

目 教育実習 

三 

（

二

） 

三 

（

二

） 

教職実践演習 二 二 

第六欄 

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目 

 三
六 

一
二 

備考 
一 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許教科の種類に応じ、それぞれ定め
る教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ一単位以上修得するものとする。 
イ 国語 国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）、国文学（国文学史を含む。）、漢

文学 
ロ 地理歴史 日本史、外国史、人文地理学・自然地理学、地誌 
ハ 公民 「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」、「社会学、経済学（国際経

済を含む。）」、「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 
ニ 数学 代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ 
ホ 理科 物理学、化学、生物学、地学、「物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験」 
ヘ 音楽 ソルフェージュ、声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）、器楽（合奏及び伴奏並び

に和楽器を含む。）、指揮法、音楽理論・作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び
諸民族の音楽を含む。） 

ト 美術 絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、美術
理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。） 

チ 工芸 図法・製図、デザイン、工芸制作（プロダクト制作を含む。）、工芸理論・デザイン理論・
美術史（鑑賞並びに日本の伝統工芸及びアジアの工芸を含む。） 

リ 書道 書道（書写を含む。）、書道史、「書論、鑑賞」、「国文学、漢文学」 
ヌ 保健体育 体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学
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（運動方法学を含む。）、生理学（運動生理学を含む。）、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保
健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。） 

ル 保健 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神
保健、学校安全及び救急処置を含む。） 

ヲ 看護 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」、看護学（成人看護学、老年看護学及び母
子看護学を含む。）、看護実習 

ワ 家庭 家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服実習を含む。）、食物学
（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）、住居学、保育学 

カ 情報 情報社会（職業に関する内容を含む。）・情報倫理、コンピュータ・情報処理、情報システ
ム、情報通信ネットワーク、マルチメディア表現・マルチメディア技術 

ヨ 農業 農業の関係科目、職業指導 
タ 工業 工業の関係科目、職業指導 
レ 商業 商業の関係科目、職業指導 
ソ 水産 水産の関係科目、職業指導 
ツ 福祉 社会福祉学（職業指導を含む。）、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉、社会福祉援助技術、

介護理論・介護技術、社会福祉総合実習（社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を
含む。）、人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解、加齢に関する理解・障害に関する理
解 

ネ 商船 商船の関係科目、職業指導 
ナ 職業指導 職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理 
ラ 英語 英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解 
ム 宗教 宗教学、宗教史、「教理学、哲学」 

二 各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）、総合的な探究の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並び
に情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第八十四条に規定する高等学
校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 

三 教育実習は、高等学校及び中学校の教育を中心とするものとする。 
四 教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては八単

位まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目、教育実習並び
に教職実践演習にあつてはそれぞれ二単位まで、幼稚園、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与
を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 

五 数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、商業、水産及び商船の各教科についての普通免許状に
ついては、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位
数（専修免許状に係る単位数については、教育職員免許法別表第一備考第七号の規定を適用した後の単
位数）のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について
修得することができる。この場合において、各教科の指導法に関する科目にあつては一単位以上、その
他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得するものとする。 

六 工業の普通免許状の授与を受ける場合は、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育
の基礎的理解に関する科目等（専修免許状に係る単位数については、免許法別表第一備考第七号の規定
を適用した後の単位数）の全部又は一部の単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する
科目について修得することができる。 

七 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、教科及び教科の
指導法に関する科目にあつては八単位まで、教育の基礎的理解に関する科目にあつては六単位まで、道
徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては四単位まで、指
定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる。 

２ 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得

状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 

３ 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大

学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によ

るものとする。 

４ 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとと

もに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。 
 
第七条 免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関

する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

 
特別支援教育に関する科目 

免 許 状 の 種 類 

特別支援学校教諭 
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専修免許状 一種免許状 二種免許状 

最

低

修

得

単

位

数 

第

一

欄 

特
別
支
援
教

育
の
基
礎
理

論
に
関
す
る

科
目 

 

 
二 二 二 

第

二

欄 

特
別
支
援
教

育
領
域
に
関

す
る
科
目 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒

の心理、生理及び病理に関する科目 
一六 一六 八 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒

の教育課程及び指導法に関する科目 

第

三

欄 

免
許
状
に
定

め
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
特

別
支
援
教
育

領
域
以
外
の

領
域
に
関
す

る
科
目 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒

の心理、生理及び病理に関する科目 
五 五 三 

心身に障害のある幼児、児童又は生徒

の教育課程及び指導法に関する科目 

第

四

欄 

心
身
に
障
害

の
あ
る
幼
児

、
児
童
又
は

生
徒
に
つ
い

て
の
教
育
実

習                                    
 

三 三 三 

備考 
一 第一欄に掲げる科目は、特別支援学校の教育に係る、心身に障害のある幼児、児童又は生徒につい
ての教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒につい
ての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項を含むものとする。 

二 第二欄に掲げる科目の単位の修得方法は、特別支援教育領域のうち、一又は二以上の免許状教育領
域（授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域をいう。第五号及び次項
において同じ。）について、それぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。 
イ 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合に

あつては、当該領域に関する心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する
科目（以下「心理等に関する科目」という。）並びに当該領域に関する心身に障害のある幼児、児
童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目（以下「教育課程等に関する科目」という。）につ
いて合わせて八単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位）以上（当該心理等に関す
る科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る二単位（二種免許状の授与を受け
る場合にあつては一単位）以上を含む。） 

ロ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に関する教育の領域を
定める免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び
当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて四単位（二種免許状の授与を受ける場
合にあつては二単位）以上（当該心理等に関する科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関す
る科目に係る二単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては一単位）以上を含む。） 

三 教育課程等に関する科目は、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含むものとす
る。 

四 知的障害者に関する教育の領域に関する教育課程等に関する科目は、そのカリキュラム・マネジメ
ントを含むものとする。 

五 第三欄に掲げる科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び複数の
種類の障害を併せ有する者に関する教育並びにその他障害により教育上特別の支援を必要とする者
（発達障害者を含む。）に対する教育に関する事項のうち、免許状教育領域に関する事項以外の全て
の事項を含むものとする。 

六 第四欄に定める単位は、特別支援学校において、教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実
務証明責任者の証明を有するものについては、経験年数一年について一単位の割合で、それぞれ第一
欄から第三欄までに掲げる科目に関する単位をもつて、これに替えることができる。 

七 前号に規定する実務証明責任者は、特別支援学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定
する実務証明責任者と同様とする（第五項第三号においても同様とする。） 

２ 免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する

科目の単位は、前項に規定するもののほか、免許状教育領域の種類に応じ、大学の加える特別支援教育に関

する科目についても修得することができる。 
３ 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は一種免

許状に係る第一欄から第三欄に掲げる科目の単位数から二種免許状に係る同欄に掲げる科目の単位数を差



13 
 
 

し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる。 
４ 特別支援教育に関する科目の修得により免許法第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定め

を受けようとする場合における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとす

る新教育領域の種類に応じ、第一項の表備考第二号イ又はロに定める単位を修得するものとする。 
５ 前項の規定により修得するものとされる単位は、新教育領域の追加の定めを受けようとする者が免許状の

授与を受けた際又は過去に新教育領域の追加の定めを受けた際に修得した単位（新たに追加の定めを受けよ

うとする新教育領域に関する科目に係るものに限る。）をもつて、これに替えることができる。この場合にお

いて、第一項の表の第三欄に掲げる科目について修得した単位数が同欄に定める最低修得単位数に不足する

こととなるときは、同欄に掲げる科目について、その不足する単位数と同数以上の単位を修得しなければな

らない。 
６ 免許法第五条の二第三項に規定する教育職員検定のうち、特別支援学校教諭の普通免許状に新教育領域を

追加して定める場合の学力及び実務の検定は、次に定めるところによつて行わなければならない。 
一 学力の検定は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第一項の表第二欄に掲げる科目

についてそれぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。 
イ 視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該

領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて四

単位（二種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては二単位）以上（当該心理

等に関する科目に係る一単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る一単位以上を含む。） 
ロ 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつ

ては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目についてそ

れぞれ一単位又は当該教育課程等に関する科目並びに当該心理等に関する科目及び当該教育課程等に

関する科目の内容を含む科目（以下この号において「心理及び教育課程等に関する科目」という。）に

ついてそれぞれ一単位（二種免許状に当該領域の追加の定めを受ける場合にあつては当該心理及び教育

課程等に関する科目一単位）以上 
二 前号の単位は、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位

又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる。 
三 実務の検定は、特別支援学校の教員（専修免許状又は一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けよう

とする場合にあつては、当該免許状に定められている特別支援教育領域又は追加の定めを受けようとする

新教育領域を担任する教員に限り、二種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつて

は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教

員を含む。）として一年間良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする。 
７ 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第六項」と読み

替えるものとする。 
８ 免許法別表第一備考第六号に規定する特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置

する修業年限を一年以上とする課程（以下「特別支援教育特別課程」という。）における特別支援教育に関

する科目の単位の修得方法は、第一項から第五項までに定める修得方法の例によるものとする。 

 

第九条 免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目

の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第一欄 

養護及び教

職に関する

科目 

右項の各科目に含めることが必要な事項 

専
修
免
許
状 

一
種
免
許
状 

二
種
免
許
状 

最

低

修

得

第二欄 

養
護
に
関

す
る
科
目 

 二
八 

二
八 

二
四 

第三欄 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

八 八 五 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む

。） 

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び

学校安全への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
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教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。

） 
 

第四欄 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時

間
等
の
内
容
及
び
生
徒
指

導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る

科
目 

道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関

する内容 

六 六 三 

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） 

生徒指導の理論及び方法 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び

方法 

第五欄 

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目 

養護実習 五 五 四 

教職実践演習 二 二 二 

第六欄 

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目 

 三
一 

七 四 

備考 
一 養護に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許状の授与を受ける場合に応じ、それぞれ定

める単位数を修得するものとする。 
イ 専修免許状又は一種免許状 衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）四単位以上、学校保健二単

位以上、養護概説二単位以上、健康相談活動の理論・健康相談活動の方法二単位以上、栄養学（食品
学を含む。）二単位以上、解剖学・生理学二単位以上、「微生物学、免疫学、薬理概論」二単位以上、
精神保健二単位以上、看護学（臨床実習及び救急処置を含む。）十単位以上 

ロ 二種免許状 衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）二単位以上、学校保健一単位以上、養護概
説一単位以上、健康相談活動の理論・健康相談活動の方法二単位以上、栄養学（食品学を含む。）二
単位以上、解剖学・生理学二単位以上、「微生物学、免疫学、薬理概論」二単位以上、精神保健二単
位以上、看護学（臨床実習及び救急処置を含む。）十単位以上 

二 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目に教育課程の意義及び
編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含む場合にあつては、教育の基礎的理解
に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の内容を含
むことを要しない（次条の表の場合においても同様とする。）。 

三 養護実習の単位は、養護教諭、養護助教諭又は第六十九条の二に規定する職員として一年以上良好
な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の
割合で、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相
談等に関する科目又は教育実践に関する科目（以下「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関す
る科目等」という。）（養護実習を除く。）の単位をもつて、これに替えることができる。 

三の二 前号に規定する実務証明責任者は、養護教諭、養護助教諭又は第六十九条の二に規定する職員
にあってはその者の勤務する学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責
任者と同様とする。 

四 教育の基礎的理解に関する科目又は道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等
に関する科目の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては六単位（二種免許状の授与を受け
る場合にあつては四単位）まで、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関
する科目にあつては二単位まで、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を
受ける場合のそれぞれの教育の基礎的理解に関する科目又は道徳、総合的な学習の時間等の内容及び
生徒指導、教育相談等に関する科目の単位をもつてあてることができる（次条の表の場合においても
同様とする。）。 

五 教育の基礎的理解に関する科目又は道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に
関する科目の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては六単位（二種免許状の授与を受ける
場合にあつては四単位）まで、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関す
る科目にあつては八単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位）まで、栄養教諭の普通
免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる（次条の表の場合に
おいても同様とする。）。 

六 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許状の授与を受ける場合に応じ、そ
れぞれ定める科目について修得するものとする。 

イ 専修免許状 養護に関する科目又は養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 
ロ 一種免許状又は二種免許状 養護に関する科目若しくは養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解

に関する科目等又は大学が加えるこれらに準ずる科目 
七 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項に規定する養護及び教職に関する科目の単位の修
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第十条 免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教

職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 

第一欄 

栄養に係る

教育及び教

職に関する

科目 

右項の各科目に含めることが必要な事項 

専
修
免
許
状 

一
種
免
許
状 

二
種
免
許
状 

最

低

修

得

単

位

数 

第二欄 

栄

養

に

係

る

教

育

に

関

す

る

科

目  
四 四 二 

第三欄 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る

科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 

八 八 五 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む。） 

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安

全への対応を含む。） 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 
教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。） 

第四欄 

道
徳
、
総
合
的
な
学
習

の
時
間
等
の
内
容
及
び

生
徒
指
導
、
教
育
相
談

等
に
関
す
る
科
目 

道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関する内

容 

六 六 三 教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） 

生徒指導の理論及び方法 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法 

第五欄 

教

育

実

践

に

関

す

る

科

目 栄養教育実習 二 二 二

教職実践演習 二 二 二

第六欄 

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目 

 二
四 

  

備考 
一 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項、幼児、
児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項、食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食に関する
指導の方法に関する事項を含む科目について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつて
は四単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上を修得するものとする。 

二 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、栄養に係る教育に関する科目若しくは大学が加える
これに準ずる科目（管理栄養士学校指定規則（昭和四十一年文部省・厚生省令第二号）別表第一に掲げ
る教育内容に係るものに限る。）又は養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等のうち一
以上の科目について単位を修得するものとする。 
 
第二章 認定課程  

第十九条 免許法別表第一備考第五号イ又は第六号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を

得方法は、養護に関する科目のうち衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）、学校保健、養護概説及
び栄養学（食品学を含む。）に含まれる内容について、合わせて三単位以上を、教育の基礎的理解に関
する科目（教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想に係る部分に限る。次号において「教育の理
念並びに教育に関する歴史及び思想に関する科目」という。）、教育の基礎的理解に関する科目（幼
児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に係る部分に限る。次号において「幼児、児童及び生
徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目」という。）並びに特別の支援を必要とする幼児、児童
及び生徒に対する理解に関する科目のうち一以上の科目並びに養護実習について、それぞれ二単位以
上を修得するものとする。 

八 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のハの項に規定する養護及び教職に関する科目の単位の修
得方法は、養護に関する科目のうち衛生学・公衆衛生学（予防医学を含む。）並びに栄養学（食品学を
含む。）についてそれぞれ二単位以上を、学校保健及び養護概説について合わせて二単位以上を、教育
の理念並びに教育に関する歴史及び思想に関する科目、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の
過程に関する科目並びに特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に関する科目のう
ち一以上の科目並びに養護実習について、それぞれ二単位以上を修得するものとする。 
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得させるための適当と認める大学の課程（以下「認定課程」という。）に関しては、この章の定めるところ

による。 
 
第二十条 文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の単位の修得に関し、

大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格

を得させるための課程として適当であることを当該科目に係る免許状の種類（中学校及び高等学校の教員の

免許状にあつては免許教科の種類を、特別支援学校の教員の免許状にあつては特別支援教育領域の種類を含

む。以下この章において同じ。）ごとに、認定するものとする。ただし、第四条第三項及び第五条第三項に

規定する課程（次項において「教職特別課程」という。）にあつては専修免許状又は一種免許状授与の所要

資格を得させるための課程（当該課程において専修免許状授与の所要資格を得ることができる者は、免許法

別表第一の専修免許状の項に係る所要資格のうち各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理

解に関する科目等以外の科目の最低単位数は既に修得している者に限る。）について、特別支援教育特別課

程にあつては一種免許状授与の所要資格を得させるための課程について認定するものとする。 
２ 前項ただし書の規定による認定は、教職特別課程にあつては中学校又は高等学校の教諭の一種免許状に係

る認定課程を有する大学、特別支援教育特別課程にあつては特別支援学校教諭の一種免許状に係る認定課程

を有する大学に限り行うものとする。 
 
第二十一条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程につ

いて、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、大学設置基準第四十

三条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第五十五条第一項、短期大学設置基準

第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項

に規定する共同教育課程（以下この項及び次条第五項において単に「共同教育課程」という。）について課

程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しな

ければならない。 
一 大学及び大学の学部の名称 
二 大学の学科、課程若しくはこれらに相当する組織、大学の専攻科又は大学院の研究科の名称 
三 免許状の種類 
四 学生定員 
五 教育課程 
六 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別 
七 教育実習施設に関する事項 
八 学則 
九 その他大学において必要と認める事項 

２ 大学の設置者は、前項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出

なければならない。 
 
第二十一条の二 文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管

理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研

究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することができる。 
２ 文部科学大臣は、前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）をしたときは、次に掲

げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 
一 指定大学の名称 
二 当該指定大学を指定した日 
三 当該指定大学を指定した理由 

３ 文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定大学について指定

を取り消すものとする。 
４ 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。 
 
第二十二条 認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設

し、体系的に教育課程を編成しなければならない。 
２ 免許法別表第一備考第八号及び別表第二備考第四号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻

科は、前項の規定にかかわらず、一種免許状に係る科目の単位数から二種免許状に係る科目の単位数を差し

引いた単位数について修得させるために必要な授業科目を開設しなければならない。 
３ 認定課程を有する大学は、大学設置基準第十九条の二第一項（大学院設置基準第十五条において準用する

場合を含む。）、専門職大学設置基準第十一条第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項、専門職短期大
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学設置基準第八条第一項又は専門職大学院設置基準第六条の三第一項の規定により他の大学が当該大学と

連携して開設する授業科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。この

場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第四項の規定によりみなす授業科目の単位数

と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割を超えないもの

とする。 
４ 認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準第二十八条第一項（大学院設置基準

第十五条において準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準第二十四条第一項、短期大学設置基準第十

四条第一項、専門職短期大学設置基準第二十一条第一項又は専門職大学院設置基準第十三条第一項、第二十

一条第一項若しくは第二十七条第一項の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される各

教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等及び特別支援教育に関する科目を第一項及び

第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。この場合において、当該みなすことができる

授業科目の単位数は、第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条

及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割を超えないものとする。 
５ 認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学（以下この項において「構成大学」

という。）は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大

学のうちの他の大学が第一項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。 
６ 認定課程を有する大学であつて、大学設置基準第五十七条第一項、専門職大学設置基準第七十六条第一項、

大学通信教育設置基準第十二条第一項、短期大学設置基準第五十条第一項、専門職短期大学設置基準第七十

三条第一項又は短期大学通信教育設置基準第十二条第一項の規定による認定を受けたものが、これらの規定

に定める先導的な取組により当該大学の認定課程を適正に実施できるものと認められる旨の文部科学大臣

の認定を受けたときは、第一項中「授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を」とあるのは「教育課程を

体系的に」と、第三項中「授業科目を第一項」とあるのは「授業科目を第一項の規定により編成する教育課

程を構成する授業科目」と、「第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別

表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組

を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」と、第四項中「科目を第一項」とあるのは「科

目を第一項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第二条第一項、第三条第一項、第四

条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三

割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」

とする。 
 
第二十二条の二 文部科学大臣は、認定課程につき必要があると認めるときは、認定課程を有する大学に対し

て当該認定課程の実施について報告を求めることができる。 
２ 文部科学大臣は、認定課程を有する大学が、第二十一条第二項、前条及び次条並びに第二十三条の規定に

よる文部科学大臣の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並び

に施設及び設備が認定課程として適当でないと認めるときは、免許法第十六条の三第三項の政令で定める審

議会の意見を聴いて、当該大学に対し、その是正を勧告することができる。 
３ 文部科学大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、第二十条第一項に規定する認定

を取り消すことができる。 
 
第二十二条の三 免許法別表第一備考第八号、別表第二備考第四号、別表第三備考第五号及び別表第四備考第

三号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則（昭和二十八年文部省令第九号）第

六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科と

する。 
 
第二十二条の四 認定課程を有する大学は、学生が普通免許状に係る所要資格を得るために必要な科目の単位

を修得するに当たつては、当該認定課程の全体を通じて当該学生に対する適切な指導及び助言を行うよう努

めなければならない。 
 
第二十二条の五 認定課程を有する大学は、教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育

実習、養護実習及び栄養教育実習（以下この条において「教育実習等」という。）を行うに当たつては、教

育実習等の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければならない。 
 
第二十二条の六 認定課程を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとす

る。 
一 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。 
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二 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に

関すること。 
三 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。 
四 卒業者（専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）の教員免許状の取得の状況に関

すること。 
五 卒業者の教員への就職の状況に関すること。 
六 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。 

２ 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その

他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。 
 
第二十二条の七 二以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的

な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的

な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。 
 
第二十二条の八 認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育

実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 
 
第二十三条 認定課程に関し、必要な事項は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 

 

第三章 相当課程  
第二十四条 免許法別表第一備考第二号の規定に基づき文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として

指定する課程及び同表備考第五号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定

する課程に関しては、この章の定めるところによる。 
 
第二十五条 免許法別表第一備考第二号に規定する大学の専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。 
 
第二十六条 免許法別表第一備考第五号ロに規定する大学の課程に相当する課程は、高等学校、中等教育学校

の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程（学校教育法第五十八条の二（同法第七十条第一項及

び第八十二条において準用する場合を含む。）に規定するものに限る。）、高等専門学校の課程（第四学年

及び第五学年に係る課程に限る。）、高等専門学校の専攻科の課程並びに専修学校の専門課程（同法第百三

十二条に規定するものに限る。）とする。 

（略） 

 

第六十六条の六 免許法別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法二単

位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位並びに数理、データ活用及び人工知能に関する科目二単

位又は情報機器の操作二単位とする。 

（略） 
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２．各科目の名称例について 

 

※印は、幼稚園教諭養成課程と保育士養成課程の科目を併せ行う

場合の科目名称例を示す。

科目名称例

第２欄 幼児と健康

幼児と人間関係

幼児と環境

幼児と言葉

幼児と表現

各教科の指導法（情報通信機器の活用を含む。） 国語科教育法

教科教育法（国語）

初等教科教育法（国語）

初等科教育法（国語科）

社会科・地歴科教育法

社会科・公民科教育法

社会科・地歴科指導法

社会科・公民科指導法

中等教科教育法（社会・地歴）

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。） 保育内容指導法

保育内容総論

保育内容指導法（健康）

保育内容「人間関係」の指導法

領域（環境）の指導法

第３欄 教育原論

教育原理

教育基礎論

 学校と教育の歴史

教育学概論

教職概論

教職原論

教職論

教職入門

※ 保育者論

教育行財政

教育行財政論

教育制度論

学校制度論

学校の制度

教育の制度と経営

教育行政学

教育社会学

学校教育社会学

教育経営論

教育心理学

心身の発達と学習過程

学習心理学

学校教育心理学

学習・発達論

発達心理学

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 特別支援教育概論

特別支援教育総論

特別支援教育入門

特別の教育的ニーズの理解とその支援

特別のニーズ教育の基礎と方法

※ 特別支援教育・保育概論

※ 特別支援教育概論（障害児保育を含む）

※ 特別な支援を要する子どもの理解と支援

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への
対応を含む。）

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

領域に関する専門的事項

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

○　教科及び教職に関する科目

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との
連携及び学校安全への対応を含む。）

教育職員免許法施行規則に定める区分

教育の基礎的理解に
関する科目

・教科及び教科の指導
法に関する科目
・領域及び保育内容の
指導法に関する科目
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科目名称例

第３欄 教育課程論

教育課程編成論

カリキュラム論

教育課程総論

教育課程の意義と編成

※ 保育カリキュラム論

※ 保育・教育課程論

※ 教育・保育課程論

第４欄 道徳の理論及び指導法 道徳教育の理論と実践

道徳教育の理論と方法

道徳教育指導論

学校教育における道徳指導

道徳教育の指導法

総合的な学習の時間の指導法 総合的な学習の時間の指導法

総合的な学習の指導法

総合的な学習の理論と方法

総合的な探究の時間の指導法

特別活動の指導法 特別活動論

特別活動の指導法

特別活動の理論と方法

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。） 教育の方法と技術

教育の方法及び技術 教育方法論

教育方法学

教育方法の理論と実践

教育方法・技術論

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 情報通信技術の活用

情報通信技術活用論

教育とＩＣＴ活用

ＩＣＴ活用の理論と方法

ＩＣＴ活用の理論と実践

教育におけるＩＣＴ活用

教育現場でのＩＣＴ活用

生徒指導の理論及び方法 生徒指導論

生徒・進路指導論

生徒指導の理論及び方法

生徒指導の理論と方法

幼児理解

幼児理解の理論と方法

教育相談

教育相談の基礎

教育相談の基礎と方法

教育相談の理論と方法

進路指導論

進路指導

進路指導・キャリア教育の理論と方法

第５欄 事前及び事後の指導 事前及び事後の指導

教育実習指導

教育実習 教育実習Ⅰ～Ⅳ

学校体験活動 学校体験活動

学校インターンシップ

教職実践演習 教職実践演習（幼稚園）

教職実践演習（中・高）

 教職実践演習（養護教諭）

 教職実践演習（栄養教諭）

※ 保育・教職実践演習（幼稚園）

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを
含む。）

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

教育職員免許法施行規則に定める区分

幼児理解の理論及び方法

教育実践に関する科
目

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理
論及び方法

教育の基礎的理解に
関する科目

道徳、総合的な学習
の時間等の指導法及
び生徒指導、教育相
談等に関する科目
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○特別支援教育に関する科目 

 
 

 

 

 

 

 

 

科目名称例

学校栄養教育法

学校栄養教育の理論と方法

学校栄養指導論

食育指導論

食育指導の理論と方法

食育実践論

栄養に係る教育に関する科目

教育職員免許法施行規則に定める区分

科目名称例

第１欄 障害者教育総論

障害児教育総論

障害者教育概論

障害者教育論

障害者発達教育論

特別支援教育総論

特別支援教育概論

特別支援教育基礎理論

特別支援教育論

第２欄 視覚障害者の心理・生理・病理

視覚障害児の心理・生理・病理

聴覚障害者の心理・生理・病理

知的障害者の心理・生理・病理

肢体不自由者の心理・生理・病理

病弱者の心理・生理・病理

視覚障害者教育論

視覚障害児教育論

視覚障害者教育課程論

視覚障害者指導法

視覚障害者指導論

視覚障害者教育方法論

視覚障害教育

聴覚障害者教育論

知的障害者教育論

肢体不自由者教育論

病弱者教育論

視覚障害者教育総論

聴覚障害者教育総論

知的障害者教育総論

肢体不自由者教育総論

病弱者教育総論

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育
課程及び指導法に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関する科目
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育
課程及び指導法に関する科目

教育職員免許法施行規則に定める区分

特別支援教育の基礎理論に関する科目

特別支援教育領域に
関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関する科目
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第３欄

重複障害・ＬＤ等の心理・生理・病理

重複障害児等の心理・生理・病理

言語障害者の心理・生理・病理

発達障害者の心理・生理・病理

情緒障害者の心理・生理・病理

学習障害者の心理・生理・病理

ＬＤの心理・生理・病理

学習障害（ＬＤ）者の心理・生理・病理

注意欠陥多動性障害者の心理・生理・病理

ＡＤＨＤの心理・生理・病理

第３欄 重複障害者教育論

重複障害児教育論

重複障害者教育課程論

重複障害者指導法

重複障害者指導論

重複障害者教育方法論

重複障害・ＬＤ等教育

発達障害者教育論

言語障害者教育論

情緒障害者教育論

学習障害者教育論

ＬＤ教育論

学習障害（ＬＤ）者教育論

注意欠陥多動性障害者教育論

ＡＤＨＤ教育論

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）者教育論

重複障害者教育総論

言語障害者教育総論

情緒障害者教育総論

学習障害教育総論

注意欠陥多動性障害教育総論

重複障害等教育総論

ＬＤ等教育総論

第４欄 教育実習

障害者教育実習

特別支援教育実習

教育実習事前事後指導

教育実習指導

障害者教育実習事前事後指導

障害者教育実習指導

特別支援教育実習事前事後指導

特別支援教育実習指導

免許状に定められるこ
ととなる特別支援教育
領域以外の領域に関
する科目

※　第３欄の授業科目名称例は、左欄の内容を、必ず
しも包括的に表している名称ではなく、現実的な名称例
を掲載した。なお、当該科目で扱う領域や内容は、それ
ぞれの講義概要（シラバス）で確認した上で判断するこ
とが望ましい。

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育
課程及び指導法に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習

免許状に定められるこ
ととなる特別支援教育
領域以外の領域に関
する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関する科目

心身に障害のある幼児、児童又は生徒の心
理、生理及び病理に関する科目
心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育
課程及び指導法に関する科目
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３．Ｑ＆Ａ（よくある質問と回答） 

課程認定申請に当たって、特に多い質問及びその回答について以下に記載する。なお、免許法改正に伴

う経過措置の解釈や科目等履修生の取扱い等、法解釈及び免許状の取得・申請に関する質問については、

教育人材政策課免許係（menkyo@mext.go.jp）へ問い合わせること。 

●教職課程認定基準関係 

№ Ｑ＆Ａ 

○教職課程認定の単位及び学科等の目的・性格と免許状の相当関係について 

１ Ｑ それぞれの学部で開講する科目を利用して１つのカリキュラムを作成し、大学として課程

認定申請をし、認定を受けることはできるか。 

Ａ 現行制度において、教職課程認定は、学則に定められた組織のうち、定員を置く最小単位

（学科や専攻、学部等連係課程実施基本組織、学科連係課程実施学科など（以下、「学科等」

という。））に対して行うこととなっており、各学科等の目的・性格（学科等名称、学科等の

設置理念及び学位（又は学科の分野）など）と免許状の教科等との相当関係について審査の

上、その学科等において免許状の教科等の専門性が担保されることが確認されて初めて認定

されるものである。このため、「大学」全体として認定を受けることはできない。 

【参照】 「教職課程認定基準」２（１）、(４) 

「学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準」 

２ Ｑ 小学校教諭又は幼稚園教諭の教職課程の認定を受けるためには、当該課程を有する学科等

が、教員養成を主たる目的とする学科等でなければならないとあるが、何をもって教員養成

を主たる目的とする学科等と判断するのかが分からない。 

また、小学校教諭又は幼稚園教諭の教職課程の認定を受けるためには、附属学校を置かな

ければならないのか。 

Ａ （前段） 

教職課程を置こうとする学科等の教育課程全体における教員養成に関する授業科目の占

める割合、卒業要件における教員免許状取得のための必修科目の位置付け（単に含まれてい

るだけではなく、卒業要件の必修科目として大きな割合を占めているかどうか）などの観点

で判断する。開設すべき授業科目数の割合について、明確な基準があるわけではないが、少

なくとも当該学科において開設される授業科目の半数以上が教員養成に関する授業科目で

なかったり、教員養成に関する授業科目をほとんど履修せずに卒業できるような学位プログ

ラムとなっていたりする場合には、教員養成を主たる目的とする学科等とはいえないと判断

される。そのほか、学科等名称、学科等の設置理念、学位（又は学科の分野）及び教員養成

に対する理念等を総合的に勘案して判断することになる。 

（後段） 

大学設置基準第３９条における「教員養成に関する学部又は学科」である場合は、附属学

校を置かなければならないが、幼稚園教諭及び小学校教諭の教職課程認定を受ける上での要

件ではない。 

【参照】 「教職課程認定基準」２（６） 

「教職課程認定審査の確認事項」１（５） 

「学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準」 

○科目の開設及び修得方法について 

３ 

 

 

 

Ｑ 教職課程において開設すべき授業科目は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める最低

単位数分さえ開設していれば問題ないか。 

Ａ 大学は教職課程認定を受けようとする免許状の種類に応じて、法令に定める単位数以上の

授業科目を開設しなければならない。また、教職課程認定基準や教職課程認定審査の確認事

項において、校種に応じてそれぞれ開設すべき科目数が規定されているため、留意すること。 

【参照】 「教職課程認定基準」３（１）、４－１（１）、（２）、４－２（１）、（２）、（３）、 

４－３（１）、（３）、４－４（１）、（３）、４－６（１）など 

「教職課程認定審査の確認事項」２（４） 

４ Ｑ 施行規則及び教職課程認定基準において、中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程におけ
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る「教科に関する専門的事項」の科目区分では一般的包括的な内容を含むものでなければな

らないとされているが、一般的包括的な内容となっているかどうかをどのように確認すれば

よいか。 

Ａ 一般的包括的な内容を一概に示すことはできないが、その科目の学問領域をおおまかに網

羅するものであり、特定の領域に偏っていない内容を指す。例えば、中学校の社会の教職課

程の「地理学（地誌を含む。）」の区分であれば、自然地理学、人文地理学及び地誌について、

それぞれ偏りなく学修することが必要である。一般的包括的な内容となっているかどうか

は、学習指導要領も参考にして、学習内容に偏りがないかどうかを確認すること。（学習内

容を中学校及び高等学校のレベルに合わせるということではなく、分野の目安として参考に

すること。） 

【参照】 「教職課程認定基準」４－３（１）、４－４（１） 

「教職課程認定審査の確認事項」２（１） 

「教育職員免許法施行規則」第４条第１項表備考第２号 

５ 

 

Ｑ 中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程における「教科に関する専門的事項」について、

施行規則第４条第１項表備考第１号に定める教科に関する専門的事項に関する科目の半数

まで、認定を受けようとする学科等以外の授業科目又は共通開設の授業科目をあてることが

できるとの規定があるが、開設授業科目数の半数とは違うのか。 

Ａ 施行規則第４条及び第５条第１項表備考第１号に定める教科に関する専門的事項に関す

る科目の事項の半数までである。 

例えば、高等学校教諭の理科の教職課程であれば、第２欄の教科に関する専門的事項は、 

・物理学 

・化学 

・生物学 

・地学 

・「物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験」 

の５つの事項が規定されており、５の半数は２．５であるため、これを超えない事項（２つ

の事項分）までは、認定を受けようとする学科等以外の授業科目又は共通開設の授業科目を

あてることができる。 

なお、このほか、教科に関する専門的事項に関する科目の合計単位数で基準を満たすこと

も可能である。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－３（２）、４－４（２）、４－８（１） 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 昼間の課程（一部）と夜間の課程（二部）の併設の場合に、昼間の課程（一部）において

開設する授業科目を夜間の課程（二部）における「教育の基礎的理解に関する科目等」など

に含めることはできるか。また、通学課程と通信課程の場合についてはどうか。 

Ａ （前段） 

教職課程認定基準７には、必要教職専任教員数の観点から、一部・二部を１つの課程とみ

なして必要教職専任教員数を充足させることができる旨を規定しているが、授業科目の開設

に関する規定はしていないため、通常の教職課程と同様に、一部・二部それぞれにおいて授

業科目を開設することが原則となる。 

なお、昼間の課程（一部）と夜間の課程（二部）はそれぞれ個別に教職課程認定を受けるも

のであるため、教職課程認定基準４－８により科目を共通開設することは可能である。 

（後段） 

できない。教職課程認定基準８では、必要教職専任教員数の観点では、通信課程の教職専

任教員について、通学課程の教職専任教員をもってあてることができる旨を規定している

が、授業科目の開設に関する規定はしていないため、通学課程、通信課程それぞれにおいて

授業科目を開設することが必要である。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８、７、８ 

７ Ｑ 「教科及び教科の指導法に関する科目」や「教育の基礎的理解に関する科目等」などとし

て開設されている授業科目を教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目としても

差し支えないのか。 
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Ａ それぞれの趣旨に応じた内容であるのであれば、重複することについて問題はない。 

８ Ｑ 今まで、「学位を取得するための授業科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」など

を、全て別に開設して履修させていたが、「教育の基礎的理解に関する科目等」などを教養

科目などに位置付けて、「学位を取得するための授業科目群」に位置付けてもよいか。 

Ａ 幼稚園又は小学校の教職課程においては、教員養成を主たる目的とする学科等に置かれて

いることから、「教育の基礎的理解に関する科目等」などは、「学位を取得するための授業科

目群」のうちに含めることが原則となっている。一方で、中学校及び高等学校等の教職課程

における「教育の基礎的理解に関する科目等」などについては、それを要件としていないが、

教職課程認定の観点においては、このような位置付けに変更することは可能である。 

９ Ｑ 教育学部で開設している小免の「各教科の指導法」に開設する授業科目を他学部の小免の

「各教科の指導法」と共通開設することは可能か。 

Ａ できない。教職課程認定基準上「各教科の指導法」に開設する授業科目を共通開設するこ

とができるのは、４－８（２）ⅶ）又はⅷ）に挙げている組み合わせのみであり、複数の小

免の教職課程において「各教科の指導法」に開設する授業科目を共通開設することはできな

い。「教科に関する専門的事項」に開設する授業科目も同様に共通開設できない。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８（１）（２） 

10 Ｑ １つの学科で複数の免許教科の教職課程認定を受ける場合（例えば、数学と工業）、１つ

の授業科目を数学と工業の「教科に関する専門的事項」として使用することはできるか。 

Ａ 原則できない。ただし、教職課程認定基準に定められている場合に限り、「教科に関する専門

的事項」を複数の課程において共通開設できる。 

質問にある数学と工業の場合については、教職課程認定基準において認められている組み

合わせではないため、１つの授業科目を数学と工業の両方の教職課程における「教科に関す

る専門的事項」として共通開設することはできず、いずれか一方の授業科目とすることが必

要である。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８（１） 

11 Ｑ 「教科に関する専門的事項」を共通に開設できる場合の特例（課程認定基準４－８（１）

i)②等）について、例えば数学の「代数学」と情報の「情報社会・情報倫理」のように科目

区分が異なっている場合でも共通開設は可能か。 

Ａ 免許法施行規則上の科目区分が異なることから、それぞれの科目区分で求められる内容も

異なるため、上記の組み合わせの場合は共通開設ができない。一方で、例えば、数学の「コ

ンピュータ」と情報の「コンピュータ・情報処理」や、社会の「日本史・外国史」と地理歴

史の「日本史」又は「外国史」等、科目区分が同様である部分において、授業科目の共通開

設が可能である。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８（１） 

12 Ｑ 教育職員免許法施行規則第５条第１項表備考第６号により、工業の高等学校教諭一種免許

状を取得する場合には、「教育の基礎的理解に関する科目等」と「各教科の指導法」の全部又

は一部の単位を「教科に関する専門的事項」の単位をもって充てることができるが、大学が

工業の教職課程認定を受ける場合に、この規定を前提にして、「教科に関する専門的事項」

の単位で、所要資格のうち修得すべき単位の全部又は一部を満たすような構想で教育課程を

編成することは可能か。（すなわち、「教育の基礎的理解に関する科目等」と「各教科の指導

法」については、全ての授業科目を開設しないような教育課程で申請することは可能か。） 

Ａ そのような教育課程を編成することは認められない。 

教職課程認定基準に定められているとおり、高等学校の工業の教職課程についても、教育

職員免許法施行規則第５条第１項表備考第６号にかかわらず、「教育の基礎的理解に関する

科目等」及び「各教科の指導法」は施行規則第５条第１項表に定める科目ごとに開設するこ

とが必要となっている。（工業の教職課程に限らず、教職課程認定基準において、大学は認

定を受けようとする課程の免許状の種類に応じて、法令に定める科目の単位数以上の授業科

目をそれぞれ開設しなければならないと定められているところ。） 

【参照】 「教職課程認定基準」４－４（６） 
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13 Ｑ 施行規則に規定されている、各科目において含めることが必要な事項の１項目に対して１

科目を割り当てる必要があるのか。 

Ａ 改正後の施行規則において修得単位数が指定されていない事項については、同一科目区分

内（「教育の基礎的理解に関する科目」など）において複数事項をまとめて開設することが

可能。また、「教育課程の意義及び編成の方法」については、「道徳、総合的な学習の時間等

の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を

含む場合は、「教育の基礎的理解に関する科目」に含むことを要しない。ただし、最低修得単

位数が規定されている事項（「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」

など（「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を除く。））については、他の事項を含

めず当該事項のみで構成される科目を最低修得単位数以上（「特別の支援を必要とする幼児、

児童及び生徒に対する理解」においては１単位以上）開設しなければならない。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－１（２）、４－２（３）、４－３（４）、４－４（４）、 

４－６（２）、４－７（２） 

「教職課程認定審査の確認事項」２（４） 

14 Ｑ 中学校及び高等学校の教職課程における「教科に関する専門的事項」に開設する授業科目

について、課程認定基準において開設単位数が規定されているが、その中に「複合科目」を

含めることは可能か。 

Ａ 「教科に関する専門的事項」の必要開設単位数に複合科目を含めることはできない。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－３（１）、４－４（１） 

15 Ｑ 「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位の修得方法について、例えば中１種免（28

単位修得）の場合、「各教科の指導法」を４単位必修かつ４単位選択必修とした場合におい

ては、「教科に関する専門的事項」は、20 単位以上必修と設定すればよいのか。 

Ａ そのとおりに設定しても構わない。 

「教科及び教科の指導法に関する科目」については、施行規則に定める免許状取得におい

て含むべき事項と単位数を満たした上で、残りの単位数の修得方法を大学により設定するこ

とが可能。 

また、「教科に関する専門的事項」と「各教科の指導法」は課程認定基準において最低開設

単位数を規定しており、施行規則において最低修得単位数を規定している。 

幼稚園の「領域及び保育内容の指導法」においても同様。 

【参照】 

「教育職員免許法施行規則」第２条第１項表備考第１号、第３条第１項表備考第１号及び第３

号、第４条第１項表備考第１号及び第６号、第５条第１項表備考第１号 

「教職課程認定基準」４－１（１）、４－２（１）（２）、４－３（１）（３）、４－４（１）（３） 

16 Ｑ 「各科目に含めることが必要な事項」を、異なる科目区分や事項に組み込むことは可能か。 

Ａ 「教科及び教科の指導法に関する科目」や「教育の基礎的理解に関する科目」などの各科

目区分ごとに必要修得単位数が規定されるため、科目区分をまたがって複数の事項を含めた

科目を設定することはできない（「教育課程の意義及び編成の方法」を除く。）。 

また、同一科目区分の一つの事項に他の事項の一部を含めた科目を設定することは可能で

あるが、１科目に複数の事項を含めた科目を開設した場合においては、科目名称や含める事

項の取扱いに留意いただきたい。 

【参照】 「教職課程認定審査の確認事項」２（５） 

17 Ｑ 中一種免においては「各教科の指導法」の必修単位数が８単位となるが、教育実習に行く

要件としてこの８単位を全て修得する必要があるのか。 

Ａ 教育実習を行う上では、学校現場の教壇に立つにあたって必要な事項（教科専門や指導法

に関する内容）を修得する必要があり、「各教科の指導法」についても学修しておくことが

望ましいが、「各教科の指導法」を８単位全て修得することは必須ではない。 

○通信教育課程について 

18 Ｑ 通学課程と通信教育課程の科目・教員の同一性は、どこまで合致が必要か。 
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Ａ 課程認定基準８（２）を適用する場合においては、原則として、通学課程と通信課程の教

育課程及び教育研究実施組織は完全に同じであることが必要となる。 

一方、通学課程と通信課程の教育課程及び教育研究実施組織が「同一」とみなされる範囲

内においては、通信課程の特色上必要な修正を加えた場合であっても、課程認定基準８（２）

の適用の範囲内となる。 

【参照】 「教職課程認定基準」８（２） 

19 

 

Ｑ 通信教育の課程におけるシラバスの授業計画については、通信教育課程の実態に即して、

１５回にかかわらず記載してよいか。 

Ａ 通信教育の課程における授業方法及び単位の計算方法は、大学通信教育設置基準第３条及

び第５条において定められており、このうち「放送授業」「面接授業」「メディアを利用して

行う授業」については、通学教育の課程と同様に、授業計画に授業回を記載することが必要。

その際、授業回数については１５回という制限はなく、学則などで大学通信教育設置基準に

定める１単位当たりの時間数を満たすことを明記していれば、１５回に限られない。 

また、「印刷教材等による授業」については、授業計画の授業回に代わるものとして、教科

書の章立てなどの印刷教材について、ある程度の学修のまとまり毎に記載し、回数について

は実情に応じて記載していただきたい。 

コアカリキュラム対応表は、上記のシラバスに記載する授業回又は学修のまとまりに基づ

いて作成する。 

○教職課程コアカリキュラムについて 

20 Ｑ コアカリキュラムに示す「一般目標」又は「到達目標」を満たす上で、 

① 単独の事項において、到達目標１）（または一般目標（１））を科目Ａに、到達目標２）

（または一般目標（２））を科目Ｂに分けて設定することは可能か。 

② 単独の事項において、到達目標１）（または一般目標（１））に示す内容を、科目Ａと科

目Ｂに分けて設定することは可能か。 

③ 事項ＡとＢの両方を扱う科目Ｃにおいて、Ａの到達目標１）（または一般目標（１））に

示す内容と、Ｂの到達目標１）（または一般目標（１））に示す内容を両方含めた授業回

を設定することは可能か。 

Ａ ①～③いずれについても、「一般目標」または「到達目標」いずれの場合も可能である。た

だし、それらの科目は必修又は選択必修科目として位置づけ、免許状取得の要件を満たす上

で必ず修得するように位置付ける必要がある。 

21 Ｑ コアカリキュラムに示す内容は必修科目で扱う必要があるのか。選択科目も含めてもよい

か。 

Ａ 教員免許状の取得に必要な必修科目、選択必修科目において満たすことが必要である。な

お、選択必修科目の履修により、コアカリキュラムに対応する授業の組み合わせが複数ある

場合は、それぞれにおいてコアカリキュラムで扱うべき内容を満たす必要がある。 

22 Ｑ 各事項の括弧書きの部分（「学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。」など）は、

何回程度授業に含める必要があるのか。 

Ａ 括弧書きの部分に関し、シラバスにおいて当該事項に関する内容を明記し取り扱うのであ

れば、授業回数を指定するものではない。 

23 Ｑ 外国語（英語）コアカリキュラムの「教科に関する専門的事項（英語）」に記載のある【20

単位程度を想定】について、カリキュラム（申請書）上において明確にする必要があるか。 

Ａ コアカリキュラムに示す単位数はあくまで「想定」のため、必ずしも 20 単位で構成する

必要はない。なお、外国語（英語）の「教科に関する専門的事項」のコアカリキュラム対応

表には「一般的包括的科目」について各到達目標に記載している内容が含まれているか確認

の上、記載する。 

24 Ｑ 「生徒指導の理論及び方法」「進路指導及びキャリア教育の理論及び方法」の到達目標の

合計数は 17 個となるが、到達目標数が授業回数を上回っていても、目標を達成するための

授業内容に無理がない構成であると大学が判断する場合において 1 科目(1 回 90 分全 15 回)

の中で、生徒指導と進路指導の複数事項を取り扱っても差支えないか。 
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Ａ 少なくとも、教職課程コアカリキュラムに示す内容について含まれているのであれば、複

数事項をまとめて１科目で開設しても差し支えない。なお、１科目で複数事項をまとめて開

設する場合の留意点については、Ｑ＆Ａの 13 を参照のこと。 

【参照】 「教職課程認定審査の確認事項」２（５） 

25 Ｑ 「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」として各教科共通にメディアリテラシ

ーを扱う科目を置くことは可能か。 

Ａ 小学校の「各教科の指導法」における「情報通信技術の活用」を取り扱う科目として、国

語、算数などの各教科をまたがった、メディアリテラシーを扱う科目を設置することは可能。

（幼稚園の「保育内容の指導法」も同様に、「情報機器及び教材の活用」を取り扱う科目とし

て領域をまたがった科目を設置することが可能） 

そのような科目を設定する場合においては、教職課程コアカリキュラムに記載のとおり

「当該教科の特性に応じた情報通信技術の効果的な活用法」について取り扱う必要があるた

め、留意していただきたい。（「保育内容の指導法」も同様） 

なお、「当該教科の特性に応じた情報通信技術の効果的な活用法」を取り扱うことが必要

となることから、中学校及び高等学校の「各教科の指導法」については、教科を横断した「情

報通信技術の活用」を取り扱う科目の設置はできない。 

26 Ｑ 教職課程コアカリキュラム対応表（教育実習）において、「幼稚園、小学校、中学校及び高

等学校教諭免許状取得のための全ての教育実習（教育実習の中に学校体験活動を含める場合

においては、学校体験活動も含む。）について各到達目標を満たしていることを確認の上、

確認欄に「○」印を記載すること。」とあるが、「全ての教育実習」に養護実習は含まれるの

か。 

Ａ 養護実習については教職課程コアカリキュラムにおける「教育実習」とは異なる区分のた

め、対応表の提出は不要である。 

27 Ｑ ４年制の大学で一種免許状の認定を受けている課程において、二種免許状の授与要件だけ

を満たして卒業時に免許状を取得する場合がある。このような場合にも対応できるように、

二種免許状に係る科目だけでコアカリキュラムの内容を満たせるように科目を構成してお

く必要があるか。 

Ａ 二種免許状の授与要件に係る科目でコアカリキュラムの内容を満たせるように履修する

ことが望ましいが、一種免許状の課程認定においては二種免許状に係る科目だけでコアカリ

キュラムの内容を満たせるように科目を構成しておくことを求めるものではない。 

28 Ｑ 他大学の新課程で科目の単位を修得した学生を新課程の大学が受入れ、免許状取得に不足

する単位を履修させる場合、既修得単位とコアカリキュラムの対応を確認した上で履修指導

を行う必要があるか。 

Ａ 免許法及び同法施行規則において、教職課程コアカリキュラムの内容を履修することは免

許状授与の要件として定められていないため、既修得単位と教職課程コアカリキュラムの対

応関係を受け入れた大学が確認する必要はない。 

29 Ｑ 専修免許状の課程について、「教職課程コアカリキュラム対応表」の提出は必要か。 

Ａ 不要である。 

30 Ｑ 同一教科のクラス分け科目について、シラバスの内容が同一であれば、一方のクラスは教

職専任教員、もう一方は兼任教員等の別の担当者であってもコアカリキュラム対応表は１種

類の提出で構わないか。 

Ａ 同一科目のクラス分け科目について、教員が異なっていてもシラバスが同一であれば、シ

ラバス及びコアカリキュラム対応表は１種類の提出で構わない。 

同一科目で担当教員によりシラバスの内容が異なる場合においては、シラバス及びコアカ

リキュラム対応表はそれぞれ提出する必要がある。 

31 Ｑ 教職課程コアカリキュラムと外国語（英語）コアカリキュラムの両方が適用となる「各教

科の指導法（英語）」は、どのようにして対応表を作成するのか。 

Ａ 外国語（英語）コアカリキュラムにより確認を行うため、対応表も外国語（英語）コアカ

リキュラムのみ作成する。 
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Ｑ 「保育内容の指導法」の事項に、複数の領域について取り扱う授業（「保育内容総論」な

ど）を開設しコアカリキュラムの内容を満たす際において、コアカリキュラム対応表にはど

のように記載すればよいか。 

Ａ 当該科目に含まれる事項それぞれの「対応授業科目」欄に記載する。（５領域全ての内容

を含む科目であれば、５領域全ての欄にそれぞれ記載する。） 

33 

 

Ｑ １コマ 90 分半期 15 週実施している講義科目について、例えば１コマ 105 分半期 13 週と

し、現状（1350 分）より学習時間数は増加する（1365 分）場合には、15 回を下回る授業回

数でシラバスを作成して構わないか。 

Ａ 学則などにより、大学設置基準第 21 条などで定める単位認定に必要な学修時間を満たし

ていることが明記されていれば、15 回を下回る授業回数でもシラバスを作成することは可

能。ただし、1 回あたりの授業回の時間が 90 分～105 分の範囲から極端に異なる場合は、シ

ラバス中の授業計画欄にも１授業回あたりの時間（○分）を記載すること。 

34 Ｑ シラバス作成において、各学習指導要領に掲げる主体的・対話的で深い学び（アクティブ・

ラーニング）の視点を取り入れていることを明記する必要があるか。 

Ａ アクティブ・ラーニングに関する文言をシラバスに明記することは必須ではない。 

授業内容の構成にあたっては、各学習指導要領及びコアカリキュラムの内容を踏まえて行

うことが求められており、アクティブ・ラーニングについてはこれらの審査を通じて確認さ

れる。 

○幼稚園の教職課程について 

35 Ｑ 「領域に関する専門的事項」と「保育内容の指導法」について、５領域全ての単位修得を

免許状授与の要件とするものではないと解してよいか。 

Ａ 「領域に関する専門的事項」については、５領域全ての単位修得を免許状授与の要件とす

るものではないが、課程認定基準において最低開設科目数を規定している。 

「保育内容の指導法」については、「幼稚園教育要領に掲げる事項に即し、包括的な内容

を含むこと」が免許状授与の要件とされているため、５領域それぞれについての学修が必要

である。一方、科目開設については規定されていないため、個別の科目の開設は必須ではな

い。 

【参照】 「教育職員免許法施行規則」第２条第１項表備考第１号、第２号 

「教職課程認定基準」４－１（１） 

36 Ｑ 領域に関する専門的事項について、「環境と言葉」という「複合領域」の科目を開設した場

合、課程認定基準における２領域の科目を開設したことになるか。 

Ａ 領域ごとに授業科目を開設する必要があるため、「複合領域」科目の開設により２領域を

１科目で開設したことにはならない。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－１（１） 

37 Ｑ 幼稚園教職課程において、「領域に関する科目」として開設していた科目を「大学が独自

に設定する科目」として開設する場合、当該科目を担当する教職専任教員を「必要教職専任

教員数」に含めることが可能か。 

Ａ 「大学が独自に設定する科目」の区分に開設する科目の担当教職専任教員を幼稚園の教職

課程における必要教職専任教員数に算入することはできない。 

38 Ｑ 「保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」においては、該当する全科目の

シラバスの内容に「情報機器及び教材の活用」が必要となるのか。 

Ａ 「保育内容の指導法」の区分に開設する必修科目及び選択必修科目全体として、コアカリ

キュラムに定める内容が含まれているか確認を行うので、「情報機器及び教材の活用」を取

り扱う科目を「保育内容の指導法」のみを扱う科目と分けて開設することができる。また、

５領域それぞれについて教職課程コアカリキュラムの内容を満たす限りにおいては、「保育

内容の指導法」として開設する科目の全てに「情報機器及び教材の活用」の内容を含めるこ

とは必須ではない。 
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39 Ｑ 幼稚園の教職課程をもつ大学は保育士資格課程を併せ持つ場合が多いが、コアカリキュラ

ムの内容を含めた上で、それぞれの科目を紐づけ、相互に科目の読み替えや名称統一・共用

を図ってよいか。 

Ａ 当該科目の名称・内容及び担当教員の業績が教職課程の科目として適当であれば、保育士

資格科目と併せて開設して差し支えない。 

また、「保育内容の指導法」についても、少なくとも教職課程コアカリキュラムで必要とす

る事項を満たしている限りにおいては、保育士資格科目と併せて開設して差し支えない。 

なお、幼稚園の教職課程と保育士養成課程の科目を併せて行う場合の科目名称例は、「２．

各科目の名称例について」に※印付きで記載しているので、参照いただきたい。 

40 Ｑ 幼稚園の教職課程において「領域に関する専門的事項」の科目を開設する場合、幼稚園及

び小学校の教職課程において教科と領域の共通開設はできないが、それぞれの課程において

教職専任教員を確保しなければならないのか。 

Ａ 幼稚園の「領域に関する専門的事項」と小学校の「教科に関する専門的事項」を取り扱う

科目の共通開設はできない。 

ただし幼稚園の「領域に関する専門的事項」(又は「複合領域」）を担当する教職専任教員と

小学校の「教科に関する専門的事項」（又は「複合科目」）の両方を担当する教職専任教員につ

いては、それぞれの課程において教職専任教員とすることができる。なお、その場合において

は、当該担当教員が両方の科目を担当することが適当な業績を有していることが前提となる。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－１（３）（※３）、４－２（５） 

41 Ｑ 「領域に関する専門的事項」について、どのような内容を含めるべきか。 

Ａ 「領域に関する専門的事項」の内容については、幼稚園教育要領を踏まえるとともに、「平

成 28 年度幼稚園教諭の養成課程のモデルカリキュラムの開発に向けた調査研究 －幼稚園

教諭の資質能力の視点から養成課程の質保証を考える－」報告書も参考にしつつ、各大学に

おいて検討いただきたい。なお、同モデルカリキュラムは審査において活用されるものでは

ない。（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1385790.htm） 

○特別支援学校教諭の教職課程について 

42 Ｑ 「特別支援教育に関する科目」について、教育職員免許法施行規則第７条表第２欄及び第

３欄の授業科目は、特別支援教育を内容とするものであれば、どのような授業構成でも問題

ないか。 

Ａ 第２欄の「特別支援教育領域に関する科目」については、視覚障害者、聴覚障害者、知的

障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育領域（以下、「５領域」という。）のうち、い

ずれか一つの教育領域を中心として教授する授業科目でなければならない。また、「中心と

なる教育領域」以外の教育領域を含む場合には、「含まれる教育領域」を明確にすることが必

要である。 

  また、第３欄の「免許状に定めることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」

についても、「含まれる教育領域」を明確にすることが必要であり、さらに「中心となる教育

領域」があれば、明確にすることが必要である。 

  なお、第２欄及び第３欄において、それぞれ「心理、生理及び病理に関する科目」と「教

育課程及び指導法に関する科目」の２種類の科目区分があるが、それぞれの科目で扱うべき

内容は異なっており、各授業科目において、障害種に応じた適切な内容を取り扱うことが必

要である。各授業科目の授業計画はもとより、教育課程全体において学生が体系的に学修で

きるように編成すること。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－５（２）、（３） 

43 Ｑ 上記質問にある「中心となる教育領域」と「含まれる教育領域」は具体的にどのように判

断すれば良いか。 

Ａ 授業科目のシラバスにおける授業計画中、半分以上の時間において一の教育領域の内容を

取り扱うこととなっている場合には、その教育領域を「中心となる教育領域」として取り扱

うことが適当である。「含まれる教育領域」については、授業計画中取り扱われている「中心

となる教育領域」以外の教育領域を指す。 

44 Ｑ 教育職員免許法施行規則第７条第１項表第３欄の「免許状に定められることとなる特別支

援教育領域以外の領域に関する科目」において、具体的にどのように授業科目を開設すれば
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よいのか。同項表備考第５号における「その他障害により教育上特別の支援を必要とする者

に対する教育に関する事項」とはどのような内容を指しているのか。 

Ａ 教育職員免許法施行規則第７条第１項表第３欄の単位は、同項表備考第５号に基づき、５

領域のうち、免許状に定められることとなる教育領域以外と複数の種類の障害を併せ有する

者に関する教育並びにその他障害により教育上特別の支援を必要とする者（発達障害者を含

む。）に対する教育に関する事項について単位を修得することが必要となっている（全ての事

項に関して「心理、生理及び病理に関する科目」と「教育課程及び指導法に関する科目」の

内容を取得することが必要である。）。 

免許状に定める特別支援教育領域によって、第３欄の科目として修得すべき内容が異なる

ため、各大学においては、教職課程認定を受けようとする特別支援教育の領域に応じて、必

要な事項を含めた授業科目を開設すること。 

授業内容については、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムを参照の上、作成するこ

と。 

【参照】 「教育職員免許法施行規則」第７条第１項表備考第５号 

45 Ｑ 免許状に定められることとなる特別支援教育領域が、知的障害者、肢体不自由者及び病弱

者に関する教育の３領域で教職課程認定を受けており、その後に、視覚障害者に関する教育

領域の認定を追加で受ける場合、授業科目の開設及び教職専任教員の追加はどうなるのか。 

Ａ 授業科目については、教育職員免許法施行規則第７条表第２欄「特別支援教育領域に関す

る科目」のうち、視覚障害者に関する教育の領域に関する「心理等に関する科目」を１単位

以上、「教育課程等に関する科目」を２単位以上含む計８単位について新たに授業科目を開設

することが必要である。追加で必要となる教職専任教員数については、「視覚障害者に関する

教育」の「心理等に関する科目」で１人以上、「教育課程等に関する科目」で１人以上を追加

で置かなければならない。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－５（４） 

46 Ｑ 特別支援学校教諭専修免許状の取得に関して、以下のとおりの解釈でよいか。 

（例）特支専免（視・聴）２領域の認定課程において、２４単位を修得した場合 

（１）特支一種免（視・聴）の取得者は、特支専免（視・聴）の取得が可能。 

（２）特支一種免（知・肢・病）の取得者は、特支専免（知・肢・病）の取得は不可能。 

Ａ いずれも貴見のとおりである。 

47 Ｑ 平成１８年度課程認定審査における経過措置として、「平成１８年度に申請を行う大学に

ついては、学部・学科等に基礎を置く特別支援教育に関する特別専攻科において、特別支援

学校教諭一種免許状の課程認定を受けようとする場合は、学部、学科等の教職専任教員をも

って代えることができる」との事務連絡があったが、当該経過措置は現在でも有効か。 

Ａ 上記経過措置は、平成１８年度教職課程認定申請時においてのみ有効であり、 現在は有効

ではない。 

そのため、特別支援学校教諭一種免許状の課程認定を受けている大学の専攻科において

は、学部、学科等の教職専任教員を変更届によって変更する場合、変更後の教職専任教員に

ついては、専攻科の教職専任教員にあてることはできないことに注意すること。 

なお、平成１８年度教職課程認定を受けた大学の専攻科について、現行基準に照らした際

に、専攻科における必要教職専任教員数を満たしていない場合には、新たに専攻科における

教職専任教員を採用すること。 

○「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」について 

48 Ｑ 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」について、「幼児、児童及び

生徒の心身の発達及び学習の過程」と合わせて１科目として開設してもよいか。 

Ａ 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」については、施行規則にお

いて１単位以上の修得が必要と定められているため、他の事項と併せての開設はできない。

（養護教諭及び栄養教諭の教職課程も同様。） 

【参照】 「教職課程認定審査の確認事項」２（４） 

49 Ｑ 「（３）障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒」の授業内容は、授業

全体のどれだけの比重を要するか。一時的な疾病、アレルギー、ジェンダー、宗教・文化に

よる配慮等も対象になるか。 
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Ａ 教職課程コアカリキュラムにおける全ての一般目標及び到達目標を満たす限りにおいて

は、授業全体における各事項の割合は大学の裁量によるところであり、「（３）障害はないが

特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒」の項目において、特定の分野に偏らない限

りにおいては、個々の分野の設定は大学の裁量で設定することは可能。 

50 Ｑ 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」について、一般目標の（１）

と（２）を満たす単独の科目（１単位）を開設した上で、既存科目（教育に関する社会的、制

度的又は経営的事項）の一部分で（３）を満たすように授業科目を開設することは可能か。 

Ａ 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」については、単独で１単位

以上の科目を開設することが必要であるため、他の事項と組み合わせて内容を構成すること

はできない。一方、一般目標の（１）（２）を満たす単独の科目（１単位）を開設したうえで、

別途（３）を満たす科目を「教育の基礎的理解に関する科目」の区分に開設し、必修又は選

択必修科目として位置づけることは可能。 

○「総合的な学習の時間」について 

51 Ｑ 「総合的な学習（探究）の時間の指導法」と「特別活動の指導法」の事項を含んだ科目を

開設することは可能か。 

Ａ 少なくとも、教職課程コアカリキュラムに示す内容について含まれているのであれば、同

一科目区分内において他の事項（特別活動の指導法など）と組み合わせて開設することは可

能である。 

  ただし、その場合においては、両方の事項を適切に表した科目名称であること、及び、両

事項のコアカリキュラムを踏まえた科目内容であることが求められる。 

 【参照】 「総合的な学習の時間の指導法」の審査の考え方 

52 Ｑ 小・中学校の「総合的な学習の時間の指導法」に関する業績は高等学校における「総合的

な探究の時間の指導法」の業績として認められるか。 

Ａ 「総合的な学習の時間の指導法」の業績における対象学校種は問わないが、認定を受けよ

うとする免許状の学校種又は隣接校種の業績が望ましい。 

○「学校体験活動」について 

53 Ｑ 「学校体験活動」の取扱いについて、 

① 「教育実習」と一体のものとして、単位認定しなければならないか。 

② 「学校インターンシップ」を「大学が独自に設定する科目」に小・中免の選択科目とし

て設置することは可能か。 

③ ②で設置した場合にも、実習計画書及び実習校の受入承諾書を提出する必要があるか。 

Ａ 

① 教育実習と分けて科目を開設する必要がある。（事前事後指導のように、教育実習の単位

数の中に学校体験活動を含めることはできない。） 

② 可能である。 

③ 「大学が独自に設定する科目」に開設する場合には計画書及び実習校の受入承諾書の提

出は必要ない。 

54 Ｑ 学校体験活動を教育実習の一部とする場合において、通常の教育実習と同様に、例えば２

週間連続など短期集中型とすることは可能か。あるいは、通常の教育実習と異なり長期間に

渡って継続的に実施する必要があるのか。 

Ａ 実施期間については制限はないため、大学及び実習校との調整により、短期集中型の実施

としても差し支えない。 

55 Ｑ 学校体験活動の実習先について制限はあるのか。 

Ａ 学校体験活動においては、当該免許種の学校種に実習に行くことが望ましいが、学校体験

活動を行うべき学校の要件は定められていない。また、教育実習における実習先と一致させ

ることは必須ではない。なお、学校体験活動は基準に定める範囲において共通開設をするこ

とが可能である。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８ 
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56 Ｑ 学校体験活動は体験とはいえ、設定する場合には事前・事後指導が必要と思うが、事前・

事後指導の時間数を含めて１単位としてよいか。その場合、体験活動そのものの時間は１単

位分を下回ることとなる。 

Ａ 学校体験活動における事前事後の指導についても学校体験活動の単位認定に係る一部分

であると考えられるため、事前事後の指導時間も含めて１単位とすることは可能である。 

また、教育実習の事前事後指導（１単位）の中に学校体験活動の事前事後指導を含めても

構わない。 

57 Ｑ 既存科目を、教育実習の一部として実施する学校体験活動として改めて認定を受ける場合

において、承諾書の日付は当初承諾を得た日付でも差し支えないか。また、様式第５号は作

成する必要があるか。 

Ａ 教育実習の一部として既存の学校体験活動を移設する場合においても、教育実習と同様

に、改めて受入承諾書を提出する必要がある。 

58 Ｑ 教育実習の一部として学校体験活動を行う場合において、同一教科の中高免許を取得する

際は中高それぞれの活動に参加する必要があるのか。 

Ａ 学校体験活動は、現行の教育実習と同様の基準により共通開設が可能であるため、学校体

験活動が中学校及び高等学校で共通開設されている場合においては、中高両方の免許状の科

目として使用することが可能である。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８ 

59 Ｑ 「教育実習に学校体験活動を含んだ場合には、他の学校種の免許状取得における教育実習

の単位流用を認めない。」の解釈は以下のどちらになるか。 

① 例えば、Ａ免許状取得のための教育実習に必要な単位（５単位）について、教育実習３単

位（事前事後指導１単位含む。）及び学校体験活動２単位を修得する場合、当該教育実習

３単位及び学校体験活動２単位のいずれについても、他校種のＢ免許状取得のための教

育実習の単位として流用することができない。 

② 例えば、Ｃ免許状取得のための教育実習に必要な単位（４単位）について、学校体験活動

２単位を修得する場合、不足する２単位分については、他校種のＤ免許状取得のための教

育実習に必要な単位を流用することができない。 

Ａ 教育実習に係る必要単位を他校種免許状からの単位流用と組み合わせて構成する場合に

おいて、不足分の単位数は必ず当該校種の教育実習の単位である必要がある。（不足分を学

校体験活動で充てることはできない。）その場合において、 

①の場合は、教育実習の３単位分については他校種への単位流用が可能である。 

②の場合は、他校種からの単位流用を組み合わせて必要単位数を構成する場合においては、

不足分を学校体験活動で充てることはできない。 

【参照】 「教育職員免許法施行規則」第２条第１項表備考第８号 

○「大学が独自に設定する科目」について 

60 Ｑ 「大学が独自に設定する科目」について、改正前の「又は科目」のように、「教科及び教職

に関する科目」で法定最低修得単位数を超えて履修した単位を、「大学が独自に設定する科

目」の単位として流用することができるのか。 

Ａ 「大学が独自に設定する科目」の考え方については、基本的には従前の「教科又は教職に

関する科目」等のいわゆる「又は科目」の考え方と同じであり、「教科及び教職に関する科

目」で法定最低修得単位数を超えて履修した単位を、「大学が独自に設定する科目」の単位

として流用することができる。また、「大学が独自に設定する科目」には、教科（領域）に関

する専門的事項に準ずる科目として、理科や数学の免許状における「理数探究」のような教

科を横断した科目や、幼小連携などの学校種の連携に主眼を置いた科目の設定も可能であ

る。 

【参照】 「教育職員免許法施行規則」第２条第１項表備考第１４号 

61 Ｑ 「大学が独自に設定する科目」は、開設しないこととしても差し支えないか。 
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Ａ 「教科及び教科の指導法に関する科目」と「教育の基礎的理解に関する科目等」に開設し

ている科目がそれぞれの最低修得単位数を満たしており、かつそれぞれの最低修得単位数を

超える単位数の合計が「大学が独自に設定する科目」の最低修得単位数を超えている場合に

おいては、「大学が独自に設定する科目」を開設しないこととして差し支えない。 

62 Ｑ 専修免許状の教職課程の科目の開設にあたって、「教科に関する専門的事項」のみ開設し

「教育の基礎的理解に関する科目等」は開設しないこととして差し支えないか。 

Ａ 差し支えない。 

63 Ｑ 社会福祉などの保育士養成課程の専門科目や特別支援学校教諭免許状の教職課程の科目

を「大学が独自に設定する科目」に位置付けることは可能か。 

Ａ 施行規則に定める各科目区分に準ずる内容であれば、可能である。 

【参照】 「教育職員免許法施行規則」第２条第１項表備考第１４号 

64 Ｑ 小中一種免の課程における「道徳の理論及び指導法」の科目について、高一種免において

は法令の規定がないが、「大学が独自に設定する科目」として申請すれば、高一種免の単位と

して使用することが可能か。 

また、「大学が独自に設定する科目」に、教員養成を行う上で重要となる教養系の授業科目を

配置することは可能か。（例、「科学者・技術者の倫理」「科学文化概論」等） 

Ａ 前段は可能。後段は施行規則に定める各科目区分に準ずる内容であれば可能である。 

【参照】 「教育職員免許法施行規則」第２条第１項表備考第１４号、第３条第１項表、第４

条第１項表、第５条第１項表 

○「複合科目」について 

65 Ｑ 「複合領域」とは何か。「領域に関する専門的事項」における複数の領域を統合した内容を

取り扱う科目なのか、または「領域に関する専門的事項」と「保育内容の指導法」を統合し

た科目を指すのか。 

Ａ 例えば「環境」と「表現」領域に関する専門的事項を融合した科目や「保育内容の指導法

（環境）」と「環境」領域に関する専門的事項を融合した科目を開設する場合は、「複合領域」

の区分に開設が可能である。 

  なお、小学校、中学校及び高等学校の教職課程における「複合科目」についても考え方は

同様であり、「教科に関する専門的事項」の複数の事項を取り扱う科目や「教科に関する専

門的事項」と「各教科の指導法」を融合した科目を「複合科目」の区分に開設が可能である。 

66 Ｑ 「複合科目」の修得及び開設にあたって、いわゆる教科専門科目と各教科の指導法に係る

単位数の計算はどのようにすればよいか。 

Ａ 施行規則に定める、「教科（領域）に関する専門的事項」と「各教科（保育内容）の指導法」

の最低修得単位数を満たした上で、「複合科目（領域）」区分の単位数を「教科及び教科（領

域及び保育内容）の指導法に関する科目」の総修得単位数に含めることができる。ただし「教

科（領域）に関する専門的事項」や「各教科の指導法」は課程認定基準により最低開設単位

（科目）数が定められており、「複合科目（領域）」の単位数はこの最低開設単位（科目）数

に含めることはできないため、留意いただきたい。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－１（１）（２）、４－２（１）（２）、４－３（１）（３）、 

４－４（１）（３） 

67 Ｑ 「複合科目」の開設は必須なのか。 

Ａ 必須ではない。なお、平成２７年度答申の趣旨を踏まえ、「専門的事項」と「指導法」の架

橋科目（複合科目）の積極的な開設が期待される。 

68 Ｑ 一般的包括的内容を含む科目を「複合科目」に設定することができるか。 

Ａ できない。一般的包括的内容を含む科目は、「複合科目」とは別に開設する必要がある。 

69 Ｑ 例えば、中学校教諭一種免許状（国語）の授与を受けるために、「教科に関する専門的事

項」と「各教科の指導法」の内容を含めた複合科目のみ１４科目２８単位開設した場合、「教

科に関する専門的事項」及び「各教科の指導法」のそれぞれの区分において授業科目を開設

しないことも可能か。 
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Ａ 中一種免においては「各教科の指導法」を８単位、「教科に関する専門的事項」を２０単位

以上開設するよう、課程認定基準４－３で規定しているため、課程認定上においては「複合

科目」のみの開設はできない。また、免許状取得要件を満たす上で、複合科目を「各教科の

指導法」や「教科に関する専門的事項」の最低修得単位数に含めることはできない。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－３（１）（３）、４－４（１）（３） 

70 Ｑ 幼稚園や小学校の教職課程において「複合領域（科目）」を担当する教職専任教員は、必要

教職専任教員に含めることが可能なのか。 

Ａ 課程認定基準４－１及び４－２に定めるとおり、「領域（教科）に関する専門的事項」の各

領域（教科）における最低必要教職専任教員数を満たした上で、教職専任教員数に含めるこ

とができる。（例えば、幼稚園教諭養成課程の場合においては、「健康、人間関係、環境、言

葉、表現」領域のうち３領域以上にわたり、各領域それぞれに１人以上（最低３名）の教職

専任教員を配置した上で、４人目以降の教職専任教員として「複合領域」を担当する教職専

任教員を必要教職専任教員数に含めることができる。） 

【参照】 「教職課程認定基準」４－１（３）、４－２（４） 

71 Ｑ 大学において共通開設する「複合科目」を担当する教職専任教員は、それぞれの課程にお

いて教職専任教員とすることが可能なのか。 

Ａ 課程認定基準４－８に定めるとおり、それぞれの課程において教職専任教員とすることが

できる。ただし、課程認定基準４－３及び４－４に定めるとおり、必要教職専任教員数の半

数（うち１人は教授）以上は、認定を受けようとする学科等の教職専任教員とする必要があ

る。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－３（５）（※３）（※５）、４－４（５）（※３）（※５）、 

４－８（４） 

○教育実習について 

72 Ｑ 課程認定を受ける場合に必要となる教育実習協力校の承諾書は、個別の実習校の承諾書で

はなく、教育委員会の承諾書でもかまわないか。 

Ａ 教育実習の受け入れ窓口が教育委員会になっているような場合は差し支えない。 

なお、栄養教諭養成の場合には、都道府県市の教育委員会の実習受入証明書を添付するこ

とを原則とする。 

【参照】 「教職課程認定基準」１４（３） 

73 Ｑ 学科等の下に専修やコース（学則上に定められていない組織）を設け、そのうち一の専修

やコースの学生のみが教職課程を履修できると定めた場合、実習校として当該専修・コース

の定員に応じた学級数を確保することで足りるか。 

Ａ 実習校の確保にあたっては、実際の履修人数にかかわらず、課程認定を受けた組織（この

場合は「学科等」）の定員に応じて確保しなければならない。 

【参照】 「教職課程認定基準」１４（２） 

74 Ｑ 教育職員免許法施行規則第２条第１項表備考第６号において、隣接種の学校における教育

実習を認める旨の規定があるが、これに基づき、小学校教諭の教職課程における教育実習先

を幼稚園のみ又は小学校と幼稚園の選択制とすることは可能か。また、その場合には、あら

かじめ教職課程認定申請時に明記するとともに、後者の場合には、授業科目を分けて開講す

ることが必要と思われるがいかがか。 

Ａ 教育職員免許法施行規則第２条第１項表備考第６号において、隣接種の学校における教育

実習を認める規定があるものの、教職課程認定にあたっては、置こうとする教職課程の学校

種における教育実習の授業科目を開設することが望ましい。 

履修指導において、教育職員免許法施行規則第２条第１項表備考第６号に基づき、授与を受

けようとする学校種とは異なる隣接種の学校における教育実習のみで、教育実習の単位を充足

することについて妨げる規定はないものの、教員養成の質の向上の観点に照らして、大学が責

任をもって適切な教育課程を編成することが必要である。 

【参照】 「教育職員免許法施行規則」第２条第１項表備考第６号 

75 Ｑ 教育職員免許法施行規則第２条第１項表備考第６号において、教育実習の実習校種は明示
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されているが、教科についての記載がない。 

例えば、高等学校教諭（免許教科「情報」）の場合、商業科・工業科などでは、専門教育に関

する科目の履修をもって教科「情報」の履修に替えている場合があり、情報の高等学校教諭免

許状取得のための教育実習の受け入れについて、学生の母校等の高等学校側の理解を得ること

が難しい状況がある。このような場合の教科の考え方について、教えてほしい。 

Ａ 情報の高等学校教諭免許状取得のための教育実習であれば、情報の教科指導を行っている

高等学校を実習校とすることが望ましい。 

76 Ｑ 母校実習の考え方について教えてほしい。 

Ａ 教育実習については、大学の教職課程の一環として行われるものであり、大学は教育実習

の全般にわたり、学校や教育委員会と連携しながら、責任を持って指導に当たることが重要

である。 

学生が自ら教職に就くことを希望する出身地の母校をはじめとする学校で教育実習を行

うことは、早い段階から地域の教育等を知る上で有意義である一方、母校実習は、比較的大

学から遠隔地の学校で行われることが多く、このような場合の大学の指導体制をどのように

確保するか、教育実習を行う卒業生に対する実習校の評価の客観性をどのように確保するか

といった課題もある。 

従って、母校実習を行う場合は、 

①  大学と実習校とが十分に連携して指導を行うなど、大学が責任を持って教育実習に関

わる体制を構築すること 

② 実習校側も適切な評価に努めること 

が必要である。 

○教育研究実施組織について 

77 Ｑ 学部共通科目を複数学科の「教科に関する専門的事項」としてあてる場合、当該科目を担

当する教職専任教員は、それぞれの学科における「教科に関する専門的事項」の教職専任教

員数に含めることができるか。 

Ａ 教職課程認定基準４－８（４）により、複数の課程に共通に開設する授業科目を担当する教

職専任教員をそれぞれの課程において教職専任教員数に含めることができる。ただし、中学

校・高等学校の課程にあっては、必要教職専任教員数の半数（うち1人は教授）以上は当該学

科の教育研究に従事する者でなければならないため、留意すること。） 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８（４） 

78 Ｑ 学科等にではなく、教職センターのような学内組織に所属する教員は、学科等の教職専任

教員として含めてもよいか。 

Ａ 教職センターに所属している教員であっても、教職課程認定基準３（７）①～④を満たし

ていれば、学科等の教職専任教員として含めてもよい。 

【参照】 「教職課程認定基準」３（７） 

79 Ｑ 申請学科等の教職専任教員であれば、「教科に関する専門的事項」及び「教育の基礎的理解

に関する科目等」などの両方の教職専任教員として扱ってもよいのか。 

Ａ できない。教職課程認定基準において、教職専任教員は、「教科（領域）に関する専門的事

項」、「教育の基礎的理解に関する科目等」、「特別支援教育に関する科目」又は「養護に関す

る科目」のいずれかの科目を担当する教職専任教員として取り扱うことと規定されており、

いずれか一つの科目においてのみ教職専任教員として扱うことが可能となっている。このた

め、例えば申請学科に所属する教職専任教員であっても、「教育の基礎的理解に関する科目

等」などの教職専任教員としてカウントした場合には、当該教員は、当該学科の「教科に関

する専門的事項」の教職専任教員としてカウントすることはできず、「教科に関する専門的事

項」も担当する場合には、兼担教員として整理することになる。 

【参照】 「教職課程認定基準」３（９）（１０） 

80 Ｑ 「みなし教職専任教員」などを必要教職専任教員数として含めた場合でも、定められてい

る数のうち、半数以上は、自学科の教職専任教員の配置が必要である。必要教職専任教員数

が３人と定められている教科の場合、半数はどのように計算するのか。 

Ａ 例えば国語の教職課程における「教科に関する専門的事項」の必要教職専任教員数は、３
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人以上と定められており、半数以上は自学科の教職専任教員でなくてはならないと規定され

ている。３人の半数は１．５人であるが、１．５人以上の人数、すなわち必要教職専任教員

数３人のうち２人以上は自学科の教職専任教員をあてる必要があり、このため、「みなし教職

専任教員」として認められるのは１人となる。 

【参照】「教職課程認定基準」４－３（２）、（５）ⅰ）(※２)（※５）、４－４（２）、（５）ⅰ）

(※２) （※５） 

81 Ｑ 中学校教諭及び高等学校教諭の教職課程における「教育の基礎的理解に関する科目等」な

どの必要教職専任教員数について、教職課程認定基準において「大学におけるこれらの課程

を置く学科等の入学定員の合計数に応じて」とあるが、一の学科において開設している科目

を他の学科でも履修するようにしている場合、必要教職専任教員数を算出するにあたって

は、科目を開設している学科の定員を基準とするのか、科目を履修する学科すべてを合計し

た定員を基準として算出するのか。また、一の学科に所属する教職専任教員のみをもって、

それぞれの課程における必要教職専任教員数を満たしているといえるのか。 

Ａ 共通に履修することとなる教職課程を置いている学科等すべての入学定員の合計数を基

準として算出する。なお、学則上は一の学科にのみ位置付けられている「教育の基礎的理解

に関する科目等」などを他学科でも履修させるようにしている場合であっても、教職課程認

定上は、複数の課程で共通の授業科目を開設していると考えるため、教職課程認定基準４－

８（４）より、一の学科に所属する教職専任教員のみをもって、それぞれの課程における必

要教職専任教員数を満たすことは可能である。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－３（５）ⅱ）、４－４（５）ⅱ)、４－８（４） 

82 Ｑ 大学において同一の学科等で小学校教諭及び幼稚園教諭の教職課程を置く場合、必要教職

専任教員数は低減されないのか。 

Ａ 教職課程認定基準４－８（４）前段に基づき、同一の学科等において、小学校教諭及び幼稚

園教諭の教職課程を置く場合、共通開設することが認められている授業科目を担当する教職専

任教員については、それぞれの課程の必要教職専任教員数に含めることが可能となっている。 

  また、４－１（３）（※３）及び４－２（５）により、それぞれの課程で教職専任教員とす

ることができる。 

【参照】 「教職課程認定基準」４－８（４） 

83 Ｑ 大学院におけるいわゆる独立研究科（基礎となる学部を持たない研究科）の教職専任教員

が、学部学科等の課程の授業科目も担当している場合、当該学部学科等の教職専任教員とし

て取り扱ってもよいか。 

Ａ 当該学部学科等の教職専任教員とすることはできない。 

原則として、教職専任教員は、当該課程を有する学科等の教育研究に従事する者でなけれ

ばならないところ、特例として、大学の学科等と大学院の研究科専攻等が同一の教育研究分

野を有する場合で、同一の学校種の教職課程を置く場合には、大学院の当該研究科における

教職課程において、大学の学科等の教職課程の教職専任教員をあてることが可能となってい

るが、質問の場合はこれにあてはまらない。 

【参照】 「教職課程認定基準」５－８（４）、（５）、（６） 

84 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 通信教育の課程における教職課程の場合、必要教職専任教員数は低減されるのか。 

Ａ 通学教育の課程と通信教育の課程が同一である場合には、通信教育の課程の教職専任教員

については、通学教育の課程の教職専任教員をもってあてることが可能となっているが、原

則として、通信教育の課程における教職専任教員は、通学教育の課程の場合の規定に準じて

配置する必要があり、必要教職専任教員数に差異はなく、通信教育の課程において必要教職

専任教員数を低減する規定はない。 

【参照】 「教職課程認定基準」８（１）、（２） 

85 

 

 

Ｑ 教職課程認定上の授業科目を担当する特任教員（特任教授・特任准教授など）は、同課程

上における教職専任教員とすることができるか。 

Ａ 教職専任教員の定義は、教職課程認定基準３（７）に規定しており、該当するかどうかを

判断するに当たって特任教員などの学内における呼称に制限はない。 
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【参照】 「教職課程認定基準」３（７） 

 

86 Ｑ １つの学科で複数の免許教科の教職課程認定を受ける場合（たとえば、数学と工業）、ある

１人の教職専任教員が、数学の授業科目と工業の授業科目の両方の授業科目を担当すること

になった場合、両方の教職課程において教職専任教員として必要教職専任教員数に含めるこ

とができるか。 

Ａ できない。教職課程認定基準において、教職専任教員は、「教科に関する専門的事項」、「教

育の基礎的理解に関する科目等」など、「特別支援教育に関する科目」又は「養護に関する科

目」のいずれかの科目を担当する教職専任教員として取り扱うことと規定されているが、こ

こでいう「教科に関する専門的事項」については、『免許教科ごとの「教科に関する専門的事

項」』という意味も包含されている。  

このため、共通に開設することが認められていない教科の「教科に関する専門的事項」の

担当教員を両方の教職専任教員として取り扱うことはできず、どちらか一方の課程の教職専

任教員とし、もう一方の課程については教職課程認定上の「兼担教員」として取り扱うこと

となる。 

【参照】 「教職課程認定基準」３（９）、４－８（４） 

87 Ｑ 必要教職専任教員数や教育実習校の必要学級数について、入学定員によって数が異なると

思われるが、この入学定員には編入学生数も含まれるか。 

Ａ 編入学定員、科目等履修生定員及び臨時定員等は含まず、学則に定める入学定員を指す。 

○その他 

88 Ｑ 論文執筆や研究指導を目的とした科目を教職課程の科目として申請してよいか。 

Ａ 卒業論文、修士論文等の作成に関連した論文執筆や研究指導を目的とした科目などでは、

学生によって扱う研究テーマ等が異なり、学校教育に資する教科又は教職の専門性にどのよ

うにつながるか不明であることから、教員免許取得のために必要な単位として適当とは言え

ない。 

89 Ｑ 施設・設備について、教職課程認定基準において「…十分に備えられていなければならな

い」とあるが、施設数、図書の冊数等に基準があるのか。 

Ａ 明確な数的基準はないが、カリキュラムや学生数なども踏まえて、十分な環境となってい

るかどうかを適切に判断すること。特に小学校教諭の教職課程においては、理科実験室や体

育施設等、開設する授業科目に応じて備えておくべき施設・設備が幾つか考えられる。学外

の施設の利用も可能であるが、学外の施設を利用する場合には、授業開講スケジュールも勘

案し、実質的に活用できるかどうかを検討の上、利用計画を立てること。 

90 Ｑ 既に教職課程認定を受けている課程において、教職課程認定基準等に照らし、適切でない

形態をとっていることが判明した場合、どのように対応すればよいか。 

Ａ 教職課程認定基準において、「大学は、この基準より低下した状態にならないようにするこ

とはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。」と規定している。 

教職課程認定基準等に照らし、適切でない状態となっていることが判明した場合には、速

やかに適切な形態になるように是正すること。なお、是正した内容に応じて、変更届の提出

を要する場合には、適時変更届を提出すること。 

                                                                   

●手続き関係  

○教職課程認定申請について  

91 Ｑ 課程認定申請書に記載する授業科目の担当教員は、認定後４年間の計画を示すのか、それ

とも認定年度の状況を示すのか。 

Ａ 認定年度の入学生が卒業するまでの間の一連の教育課程における授業科目の担当教員の状

況（大学であれば４年間、短期大学であれば２年間）を計画的に記載することとなる。 

92 Ｑ 課程認定申請書を提出してから認定を受けるまでの間で、大学（学部）設置の申請におけ

る指摘や教職課程の担当教員が、やむをえない理由（例：死亡・病気退職など）により変更

する場合、どのように対応すればよいか。 
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Ａ 判明後、すみやかに文部科学省へ連絡すること。 

93 Ｑ 認定課程を有する学科が、改組となった場合に、再度課程認定を受ける必要があるか。届

出設置の場合には、変更届の提出でよいのか。例えば、以下のような場合には、再度の課程

認定申請が必要か。 

（例） 

認定課程を有する学部学科と認定課程： 

○外国語学部 英語学科  ＝ 中一種免（英語） 

        日本語学科 ＝ 中一種免（国語） 

改組後： 

○外国語学部 多言語多文化学科 英語専攻  ＝ 中一種免（英語） 

                   日本語専攻 ＝ 中一種免（国語） 

 Ａ 届出設置であるか否かに関わらず、教職課程認定審査の確認事項１（１）より、学科等の

組織の設置、廃止及び分離と解される場合には、原則として新たに教職課程認定を受けなけれ

ばならない。例の場合は、外国語学部において、既存の学科を廃止し、新たな学科の設置が行

われていることから、新たに教職課程認定を受けなければならない。 

ただし、同基準１（１）①～④に該当する場合は、新たに教職課程認定を受ける必要がない。

いずれにせよ、教職課程認定を受けた際と異なる組織や教育課程等に変更を予定している場

合には、文部科学省に相談すること。 

94 Ｑ 公立大学が法人化し改組を伴わない場合、名称変更のみでよいか。 

Ａ 法人化により設置者や名称が変更になる場合には、あらかじめ文部科学大臣に報告するこ

と。また、教育課程（教育研究実施組織を含む。）に変更が生ずる場合には変更届を提出しな

ければならない。 

95 Ｑ 学部等の改組により、申請を行った場合、旧課程について取下げ届は必要か。 

Ａ 必要である。なお、提出のタイミングについては、申請課程の認定が決まった後とする。

課程認定申請書において、申請課程以外の情報も記載されているところではあるが、認定年

度に、新たに認定を受けた課程以外の認定課程において入学定員や学科等名称の変更がある

場合には、申請書とは別に変更届を提出する必要があるため、注意すること。 

96 Ｑ 現在教職課程認定を受けている学科の入学定員を増員したいが、その場合に再度教職課程

認定を受ける必要があるか。また、学科名称のみを変更する場合はどうか。 

Ａ 原則として、学科の改組等を伴わない入学定員及び学科名称のみの変更であれば、改めて

課程認定申請をする必要はないが、変更の届出が必要である。なお、当該学科等の教育課程

の内容（教職課程に限らずに学科等全体の教育課程）が変更となる場合には、再度課程認定

を受けることが必要になる場合があるため、特に、学科名称変更を行う場合には留意するこ

と。 

また、変更の届出のみで済む場合であっても、入学定員に応じて必要教職専任教員教が変

わることなどに留意し、変更に伴って、教職課程認定基準を下回ることがないようにするこ

と。（担当教員等を増員（変更）する場合には、適切な業績を有する者であるかどうかを確認

することが重要である。その他、変更内容について大学が責任をもって確認し、変更の届出

を行うこと。） 

97 Ｑ 小学校及び中学校の教職課程認定申請をする際に、介護等体験を行う社会福祉施設の一覧

等の書類の提出が必要か。 

Ａ 教職課程認定の申請時に、介護等体験特例法に係る書類の提出は求めていない。ただし、

当該学校種の教職課程を置く場合には、学生が介護等体験を適時に経験することができるよ

うに、大学は関係機関と連携し、学生へ適切に指導することが必要である。 

○教育研究業績書について 

98 Ｑ 音楽や美術関係でのコンクール発表等を「担当授業科目に関する研究業績等」欄に記載す

ることはできないのか。 

Ａ 演奏会や展示会のみをもって「活字の業績」とみなすことができないため、「担当授業科目

に関する研究業績等」に記載はできない。演奏会や展示会の実績は「教育上の能力に関する

事項」又は「職務上の実績に関する事項」に記載することとなる。 
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99 Ｑ 活字業績について、最低限必要な執筆分量はあるのか。 

Ａ 業績審査に係る執筆の分量については、当該業績の概要や「教育上の能力に関する事項」

「職務上の実績に関する事項」も含めて総合的に審査を行うため、一概に示すことはできな

い。ただし、（あくまで目安であるが）活字の総執筆分量が一桁ページの場合は、業績追加の

指摘がなされる可能性が非常に高いため、留意いただきたい。 

100 Ｑ 活字業績について、最低限必要な論文の本数はあるのか。 

Ａ 論文数や論文の形態（著書、論文、教育実績記録等）及び単著共著の別、執筆ページ数に

ついての定量的な基準は設けられていない。 

101 Ｑ 学会によっては紙媒体の論文集を廃止し、インターネット上での論文集のみを掲載してい

る場合があるが、「活字業績」として扱ってよいか。 

Ａ 活字化し公刊されている場合においては、紙媒体で発行されていない状態でも差し支えな

い。その場合においては、当該業績の執筆ページ数はＡ４用紙に換算の上記載する。 

102 Ｑ 授業で使用する自作のテキストをシラバスに添付しインターネット上に公開しているが、

「活字業績」として扱ってよいか。 

Ａ 広く一般的に閲覧が可能な状態でインターネット上に公開しているのであれば、当該業績

は「公刊」されているとみなされるが、自作のテキストを研究業績とみなすことはできない

ため、「担当授業科目に関する研究業績等」欄への記載はできない。なお、授業中に活用して

いる自作の教科書や教材は「教育上の能力に関する事項」の作成した教科書・教材として記

載が可能である。 

103 Ｑ 自作のテキストを冊子媒体にして授業中に配付しているが、（著書）の「活字業績」として

扱ってよいか。 

Ａ 出版社を通じて流通し、書店などにおいて販売されている書籍についてのみ（著書）とし

て記載可能であるため、冊子化されていても流通・販売されていない場合は（著書）として

記載はできない。なお、授業中に活用している自作の教科書や教材は「教育上の能力に関す

る事項」の作成した教科書・教材として記載が可能である。 

 

104 Ｑ 「学校経営計画」や「年次指導計画」など、実務のための書類として作成・公表するよう

な年度計画やリーフレットを「担当授業科目に関する研究業績等」欄に記載できるか。 

Ａ 実務のための書類として作成・公表するような年度計画やリーフレットは内容により、「担

当授業科目に関する研究業績等」の（その他）又は「教育上の能力に関する事項」若しくは

「職務上の実績に関する事項」の「５．その他」に記載可能である。 

105 Ｑ 科学研究費助成事業の報告書を、「担当授業科目に関する研究業績等」の（学術論文等）と

して記載できるか。 

Ａ 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金）の報告書は、「担当授

業科目に関する研究業績等」の（その他）として記載すること。 

106 Ｑ 実務家教員の定義について、例えば、大学設置基準のように「実務経験○年」、「離職後○

年以内」といった具体的な年数や、一般教諭と校長経験者の違い等があるのか。 

Ａ 教職課程認定においては実務家教員についての定義は特に定めていない。大学設置基準上

の実務家教員ではなくても「職務上の実績に関する事項」への記載は可能である。 

107 Ｑ 「職務上の実績に関する事項」は、いわゆる「実務家教員」のみが記載可能な項目なのか。 

Ａ 実務家教員でなくても、「職務上の実績に関する事項」に記載することは可能である。 

108 Ｑ 「職務上の実績に関する事項」は当該免許状の学校種に基づくもののみ記載可能なのか。 

Ａ 「職務上の実績に関する事項」については担当授業科目と関連のある内容を記載する。記

載する学校種は限定されないが、当該免許状の学校種に基づいている方が望ましい。 

109 Ｑ 「職務上の実績に関する事項」について、何らかの記載が必須となるのか。 

Ａ 「職務上の実績に関する事項」への記載は必須ではない。 

110 Ｑ 活字業績がない場合でも、職務上の実績において顕著な業績があれば「総合的に判断して」

授業科目担当「可」となる場合があるのか。 

Ａ 職務上の実績を有している場合であっても、活字の業績が一切ない場合は、当該科目を担
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当するために十分な能力を有する者であると認められない。 

111 Ｑ 「直近 10 年以内の教員審査における審査結果を尊重する」とあるが、「直近 10 年以内に教

員審査を通過している教員については、教員審査は行わない」あるいは「業績書の提出は必

要ない」と同義であると理解してよいか。 

Ａ 同義ではない。「過去の審査結果を尊重」するが、教員審査は実施するため、直近 10 年以

内に教員審査を通過している教員であっても業績書の提出は必要であり、また、課程認定委

員会の審査において指摘をされる可能性はあるため、留意いただきたい。 

112 Ｑ 業績不足が懸念される場合において、諮問前に業績を追加することは可能か。 

Ａ 申請書提出後に公刊された業績を追加することはできない。 

○その他書類の作成・提出方法について 

113 Ｑ シラバスや業績書を英語で作成してもよいか。 

Ａ 英語（日本語以外の外国語）で作成する場合においては、併せて日本語訳を添付する必要

がある。業績書については、各業績の「概要」欄の日本語訳を記載する。 

114 Ｑ 「複合科目」を開設しない場合は、行そのものを削除する必要があるか。 

Ａ 行を残して空欄とする。 

115 

 

Ｑ 「各教科の指導法」を大学において共通開設する場合はどのように記載をするのか。 

Ａ それぞれの学科の様式において、共通開設欄に「他」と記載し、備考欄（変更届において

は履修方法等欄）に開設元の学科等を記載する。（「複合科目」も同様） 

116 Ｑ 学則は、当該学科の開設科目と履修方法が記載された箇所のみの提出で足りるか。 

Ａ 学則の提出に当たっては、開設科目一覧と履修方法に加えて、「学科等の名称」、「卒業要

件」、「入学定員」と「学位の名称」が記載されている箇所以外については省略をすることが

できる。また、学位規程など、上記を定める規程を学則とは別に設けている場合は、その規

程も併せて提出する必要がある。 

○変更届について 

117 Ｑ 教職専任教員を変更する場合、変更後の新規追加教員について、担当授業科目を担当する

ために十分な資質・能力を有する者であるかどうかの審査を受けることになるのか。 

Ａ 教職課程認定から何年か経過した後には、教員の退職等により、教員変更を余儀無くされ

ることは当然考えられるが、その変更の度に教職課程認定申請時の審査と同様に課程認定委

員会において変更内容を審査することは実質不可能である。このため、教員変更にあたって

は、教育職員免許法及び同法施行規則、並びに昨今の中央教育審議会等における教員養成を

巡る動向に留意しつつ、当該担当教員が、教職課程の各授業科目の内容を教授するに当たっ

て適当な業績を有しているか否かについて、各大学の責任のもと、当初課程認定を申請した

際に受けた指摘事項を踏まえて、丁寧に確認することが必要である。 

  なお、教員変更に当たっては、施行規則第２１条第２項に基づき、あらかじめ文部科学大

臣へ届け出ること（いわゆる「変更届」を提出すること）となっている。様式の体裁も含め

て、各大学で確認の上、適時提出すること。 

118 Ｑ 教職課程における教職専任教員が、海外研修（サバティカル）や育児休業等の事情により、

大学を離れる期間がある場合には、新たに教職専任教員を雇用しなくてはならないのか。ま

た、変更届の提出が必要か。 

Ａ 海外研修（サバティカル）や育児休業等によって大学を離れる期間がある場合には、必ず

しも教職専任教員を新たに雇用することは要しないが、当該期間において、教職専任教員と

同等の役目を果たす代わりの教員を大学の責任において確保し、教職課程の運営に支障のな

いように配慮すること。 

  なお、その際、教職専任教員を新たに雇用する場合や既に配置されている教職専任教員の

担当授業科目を追加する場合など、変更届が必要な場合に該当する対応を行うのであれば変

更届が必要であるが、そうでない場合には、変更届の提出を要しない。 

119 Ｑ いわゆる「旧課程」の科目を「新課程」の科目と併せて行う場合において、変更届の提出

は必要か。 

Ａ 当該年度の在学生が全て卒業することをもって廃止となる「旧課程」の科目であっても、

教育課程の変更を行うのであれば『平成３０年度以前の教職課程用』の変更届の提出が必要

となる。 
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  なお、旧課程と新課程の科目を併せて行うことは可能だが、当該科目が新課程・旧課程両

方において適切な科目名称及び内容であることが前提となるため、各大学等において適切に

取り扱うこと。 

120 Ｑ 「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布及び特別支援学校教諭免許状コア

カリキュラムの策定等について（通知）(４文科初第９６９号 令和４年７月２８日付）」にお

いて、高等学校教諭普通免許状の授与に必要な科目の単位に含めることが必要な事項等が「総

合的な学習の時間」から「総合的な探究の時間」に改められたことに伴い、中高で共通開設

をしている授業科目「総合的な学習の時間の指導法」の科目名称を変更する必要があるのか。 

Ａ 変更する必要はないが、「総合的な探究の時間の指導法」の内容についても学習指導要領に

照らして適切に扱うこと。また授業科目名称を「総合的な学習（探究）の時間の指導法」等

と変更する場合には変更届を提出すること。 

121 Ｑ 単位数の変更を伴わず、授業科目１単位あたりの時間や授業回数や授業科目の開講時期を

変更しようとする場合、教職課程の各科目について、変更届を提出する必要があるのか。 

Ａ 届出を必要とする変更に当たらないため、変更届の提出は不要である。 

【参照】教職課程認定の手引き（令和８年度）＜本体＞Ｉ３（２） 

122 Ｑ 教職課程認定審査の確認事項１（１）③及び④に規定する「従前の学科等の教職課程と概

ね同一である」とあるが、「概ね同一」とはどの程度を指すか。 

 Ａ 学科等の改組については大学によって状況が異なるため総合的な判断になるが、学科等の

廃止及び新設により、従前の学科等と比較して半数を上回るような授業科目数や教職専任教

員数の変更がある場合は概ね同一とは言いがたい。 

○教職課程を置く大学における事務等について 

123 Ｑ 教員免許状の授与を受けるために、授与権者（都道府県教育委員会）へ提出する授与申請

書類のうち、大学が作成する「学力に関する証明書」において、「教科に関する専門的事項」

の各科目の「一般的包括的な内容」を有する科目を修得しているかどうかをどのように記載

すればよいのか。 

 Ａ 授与権者が、大学の授業科目のうちどれが「一般的包括的な内容」を有する科目であるかを

知るためには、大学に照会しない限り特定できないため、大学が作成する「学力に関する証明

書」において、該当する科目に○や下線を付して記載するなど、表記を工夫してほしい。 

124 Ｑ ホームページ上に学力に関する証明書の記載例が掲載してあるが、このとおりに作成しな

ければならないのか。 

Ａ ホームページ上に掲載してある「学力に関する証明書」は、あくまで記載例であるため、

必ずしもこのとおりに作成する必要はない。 

ただし、施行規則に規定されている文言は原則として「学力に関する証明書」に全て記載

した上で作成することが必要である。ただし、適宜項目の追加等をすることは構わない。ま

た、大学の所在する都道府県教育委員会をはじめ、各都道府県教育委員会の定める授与申請

手続きに則って書類を作成すること。 

125 Ｑ 教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目について、大学において証明をしなけ

ればならないのか。 

Ａ 教育職員免許法第７条に基づき、教職課程の有無に関わらず、大学（文部科学大臣の指定

する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。）は、

希望者に対して学力に関する証明書を発行しなければならない。 

126 Ｑ 課程認定を受けるには、教職課程認定基準に定める必要教職専任教員数を満たさなければ

ならないが、やむを得ない事由により、急遽、教職専任教員が退職し、基準に定められてい

る必要教職専任教員数を満たさなくなる場合が生じた際にはどうすればよいのか。 

Ａ 教職課程認定基準に定める必要教職専任教員数を満たすように、速やかに教職専任教員を

補充すること。また、補充までの期間に空白がないように努めることはもとより、空白期間

が生じるとしても、当該教職課程の実施において支障のないようにすること。なお、兼任教

員を補充するのみで対応するなど、恒常的に必要教職専任教員数を満たさない状況を作らな

いこと。 
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127 Ｑ 平成１０年４月１日以前に大学に在学した者で、卒業するまでに小学校教諭普通免許状又

は中学校教諭普通免許状に係る所要資格を得た者が、これらの免許状の授与を受けるにあた

って、介護等体験を行うことが必要か。 

 Ａ 不要である。 

「小学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」（いわゆる

「介護等体験特例法」）は、平成１０年４月１日から施行となっているが、同法附則第２項に

おいて、施行の日よりも前に教職課程を置く大学等に在学した者で、これらを卒業するまで

に普通免許状に係る所要資格を得たものについては、介護等体験を要しない旨が定められて

いる。 

128 Ｑ 介護等体験の証明書において、“施設の長の名”の欄において、指定管理者制度関係で「管

理者」との表記が増えてきている。各都道府県教育委員会への免許申請をするにあたり、一

律に受付をしてもらえるとの確約があるのか。介護等体験の制度として、各都道府県におい

て申請や対応に大きな開きがあり、現場での取りまとめが厳しい現状がある。 

 

 

 

Ａ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律

施行規則」（いわゆる「介護等体験特例法施行規則」）第４条より、介護等の体験を行った学

校又は施設の長が、介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。 

この証明書において、指定管理者制度上の管理者を施設の長とすることの是非については、

各地方自治体における条例において定められている管理業務の範囲による。条例により、管

理者が施設の長と同等の職務を有する者とされているのであれば、管理者を施設の長として

証明書を発行することは適当と解する。 

129 Ｑ 「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(２６文科初第６３０

号 平成２６年９月２６日付）」において、教員の養成の状況についての情報の公表を行うこ

ととされているが、どの程度、詳細に公表する必要があるのか。また、今後、公表に関して

様式や方法を定める予定はあるか。 

 

 

 

Ａ 公表する内容の範囲については、情報公開の意義を踏まえつつ各大学において適切に判断

することとなるが、教員に関する情報については、常勤、非常勤の別を問わず、教職課程の

授業科目を担当する教員全てについて公表すること。なお、様式等を定める予定はないが、

教職課程を志望する学生等が情報収集を行いやすくなるよう留意すること。（ホームページに

おいて教職課程に関する情報を１箇所に集約する等） 
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●その他  

○他の資格科目と教職課程の科目との併用について 

130 Ｑ 公認心理師の資格科目と教職課程の科目を併せて開設している場合において、公認心理師

の資格審査の際に名称や内容変更の指示があった場合においてはどのように対応すればよ

いか。 

Ａ 公認心理師に係る科目の名称については、公認心理師法施行規則（平成 29 年 9 月 15 日施

行）により定められているため、教職課程の科目と併せて開設する場合においては、同規則

にも適合する科目名称とした上で申請書を提出する。 

  なお、公認心理師に係る科目と教職課程の科目を併せて開設することは可能であるが、課

程認定における審査においては、他の科目と同様に教職課程の科目として適切な名称及び内

容であるか確認を行うので、授業内容の変更や科目名称の変更を指摘される可能性があるた

め、留意いただきたい。（例えば、公認心理師法施行規則に規定する科目名称を括弧書きで

付記しつつ、教職課程の科目として適切な名称を設定することなども考えられる。） 

  また、公認心理師以外の資格科目と教職課程の科目を併せて開設する場合においても同様

の考え方となる。 
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４．「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について（令和３年

３月 12 日中央教育審議会諮問） 

 
  



46 
 
 

５．中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方に

ついて～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の

形成～（答申）」について（令和４年 12 月 20 日依頼） 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人   

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  御中 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 認 定 こ ど も 園 主 管 課 

教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

教 職 課 程 を 置 く 各 指 定 教 員 養 成 機 関 担 当 課 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

 

中央教育審議会「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方に

ついて～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団

の形成～（答申）」について（依頼） 

 

 

 令和３年１月 26 日の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供た

ちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」において、「令和の日本型学校教育」

の在り方について「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」と定

義されるとともに、「令和の日本型学校教育」を実現するためには、学校教育の担い手である教職員の養

成・採用・研修等の在り方について、更に検討が必要であると整理されました。 

これを踏まえ、令和３年３月 12 日に開催された中央教育審議会総会において、文部科学大臣から、「『令

和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」の諮問を行いました。 

諮問を受け、これまで中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会や、その

下に設けられた教員免許更新制小委員会及び基本問題小委員会を中心に審議が進められ、令和４年 12 月

19 日に開催された中央教育審議会総会において、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・

研修等の在り方について～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集

団の形成～」が取りまとめられ、文部科学大臣に手交されましたので下記のとおりお知らせします。 

 

本答申では、まず第Ⅰ部（総論）において、今回の議論の前提として、子供たち及び社会の変化、教師

の養成・採用・研修に関する制度及び実態を紹介した上で、「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・

採用・研修の在り方に関する改革の理念として、（１）「新たな教師の学びの姿」の実現、（２）多様な専

門性を有する質の高い教職員集団の形成、（３）教職志望者の多様化や教師のライフサイクルの変化を踏

まえた育成と安定的な確保の３つが示されています。 

次に第Ⅱ部（各論）において、令和３年３月に諮問した５つの項目（①「令和の日本型学校教育」を担

う教師に求められる資質能力、②多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成、③教員免許の在り方、

中央教育審議会において「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方に

ついて～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～

（答申）」が取りまとめられたことを受け、その内容の理解及び周知についてお願いするものです。 
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④教員養成大学・学部、教職大学院の在り方、⑤教師を支える環境整備）に対応した、今後の具体的な対

応方策が示されています。 

「おわりに」では、今回の答申は、「教師の養成・採用・研修の一体的な改革を通じ、教師が創造的で

魅力ある仕事であることが再認識され、志望者が増加し、教師自身も士気を高め、誇りを持って働くこと

ができるという将来を実現するための提言」と示されているところであり、文部科学省においては、本答

申を踏まえ、学校教育の要である教師に関する様々な改革に、スピード感を持って取り組んでまいります。 

 

ついては、本答申の内容を十分御理解いただくとともに、各都道府県教育委員会におかれては域内の市

区町村教育委員会（指定都市を除く。）に対して、各都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校

法人及び学校に対して、各文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革

特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校

設置会社及び学校に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、所管の認

定こども園及び域内の市（指定都市及び中核市を除く。）区町村認定こども園主管課に対して周知を図っ

ていただくようお願いします。また、各都道府県教育委員会及び市区町村教育委員会並びに都道府県等に

おかれては所管の学校に対して、附属学校を置く国公立大学法人におかれては管下の学校に対して周知

を図っていただくようお願いします。 

さらに、関連する部局等に対する情報共有についても併せてお願いします。 

記 
 

文部科学省ウェブサイト「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～

「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～（答申）」 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00004.htm 
※ 本答申を踏まえた具体的な取組・スケジュールの案について、上記ページに工程表（案）を掲載して

おりますので併せて御覧ください。 

※ 追って、答申について理解を深める動画等を公開予定です。 

 

 

 

  
≪本件お問合せ先≫ 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

電話 ０３－６７３４－３９７０ 
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６．教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について（令和５年９月 25 日通

知） 

 
５ 文 科 教 第 １ ０ ０ ２ 号 

令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ５ 日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各 国 公 私 立 大 学 長 

大学を設置する各地方公共団体の長 

放 送 大 学 学 園 理 事 長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

 

 

文部科学省総合教育政策局長     

望 月  禎     

 

 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

 この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」（令和５年文部科学省令

第 30 号）が公布、施行されました。 

 同令の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただき、関係

する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

令和４年９月 30 日に公布され、同年 10 月１日に施行された「大学設置基準等の一部を改正する省

令」（令和４年文部科学省令第 34 号）により、大学の教育課程等に係る特例制度（以下「教育課程特

例」という。）が新設されました。教育課程特例は、大学の創意工夫に基づく取組を促進し、今後の

大学設置基準の改善につなげるため、教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に

係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であっ

て、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価

及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行

う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28

号）上の特定の規定の全部又は一部によらないことができる特例制度です。 

教育課程特例を踏まえ、教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）（以下「免許法施

行規則」という。）においても、教育課程特例による先導的な取組の実施に必要な範囲内で、免許法

施行規則の教職課程に関する規定の一部を適用除外とすることができる特例（以下「教職課程に関す

る特例」という。）を設ける等の所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正の概要 

（１）教職課程の授業科目に係る自ら開設の原則の特例（免許法施行規則第 22 条第１項関係） 

文部科学大臣の認定に基づき、教育課程特例の適用を受けた大学は、免許法施行規則第 22 条第１

項に定める事項のうち、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を「自ら開設しなけ

ればならない」とする部分について、適用除外とする特例を設けること。 

 

（２）他大学との連携開設科目を自大学開設とみなす場合の単位数の上限に関する特例 

（免許法施行規則第 22 条第３項関係） 

他の大学と連携して開設する授業科目（以下「連携開設科目」という。）を免許法施行規則第 22

条第１項及び第２項により開設する授業科目とみなすことができる単位数の上限については、同条
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第３項において、同条第４項の規定により他の大学が開設する授業科目で同条第１項及び第２項に

より開設したものとみなす授業科目の単位数と合わせて、教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）

別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の８割が上限とされている。 

文部科学大臣の認定に基づき、教育課程特例の適用を受けた大学は、改正後の免許法施行規則第 22

条第６項による読み替え後の同条第３項により「第１項の規定により編成する教育課程を構成する

授業科目及び第２項の規定により開設する授業科目」とみなすことができる連携開設科目の単位数

の上限について、同条第６項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣

が認めた割合を上限とすること。 

 

（３）他大学の開設科目を自大学開設とみなす場合の単位数の上限に関する特例 

（免許法施行規則第 22 条第４項関係） 

他の大学が開設する授業科目（「各教科の指導法に関する科目」、「教育の基礎的理解に関する科

目」又は「特別支援教育に関する科目」に限る。以下「他大学開設科目」という。）を免許法施行規

則第 22 条第１項及び第２項により開設する授業科目とみなすことができる単位数の上限について

は、同条第４項において、同令第２条第１項、第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第７条

第１項、第９条及び第 10 条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ３割が上限とされている。 

文部科学大臣の認定に基づき、教育課程特例の適用を受けた大学は、改正後の免許法施行規則第 22

条第６項による読み替え後の同条第４項により「第１項の規定により編成する教育課程を編成する

教育課程を構成する授業科目及び第２項の規定により開設する授業科目」とみなすことができる他

大学開設科目の単位数の上限について、同条第６項に規定する先導的な取組を行うために必要なも

のとして文部科学大臣が認めた割合を上限とすること。 

 

（４）その他 

（免許法施行規則第 10 条の３関係） 

  免許法施行規則第 10 条の３第１項における「認定課程」の定義の明確化のため、所要の改正を行

ったこと。 

 

３ 施行期日 

公布の日（令和５年９月 25 日）から施行すること。 

  

４ 留意事項等 

（１）各大学においては、教育課程特例の申請を行う際、申請内容に教職課程に関する内容が含まれてい

る場合は、速やかに文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室教職課程認定係

（連絡先は末尾に記載）まで一報すること。 

 

（２）本改正による教職課程に関する特例の活用に当たっては、教育課程特例に関する文部科学大臣の認

定とは別途、教職課程の質保証の観点から、文部科学大臣（中央教育審議会初等中等教育分科会教員

養成部会）の認定が必要となること。具体的な審査の方法等については今後周知する予定であるこ

と。 

 

添付資料： 

別添１ 「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」（令和５年文部科学省令第 30 号） 

別添２ 読替表 

 

関連資料： 

 令和４年度大学設置基準等の改正について 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/index_00001.htm 

 大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布について（通知） 

https://www.mext.go.jp/content/20220930-mxt_daigakuc01-000025195_01.pdf 

 大学設置基準等の一部を改正する省令（令和４年文部科学省令第 34 号） 

https://www.mext.go.jp/content/20220930-mxt_daigakuc01-000025195_02.pdf 

 大学設置基準等の一部を改正する省令の施行に伴う文部科学省関係告示の整理に関する告示（令和
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４年文部科学省告示第 130 号） 

https://www.mext.go.jp/content/20220930-mxt_daigakuc01-000025195_03.pdf 

 教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程（令和４年文部科学省告示第 131 号） 

https://www.mext.go.jp/content/20220930-mxt_daigakuc01-000025195_04.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件担当： 

○教育職員免許法施行規則に関すること 

文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 

教員免許・研修企画室 法規係 

電話：03-5253-4111(内線：3969) 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 

○教職課程全般に関すること 

文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 

教員免許・研修企画室 教職課程認定係 

電話：03-5253-4111(内線：2451) 

E-MAIL：kyo-men@mext.go.jp  

○教育課程特例に関すること 

文部科学省 高等教育局 大学教育・入試課 

法規係 

電話：03-5253-4111(内線：3338) 

E-MAIL：daigakuc@mext.go.jp 
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７．教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について（令和５年９月 27 日通知） 

 

５文科教第１０１５号 

令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ７ 日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各指定都市・中核市教育委員会教育長 

各 国 公 私 立 大 学 長 

大学を設置する各地方公共団体の長 

各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長 

大学を設置する各学校法人の理事長 

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

放 送 大 学 学 園 理 事 長 

独立行政法人教職員支援機構理事長 

独立行政法人特別支援教育総合研究所 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

 

 

文部科学省総合教育政策局長     

望 月  禎     

 

 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 

 

 この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（令和５年文部科学省令第

31 号。以下「改正省令」という。）」が公布され、令和６年４月１日より施行されます。 

 改正省令の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨及び内容を十分御理解い

ただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

教員免許状の取得に当たって修得が必要となる「教科に関する専門的事項」に関する単位のうち、

中学校又は高等学校教諭免許状の「教科に関する専門的事項」の単位修得については、教育職員免許

法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号。以下「施行規則」という。）第４条又は第５条の表備考第

１号において、免許教科ごとに、少なくとも１単位以上修得すべき科目（以下「教科専門の科目区分」

という。）が定められています。これらの中学校又は高等学校教諭免許状に係る教科専門の科目区分

のうち、科目区分数が比較的多い教科について、大学の教職課程で単位を修得して中学校二種免許状

を取得する場合や、現職教員が教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号。以下「免許法」という。）

別表第３備考第６号に掲げる認定講習、公開講座、通信教育の課程（以下「免許法認定講習等」とい

う。）で単位を修得して免許状を取得する場合において、「教科に関する専門的事項」の最低修得単

位数を超える単位の修得を要する場合が生じています。 

こうした状況を踏まえ、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方に

ついて～『新たな教師の学びの姿』の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～（答

申）」（令和４年 12 月 19 日中央教育審議会）において、「『教科に関する専門的事項に関する科目』

について、専門的事項の数が多い教科を中心に必要な見直しを行うべきである。」とされたことを受

け、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会の下に「教科に関する専門的事項に関する検討

委員会」（以下、「検討委員会」という。）が設置され、本年８月に教科の専門的事項について見直し

の提言が取りまとめられました（別添２）。 

また、教科専門の科目区分は、学習指導要領で取り扱うべき内容等も踏まえ、大学がその科目区分
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における授業科目を学生に修得させる際の効果的な手法として、例えば「（実習を含む。）」や「（コ

ンピュータ活用を含む。）」等といった記述が追加されてきた経緯があります。これらについて、検

討委員会では、授業で実習やコンピュータの活用を扱っていることが一般的となっている状況である

ことや、実習を含めることが教職課程を開設する際の障壁になっているという指摘もあったところで

す。 

 

これらの提言等を踏まえ、教科専門の科目区分数が多い教科（中学校「理科、技術、家庭」及び高

等学校「理科、家庭、情報」）について、科目区分の統合又は削除等を行うとともに、科目区分の名称

の整理を行うため、施行規則について所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正等の要点 

２－１ 改正内容 

（１）中学校教諭普通免許状に係る教科専門の科目区分の統合等 

（施行規則第４条表備考第１号） 

① 「理科」について 

中学校教諭普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科に関する専門的事項」に関

する科目のうち、「理科」に関する教科専門の科目区分について、「物理学実験（コンピュー

タ活用を含む。）」、「化学実験（コンピュータ活用を含む。）」、「生物学実験（コンピュー

タ活用を含む。）」及び「地学実験（コンピュータ活用を含む。）」を「物理学実験・化学実

験・生物学実験・地学実験」とすること。 

② 「技術」について 

中学校教諭普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科に関する 専門的事項」に関

する科目のうち、「技術」に関する教科専門の科目区分について、次のア）～エ）のとおりとす

ること。 

ア）「木材加工（製図及び実習を含む。）」及び「金属加工（製図及び実習を含む。）」を「材

料加工（実習を含む。）」とする。 

イ）「機械（実習を含む。）」及び「電気（実習を含む。）」を「機械・電気（実習を含む。）」

とする。 

ウ）「栽培（実習を含む。）」を「生物育成」とする。 

エ）「情報とコンピュータ（実習を含む。）」を「情報とコンピュータ」とする。 

③ 「家庭」について 

中学校教諭普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科に関する専門的事項」に関

する科目のうち、「家庭」に関する教科専門の科目区分について、次のア）及びイ）のとおり

とすること。 

ア）「被服学（被服製作実習を含む。）」を「被服学（被服実習を含む。）」とする。 

イ）「保育学（実習を含む。）」を「保育学」とする。 

 

（２）高等学校教諭普通免許状に係る教科専門の科目区分の統合等 

（施行規則第５条表備考第１号） 

① 「理科」について 

高等学校教諭普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科に関する専門的事項」に

関する科目のうち、「理科」に関する教科専門の科目区分について、「『物理学実験（コンピ

ュータ活用を含む。）、化学実験（コンピュータ活用を含む。）、生物学実験（コンピュータ活

用を含む。）、地学実験（コンピュータ活用を含む。）』」を「『物理学実験、化学実験、生物

学実験、地学実験』」とすること。 

② 「家庭」について 

高等学校教諭普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科に関する専門的事項」に

関する科目のうち、「家庭」に関する教科専門の科目区分について、次のア）～エ）のとおり

とすること。 

ア）「被服学（被服製作実習を含む。）」を「被服学（被服実習を含む。）」とする。 
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イ）「住居学（製図を含む。）」を「住居学」とする。 

ウ）「保育学（実習及び家庭看護を含む。）」を「保育学」とする。 

エ）「家庭電気・家庭機械・情報処理」を削除する。 

③ 「情報」について 

高等学校教諭普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科に関する専門的事項」に

関する科目のうち、「情報」に関する教科専門の科目区分について、次のア）～オ）のとおり

とすること。 

ア）「情報社会・情報倫理」及び「情報と職業」を「情報社会（職業に関する内容を含む。）・

情報倫理」とする。 

イ）「コンピュータ・情報処理（実習を含む。）」を「コンピュータ・情報処理」とする。 

ウ）「情報システム（実習を含む。）」を「情報システム」とする。 

エ）「情報通信ネットワーク（実習を含む。）」を「情報通信ネットワーク」とする。 

オ）「マルチメディア表現・マルチメディア技術（実習を含む。）」を「マルチメディア表

現・マルチメディア技術」とする。 

 

（３）免許法別表第８の規定により中学校又は高等学校教諭普通免許状を取得する際の「大学が独自

に設定する科目」について 

（施行規則第 18 条の２表備考第３号） 

   別表第８の規定により幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教諭の普通免許状を有する者が、

最低在職年数を満たす場合にそれぞれ隣接する学校種の免許状を取得しようとする場合に関する

施行規則第 18 条の２に規定する「大学が独自に設定する科目」（以下「大学独自科目」という。）

について、次の①及び②のとおりとする。 

① 高等学校教諭普通免許状を有する者が中学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合の大学独

自科目の修得方法 

ア）高等学校教諭普通免許状を基礎として中学校教諭普通免許状「理科」の授与を受ける場合

に必要な大学独自科目については、「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）、化学実

験（コンピュータ活用を含む。）、生物学実験（コンピュータ活用を含む。）及び地学実

験（コンピュータ活用を含む。）のうち３以上の科目についてそれぞれ１単位以上」を「物

理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験について１単位以上」とすること。 

 

イ）高等学校教諭普通免許状を基礎として中学校教諭普通免許状「技術」の授与を受ける場合

に必要な大学独自科目については、「木材加工（製図及び実習を含む。）、金属加工（製

図及び実習を含む。）及び栽培（実習を含む。）についてそれぞれ１単位以上」を「材料

加工（実習を含む。）及び生物育成についてそれぞれ１単位以上」とすること。 

 

② 中学校教諭普通免許状を有する者が高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合の大学独

自科目の修得方法 

ア）中学校教諭普通免許状を基礎として高等学校教諭普通免許状「情報」の授与を受ける場合

に必要な大学独自科目については、「情報の教科に関する専門的事項に関する科目（情報

社会・情報倫理及びコンピュータ・情報処理（実習を含む。）を除く。）」についてそれ

ぞれ１単位以上」を「情報の教科に関する専門的事項に関する科目（情報社会（職業に関

する内容を含む。）・情報倫理及びコンピュータ・情報処理を除く。）についてそれぞれ

１単位以上」とすること。 

 

イ）本改正により、中学校「家庭」に係る教科専門の科目区分と、高等学校「家庭」に係る教

科専門の科目区分が完全に一致することとなることから、中学校教諭普通免許状を基礎

として高等学校教諭普通免許状「家庭」の授与を受ける場合に必要な大学独自科目につい

ては、「住居学（製図を含む。）、保育学（実習及び家庭看護を含む。）及び家庭電気・

家庭機械・情報処理についてそれぞれ１単位以上」を削除すること。 
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２－２ 経過措置規定 

（１）免許法別表第１の規定により免許状の授与を受ける場合の経過措置 

① 中学校教諭普通免許状に係る教科専門の科目区分の統合等に関する経過措置 

ア） 「理科」について 

（改正省令附則第２条第２項） 

令和６年３月 31 日において認定課程を有する大学（以下、「課程認定大学」という。）に

在学している者が、これを卒業するまでに、改正前の施行規則における中学校「理科」に係る

教科専門の科目区分のうち 「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）」、「化学実験（コ

ンピュータ活用を含む。）」、「生物学実験（コンピュータ活用を含む。）」及び「地学実験

（コンピュータ活用を含む。）」に関する内容を全て修得する場合又は令和６年３月 31 日ま

でに課程認定大学において既に当該内容を全て修得している場合については、改正後の施行

規則における「物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験」に関する内容を修得したもの

とみなすこととすること。 

 

イ） 「技術」について 

（改正省令附則第２条第１項、第３項） 

ⅰ）令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに

改正前の施行規則における中学校「技術」に係る教科専門の科目区分のうち、次の表に掲

げる「改正前科目区分」に関する内容を修得する場合又は令和６年３月 31 日までに課程

認定大学において既に当該内容を修得している場合については、それぞれ同表に掲げる

改正後の施行規則における「改正後科目区分」に関する内容を修得したものとみなすこと

とすること。 

改正前科目区分 改正後科目区分 

栽培（実習を含む。） 生物育成 

情報とコンピュータ（実習を含む。） 情報とコンピュータ 

 

ⅱ）令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに

改正前の施行規則における中学校「技術」に係る教科専門の科目区分のうち「木材加工

（製図及び実習を含む。）」若しくは「金属加工（製図及び実習を含む。）」のいずれか

に関する内容を修得する場合又は令和６年３月31日までに課程認定大学において既に当

該内容を修得している場合については、改正後の施行規則における「材料加工（実習を含

む。）」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。 

 

ⅲ）令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに

改正前の施行規則における中学校「技術」に係る教科専門の科目区分のうち「機械（実習

を含む。）」及び「電気（実習を含む。）」に関する内容をいずれも修得する場合又は令

和６年３月31日までに課程認定大学において既に当該内容をいずれも修得している場合

については、改正後の施行規則における「機械・電気（実習を含む。）」に関する内容を

修得したものとみなすこととすること。 

 

ウ） 「家庭」について 

（改正省令附則第２条第１項） 

令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに改

正前の施行規則における中学校「家庭」に係る教科専門の科目区分のうち、次の表に掲げる

「改正前科目区分」に関する内容を修得する場合又は令和６年３月 31 日までに課程認定大

学において既に当該内容を修得している場合については、それぞれ同表に掲げる改正後の施

行規則における「改正後科目区分」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。 
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改正前科目区分 改正後科目区分 

被服学（被服製作実習を含む。） 被服学（被服実習を含む。） 

保育学（実習を含む。） 保育学 

 

② 高等学校教諭普通免許状に係る教科専門の科目区分の統合等に関する経過措置 

ア） 「理科」について 

（改正省令附則第２条第１項） 

令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに改

正前の施行規則における高等学校「理科」に係る教科専門の科目区分のうち、次の表に掲げ

る「改正前科目区分」に関する内容を修得する場合又は令和６年３月 31 日までに課程認定大

学において既に当該内容を修得している場合については、それぞれ同表に掲げる改正後の施

行規則における「改正後科目区分」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。 

改正前科目区分 改正後科目区分 

「物理学実験（コンピュータ活用を含

む。）、化学実験（コンピュータ活用を

含む。）、生物学実験（コンピュータ活

用を含む。）、地学実験（コンピュータ

活用を含む。）」 

「物理学実験、化学実験、生物学実験、

地学実験」 

 

イ） 「家庭」について 

（改正省令附則第２条第１項） 

令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに改

正前の施行規則における高等学校「家庭」に係る教科専門の科目区分のうち、次の表に掲げ

る「改正前科目区分」に関する内容を修得する場合又は令和６年３月 31 日までに課程認定大

学において既に当該内容を修得している場合については、それぞれ同表に掲げる改正後の施

行規則における「改正後科目区分」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。 

改正前科目区分 改正後科目区分 

被服学（被服製作実習を含む。） 被服学（被服実習を含む。） 

住居学（製図を含む。） 住居学 

保育学（実習及び家庭看護を含む。） 保育学 

 

ウ） 「情報」について 

（改正省令附則第２条第１項、第４項） 

ⅰ）令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに

改正前の施行規則における高等学校「情報」に係る教科専門の科目区分のうち、次の表

に掲げる「改正前科目区分」に関する内容を修得する場合又は令和６年３月 31 日までに

課程認定大学において既に当該内容を修得している場合については、それぞれ同表に掲

げる改正後の施行規則における「改正後科目区分」に関する内容を修得したものとみな

すこととすること。 

改正前科目区分 改正後科目区分 

コンピュータ・情報処理（実習を含む。） コンピュータ・情報処理 

情報システム（実習を含む。） 情報システム 

情報通信ネットワーク（実習を含む。） 情報通信ネットワーク 

マルチメディア表現・マルチメディア技

術（実習を含む。） 

マルチメディア表現・マルチメディア

技術 

 

ⅱ）令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者が、これを卒業するまでに

改正前の施行規則における高等学校「情報」に係る教科専門の科目区分のうち、「情報

社会・情報倫理」及び「情報と職業」に関する内容をいずれも修得する場合又は令和６
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年３月 31 日までに課程認定大学において既に当該内容をいずれも修得している場合に

ついては、改正後の施行規則における「情報社会（職業に関する内容を含む。）・情報

倫理」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。 

 

 

③ ①又は②による単位の読み替えができない場合の経過措置 

（改正省令附則第２条第５項、第６項） 

令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者で、これを卒業するまでに改正前

の施行規則における教科専門の科目のうち、次の表に掲げる「改正前科目区分」に関する単位を

修得する場合又は令和６年３月 31 日までに課程認定大学において既に当該内容を修得している

場合（①又は②の経過措置を適用する場合を除く。）について、改正前科目区分に関する単位は、

それぞれ同表の「改正後の施行規則において『教科に関する専門的事項』に関する科目の単位と

してみなすことができる教科」の単位とみなすことができることとすること。 

学校種 教科 改正前科目区分 改正後の施行規則において

「教科に関する専門的事項」

に関する科目の単位としてみ

なすことができる教科 

中学校 理科 物理学実験（コンピュータ

活用を含む。） 

中学校「理科」 

化学実験（コンピュータ活

用を含む。） 

生物学実験（コンピュータ

活用を含む。） 

地学実験（コンピュータ活

用を含む。） 

技術 機械（実習を含む。） 中学校「技術」 

電気（実習を含む。） 

高等学校 家庭 家庭電気・家庭機械・情報

処理 

高等学校「家庭」 

情報 情報社会・情報倫理 高等学校「情報」 

情報と職業 

 

（２）免許法別表第３から第５まで、別表第８又は附則第５項の規定により免許状の授与を受ける場合

の経過措置 

（改正省令附則第３条） 

次に掲げる者が、免許法別表第３から第５まで、別表第８又は附則第５項の規定により免許状の

授与を受ける場合についても、（１）と同様の経過措置を設けること。 

 ・令和６年３月 31 日において課程認定大学に在学している者で、これを卒業するまでに改正前科

目区分に関する単位を修得する者 

・令和６年３月 31 日において免許法認定講習等の課程を履修している者で、当該講習等により改

正前科目区分に関する単位を修得する者 

・令和６年３月 31 日までに既に改正前科目区分に関する単位を修得している者 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日から施行すること。 

  

４ 留意事項等 

（１）改正省令附則第２条及び第３条に規定する「在学」には、科目等履修生として在籍する場合も含ま

れること。 
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（２）改正省令附則第２条及び第３条に規定する経過措置を適用する場合において、課程認定大学に在

学している者は、卒業を待たずに改正前の施行規則における科目区分を改正後の科目区分における

内容として修得したものとみなすこととして差し支えないこと。 

 

（３）中学校「理科」について、小学校高学年の教科担任制における専科指導の優先実施教科であるこ

と等を踏まえ、複数校種・複数教科の免許状保有を推進する観点から、都道府県教育委員会や大学

等においては、当該教科について免許法認定講習等の開設を積極的に検討いただきたいこと。 

 

（４）中学校「技術」及び「家庭」並びに高等学校「家庭」及び「情報」について、免許外教科担任の

許可件数が多いことから、都道府県教育委員会や大学等においては、当該教科について免許法認定

講習等の開設を積極的に検討いただきたいこと。 

   また、中学校「技術」に係る科目区分のうち「情報とコンピュータ」については、毎年、免許法

認定通信教育として大学等による科目が開設されているところ、これらの科目が施行規則第４条表

備考第２号に規定する「一般的包括的な内容を含むものでなければならない」とする要件を満たす

どうかについては、一律に判断するのでなく、各科目の授業内容を踏まえ、授与権者である都道府

県教育委員会において適切に判断いただきたいこと。 

 

（５）中学校「技術」について、検討委員会及び技術・情報ワーキンググループでの議論並びに検討委

員会のまとめを踏まえ、特に高等学校情報及び工業の教職課程を置く大学においては、技術の教職

課程の開設について、積極的に検討をいただきたいこと。 

 

（６） 「（実習を含む。）」の規定がない科目における実習等を含む授業の実施方法については、課程

認定大学において、教員の養成の目標や授業科目の到達目標等に照らして判断すること。 

 

（７）課程認定大学において、中学校「理科」、「技術」及び「家庭」並びに高等学校「家庭」及び「情

報」に係る令和６年度以降入学者に適用する教職課程については今年度中に変更届を提出する必要

がある。提出する様式や提出方法等については今後課程認定大学等に連絡予定であること。また、本

改正に関する事項を含め課程認定大学向けの説明会を令和５年 10 月３日（火）に開催予定であるこ

と（令和５年８月 29 日付けメールにおいて周知済み）。 
 

添付資料： 

別添１「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」（令和５年文部科学省令第 31 号） 

別添２「教科に関する専門的事項に関する検討委員会 まとめ」（令和５年８月 10 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本件担当： 

文部科学省 総合教育政策局  

教育人材政策課 

○教育職員免許法施行規則等に関すること 

教員免許・研修企画室法規係      

電話：03-5253-4111(内線：3969) 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 

○教職課程全般に関すること 

教員免許・研修企画室教職課程認定係 

電話：03-5253-4111(内線：2451) 

E-MAIL：kyo-men@mext.go.jp  
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８．特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例等に係る教職課程認定基準等の改正等

について（令和５年９月 28 日事務連絡） 

 

 事 務 連 絡 

令和５年９月２８日 

 

 

教職課程を置く各国公私立大学 

教 職 課 程 担 当 部 局   御中 

 

文部科学省総合教育政策局 

教 育 人 材 政 策 課 

 

特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例等 

に係る教職課程認定基準等の改正等について 

 

中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～

「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～」（令和４年 12

月 19 日）（以下「中教審答申」という。）等を踏まえ、別添のとおり、「教職課程認定基準」（平成 13 年７

月 19 日教員養成部会決定）（以下「基準」という。）、「教職課程認定審査の確認事項」（平成 13 年７月 19

日課程認定委員会決定）（以下「確認事項」という。）、「教職課程認定大学実地視察規程」（平成 13 年７月

19 日教員養成部会決定）（以下「実地視察規程」という。）、「学科等の目的・性格と免許状との相当関係に

関する審査基準」（平成 23 年１月 20 日課程認定委員会決定）、「教職実践演習の実施に当たっての留意事

項」（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決定）及び「教育又は研究上の業績及び実績の考え方」（平成

23 年３月９日課程認定委員会決定）の改正並びに「特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例に

関する審査の観点」（令和５年９月 28 日課程認定委員会決定）（以下「審査の観点」という。）の決定が行

われましたのでお知らせします。 

 

 

記 

 

 １．改正の要点  

（１）特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例に係る改正  

中教審答申を踏まえ、学生の強みや専門性を身に付ける活動と教職課程の履修の両立を目的とした教員

養成が可能となるよう、４年制大学において、二種免許状の教職課程の認定を受けることができる特例

を設ける。  

（基準２（４）、１０、１４（２）、審査の観点）  

 

（２）専科指導優先実施教科に対応した小学校教員養成に係る特例に係る改正  

中教審答申を踏まえ、小学校における専科指導優先実施教科（算数、理科、体育又は外国語）に相当す

る中学校教員養成課程（数学、理科、保健体育又は英語）を開設する学科等が、地域における教員養成

の状況・課題等に応じ、小学校二種免許状の教職課程の認定を受けることができる特例を設ける。  

（基準２（４）、１１、１４（２））  

 

（３）大学設置基準等による教育課程特例に係る改正  

大学設置基準第五十七条第一項、専門職大学設置基準第七十六条第一項、大学通信教育設置基準第十二

条第一項、短期大学設置基準第五十条第一項、専門職短期大学設置基準第七十三条第一項又は短期大学

通信教育設置基準第十二条第一項の規定による特例（以下「教育課程特例」という。）の認定を受けた

大学が、教育職員免許法施行規則（以下「施行規則」という。）第二十二条第六項に基づき、当該特例

に係る先導的な取組により当該大学の教職課程を適正に実施できるものと認められる場合、基準におい

ても授業科目の自ら開設の原則に特例を設けるもの。  
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（基準３(１)、（３）、（４）、確認事項１(2)、実地視察規程５）  

（４）教職実践演習の履修時期に係る改正  

中教審答申を踏まえ、教職実践演習の履修時期について、４年次（短期大学の場合は２年次）後期とし

ていたものを、他の教科及び教職に関する科目の実施状況を踏まえ、大学の判断により適切な時期に実

施するものとすること。  

（教職実践演習の実施に当たっての留意事項２） 

  

２．適用期日  

令和７年度からの教職課程認定を受けようとする申請校から適用する。  

 

３．留意事項等  

（１）特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例について  

① 特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例（以下「強み専門性特例」という。）を活用し認定

を受けることで、今後四年制大学においても二種免許状の教職課程の開設が可能となるが、強み専門性

特例の趣旨は、資格取得や留学等の強みや専門性に係る活動等と一種免許状の取得の両立が困難である

状況等を鑑みて、免許状取得との両立を目的とするための特例であるため、同一免許状の一種免許状の

教職課程との併設を想定するものではないこと。  

② 強み専門性特例の認定を受けようとする大学においては、別添の審査の観点を十分確認の上、申請を

行うこと。なお、申請に当たっての様式等については、今後の説明会や手引き等において示す予定であ

ること。  

 

（２）専科指導優先実施教科に対応した小学校教員養成に係る特例について  

① 小学校教員養成の認定を受ける学科等は教員養成を主たる目的とした学科等でなければならないが

（基準２（６））、本特例の活用により、中学校の数学、理科、保健体育又は英語の認定課程を有する

学科等は、地域における教員養成の状況・課題等に応じ小学校二種免許状の認定を受けることが可能と

なること。  

② 認定を受けようとする教職課程の授業科目の開設に当たっては、基準における義務教育学校種間での

共通開設の特例（基準４－８（２）ⅴ）、ⅷ) 等）を活用することが考えられること。なお、その際は

いずれの学校種にも対応できる授業科目として適切な内容を検討すること。  

 

（３）大学設置基準等による教育課程特例について  

① 教育課程特例に関する施行規則の改正内容については、令和５年９月25 日付け５文科教第１００２

号「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」も併せて確認すること。  

② 教育課程特例を受ける大学の学科等が、当該学科において教職課程を新設する場合や改組等を伴う場

合、通常の課程認定申請の手続において、審査を行うものであること。  

③ 上記に該当しない場合においても、施行規則第二十二条第六項による読替え後の同条第三項の特例

（他大学との連携開設科目を自大学開設とみなす場合の単位数の上限に関する特例）又は同条第四項の

特例（他大学の開設科目を自大学開設とみなす場合の単位数の上限に関する特例）に係る教育課程を編

成する場合は、先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認める割合を上限とするこ

ととなるため、課程認定申請の手続において、審査を行うものであること。ただし、この場合は教員審

査を省略すること。  

④ 教育課程特例を受ける大学の学科等のうち、上記②又は③に該当しない場合は、教育課程特例に係る

変更届を提出すること。様式等については、今後の説明会や手引き等において示す予定であること。  

 

４．今後のスケジュール（予定）  

・令和５年10 月３日（火）：教職課程大学説明会（オンライン）  

・令和５年１月中旬～３月中旬：課程認定事前相談（令和７年度開設分）  

・令和５年３月中下旬：申請書受付（同上）  

※ 令和７年度開設の教職課程に係る申請を行う予定の大学（改組等に伴う申請を含む）は、申請・認定

手続の円滑化を図るため、原則、課程認定の事前相談を行うようお願いします。  
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（別添）新旧対照表  

・教職課程認定基準（平成13 年7 月19 日教員養成部会決定）  

・教職課程認定審査の確認事項（平成13 年7 月19 日課程認定委員会決定）  

・教職課程認定大学実地視察規程（平成13 年7 月19 日教員養成部会決定）  

・学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準  

（平成23 年１月20 日課程認定委員会決定）  

・教職実践演習の実施に当たっての留意事項  

（平成20年10月24日課程認定委員会決定）  

・教育又は研究上の業績及び実績の考え方  

（平成23年3月9日課程認定委員会決定）  

・特定分野に強みや専門性を持つ学科等に係る特例に関する審査の観点  

（令和5年９月28日課程認定委員会決定） 

  

＜本件担当＞  

総合教育政策局 教育人材政策課  

教員免許・研修企画室 教職課程認定係  

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２  

TEL：03-5253-4111（内線2451,2453）  

E-MAIL: kyo-men@mext.go.jp  
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９．教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布について（平成 30 年 12 月 26 日

通知） 

３ ０ 文 科 教 第 ２ ５ ７ 号 

平成３０年１２月２６日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

大学を設置する各地方公共団体の長  殿 

各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長 

大学を設置する各学校法人の理事長 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 の 代 表 取 締 役 

放 送 大 学 学 園 理 事 長 

 

文部科学省総合教育政策局長           

清 水  明          

 
（印影印刷） 

 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 

 

 この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年文部科学省令

第３４号）」が平成３０年１２月２６日に公布されました。 

 同令の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただきますよ

うお願いします。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

近年の急速なグローバル化の進展及び情報通信技術の発達という状況の変化に鑑みて、国際的な視

野を持つ教師を育成することを目的として、教育実習先として、文部科学大臣が小学校、中学校又は高

等学校と同等の教育課程を有するものとして認定した在外教育施設（在外教育施設の認定等に関する

規定（平成３年文部省告示第１１４号）に基づき認定された在外教育施設。以下「認定在外教育施設」

という。）を追加するため、教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）の改正を行うも

のであること。 

 

２ 改正の要点 

(１) 教育実習先として認定在外教育施設を追加すること。 

(２) 上記に加え、その他必要な改正を行うこと。 

 

３ 施行期日 

 平成３１年４月１日から施行することとしたこと。 

 

４ 留意事項等 
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(１) 教育実習を行う大学と認定在外教育施設との連携による指導及び評価の体制の確保 

 認定在外教育施設で教育実習を行う大学（以下「大学」という。）は、事前・事後の指導も含め、教育

実習の全般にわたり、当該施設と連携しながら、責任を持って指導に当たることが必要であること。また、

大学は「教職課程コアカリキュラム（平成２９年１１月教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討

会）」（参考１）及び平成１８年７月中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」

（参考２）を参照し、教育実習の内容の充実を図ること。 

 ①事前・事後の指導 

  通常の教育実習の事前・事後指導で行われている取組に加えて、特に事前指導においては、教育実習

先の国における生活、安全、文化等に関する基本的な知識を学生に修得させるとともに、海外の環境

での教育実習に関する学生の意欲、適性、能力等を適切に確認するなど、認定在外教育施設における

教育実習を行うために必要な指導の充実を図ること。 

 ②教育実習中の学生に対する指導 

  教育実習を行う学生の授業実践の観察や心身の状況の確認のため、大学においては訪問指導を行う

ことが望ましい。また、訪問できない場合であっても、テレビ会議方式等により、学生の状況の観察

や学生との意見交換を行うこと。また、あわせて、電話、メール等により必要に応じて円滑に学生と

のコミュニケーションが行えるようにすること。 

 ③教育実習を行う学生の指導及び評価に関する大学と認定在外教育施設の連携体制 

  大学は、認定在外教育施設での教育実習に先立ち、当該施設との間で、教育実習中の活動内容、学生

への指導及び評価の方法等について協議を行うこと。また、大学及び当該施設の双方において、教育

実習に責任を負う組織又は担当者を定め、円滑な連絡が行われるようにすること。 

 

（２）大学と認定在外教育施設との間での協定の締結 

 特に海外における学生の滞在は、生活、安全、緊急時への対処など、国内で実施する教育実習とは異な

る課題が生じるため、指導体制のみならず、学生を受け入れるために必要な事項について、大学と認定在

外教育施設の間で協定を締結し、あらかじめ明確にしておくことが必要であること。 

 協定の締結にあたっては、次の事項について定めること。 

 

 ①教育実習の対象となる学生 

 ②教育実習の時期、期間及び総時間数 

 ③学生に対する指導 

 ④大学及び認定在外教育施設の連携 

 ⑤教育実習に係る経費負担 

 ⑥滞在先の確保等 

 ⑦安全確保 

 ⑧教育実習の中止に関すること 

 ⑨協定期間 

 ⑩認定在外教育施設の児童生徒等の個人情報の取り扱い 

 （その他大学と当該施設が必要と定める事項） 

 ※協定例については別添２参照 

 

（３）文部科学省への報告 

 大学は、認定在外教育施設との間で上記の協定を締結した際には、その内容を文部科学省総合教育政策

局教育改革・国際課に報告すること。 

 大学は、認定在外教育施設において教育実習を開始する最初の年度の前年度末までに、教職課程認定の

手引きに掲げる様式第５号により教育実習実施計画書を文部科学省総合教育政策局教育人材政策課に提

出すること。 

 

（４）その他 

 認定在外教育施設で教育実習を行う際のＱ＆Ａについては以下のＵＲＬを参照すること。 

 ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/1412089.htm 

 
本件担当：文部科学省 総合教育政策局 

（教育実習に関すること）教育人材政策課 

電話：03-5253-4111(内線：3969) 

（認定在外教育施設に関すること）教育改革・国際課 

電話：03-5253-4111(内線：2442) 



68 
 
 

【参考１】「教職課程コアカリキュラム（平成２９年１１月教職課程コアカリキュラムの在り方に関する

検討会）」（抜粋） 
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【参考２】平成１８年７月中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（抜粋） 

 

１．教職課程の質的水準の向上 

（３）教育実習の改善・充実－大学と学校、教育委員会の共同による次世代の教員の育成－ 

 課程認定大学は、教育実習の全般にわたり、学校や教育委員会と連携しながら、責任を持って指導に当

たることが重要である。 

 実習内容については、個々の学生の履修履歴等に応じて、内容の重点化も考慮する必要があるが、その

場合でも、十分な授業実習の確保に努めることが必要である。 

 大学の教員と実習校の教員が連携して指導に当たる機会を積極的に取り入れることが必要である。ま

た、実習校においては、基本的に複数の教員が協力して指導に当たることが必要である。 

 大学においては、教育実習の円滑な実施に努めることを、法令上、明確にすることが必要である。また、

履修に際して満たすべき到達目標をより明確に示すとともに、事前に学生の能力や適性、意欲等を適切に

確認することが必要である。教育実習に出さないという対応や、実習の中止も含め、適切な対応に努める

ことが必要である。 

 いわゆる母校実習については、できるだけ避ける方向で、見直しを行うことが適当である。 

 各都道府県ごとに、教育実習連絡協議会を設置し、実習内容等について共通理解を図るとともに、実習

生を円滑に受け入れていく具体的な仕組みについて検討することが必要である。 

 

○ 教育実習は、学校現場での教育実践を通じて、学生自らが教職への適性や進路を考える貴重な機会で

あり、今後とも大きな役割が期待される。教育実習は、課程認定大学と学校、教育委員会が共同して次

世代の教員を育成する機会であり、大学は、教科に関する科目の担当教員と教職に関する科目の担当教

員が共同して、教育実習の全般にわたり、学校や教育委員会と連携しながら、責任を持って指導に当た

ることが重要である。 

  また、各大学は、教職課程の全体の中で、体系的な教育実習の実施に留意することが必要である。 

 

○ （2）で述べた教職実践演習（仮称）を新設することとする場合、教育実習と当該科目との関係を整

理することが必要である。この点については、両者は趣旨・目的が異なるものの、将来教員になる上で、

何が課題であるのかを自覚する機会として共通性があることや、履修時期が近接していること等から、

内容や指導の面での関連性や連続性に留意にして、実施することが適当である。具体的には、教育実習

やその後の事後指導を通して明らかになった課題を教職実践演習（仮称）で重点的に確認したり、必要

に応じて補完的な指導を行うなどの工夫を図ることが適当である。 

 

○ 教育実習における実習内容は、学校における教育活動全体を視野に入れることが基本であるが、学生

の履修履歴や免許状の種類に応じて、例えば、授業実習の比重を高めたり、学級経営の比重を高めるな

ど、実習内容を重点化することも考慮する必要がある。なお、その場合でも、教科指導の実践は教育実

習の最も重要な内容であることから、課程認定大学は、学校や教育委員会と協力しながら、十分な授業

実習の機会の確保に努めることが必要である。 

 

○ 教育実習においては、課程認定大学と実習校の協力により、授業案を作成したり、教材研究の指導を

行うなど、大学の教員と実習校の教員が連携して指導に当たる機会を積極的に取り入れることが必要

である。また、実習成績の評価についても、適切な役割分担の下に、共同して行うことが適当であるが、

その場合には、実習校により評価にばらつきが生じないよう留意することが必要である。 

 

○ 実習校においては、基本的に複数の教員が協力して指導に当たることとし、また、当該教員について

は、教育実習担当教員として、校務分掌上、明確に位置付けるなど、責任を持って実習生を指導する校

内体制を構築することが必要である。 

 

○ 教育実習は、課程認定大学の教職課程の一環として行われるものであり、各大学における適切な対応

を担保するため、課程認定大学は、実習校の協力を得て、教育実習の円滑な実施に努めることを、法令

上、明確にすることが適当である。 
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○ 課程認定大学は、教員を志す者としてふさわしい学生を、責任を持って実習校に送り出すことが必要

である。各大学においては、これまでも、教育実習の履修に当たって、あらかじめ履修しておくべき科

目を示すなどの取組が行われてきたが、今後は、履修に際して満たすべき到達目標をより明確に示すと

ともに、それに基づき、事前に学生の能力や適性、意欲等を適切に確認するなど、取組の一層の充実を

図ることが必要である。 

  また、必要に応じて補完的な指導を行うとともに、それにもかかわらず、十分な成果が見られない学

生については、最終的に教育実習に出さないという対応も必要である。実習開始後に学生の教育実習に

臨む姿勢や資質能力に問題が生じた場合には、課程認定大学は速やかに個別指導を行うことはもとよ

り、実習の中止も含め、適切な対応に努めることが必要である。 

 

○ 一般大学・学部については、できるだけ同一都道府県内をはじめとする近隣の学校において実習を行

うこととし、いわゆる母校実習については、大学側の対応や評価の客観性の確保等の点で課題も指摘さ

れることから、できるだけ避ける方向で、見直しを行うことが適当である。 

  一方、学生が自らが教職に就くことを希望する出身地の学校で教育実習を行うことは、早い段階から

地域の教育等を知る上で意義があることから、このような積極的な理由から、母校をはじめとする出身

地の学校で実習を行う場合については、柔軟に対応することが適当である。ただし、このような場合で

も、大学と実習校とが遠隔教育的な方法を工夫して連携指導を行うなど、大学が教育実習に関わる体制

を構築するとともに、実習校側も適切な評価に努めることが必要である。 

  教員養成系大学・学部については、附属学校における実習が基本となるが、一般の学校における実習

も有意義であることから、各大学において、適切に検討することが必要である。 

 

○ 教育実習を円滑かつ効果的に実施するため、各都道府県ごとに教員養成系大学・学部や教育委員会は

もとより、一般大学・学部や公立私立学校、知事部局の代表等の幅広い関係者の参画を得て、教育実習

連絡協議会を設置することが必要である。こうした関係機関の協議の場においては、実習内容や指導方

法、実習生に求められる資質能力などについての共通理解を図るとともに、相互の適切な役割分担と連

携協力により、各地域において実習生を円滑に受け入れていく具体的な仕組み（例えば、実習生の受入

れに当たっての調整や、実習に係る人的・財政的措置等）について検討することが必要である。 

 

  



71 
 
 

10．在外教育施設における教育実習を可能とする制度改正について 
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11．小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律

施行規則の一部を改正する省令等の公布について（令和６年３月 21 日通知） 

５文科教第 1873 号 

令和６年３月 21 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省総合教育政策局長       

望 月  禎     

 

 

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関

する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知） 

 

 

 このたび、別添１のとおり「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免

許法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」（令和６年文部科学省令第５号。

以下「改正省令」という。）が令和６年３月 21 日に公布され、令和６年４月１日より施行さ

れることとなりました。また、併せて別添２のとおり、「小学校及び中学校の教諭の普通免

許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則附則第二項の規定により読

み替えられた同令第三条第一項に規定する文部科学大臣が定める者」（令和２年８月 11 日文

部科学大臣決定。令和６年３月 21 日最終改正。以下「介護等体験免除者に係る大臣決定」

という。）を改正しました。 

 これらの概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解

いただき、適切に御対応いただくようお願いします。 

また、小学校又は中学校の教諭の免許状に係る教職課程を置く各国公私立大学及び各指定

教員養成機関並びに独立行政法人国立特別支援教育総合研究所におかれては、令和２年度か

ら令和６年度までの間に介護等体験（小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育

職員免許法の特例等に関する法律（平成９年法律第 90 号。以下「介護等体験法」という。）

第２条第２項に規定する介護等の体験をいう。以下同じ。）を行うことを予定していたにも

かかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長  

殿 

各指定都市・中核市教育員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事  

構造改革特別区域法第 12 条第１項 

の認定を受けた各地方公共団体の長 

各 国 公 立 大 学 法 人 の 長  

大学を設置する各地方公共団体の長 

各文部科学省所轄学校法人理事長  

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

放 送 大 学 学 園 理 事 長 

文部科学省が所管する各独立行政法人の長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

令和４年度までに免許状更新講習の 

開設者の指定を受けた各法人の長  
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等体験を行う施設における受入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により

介護等体験を行うことが困難な学生等のために、今般定める介護等体験の代替措置の実施に

御協力くださるようお願いします。 

教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号。以下「免許法」という。）別表第３備考第６号

に規定する文部科学大臣の認定した通信教育（以下「免許法認定通信教育」という。）の開

設者におかれては、下記２（２）の介護等体験免除者に係る大臣決定１（６）に係る措置を

実施するため、別紙３の内容を踏まえ、介護等体験の代替措置の対象となる科目の指定申請

について、御検討くださるようお願いします。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（大学及び高等専門学校を除く。

以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれ

ては所轄の学校に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、構

造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の

学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して周知するようお願

いします。 
 

記 

 

１ 改正の趣旨 

（１）介護等体験の実施に関する特例の延長について 

小学校又は中学校の教諭の普通免許状の取得に当たって必要な介護等体験について

は、令和２年度から令和５年度までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により、介

護等体験の実施が困難な場合は、介護等に関する大学の授業科目や講習の受講等によっ

て介護等体験を免除することを可能とする特例（以下単に「特例」という。）を設けてい

る。 

新型コロナウイルス感染症については、流行当初よりも重症患者数は減少傾向にある

とともに、「感染症の予防及び感染症の患者に係る医療に関する法律（平成 10 年法律第

114 号）」上の位置付けについても、令和５年５月８日より、「新型インフルエンザ等感

染症」（いわゆる２類相当）から「５類感染症」に移行されたところであるが、介護等体

験については、その受入れ施設の性質上、新型コロナウイルスへの感染により重大な健

康被害が生じ得る障害者・高齢者等への配慮から、介護等体験の受入れが困難な状況も

あり得ること等から、令和６年度についても引き続き特例を延長する。 

 

（２）介護等体験の対象施設に「女性自立支援施設」を追加することについて 

女性をめぐる課題は生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様

化、複合化するとともに、コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対策」

といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題となっている中、先駆的な女性

支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みと

して、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（令和４年法律第 52 号）が令和

４年５月に成立し、令和６年４月１日より施行される。 

同法第 12 条に定める「女性自立支援施設」は、困難な問題を抱える女性を入所させ

て、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的

な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、併せて退所した者につ

いて相談その他の援助を行うことを目的とした施設であり、具体的には、例えば、支援

対象者の就労支援や、医療・役所・家族・買い物等への同行などの支援を行うことが想

定されている。 

教師を目指す学生が、このような支援を体験することにより、様々な問題を抱える支
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援対象者との直接的な交流から、その支援の意義や方法等について学ぶことは、介護等

体験の「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会の理念に関する認識を深める」

という趣旨にかなったものと考えられることから、当該施設を介護等体験の対象施設と

して追加することとする。 

 

（３）児童福祉法の一部改正を受けた規定の整備について 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66 号。以下「児童福祉法等一部

改正法」という。）により、改正前の児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の２

の２第１項に規定する「障害児通所支援」のうち「医療型児童発達支援」を廃止し、同

条第２項に規定する「児童発達支援」に一元化することとされた。 

上記の改正を受け、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許

法の特例等に関する法律施行規則」（平成９年文部省令第 40 号。以下「介護等体験省令」

という。）第２条第２号において介護等体験の対象施設として規定されている「障害児通

所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。）を行う

施設」から「医療型児童発達支援」を削るとともに、改正省令の施行前に「医療型児童

発達支援」を行う施設において介護等体験を実施した者が、引き続き当該体験を介護等

体験としての期間に算入できるよう、所要の経過措置を設けることとする。 

 

２ 改正の内容 

（１）介護等体験の実施に関する特例の延長について 

① 令和２年度から令和６年度までの間に介護等体験を予定していた者に対する小学

校又は中学校の教諭の普通免許状の授与については、介護等体験省令第３条第１項中

「該当する者」とあるのは、「該当する者及びこれに準ずる者として文部科学大臣が定

める者」とすること。 
（改正省令本則関係） 

② 上記①で定める介護等体験を免除する者として、令和２年度から令和６年度までの

間において介護等体験を行うことを予定していたにもかかわらず、新型コロナウイル

ス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護等体験を行う施設にお

ける受入れが困難な状況にあることその他これに類する事由により介護等体験を行

うことが困難な者であって、次のアからキまでのいずれかに該当するものとしたこと。 

ア 課程認定大学等（免許法別表第一備考第五号イに規定する小学校又は中学校の教

諭の普通免許状に係る教職課程を有する大学、同表備考第二号の三及び第三号の規

定により文部科学大臣の指定を受けている小学校又は中学校の教員養成機関、教育

公務員特例法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 87 号）による改正前の免

許法（以下「旧法」という。）による小学校又は中学校の教諭の普通免許状に係る認

定課程を有する大学又は旧法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定

を受けている小学校又は中学校の教員養成機関をいう。以下同じ。）において、令和

６年度までに、当該課程認定大学等が認定を受けた特別支援学校の教諭の普通免許

状に係る課程において開設される特別支援教育に関する科目の単位を１単位以上修

得した者 

イ 令和６年度までに、医療関係職種等の各学校、養成所又は養成施設の指定を受け

ている課程認定大学等において開設される科目のうち、介護等に関する専門的知識

及び技術を重要な事項として含むものとして当該大学等が認めるものの単位を１単

位以上修得した者 

ウ 令和６年度までに、社会福祉に関する科目を定める省令（平成 20 年文部科学省・
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厚生労働省令第３号）第５条第１項の規定により実習演習科目の確認を受けた課程

認定大学等における当該実習演習科目の単位を１単位以上修得した者 

エ 在学する課程認定大学等において、令和６年度までに、独立行政法人国立特別支

援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目に係る印刷教材の学修の成

果を確認する措置を受けた者 

オ 令和６年度までに、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法

認定通信教育の科目のうち１科目以上の履修の認定を受けた者 

カ 免許法認定通信教育において、令和６年度までに、介護等に関する専門的知識及

び技術を重要な事項として含むものとして文部科学大臣が指定した科目の単位を１

単位以上修得した者 

キ 令和４年度までに、教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律

（令和４年法律第 40 号）第２条の規定による改正前の免許法第９条の３第１項に規

定する免許状更新講習であって、文部科学大臣が、令和５年２月 28 日の改正前の介

護等体験免除者に係る大臣決定により指定していたものの課程のうち 18 時間以上

の履修の認定を受けた者 
 （介護等体験免除者に係る大臣決定） 

③ その他 

・ 上記②イに関して、介護等に関する専門的知識及び技術を重要な事項として含む

ものとして課程認定大学等が認めた科目があるときは、当該大学等は当該科目をイ

ンターネットの利用等により公表すること。 

・ 上記②カの指定科目の指定に関して、免許法認定通信教育の開設者からの申請に

基づき、文部科学大臣が指定すること 

・ 上記②アからキまでに係る措置を受けたことを証する証明書に関し、必要な事項

を定めたこと 

など、上記②アからキまでに係る措置の実施に必要な事項を定めたこと。 

 （介護等体験免除者に係る大臣決定） 

 

（２）介護等体験の対象施設に「女性自立支援施設」を追加することについて 

   介護等体験省令第２条に「十三 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令

和四年法律第五十二号）に規定する女性自立支援施設」を加え、同条第 13 号を第 14 号

とすること。 
（改正省令本則関係） 

 

（３）児童福祉法の一部改正を受けた規定の整備について 

  ① 介護等体験省令第２条第２号中「、医療型児童発達支援」を削ること。 
（改正省令本則関係） 

 

  ② ①に伴い、次のア及びイの経過措置を設けること。 

ア 改正省令の施行の日前に同省令による改正前の介護等体験省令第２条第２号に規

定する障害児通所支援（医療型児童発達支援に限る。）を行う施設（以下「旧医療型
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児童発達支援を行う施設」という。）において介護等体験を行った者に係る介護等体

験の期間については、当該者が旧医療型児童発達支援を行う施設において行った介

護等体験の期間を通算するものとする。 

イ アの場合において、旧医療型児童発達支援を行う施設（児童福祉法等一部改正法

による改正前の児童福祉法第 43 条第２号に規定する医療型児童発達支援センター

に限る。）における介護等の体験に関する介護等体験省令第４条に規定する証明書は、

児童福祉法等一部改正法附則第 11 条の規定により同法の施行の際現に当該旧医療

型児童発達支援を行う施設を設置している者が設置しているものとみなされる同法

による改正後の児童福祉法第 43 条に規定する児童発達支援センターの長が発行す

るものとする。 
（改正省令附則第２条関係） 

 

３ 施行日 

令和６年４月１日から施行することとしたこと。 

 

４ 留意事項 

（１）介護等体験の実施について 

① 介護等体験の内容について 

ア 介護等体験の内容については、介護等体験法第２条第１項にいう「障害者、高齢

者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」とは、介護、介助のほか、

障害者等の話し相手、散歩の付添いなどの交流等の体験、あるいは掃除や洗濯とい

った、障害者等と直接接するわけではないが、受入施設の職員に必要とされる業務

の補助など、介護等の体験を行う者の知識・技能の程度、受入施設の種類、業務の内

容、業務の状況等に応じ、幅広い体験が想定されること。 

また、特別支援学校、特別支援学級を設置する学校、通級による指導を行う学校、療

養等による長期欠席生徒等のための特別の教育課程を編成する学校、日本語に通じな

い児童生徒に対する特別の教育課程を編成する学校又は不登校児童生徒のための特別

の教育課程を編成する学校（いずれも、当該学校における特別の教育課程による指導

に関するものに限る。）において行われた教育実習又は学校体験活動や、受入施設にお

いて行われた他の資格取得に際しての介護等実習等は、上記の体験に相当する体験が

行われた部分についてのみ、介護等体験としての期間に算入すること。また、証明書

を発行する際は当該体験が行われた部分のみの期間を記入すること。 

イ １日あたりの介護等体験の時間としては、受入施設の職員の通常の業務量、介護

等体験の内容等を総合的に勘案しつつ、適切な時間を確保するものとすること。ま

た、新型コロナウイルス感染症のまん延又は自然災害等によって、介護等体験の実

施時間が確保できない場合にも配慮しつつ、１日当たり必要最低限の時間で実施す

ることも考えられること。 
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ウ 介護等体験の期間の計算については、受入施設においてそれぞれ連続して介護等

体験を行う場合のほか、免許状取得までの数年間を通じ、長期休業期間中や土曜日・

日曜日などに数度に渡って、異なる２以上の受入施設において１日単位で介護等体

験を行うことなども想定されること。また、期間については、７日間を超えて行って

も差し支えないこと。７日間のうち、特別支援学校、特別支援学級を設置する学校、

通級による指導を行う学校、療養等による長期欠席生徒等のための特別の教育課程

を編成する学校、日本語に通じない児童生徒に対する特別の教育課程を編成する学

校又は不登校児童生徒のための特別の教育課程を編成する学校（いずれも、当該学

校における特別の教育課程による指導に関するものに限る。）における介護等体験に

ついては必ず行うようにすることが望ましいが、受入れ施設の状況等を踏まえ、大

学等において柔軟に判断いただきたいこと。 

エ 介護等体験法第２条第３項の規定により介護等体験を要しないこととされた者に

ついても、介護等体験を行いたい旨の希望があれば、本人の身体の状況、受入施設の

状況等を総合的に勘案しつつ、可能な限りその意思を尊重することが望ましいこと。 

オ その他、介護等体験の実施に係る留意事項については、「令和５年５月８日以降の

教育実習及び介護等体験における新型コロナウイルス感染症対策について（周知）」

（令和５年５月 23 日付け文部科学省総合教育政策局教育人材政策課事務連絡）も確

認すること。 

 

② 特例の適用について 

ア 「教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、障

害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」を行うという

介護等体験の趣旨や、近年の特別な支援を要する児童生徒数の増加などに鑑みれば、

教師を目指す学生にとって、可能な限り、特例によらず対面による当該体験の機会

を提供することは重要である。ついては、令和６年度において特例の延長は行うも

のの、可能な限り対面での介護等体験の実施を優先的に検討することとし、対面で

の実施が可能であるにも関わらず安易に特例を適用することのないようにすること。 

イ 対面での実施に係る受入れ施設の調整に当たり、新型コロナウイルスへの感染に

より重大な健康被害が生じ得る障害者・高齢者等への配慮から受入れ困難な施設が

ある場合には、受入れ可能な他の限られた種類の施設のみで体験を行っても（例え

ば、特別支援学校・特別支援学級のみで７日間の体験を行う等）法令上は差し支え

なく、受入れ施設の状況等を踏まえ、大学等において柔軟に判断いただきたいこと。 

ウ 令和７年度以降は、原則として特例の延長は行わないこと。 

 

③ 特例の内容について 

ア 介護等体験代替措置対象者について 
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介護等体験免除者に係る大臣決定１に定める「介護等体験代替措置対象者」の該

当性の判断に当たっては、次のとおりとする。 

ⅰ 令和２年度から令和６年度までの間に介護等体験を行うことを予定していたこ

とについて 

本人が令和２年度から令和６年度までの間に介護等体験を行う意思を有してい

たかどうかを基本とすること。介護等体験を行う意思を有していたかどうかを確認

するために、介護等体験免除者に係る大臣決定４に定める証明書様式に、本人の署

名等を記載することとしていること。 

ⅱ 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により介護

等体験を行う施設における受入れが困難な状況にあることその他これに類する事

由により介護等体験を行うことが困難であることについて 

令和２年度から令和５年度までの間は、受入施設等の明示の意思表示等がなくと

も、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響その他これ

に類する事由により介護等体験を行うことが困難であると判断して差し支えない

としていたところ、令和６年度については、受入施設等における面会に係る取扱い

などを確認の上で判断すること。なお、②イのとおり、対面での実施に係る受入れ

施設の調整に当たり、新型コロナウイルスへの感染により重大な健康被害が生じ得

る障害者・高齢者等への配慮から受入れ困難な施設がある場合には、受入れ可能な

他の限られた種類の施設のみで体験を行っても法令上は差し支えないこと。 

イ 施行日前に修得済みの科目等について 

介護等体験免除者に係る大臣決定１（１）から（３）まで及び（５）から（７）ま

でに定める科目等を修得等した者には、過年度に開設された科目等を修得等した者な

ど、本改正等の施行日前に当該科目等を修得等した者も含まれること。 

ウ 介護等体験代替措置対象となる科目や講習に重要な事項として含むこととされて

いる「介護等に関する専門的知識及び技術」について 

介護等体験免除者に係る大臣決定１（２）及び（６）に定める「介護等に関する専

門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目について、これら「介護等に関する

専門的知識及び技術を重要な事項として含む」科目等の基本的考え方は、次のとおり

である。 

ⅰ 介護等体験法第１条に規定する「障害者、高齢者等に対する介護、介助、これら

の者との交流等」に関するものであること。 

ⅱ 介護等体験は、介護等体験省令第２条に規定される施設及び事業等を行う施設に

おける①アに規定する体験であることを踏まえ、上記の関連性を判断すること。 

ⅲ 介護等体験免除者に係る大臣決定１（２）に定める医療関係職種等学校、養成所

又は養成施設に指定されている課程認定大学等で開設される科目のうち、介護等に

関する専門的知識及び技術を重要な事項として含むものを課程認定大学等が認め
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るに当たっては、小学校又は中学校の教諭の教職課程（一種免許状又は二種免許状

の授与の所要資格を得させるためのものに限る。）における科目と相当程度内容が

重複するものは避けた上で、当該科目の目的、取り扱う内容等を踏まえて判断され

ることとなるが、課程認定大学等として対外的に責任を持って、介護等に関する専

門的知識及び技術を重要な事項として含む科目であると説明できるものである必

要があること。 

ⅳ 介護等体験免除者に係る大臣決定１（２）に定める科目を修得した者には、本改

正等の施行日前に当該科目を修得した者も含まれることから、各課程認定大学等に

おいては、過年度開設分も含めて対象科目名を公表すること。 

エ 介護等体験代替措置のうち印刷教材の学修の成果を確認する措置について 

ⅰ 介護等体験免除者に係る大臣決定１（４）に定める措置を行おうとする課程認定

大学等は、事前に別紙１の「利用許諾条件書」に従い、文部科学省に「同意書兼利

用態様届出書」を提出した上で、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が開設

する免許法認定通信教育の科目の印刷教材を利用して、当該措置を実施すること。

なお、届出書により届け出た内容に変更が生じる場合は、変更を行う前に届出書の

差替えを提出すること。 

ⅱ 当該措置は、学生等に対し上記の印刷教材を配布等した上で、これにより学修す

るよう指導するとともに、その学修を経て、学生が有することとなった知識及びそ

の学修成果を教職に就くに当たりどのように生かしていくのかを総合的に論述さ

せ、大学の責任において確認する（レポートを提出させ、その成果を確認する）こ

とにより行うこと。 

ⅲ 上記レポートの確認に当たっては、１）上記の印刷教材の学修を経て自らが学ん

だことや考えたこと、２）その学修成果を教職に就くに当たってどのように生かし

ていくか、の各項目について、学生自身の言葉で明確に述べられているかを確認す

るものとすること。各項目の記載分量は、それぞれ概ね 600～800 字ずつ計 1,200

～1,600 字程度以上を目安とすること。 

上記の確認に当たっては、例えば、別紙２の「視覚障害児／聴覚障害児の教育課

程及び指導法に関する学修報告書（作成例）」を参考にして様式を作成し、これを

用いて確認すること。なお、上記の各項目を確認できるものであれば、各課程認定

大学等において独自に用いる書類等により確認することとしても差し支えないこ

と。 

ⅳ 当該措置を担当する教職員については、必ずしも特別支援教育に関する科目を担

当する教員である必要はないが、当該大学等の教職課程を担当する教職員であるこ

と。 

ⅴ 「在学」には、科目等履修生として課程認定大学等に「在籍」することも含まれ

ること。 
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オ 介護等体験の代替措置となる認定通信教育について 

ⅰ 介護等体験免除者に係る大臣決定１（５）に定める「履修の認定」とは、独立行

政法人国立特別支援教育総合研究所が開設する免許法認定通信教育の科目の全て

の映像講義の視聴を完了し、各映像講義の終了後に実施する「理解度チェックテス

ト」に全て合格することを指し、単位認定試験の合格を要しないこと。 

ⅱ 介護等体験免除者に係る大臣決定１（５）に定める免許法認定通信教育について

は、受講定員、受講時期をはじめ、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所にお

いて定める募集要項等に従い、実施するものであること。 

カ 指定の申請について 

ⅰ 介護等体験免除者に係る大臣決定１（６）に定める指定科目の指定を受けようと

する免許法認定通信教育の開設者は、別紙３の「指定科目実施要領」に基づき、指

定の申請を行うこと。 

キ 介護等体験代替措置対象者の証明書について 

ⅰ 介護等体験免除者に係る大臣決定４に定める証明書には、介護等体験免除者に係

る大臣決定１（１）から（７）までに定める科目等の単位を修得する等の見込みで

あることを証明するものを含むこと。具体的には、例えば、卒業年次の後期におい

て、介護等体験免除者に係る大臣決定１（１）から（３）まで又は（６）に定める

科目を履修している者であって、その者の学修状況等を勘案して当該科目の単位を

修得することが見込まれると課程認定大学等が判断する者について、小学校又は中

学校の教諭の普通免許状の授与に関する大学一括申請手続において必要な場合に、

当該大学等が当該単位を修得見込みである旨を明らかにすることを想定している

こと。 

ⅱ 上記の単位修得等見込みの者が当該単位を修得する等に至らないことが明らか

になった場合には、当該者に対して科目等の単位を修得する等の見込みであること

の証明書を発行した者は速やかにその旨を学生本人及び上記の授与手続に係る授

与権者である都道府県教育委員会に通知すること。 

ⅲ 本改正等の施行日前に介護等体験免除者に係る大臣決定１（１）から（３）まで

及び（５）から（７）までに定める科目等を修得等した者から請求があったときも、

当該者に該当する旨を証する証明書を発行するものとすること。 

ク 介護等体験の代替措置となる免許状更新講習について 

ⅰ 「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」（令和４年法律

第 40 号）の施行により、教員免許更新制が発展的に解消されたことに伴い、介護

等体験免除者に係る大臣決定１（７）に定める免許状更新講習については令和４年

７月１日以降は実施されていないところ、令和４年６月 30 日以前に令和５年２月

28 日の改正前の介護等体験免除者に係る大臣決定により指定していた免許状更新

講習（以下、「特定講習」という。）を受講し、令和４年度までに 18 時間以上の履
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修の認定を受けた者は、引き続き、本特例の適用対象となること。 

ⅱ 「「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の成立を踏ま

えた免許状更新講習の扱いについて」（令和４年６月３日付け４教教人第４号文部

科学省総合教育政策局教育人材政策課長通知）２（５）のとおり、令和４年６月 30

日までに実施した更新講習における、更新講習としての修了証明書又は一部履修証

明書の発行については、同年７月１日付けで証明書の根拠規定が削除されたものの、

同日以降の日付で発行することは可能であること。また、令和５年度以降も、令和

４年度までの特定講習の履修に基づき特例を申請することが可能であることを踏

まえ、特定講習を開設していた大学等においては、当面の間、受講者の請求に応じ

て証明書を発行できるよう適切な文書管理等に努められたいこと。 

 

④ 令和２年度から令和６年度までの間に限り行うことができる遠隔による介護等体

験の取扱いについて 

ア 遠隔による介護等体験の要件 

遠隔による介護等体験の実施に当たっては、以下の事項をその要件とすること。な

お、４（１）②アのとおり、対面での実施が可能であるにも関わらず、安易に遠隔で

の実施によることのないようにすること。 

ⅰ 受入施設と学生等がテレビ会議システム等を利用して映像及び音声を    

伴う同時双方向型で行われること。 

ⅱ 受入施設で介護等体験を行ったと評価できる実態があること（施設長からの証明

書が発行できる体験実態があること） 

イ 遠隔による介護等体験を行うに当たっての留意事項 

遠隔による介護等体験を行う場合は、以下の事項に配慮して行うことが望ましいこ

と。 

ⅰ 介護等体験の実施に当たっては、例えばテレビ会議システムを活用した障害者や

高齢者等との交流など、学生等が受入施設に出向かない遠隔による体験も考えられ

ることから、課程認定大学等においては、このような点も踏まえ、受入施設とも協

議の上、実施内容を検討すること。 

ⅱ 課程認定大学等において、対象となる学生等をまとめてテレビ会議システム等に

参加させる環境を整えること。 

 

⑤ 教職課程のカリキュラム編成上の介護等体験の位置付けについて 

課程認定大学等は、介護等体験を事前事後学習と併せて授業の一環として位置付け

ることで、例えば「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」の事項

を含む科目とすることができること。 

また、特別支援学校又は小学校・中学校の特別支援学級で行う教育実習は、介護等体
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験と兼ねて実施したりするなど、教職課程のカリキュラムとの関連を図り、効果的・効

率的な実施に努めること。 

 

（２）教育実習の実施に関する特例の終了について 

介護等体験特例と同様に令和２年度から令和５年度まで措置している新型コロナウ

イルス感染症に係る教育実習に関する特例については、令和３年度時点で、同年度の教

育実習実施者のうち 98.7％の者が通常どおり教育実習を実施している状況等を踏まえ、

令和６年度については特例の延長は行わないこと。 

 

（３）女性自立支援施設における介護等体験の実施に係る留意事項について 

   女性自立支援施設においては、支援対象者の安全の確保のため、その所在地等を秘匿

している施設もある。そのため、介護等体験の実施の有無にかかわらず、当該施設に関

する情報については、十分注意して取り扱う必要があることに留意すること。 

 

添付資料： 

別添１ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令」（令和６年文部科学省令第５号） 

別添２ 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関す

る法律施行規則附則第二項の規定により読み替えられた同令第三条第一項に規定す

る文部科学大臣が定める者」（令和２年８月 11 日文部科学大臣決定。令和６年３月 21

日最終改正。） 

別紙１ 「利用許諾条件書」 

別紙２ 「視覚障害児／聴覚障害児の教育課程及び指導法に関する学修報告書（作成例）」 

別紙３ 「指定科目実施要領」 

参考資料１ 「小中学校の教員免許状取得に必要な介護等体験の代替措置について」（概要） 

参考資料２ 「介護等体験を行うことができる施設（令和６年度以降）」 

参考資料３ 「令和５年５月８日以降の教育実習及び介護等体験における新型コロナウイル

ス感染症対策について（周知）」（令和５年５月 23 日付け文部科学省総合教育政

策局教育人材政策課事務連絡） 

 

 

本件担当： 

文部科学省総合教育政策局 

教育人材政策課教員免許・研修企画室法規係 

電話：03-5253-4111(内線：3969) 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 
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12．小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律

施行規則の一部を改正する省令等の施行について（抄）（令和３年４月 13 日通知） 

２ 改正等の要点 
（１）介護等体験の対象となる施設の拡大 

介護等体験を行う施設については、特例法の趣旨である「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及

び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性」に鑑み、「障害者、高齢者等に対する介護、

介助、これらの者との交流等の体験」を行う施設であることを踏まえ、従来の施設範囲を見直し、多

様な体験機会を充実させるため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法

の特例等に関する法律施行規則（平成９年文部省令第 40 号）（以下「特例省令」という。）第２条に

おいて児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）、身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）、老

人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第

117 号）、介護保険法（平成９年法律第 123 号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成 17 年法律第 123 号）（以下「障害者総合支援法」という。）に規定される施設

や事業等について整理するとともに、新たに、 
・学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）に規定される学校生活への適応が困難である

児童生徒のための特別の教育課程を編成する学校 
・学校教育法施行規則に規定される日本語に通じない児童生徒のための特別の教育課程を編成する

学校 
・学校教育法施行規則に規定される特別支援学級を設置する学校又は特別な支援を要する児童生徒

への特別の教育課程を編成する学校等 
・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成 20 年法律第 82 号）に規定される国立ハンセン

病療養所等 
・義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（平成 28 年法律第

105 号）に規定される不登校児童生徒に対して学習支援を行う教育施設 
を追加することとしたこと。 

（特例省令第２条関係） 
 
４ 留意事項等 
（１）新たに追加される介護等体験の対象施設等 
① 学校生活への適応が困難である児童生徒のための特別の教育課程を編成する学校 

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校（以下「小学校等」という。）のうち、

学校教育法施行規則第 56 条（同令第 79 条、第 79 条の６、第 108 条第１項において準用する場合

を含む。）又は同令第 86 条（同令第 108 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により特

別の教育課程を編成するものとは、学校生活への適応が困難であることにより、特別の教育課程の編

成による指導を受ける児童生徒が在学するものを指すこと。 
② 日本語に通じない児童生徒のための特別の教育課程を編成する学校 

小学校等（中等教育学校にあっては前期課程のみ）のうち、学校教育法施行規則第 56 条の２（同

令第 79 条、第 79 条の６、第 108 条第１項において準用する場合を含む。）の規定により特別の教

育課程を編成するものとは、日本語に通じないことにより、特別の教育課程の編成による日本語等の

指導を受ける児童生徒が在学するものを指すこと。 
③ 特別支援学級を設置する又は通級による指導を行う学校等 
ア 小学校等のうち、学校教育法施行規則第 140 条の規定による特別の教育課程を編成するもの（以

下「通級による指導を行う小学校等」という。）においての通級による指導の実施形態としては、

（１）児童生徒が在学する小学校等において指導を受ける「自校通級」、（２）児童生徒が他の小学

校等に週に何単位時間か定期的に通級し、指導を受ける「他校通級」、（３）通級による指導の担当

教員が該当する児童生徒が在学する小学校等に巡回して赴き指導を行う「巡回指導」が考えられる

が、いずれの形態であっても実際の指導が行われる小学校等を対象施設とすること。 
イ 特別支援学級を置く又は通級による指導を行う小学校等において行われる上記のような体験を

含む教育実習についても、当該体験部分については介護等体験として、その期間に算入できること

とすること。証明書を発行する際は当該体験部分の期間を記入すること。 
ウ 高等学校、中等教育学校のうち、学校教育法施行規則第 86 条（同令第 108 条第２項において準
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用する場合を含む。）の規定による特別の教育課程を編成するものとは、療養等による長期欠席生

徒等を対象とする特別の教育課程を編成して教育を実施するものを指すこと。 
④ 国立ハンセン病療養所等 

国立ハンセン病療養所等とは、厚生労働省組織規則（平成 13 年厚生労働省令第１号）別表第三に

掲げる施設及びハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第二条第一号及び

第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所（平成 13 年厚生労働省告示第 224 
号）第一項各号に規定する施設を指すこと。 

⑤ 不登校児童生徒に対して学習支援を行う教育施設義務教育の段階における普通教育に相当する教

育の機会の確保等に関する 
法律に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設とは、不登校児童

生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・指

導を行うことにより、その社会的自立に資することを主たる目的として設置される教育施設を指す

こと。 
⑥ 障害者総合支援法に規定される重度障害者等包括支援を行う施設 

障害者総合支援法に規定される重度障害者等包括支援については、介護等体験が施設において実

施されるものであることを踏まえ、施設において実施される障害福祉サービスを想定していること。 
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13．教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について（令和３年５月７日

通知） 

３ 文 科 教 第 1 1 7 号 

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各指定都市・中核市教育委員会教育長 
各 国 公 私 立 大 学 長 
大学を設置する各地方公共団体の長 
各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長 
大学を設置する各学校法人の理事長 
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 
放 送 大 学 学 園 理 事 長 
独立行政法人教職員支援機構理事長 
各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 機 構 長 
文部科学省が所管する各独立行政法人の長 
文部科学省が所管する各国立研究開発法人の長  
各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長  

 

 

文部科学省総合教育政策局長       

義 本  博 司     

 

 

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について（通知） 

 

 

 この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令

第 25 号）」が公布、施行され、別添２のとおり教職課程認定基準（平成 13 年７月 19 日教員養成部会決

定）が、別添３のとおり教職課程認定大学実地視察規程（平成 13 年７月 19 日教員養成部会決定）が、別

添４のとおり教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年７月 19 日課程認定委員会決定）が改正されまし

た。 

 同令等の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただきます

ようお願いします。 

なお、大学等連携推進法人等については、別添５のとおり「大学設置基準等の一部を改正する省令等の

施行等について（通知）」（令和３年２月 26 日２文科高第 1070 号）において制度の趣旨等が周知されて

いるところですので、留意事項についても併せて御確認いただき、十分御理解いただきますようお願いい

たします。 

 

記 

 

１ 改正等の趣旨 

「複数の学科間・大学間の共同による教職課程の実施体制について（報告書）」（令和２年２月 18

日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職課程の基準に関するワーキンググループ）（以

下「教職課程 WG 報告」という。）において、 

・大学等連携推進法人を構成する大学や一つの法人が設置する複数の大学間にのみ適用できる特例と

して、複数の大学が授業科目を分担して補完し合い、教職課程として必要な授業科目（以下「連携

開設科目」という。）を連携して備えることができる制度を導入すること 



86 
 
 

・教職課程を設置する大学が、全学的に教職課程を実施する体制を整備し、当該体制を活用しながら、

教職課程の自己点検・評価を行う仕組みを設けること 

・大学に置かれる２以上の学部等の緊密な連係・協力によって，横断的な分野に係る教育課程を実施

する学部以外の基本組織（以下「学部等連係課程実施基本組織」という。）を置く場合に当該基本

組織に教職課程を設置できるようにすること 

等が提言されたところです。 

この提言等を踏まえ、連携開設科目を開設する教職課程の設置等に係る特例措置や、教職課程を設

置する大学の全学的な体制の整備、自己点検評価の仕組みを整備するため、教育職員免許法施行規則

（昭和 29 年文部省令第 26 号）（以下「免許法施行規則」という。）等について所要の改正を行うも

のです。 

また、各種様式において、特に免許状においては従来から氏名に加えて旧姓や通称名を併記するこ

とを可能としておりましたが、「女性活躍加速のための重点方針 2019」（令和元年６月 18 日すべての

女性が輝く社会づくり本部決定）が示されたことや、外国籍を有する者で日本に居住するものが増加

していることを踏まえ、各種様式にて旧姓や通称名を併記することが可能であることを明確化するも

のです。 

加えて、「地方公共団体における押印見直しマニュアルの策定について」（令和２年 12 月 18 日規

制改革・行政改革担当大臣通知）にて押印の見直しに取り組むことが求められており、免許法施行規

則等で押印を求める原則を廃止するものです。 

 

２ 改正等の要点 

（１）連携開設科目 

① 連携開設科目の単位の認定 
（免許法施行規則第 10 条の３第１項） 

免許状の授与を受けようとする者は他の大学（大学院、専門職大学、短期大学、専門職短期大学、

専門職大学院を含む。以下同じ。）で修得した連携開設科目の単位を在学する大学が設置する教職

課程における免許状の取得に必要な科目の単位に含めることができることとすること。 

 

② 連携開設科目を開設する教職課程の扱い 
（免許法施行規則第 22 条第３項、教職課程認定基準３（３）） 

大学は、他の大学と連携して開設する連携開設科目について、免許状の取得に必要な最低単位数

の８割まで自ら開設する授業科目とみなすことを可能とすること。 

 

③ 連携開設科目を開設する教職課程の専任教員の共通化 
（教職課程認定基準２(３)） 

連携開設科目を開設する教職課程のうち、複数の大学が同一の免許状の種類（幼稚園教諭及び小

学校教諭の免許状を除く。）の教職課程の認定を同時に受ける教職課程（以下「連携教職課程」と

いう。）において、当該連携教職課程を設置する各大学の学科等を合わせて一つの学科等とみなし

て、この基準を適用することにより、専任教員の共通化を可能とすること。 

 

④ 連携教職課程を設置する場合の大学の申請要件 
（教職課程認定基準９） 

以下のア）からオ）の要件を全て満たす必要があることとすること。 

ア）連携教職課程の認定を受けようとする学科等のうち少なくとも一つは、幼稚園教諭又は小学

校教諭の認定を受けた教員養成を主たる目的とする学科等であること 

イ）連携教職課程を設置する各大学の専任教員それぞれ一人以上からな る教学管理のための体

制を整備するとともに、次の役割を果たすものとすること 

  ① 連携教職課程のカリキュラムの編成、調整 
② 学修の成果に係る評価に当たっての基準の設定、調整 
③ その他連携教職課程の実施に必要な事項 

ウ）例えば中学校教諭一種免許状の教職課程については、学生は自らが 在籍する学科等におい
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て８単位以上、自らが在籍しない大学の学科等のいずれかにおいて８単位以上を修得するも

のとして必要な単位数をそれぞれ開設すること 

エ）連携教職課程に配置する必要専任教員数は、連携教職課程の認定を受けようとする学科等が

開設する「教科に関する専門的事項」、「各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に

関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目

（養護教諭及び栄養教諭の場合の「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育

相談等に関する科目」を含む）、教育実践に関する科目」（以下「教職専門科目」という。）、

特別支援教育に関する科目、養護に関する科目に応じて、教職課程認定基準に定める必要専

任教員数を、連携教職課程の認定を受けようとする学科等の入学定員により按分し、按分し

た数が１未満の場合は１人とすること 

オ）連携教職課程を設置する大学間の距離が 50km を超える場合は、大学ごとに教職専門科目を開

設し、大学ごとの連携教職課程の認定を受けようとする学科等の入学定員に応じた専任教員

を配置しなければならないが、多様なメディアを高度に利用して、授業を行う場合について

は、この限りではないこととすること 

なお、通常の教職課程の認定を受けようとする学科等が複数の団地に分かれ、これらの団地間

の距離が 50km を超える場合であって、多様なメディアを高度に利用して授業を行う場合の取

り扱いについても、連携教職課程を設置する大学間の取り扱いと同様に、いずれかの団地にお

いて、教職専門科目を開設し、当該学科等の入学定員に応じた専任教員を配置していれば足り

ることとすること。（教職課程認定基準３（８）） 

 

⑤ 連携教職課程を設置する大学への実地視察 
（教職課程認定大学実地視察規程４） 

連携教職課程を設置する大学については、課程認定後最初の入学者を受け入れた年度から起算

して７年以内ごとに定期的に実地視察を行うものとすること。 

（２）学部等連係課程実施基本組織が設置する教職課程 

① 学部等連係課程実施基本組織が教職課程を設置する場合の扱い 
（教職課程認定基準２(１)） 

学部等連係課程実施基本組織についても教職課程の認定を受けることができる組織に加える

とともに、連係協力学部等が教職課程の認定を受ける場合にあっては、当該連係協力学部等の

入学定員から学部等連係課程実施基本組織の入学定員を差し引いたものを、当該連係協力学部

等の入学定員とみなすものとしたこと。 

 

② 学部等連係課程実施基本組織が設置する教職課程の専任教員数の扱い 

（教職課程認定基準８） 

同一の免許状の種類の教職課程を連係協力学部等と学部等連係課程実施基本組織に設置する

場合であって、学部等連係課程実施基本組織と連係協力学部等をあわせて一つの学科等とみな

し、入学定員の合計数に応じた必要専任教員数を配置することができることとすること。 

 

③ 学部等連係課程実施基本組織が変更等される場合の教職課程の扱い 

（教職課程認定審査の確認事項１(1)） 

既に認定を受けている学部等連係課程実施基本組織の統合、分離等その組織を変更する場合

において、学部等連係課程実施基本組織の設置若しくは廃止又は学部等連係課程実施基本組織

の分離と解されるときは、新たに課程認定を受けることが必要とすること。 

 

（３）全学的な体制の整備及び自己点検評価の仕組みの導入 

（免許法施行規則第 22 条の７、第 22 条の８） 

複数の教職課程を設置する大学は、教職課程の円滑かつ効果的な実施により教員の養成の目標を達

成するため、大学内の組織間の連携による適切な体制を整備するものとする。また、教職課程を設置

する全ての大学は、教職課程を実施するためのカリキュラムや教員組織、施設及び設備の状況等につ
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いて自ら点検・評価を行い公表するものとすること。 

 

（４）高等学校教諭免許状（情報）等の教職課程における「教科に関する専門的事項」の共通化の拡大 
（教職課程認定基準４－８(1)ⅱ）） 

高等学校教諭（情報）と中学校・高等学校教諭（数学）又は中学校（技術）の「教科に関する専門的

事項」の共通化を可能とすること。 

 

（５）各種様式における旧姓、通称名の併記及び押印原則の廃止 
（免許法施行規則等の各種様式） 

別添１にて改正された各種様式について、氏名に加えて旧姓と通称名の併記を可能とするとともに、

免許状を除き押印原則を廃止し各種様式を活用する都道府県教育委員会等の判断により押印を廃止す

ることを可能とすること。 

 

３ 施行期日 

 令和４年４月１日から施行すること。 

なお、（１）①及び②並びに（５）については、公布の日（令和３年５月７日）から施行すること。 

  

４ 留意事項等 

（１）大学が設置している教職課程に連携開設科目を追加で開設する場合の申請 

既に認定を受けた教職課程に連携開設科目を追加しようとする場合には、当該連携開設科目を

追加しようとする事前に変更届の提出が必要であること。 

 

（２）新しく連携教職課程を設置する場合の申請 

① 連携教職課程の対象となる免許状の種類については、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援

学校教諭、養護教諭、栄養教諭であること。 

② 幼稚園教諭や小学校教諭の教職課程は、幼稚園・小学校の教員養成を主たる目的とする学科

等について認定することとなっており（教職課程認定基準２（５））、学位プログラムの目的と

教職課程が一体的な関係にあることから、複数の大学が教職課程を共同して実施する仕組みと

しては、大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）第 43 条第１項等に基づく共同教育課程制

度を活用することが適当であること。 

③ 連携教職課程を設置する大学同士が全体として教職課程の質を向上させることができるよ

う、連携教職課程の認定を受けようとする学科等のうち少なくとも一つは、教員養成に関わる

授業科目や専任教員が豊富に備わっていることを制度的に担保する組織として、教職課程認定

基準２（５）に定める「教員養成を主たる目的とする学科等」としたこと。 

④ 広域的な大学間の連携の場合には、サポートスタッフなども含めた指導体制の整備を図り、

教職課程の質の向上に努めること。 

⑤ 大学として、地域の教育委員会や学校との密接な連携の下で高度専門職業人としての教員養

成を行えるような体制を整備し、教職課程の質の向上に努めること。 

⑥ 連携教職課程を設置する各大学の学科等が、教職課程の実施に一定の責任を果たすことを担

保するため、学生が在籍する学科等と、それ以外の学科等から一定の単位数を必ず履修するも

のとして必要な単位数を必ず開設しなければならないこととしていること。 

⑦ 連携教職課程に整備する教学管理のための体制については、連携教職課程として認定を受けよ

うとする免許状の種類の教職課程ごとに専任教員１人以上をその構成員とすること。また、当該

専任教員が授業科目の共通開設に伴い複数の連携教職課程の専任教員を兼ねている場合には、そ

れぞれの連携教職課程の教学管理のための体制の構成員とすることができること。 

 

（３）新しく学部等連係課程実施基本組織に教職課程を設置する場合の申請 
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学部等連係課程実施基本組織を設置し、当該組織に教職課程を設置しようとする場合には、新

たに課程認定を受けることが必要であること。 

なお、既に教職課程の認定を受けている連係協力学部等においては、入学定員の変更届の提出

が必要であること。 

 

（４）全学的な体制の整備及び自己点検評価の仕組みの導入 

全学的な体制の整備及び自己点検評価に関する「教職課程の自己点検・評価及び全学的に教職

課程を実施する組織に関するガイドライン（令和３年５月７日教職課程の質保証のためのガイド

ライン検討会議）」を別添６において示しているところであり、当該ガイドラインに基づき各大学

において適切に対応いただきたいこと。 

 

（５）「教科に関する専門的事項」の共通開設の拡大 

複数の教職課程に共通に開設する授業科目を担当する専任教員は、それぞれの教職課程におい

て、専任教員とすることができる（教職課程認定基準４－８（４））ことから、高等学校教諭（情

報）の教職課程と中学校・高等学校教諭（数学）又は中学校（技術）の教職課程に共通に開設す

る「教科に関する専門的事項」を担当する専任教員は、それぞれの教職課程において、専任教員

とすることができること。 

 

（６）各種様式における旧姓や通称名の併記について 

各種様式にて、授与申請者や保有者の申請に基づいて、都道府県教育委員会等は、様式中に氏

名に加えて旧姓と通称名の併記が行えること明確化したこと。旧姓や通称名を併記する際は、住

民票、戸籍抄本や戸籍謄本等にて本人確認を行うことを原則とすること。 

 

（７）各種様式における押印原則の廃止 

「地方公共団体における押印見直しマニュアルの策定について」（令和２年 12 月 18 日規制改

革・行政改革担当大臣通知）にて押印の見直しに取り組むことが求められていることから、別添

１のとおり免許状の授与事務に係る各種様式について押印の原則を廃止することとしたこと。特

に都道府県教育委員会においては当該マニュアルを参考とする等により積極的に押印の見直しに

取り組むこと。 

なお、各種様式について押印が真に必要と判断された場合は、引き続き押印を行うことを妨げ

ないこと。 

 

（８）その他 

① 令和４年度から連携教職課程を設置する場合については、事前相談を令和３年５月～６月中

旬、申請書提出締切を令和３年６月下旬を予定しており、様式も含め別途連絡する予定であるこ

と。 

② 今後、教職課程 WG 報告で提言されている複数の学科等の間において教職課程を共同で実施す

る体制や、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出

す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」（令和３年１月中央教育審議会答申）で提言さ

れている小学校と中学校の免許の教職課程に共通開設できる授業科目の範囲を拡大する特例等

に必要な教職課程認定基準の改正を行う予定であること。 
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添付資料： 
別添１「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」（令和３年文部科学省令第 25 号） 

別添２教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

別添３教職課程認定大学実地視察規程（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

別添４教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年 7 月 19 日課程認定委員会決定）の改正（新旧対照表） 

別添５「大学設置基準等の一部を改正する省令等の施行等について（通知）」（令和３年２月 26 日２文

科高第 1070 号） 

別添６「教職課程の自己点検・評価及び全学的に教職課程を実施する組織に関するガイドライン（令和３

年５月７日教職課程の質保証のためのガイドライン検討会議）」 
 
 

  本件担当： 

文部科学省 総合教育政策局  

教育人材政策課教員免許企画室 

○教育職員免許法施行規則等に関すること 

免許係      

電話：03-5253-4111(内線：3969) 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 

○教職課程全般に関すること 

教職課程認定係      

電話：03-5253-4111(内線：2451) 

E-MAIL：kyo-men@mext.go.jp 
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14．「複数の学科間・大学間の共同による教職課程の実施体制について（報告書）」のポイント 
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15．「複数の学科間・大学間の共同による教職課程の実施体制について（報告書）」 
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16．複数の学科等間での共通開設、義務教育特例、小学校課程要件緩和に係る教職課程認定基準（教員養

成部会）の改正等について（令和３年８月４日事務連絡） 

事 務 連 絡 

令和３年８月４日 

 

教職課程を置く各国公私立大学 

教 職 課 程 担 当 部 局 御中 

 

 

文部科学省総合教育政策局 

教 育 人 材 政 策 課 

 

 

複数学科等間での共通開設、義務教育特例、小学校課程要件緩和に係る教職課程認定基

準（教員養成部会決定）の改正等について 

 

 

「複数の学科間・大学間の共同による教職課程の実施体制について」（令和２年２月 18 日中央教育

審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職課程の基準に関するワーキンググループ）及び「「令

和の日本型学校教育」の構築を目指して」（令和３年１月 26 日中央教育審議会答申）の提言等を踏

まえ、複数の学科等間の授業科目・専任教員の共通化や小学校教諭免許状と中学校教諭免許状の教職

課程間の授業科目・専任教員の共通化の範囲の拡大、小学校教諭免許状の教職課程を設置する際の授

業科目開設や専任教員配置の要件の緩和を内容とした教職課程認定基準の改正が行われましたので

お知らせします（別添１参照）。 

なお、同日付で別途に送付する「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等につい

て」 （総合教育政策局長通知）においても、教職課程認定基準等の改正が含まれているため、左記通

知及び本事務連絡における改正内容を反映させた教職課程認定基準等を別添２～４として添付し

ておりますので、御確認いただきますようお願いします。 

また、本改正（通知における改正内容を含む）を踏まえた教職課程の説明会や変更届の日程等につ

いては、追って御連絡する予定であることを申し添えます。 

 

記 

 

１．改正の要点 

 

（１）複数の学科等の間において授業科目や専任教員の共通化の範囲を拡大 

① 教科専門科目の共通化の範囲の拡大 

（ア）中学校及び高等学校の教科に関する専門的事項（以下「教科専門科目」という。）及び養護に関する科目

について、他学科等の教職課程の授業科目として認定されているものについて、共通開設を可能とす

る。 

（教職課程認定基準４-８（１)ii)①②） 

 

（イ）中学校及び高等学校の教科専門科目について、他学科等で開設する授業科目（全学共通科目等 

を含む）を自学科の教職課程の授業科目として活用可能な範囲については、教育職員免許法施行

規則に定める教科に関する専門的事項に関する科目の半数までとするか、自学科等が開設する教

科専門科目の合計単位数を超えないこととするかのいずれかについて、大学による選択を可能と

する。 
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（教職課程認定基準４－３(２)、４－４(２)、４－８（１）ⅱ)④） 

 

② 教職専門科目の共通化の範囲の拡大 

幼稚園及び小学校の「各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総

合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（養護教諭及び栄養教諭の場

合の「道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目」を含む）、教育

実践に関する科目」（以下「教職専門科目」という。）について、複数の学科等の間での共通化を可

能とする。（※各教科の指導法及び教育実習については(2)②にも記載） 

（教職課程認定基準４－８（２）) 

 

③ 専任教員の共通化の範囲の拡大等 

（ア） ①及び②により、授業科目の共通化の範囲の拡大に併せて、共通化する授業科目を担当する

教員は、複数の学科等の教職課程において共通して専任教員となること（専任教員の共通化）

を可能とする。 

（教職課程認定基準４－８(４)) 

 

（イ）幼稚園と小学校の教職課程の専任教員については、入学定員が 50 人までは教科専門科目

と教職専門科目についてそれぞれ５人と３人、入学定員が 50 人を超える場合には、50 人

ごとに教科専門科目と教職専門科目の専任教員を１人ずつ（合計２人）追加的に配置するこ

ととしているが、教科専門科目、教職専門科目のいずれか又は合わせて２人の配置を可能と

する。 

（教職課程認定基準４－１（ ３)、４－２（４)） 

 

（２）小学校と中学校の教職課程の間において授業科目や専任教員の共通化の範囲を拡大（義務教育特

例） 

① 教科専門科目の共通化の範囲の拡大 

小学校と中学校等の教科専門科目の共通化を可能とした。また、このうち複数の学科等に小学

校と中学校等の教職課程を置く場合、他学科等で開設する教科専門科目を自学科の中学校の教職

課程の授業科目として活用可能な範囲については、教育職員免許法施行規則に定める教科に関す

る専門的事項に関する科目の半数までとするか、自学科等が開設する教科専門科目の合計単位数

を超えないこととするかのいずれかについて、大学による選択を可能とする。 

（教職課程認定基準４－８（１）ⅰ）③、ⅱ）③④) 

 

② 教職専門科目の共通化の範囲の拡大 

小学校と中学校の各教科の指導法、教育実習について授業科目の共通化を可能とする。 

（教職課程認定基準４-８（２) ⅴ)ⅷ))） 

 

（３）小学校免許状の教職課程の設置の際の科目開設や専任教員配置の要件の緩和 

① 教科専門科目の開設の要件の緩和 

教科専門科目については国語等の１０教科の授業科目を開設しなければならないこととして

いるが、教育職員免許法施行規則第３条第１項表備考第１号において１教科以上の科目の修得

で可能であることを踏まえ、授業科目の開設についても１教科以上として要件を緩和する。 

（教職課程認定基準４－２(１)) 

 

② 専任教員配置の要件の弾力化 

教科専門科目の開設要件の見直しを踏まえ、当該科目に配置する専任教員については現行５教

科以上にわたり５人以上としているものを１人以上とし、残りの４人については教科専門科

目、教職専門科目、複合科目のいずれの配置でも可能として要件を緩和する。 
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 （教職課程認定基準４－２(４)) 

 

（４）適用期日 

令和４年度から適用予定。 

（教職課程認定基準 13) 

 

２．留意事項 

 

（１）中学校及び高等学校の教科専門科目の共通化の範囲の拡大について 

他学科等の授業科目の活用可能な範囲が拡大するが、自学科等で教科の専門性を修得できる学

位プログラムを提供していること（学科等の目的・性格と免許状との相当関係（教職課程認定基

準２（４）の基準は満たすこと）は必要であること。 

 

（２）幼稚園及び小学校の教職専門科目の共通化の範囲の拡大について 

教職専門科目の共通開設の範囲が拡大することにより、教員養成を主たる目的とする学科等の学

生とその他の教職課程を置く学科等（以下、「その他の学科等」という。）の学生が、同じ教職専門科

目を履修する場合には、例えば、その他の学科等の専門の学問分野の必修科目と重ならない時間帯

に開講することや、その他の学科等の学生にもきめ細かな教職指導を行うことなど、学位プログラ

ムの違いを踏まえた学生の履修への配慮が求められること。 

 

（３）小学校及び中学校の両免許状の取得促進 

    教科担任制の導入なども踏まえ、教師には学校段階間の接続を見通して指導する力や、教科等

横断的な視点で学習内容を組み立てる力など、総合的な指導力について教職生涯を通じて身に

付けることが求められるため、養成段階においては、小学校と中学校の両方の免許状を取得する

ことが考えられるが、その際、両方が１種免許状である必要は必ずしもなく、一方を 1 種免許状で

取得し、もう一方は２種免許状を取得するなど、両方の免許状の取得を促進していくことも望まれる

こと。 

 

（４）中学校免許状の教職課程における学修 

中学校免許状を保有する教師が小学校で当該免許状の教科を教えることが可能となっている

こと（教育職員免許法第 16条の 5)に鑑み、中学校免許状取得の際の各教科の指導法において、

小学校段階を意識した教科の指導法等を学修できるよう、各大学におけるカリキュラムの工夫

等が期待されること。 

 

（５）幼稚園と小学校との接続、中学校と高等学校との接続 

幼稚園と小学校との接続や中学校と高等学校との接続についても重要であることから、今回の

教職課程認定基準の改正により、教職課程において小学校と中学校を一体として指導する場合で

あっても、これらの学校種間の接続に関する理解についても、引き続き留意が必要であること。 

 

（６） 小学校免許状の教職課程の設置の際の科目開設や専任教員配置の要件の緩和 

今回の教職課程認定基準の改正により、小学校の教職課程において、例えば、理科や数学の

教科専門科目を重点的に開設してこれらの授業科目を履修することにより教科の専門性を高める

ことや、教科専門科目と各教科の指導法を合せた「複合科目」を開設してこれらの授業科目を履

修することにより実践的な指導力を高めること等が期待されること。 

また、小学校と中学校の教科専門科目の共通開設も併せて活用することにより、両方の免許状取

得の促進も期待されること。 

 

（７） 教職課程の水準の維持・向上 
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今回の教職課程認定基準の改正により、教職課程をより効果的・効率的に実施することが可能

となるが、複数の学科等の間で教職課程運営の責任の所在が不明確になったり、教職課程のカリ

キュラムの体系性が失われたりすることで、質が低下することのないよう、令和４年度から義務

化される全学的に教職課程を実施する組織体制を備えるとともに、当該組織が中心となって、教

職課程の自己点検 

・評価を実施するなど、大学が自主的に教職課程の水準を維持・向上させていく取組を充実させ

ることが重要であること。 

 

 

○今後のスケジュール（予定） 

・令和３年８月中旬：事務連絡（教職課程に関する説明会案内ほか） 

・令和３年９月    ：教職課程に関する説明会（オンライン） 

・令和４年２月中 ： ICT 新設科目の変更届提出期限 

・令和４年２月中 ： ICT 新設科目以外の変更届提出期限 

 

添付資料： 

別添１ 教職課程認定基準（平成 13年 7月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

別添２ 教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）（令和３年８月４日現在

版） 

別添３ 教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）（令和３年８月

４日現在版） 

別添４ 教職実践演習の実施に当たっての留意事項（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決定） 

（令和３年８月４日現在版） 

参考資料１ 義務教育特例を適用した場合の開設の一例 

参考資料２ 小学校免許状の教職課程を設置する際の要件の緩和について 

 

 

 

 

く本件担当＞ 

総合教育政策局教育人材政策課教員

免許企画室教職課程認定係 

〒100-8959 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 3-2-2   

TEL : 03-5253-4111（内線 2451,2453) 

E-MAIL: kyo-men@mext.go.jp 
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17．教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について（令和３年８月４日通知） 

３ 文 科 教 第 4 3 8 号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各指定都市・中核市教育委員会教育長 
各 国 公 私 立 大 学 長 
大学を設置する各地方公共団体の長 
各 公 立 大 学 法 人 の 理 事 長 
大学を設置する各学校法人の理事長 
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 
放 送 大 学 学 園 理 事 長 
独立行政法人教職員支援機構理事長 
各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 機 構 長 
文部科学省が所管する各独立行政法人の長 
文部科学省が所管する各国立研究開発法人の長  
各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 
免許状更新講習の開設者の指定を受けた各法人の長  

 

 

文部科学省総合教育政策局長       

義 本  博 司     

 

 

教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について（通知） 

 

 

 この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令

第 35 号）」が公布、一部施行され、別添２のとおり教職課程認定基準（平成 13 年７月 19 日教員養成部

会決定）が、別添３のとおり教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年７月 19 日課程認定委員会決定）

が、別添４のとおり教職実践演習の実施に当たっての留意事項（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決

定）が改正されました。 

 また、別添５のとおり、「教職課程コアカリキュラム」（「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する

検討会」（平成 29 年 11 月 17 日））に新しく新設される「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」

に関するコアカリキュラムを追加し、「教職課程コアカリキュラム」（令和３年８月４日教員養成部会決

定）として改訂しましたのでご連絡いたします。 

 同令等の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただきます

ようお願いします。 

 

記 

 

１ 改正等の趣旨 

「Society5.0 時代に対応した教員養成を先導する教員養成フラッグシップ大学の在り方について

（最終報告）」（令和２年１月 23 日中央教育審議会教員養成部会教員養成のフラッグシップ大学検討

ワーキンググループ。以下「最終報告」という。）において、「教員養成フラッグシップ大学」として

指定を受けた場合に、Society5.0 時代にふさわしい教員養成カリキュラムの研究開発を行い、特別の

授業内容、指導方法等を積極的に取り入れることができるよう、教職課程の特例に関する制度を整備

すべきであるとの提言がされたところです。 

この提言を踏まえ、認定課程を有する大学のうち教員養成に関する教育研究上の実績等を勘案して

文部科学大臣が当該大学を指定する制度を創設するとともに、指定された大学に在学する者が普通免

許状の取得に必要な「教科及び教職に関する科目」において「指定大学が加える科目」を指定大学に
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おいて修得することが可能とする特例の制度を整備するため、教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文

部省令第 26 号。以下「免許法施行規則」という。）について所要の改正を行うものです。 

また、「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別

最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」（令和３年１月 26 日中央教育審議会）において、「各

教科の指導法における ICT の活用について修得する前に、各教科に共通して修得すべき ICT 活用指導

力を総論的に修得できるように新しく科目を設けること」について検討し、速やかな制度改正等を行

うことが必要であることが提言されたところです。 

加えて、学校を取り巻く ICT 環境が急速に変化し、社会において求められる情報リテラシーも高度

化する中で、「AI 戦略 2019」（2019 年６月 11 日統合イノベーション戦略推進会議決定）では、大学

や高等専門学校において 2025 年には、初級レベルの数理・データサイエンス・AI を習得することが提

言されたところです。 

これらの提言を踏まえ、普通免許状の取得に必要な「教科及び教職に関する科目」の事項に「情報

通信技術を活用した教育の理論及び方法」を新設し、１単位を必修化するとともに、普通免許状の取

得にあたって認定課程とは別に修得が求められる科目において、「情報機器の操作」２単位に代わっ

て「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」２単位を修得できるようにするため、免許法施行

規則等について所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正等の要点 

（１）指定大学における単位の修得方法に関する特例制度の創設等 

① 「指定大学が加える科目」の新設及び当該科目の修得方法の特例 
（免許法施行規則第２条表備考第 14 号及び第 15 号、第５条表備考第７号並びに第７条第３項） 

ア）幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な

「大学が独自に設定する科目」の単位の修得方法において、「指定大学が加える科目」の修得

を追加すること。 

イ）幼稚園、小学校、中学校の教諭の専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得る場合は、

専修免許状又は一種免許状授与に必要な各科目（「領域及び保育内容の指導法に関する科目」

（又は「教科及び教科の指導法に関する科目」）、「教育の基礎的理解に関する科目」、「道

徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」）の単位数から

二種免許状授与に必要な当該各科目の単位数を除いた残りの単位数までは、「指定大学が加

える科目」をもってあてることができることとすること。 

ウ）高等学校の教諭の専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得る場合は、「教科及び教科

の指導法に関する科目」は８単位まで、「教育の基礎的理解に関する科目」は６単位まで、

「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」は４単位ま

で、「指定大学が加える科目」をもってあてることができることとすること。 

エ）特別支援学校の教諭の専修免許状又は一種免許状の所要資格を得る場合は、専修免許状又は

一種免許状授与に必要な各科目（「特別支援教育の基礎理論に関する科目」、「特別支援教育

領域に関する科目」、「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する

科目」）の単位数から二種免許状授与に必要な当該各科目の単位数を除いた残りの単位数ま

では、「指定大学が加える科目」をもってあてることができることとすること。 

② 認定課程を有する大学を文部科学大臣が指定する制度の創設 
（免許法施行規則第 21 条の２） 

ア）文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管

理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善

に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することが

できることとすること。 

イ）文部科学大臣は、ア）の指定をしたときは、指定大学の名称、指定した日、指定した理由を

インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。 

ウ）文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、指定を取り消

すものとし、取り消す場合は、その大学の名称、取り消した日、取り消した理由をインター
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ネットの利用その他の適切な方法により公表すること。 

（２）「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する事項の新設等 

① 「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」について 

（免許法施行規則第３条から第５条） 

小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「教科及

び教科の指導法に関する科目」のうち「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」

を「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」とすること。 

② 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」について 
（免許法施行規則第３条から第５条） 

ア）小学校、中学校、高等学校の教諭の普通免許状授与の所要資格を得るために必要な「道

徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」のうち「教

育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「教育の方法及び技術」及び

「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」とすること。 

イ）ア）のうち「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は１単位以上修得するものと

すること。 

③ 「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」について 

（免許法施行規則第 66 条の６） 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭、養護教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受

けようとする者の修得に必要なものとして定める科目は、「日本国憲法」２単位、「体育」２単

位、「外国語コミュニケーション」２単位、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」２

単位又は「情報機器の操作」２単位とすること。 

④ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の新設に伴う教職課程認定基準の関係規定

への追加 

（教職課程認定基準３（４）、４－３（５）ⅱ）、４－８（２）ⅰ）②） 

②により「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を事項として新設したことに伴

い、教職課程認定基準の関係規定に当該事項の文言を追加等すること。 

⑤ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を含む授業科目の開設方法 

（教職課程認定審査の確認事項２（４）、（５）④） 

「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は１単位以上の修得が必要になるが、当該

単位数に必要な授業時間数が確保されていることがシラバス上で確認できる場合には、「道

徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」における他の事

項と併せた授業科目の開設を可能とすること。 

⑥ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する授業科目を担当する教員の業績 

（教職課程認定審査の確認事項３（５）） 

「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する授業科目を担当する教員について

は、当分の間、本改正前の「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」、「教育の方

法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」のいずれかの授業科目での活字業績を有して

いる者をもってあてることを可能とすること。 

⑦ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の新設に伴うコアカリキュラムの改正 

（教職課程コアカリキュラム） 

ア）別添５のとおり、「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関するコアカリキュ

ラムを「教職課程コアカリキュラム」（「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討
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会」（平成 29 年 11 月 17 日）以下「旧コアカリ」という。）に新たに追加し、「教職課程コ

アカリキュラム」（令和３年８月４日教員養成部会決定。以下「新コアカリ」という。）と

したこと。 

イ）（２）②ア）により「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「教育の

方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」とすることに伴い、

小学校、中学校及び高等学校においては 

・新コアカリの「教育の方法及び技術」は、旧コアカリの「教育の方法及び技術（情報機

器及び教材の活用を含む。）」のうち、（１）教育の方法論及び（２）教育の技術による内

容とすることとしたこと 

・新コアカリの「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」は、旧コアカリの「教育

の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」のうち、（３）情報機器及び教材の

活用の内容を含め、新たに（１）情報通信技術の活用の意義と理論、（２）情報通信技術

を効果的に活用した学習指導や校務の推進、（３）児童及び生徒に情報活用能力（情報モ

ラルを含む。）を育成するための指導法によって構成される新たなコアカリキュラムを作

成したこと。 
ウ）幼稚園、養護教諭及び栄養教諭においては、「教育方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）」のコアカリキュラムは従来通りの内容とすること。 
エ）（２）①により「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」を「各教科の指導法（情

報通信技術の活用を含む。）」とすることに伴い、新コアカリにおいて文言の整理を行ったこ

と。 
⑧ 「教職実践演習」における ICT の活用 

（教職実践演習の実施に当たっての留意事項３．） 

認定課程の総仕上げとして位置付けられている「教職実践演習」において、認定課程におけ

る各科目の単位の修得を通じて ICT 活用指導力に必要な知識技能が修得されていることを確認

し、不足する場合には補充して定着を図ることができるよう、「教職実践演習」においても

ICT の積極的な活用を図ることとすること。 

（３）専修免許状の取得に必要な大学が独自に設定する科目の修得方法 

（ 免 許 法 施 行 規 則 第 ２ 条 表 備 考 第 1 4 号 、 第 1 1 条 表 備 考 第 １ 号 、 第 1 1 条 の ２ 表 備 考 第 １ 号 、 第 1 6 条 第 ５ 項 ） 

専修免許状授与の所要資格を得るために必要な「大学が独自に設定する科目」において、

「大学が加えるこれらに準ずる科目」を修得することができることとするとともに、免許法施

行規則第 11 条、第 11 条の２、第 16 条に基づいて専修免許状を取得する際に必要な「大学が

独自に設定する科目」における単位の修得方法の例を免許法施行規則第２条表備考第 14 号の

修得方法の例にならうこととすること。 

（４）経過措置規定 

（ 教 育 職 員 免 許 法 施 行 規 則 及 び 免 許 状 更 新 講 習 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 附 則 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 ）  

ア）令和４年３月 31 日において認定課程を有する大学や文部科学大臣の指定を受けている教

員養成機関（以下「課程認定大学等」）に在学している者がこれらを卒業するまでに、改正

前の免許法施行規則における「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」に関

する内容を修得しようする場合又は既に当該内容を修得した場合については、改正後の免

許法施行規則における「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」に関する内容

を、改正前の免許法施行規則における「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を

含む。）」に関する内容を修得しようとする場合又は既に当該内容を修得した場合について

は、改正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術を活用

した教育の理論及び方法」に関する内容を修得したものとみなすこととすること。 

イ）令和４年３月 31 日において課程認定大学等に在学している者がこれらを卒業するまで

に、改正前の免許法施行規則における「大学が独自に設定する科目」において「各教科の

指導法（情報通信技術の活用を含む。）」、「教育の方法及び技術」、「情報通信技術を活用し
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た教育の理論及び方法」に関する内容を修得しようする場合又は既に当該内容を修得した

場合については、改正後の免許法施行規則における「各教科の指導法（情報通信技術の活

用を含む。）」、「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術を活用した教育の理論及び方

法」に関する内容をそれぞれ修得したものとみなすこととすること。 

ウ）教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）別表第３備考第６号に掲げる講習、公開講

座、認定通信教育の課程（以下「認定講習等」という。）を履修している場合又は既に修得

した場合についてもア）イ）と同様に、それぞれ改正前の免許法施行規則における内容

を、改正後の免許法施行規則における内容として修得したものとみなすこととすること。 

エ）上記ア）イ）の場合において課程認定大学等に在学している者は卒業を待たずに改正前の

免許法施行規則における内容を改正後の免許法施行規則における内容として修得したもの

とみなすこととして差し支えないこと。 

 

３ 施行期日 

令和４年４月１日から施行すること。 

なお、（１）及び（３）については、公布の日（令和３年８月４日）から施行すること。 

  

４ 留意事項等 

（１）指定大学が加える科目の単位修得上の扱いについて 

① 指定大学の指定が取り消された場合、指定が取り消されるまでの間に修得した指定大学が加

える科目の単位については、引き続き、普通免許状の授与に必要な教科及び教職に関する科目

として有効に扱って差し支えないこと。 

② 指定大学が学力に関する証明書を発行するに当たっては、幼稚園、小学校、中学校及び高等

学校の教諭の普通免許状の場合は、「大学が独自に設定する科目」のうち「指定大学が加える科

目」であることを、特別支援学校の教諭の普通免許状の場合は、「特別支援教育に関する科目」

のうち「指定大学が加える科目」であることを、備考欄を活用する等により明確に記載するよ

うにすること。 

証明書発行事務の参考のため省令改正後の実際の記入方法について、別途文部科学省ホーム

ページに作成例を掲載する予定であること。 

③ 都道府県教育委員会においては、「指定大学が加える科目」については、普通免許状の授与に

必要な「教科及び教職に関する科目」のいずれかの科目にあてることができることを踏まえ、

普通免許状の授与事務において②の学力に関する証明書を基に適切に普通免許状の授与が行え

るようにすること。 

④ 指定大学において「指定大学が加える科目」を修得した者が指定を受けていない大学に編入

学等をする際に、免許法施行規則第 10 条の３を活用する場合は、入学先の大学が認めるところ

により当該大学が有する認定課程の科目の単位として認めることとされているが、「指定大学

が加える科目」は指定大学において修得することができる科目であるため、指定を受けていな

い大学においては、単なる「大学が独自に設定する科目」の単位として整理することとなるこ

と。 

そのため、「指定大学が加える科目」として整理するためには、指定大学において学力に関

する証明書を発行することが望ましいこと。 

⑤ 免許法施行規則第 11 条、第 11 条の２、第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 18 条の２、第 18 条

の４においては、第２条表備考第 14 号の修得方法の例にならうものとすることとされているこ

とから、２（１）①ア）及び２（３）と同様に「大学が独自に設定する科目」に「指定大学が

加える科目」及び「大学が加えるこれらに準ずる科目」を加えることができることとするこ

と。 

（２）指定制度について 

① 最終報告において示された５年を基準として指定する事由がなくなったと判断する場合にお
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いて指定の取り消しを行い，指定の事由が引き続き認められる場合は継続することを可能とす

ること。 

なお，文部科学大臣は，指定の事由がなくなった場合は，教員養成フラッグシップ大学の指

定を取り消すこととされており，指定の事由がなくなったと認められる場合は，５年を経過す

る前にも指定を取り消すことがあること。 

② 「指定大学が加える科目」は、「大学が独自に設定する科目」の一つではあるものの、従来

の「領域（又は教科）に関する専門的事項に関する科目」や「保育内容（又は各教科）の指導

法に関する科目」、「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」、「大学が加えるこれらに準

ずる科目」ではない新しい科目として加えられるものであることを踏まえ、指定大学が「指定

大学が加える科目」を開設する場合は、当該趣旨を踏まえ、普通免許状の授与に必要なものの

範囲において新たな内容を含む科目とすること。 

③ 指定制度の詳細なスケジュールや具体的な申請要件等については追って教職課程を置く各国

公私立大学に連絡する予定であること。 

（３）「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の修得方法について 

① 免許法施行規則第２条表備考第 12 号において規定される幼稚園と小学校の教諭の普通免許状

の授与に際して修得が必要な単位の流用の規定においては、「道徳、総合的な学習の時間等の指

導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用

を含む。）に係る部分に限る。）」について、同規則第３条第１項の表の場合においても同様とす

る場合は、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（教

育の方法及び技術に係る部分に限る。）」と読み替えて扱うこととすること。 

② 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（以下「改正省令」という。）附則第２項及

び第３項に規定される経過措置により、改正前の認定課程及び認定講習等において「教育の方

法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を修得した者は、改正後の認定課程及び認定

講習等において「教育の方法及び技術」又は「情報通信技術に関する教育の理論及び方法」に

読み替えることができることとなるが、この場合においても修得する総単位数に不足がないよ

う徹底すること。 

③ 改正後の免許法施行規則による学力に関する証明書の様式や記入方法については、証明書発

行事務の参考のため、別途文部科学省ホームページに作成例を掲載する予定であること。 

④ 改正省令の附則第２項及び第３項に規定する在学には科目等履修生として在籍する場合も含

まれること。 

（４）「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の開設について 

① 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」については、小学校及び中学校教諭の一種

免許状及び二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状の教職課程に令和４年度以降に入学す

る者に適用される。科目の変更届の提出については、８月中に教職課程を置く大学等に連絡予

定であること。 

② 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」については、幼稚園教諭、養護教諭、栄養

教諭免許状の認定課程における「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に

おいて 1 単位以上の授業時間数の確保がシラバス上で確認できる場合には、共通開設が可能で

あること。 

③ 「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を含む科目を担当する教員が当該科目に関

する研究業績等を有しておらず、「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」「教育

の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」のいずれかに関する活字業績を有してい

る者をもってあてる場合であっても、大学は当該担当教員が当該科目に関する活字業績を備え

ることを引き続き促進すること。 

（５）「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」について 
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① 大学においては、免許法施行規則第 66 条の６により「数理、データ活用及び人工知能に関す

る科目」を設置する場合は、数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度実施要綱

（令和３年２月 24 日。文部科学大臣決定。）により「数理」「データ活用」「人工知能」の内容

が包含されたものとして科目を構成しているものが適用されることとなることに留意して科目

の設定をするとともに、設定に当たっては認定がなされたものであることを証明する書類とと

もに届出を行うこと。 

② 免許法施行規則第 66 条の６の科目の単位の修得にあたっては、「数理、データ活用及び人工

知能に関する科目」２単位又は「情報機器の操作」２単位のいずれかを修得することが求めら

れることになるが、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」が設置されている大学にお

いては、在学する学生に対して積極的に当該科目を修得させることが望ましいこと。 

（６）認定課程全体を通じた ICT 活用指導力の育成について 

① 大学等においては、ICT を活用した学習活動の意義等について学生自らが経験的に理解してお

くことも重要であることから、特定の科目に限らず教職課程の授業全体で ICT を積極的に活用

することが期待されること。さらに、こうした学修を行うためには、教職課程の授業において

ICT が普遍的に使用できる環境整備に努めることも期待されること。 

② 大学等においては、「教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について」

（令和２年 10 月５日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会）を踏まえ、教育委員会

や学校の具体的な取組の参考となるよう作成された手引や動画コンテンツ等を教職課程の授業

等で活用して、学生がより実践的に、また確実に教員の ICT 活用指導力を身に付けることがで

きるよう取り組んでいただいているところであるが、引き続き、こうした教師向け研修資料を

活用した実践的な学修活動の充実に取り組んでいただきたいこと。 

③ 大学等においては、「教職実践演習」における ICT の活用場面として、教員としての表現力や

授業力等を身に付けているか確認するための模擬授業での活用などが考えられること。なお、

授業科目のシラバスを変更するだけの場合は、認定課程の変更届は不要であること。 

④ 大学等においては、認定課程における ICT 活用指導力の取組状況についても、自己点検・評

価し、改革・改善につなげていくことが必要であること。また、学校を取り巻く ICT 環境は急

速に変化していることから、大学等の取組もこうした変化に対応していくことが必要であるこ

と。 
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添付資料： 
別添１「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」（令和３年文部科学省令第 35 号） 

別添２教職課程認定基準（平成 13 年７月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

別添３教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年７月 19 日課程認定委員会決定）の改正（新旧対照表） 

別添４教職実践演習の実施に当たっての留意事項（平成 20 年 10 月 24 日課程認定委員会決定）の改正（新

旧対照表） 

別添５「教職課程コアカリキュラム」（令和３年８月４日教員養成部会決定） 

参考資料１「教員養成フラッグシップ大学構想について」 

参考資料２「教職課程における ICT 活用に関する内容の修得促進に向けた取組」（概要） 

参考資料３「教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について」（令和２年 10 月５日中

央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会） 
 
 
 
  本件担当：文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

○教育職員免許法施行規則等に関すること 

教員免許企画室免許係      

電話：03-5253-4111(内線：3969) 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 

○ICT 科目、教職課程全般に関すること 

教員免許企画室教職課程認定係 

電話：03-5253-4111(内線：2451) 

E-MAIL：kyo-men@mext.go.jp 

○教員養成フラッグシップ大学に関すること 

教員養成企画室教育大学係、教職大学院係    

電話：03-5253-4111(内線：3498、3778) 

E-MAIL：kyoin-y@mext.go.jp  



118 
 
 

18．教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布及び特別支援学校教諭免許状コア

カリキュラムの策定等について（令和４年７月 28 日通知）（抄） 

４文科初第 969 号 

令和４ 年７ 月 28 日 

 

各  都  道  府  県  教  育  委  員  会  教  育  長 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 教 育 委 員 会 教 育 長  

各   国   公   私   立   大   学   長  

大 学 を  設 置  す る  各  地 方 公  共 団  体 の  長 

各  公  立  大  学  法  人  の  理  事  長  

大 学 を  設 置  す る  各  学 校 法  人 の  理 事  長       

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 の 代 表 取 締 役 

放   送   大   学   学   園   理   事  長  

各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 機 構 長 

文 部 科 学 省 が 所 管 す る 各 独 立 行 政 法 人 の 長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

 

 

文部科学省総合教育政策局長 

藤 原 章 夫 

 

文部科学省初等中等教育局長 

伯 井 美 徳 

 

 

 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の公布及び

特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムの策定等につい

て（通知） 

 

この度、別添１のとおり、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（令和４年文部科学省令

第 24 号）」（以下「改正省令」という。）が公布され、別添２のとおり「教職課程認定基準」（平成 13 

年７月 19 日教員養成部会決定）が、別添３のとおり「教職課程認定審査の確認事項」（平成 13 年 7 

月 19 日課程認定委員会決定）が、別添４のとおり「特別支援学校教諭免許状に係る審査の考え方」（令

和元年 12 月 12 日課程認定委員会決定）が改正されました。また、別添５のとおり、「特別支援学校

教諭免許状コアカリキュラム」（令和４年７月 27 日特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関す

る検討会議決定）が策定されましたので、御連絡します。 

同令等の概要等は下記のとおりですので、関係各位におかれては、その趣旨を十分御理解いただ

きますようお願いします。 

 

記 

 

第１ 改正等の趣旨 

   令和３年１月 25 日に「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」において報告 

が、同年１月 26 日には中央教育審議会において、答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指し

殿 
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て～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」が取りまと

められた。 

これらの会議において、特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図るため、 

・教育職員免許法体系に、特別支援学校学習指導要領等を根拠にした、知的障害者である子供に対

する教育を行う特別支援学校の各教科等、自立活動、重複障害者等に関する教育課程の取扱いや発

達障害を位置付けること 

・見直した教職課程の内容や水準を全国的に担保するため、小学校等の教職課程同様、共通的に修

得すべき資質・能力を示したコアカリキュラムを策定することが必要であること 

等が提言された。 

この提言を踏まえ、教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）（以下「施行規則」という。）

第７条第１項（特別支援教育に関する科目の単位の修得方法）等を一部改正し、特別支援学校教諭

免許状の修得に当たって必要となる内容等を規定するものである。 

併せて、文部科学省の下に令和３年 10 月に設置された「特別支援教育を担う教師の養成の在

り方等に関する検討会議」及び同会議の下に設置された「特別支援学校教諭の教職課程コアカリキ

ュラムに関するワーキンググループ」における検討を踏まえ、「特別支援学校教諭免許状コアカリキ

ュラム」を策定するものである。 

また、高等学校学習指導要領の改訂に伴い、施行規則第５条等の「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時

間」に改める等の規定の整備を行うものである。 

 

第２ 改正等の要点 

１  教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 

（１）特別支援教育を担う教師の専門性の向上関係 

① 心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目に、各特別支援

教育領域に関する自立活動に関する内容を含むこと（施行規則第７条第１項の表備考第 ３号

関係）。 

② 知的障害者に関する教育の領域における心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程

及び指導法に関する科目に、そのカリキュラム・マネジメントを含むこと（施行規則第 ７条

第１項の表備考第４号関係）。 

③  第 ３ 欄（免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目）に

掲げる科目に、重複障害者及び発達障害者に関する教育を含むこと（施行規則第７条第１項

の表備考第５号関係）。 

④   令和６年３月 31 日において課程認定大学または教員養成機関に在学している者が、こ

れらを卒業するまでに改正前の施行規則（以下「旧規則」という。）の規定により旧規則第 ７条

第１項の表第２欄及び第３欄に掲げる科目の単位を修得する場合又は同日までに旧規則

の規定により同科目の単位を修得した場合は、当該単位を改正後の施行規則（以下「新規則」という。）

第７条第１項の表第２欄及び第３欄に掲げる科目の単位とみなすこと（改正省令附則第２項

関係）。 

 

（２）高等学校学習指導要領の改訂に伴う規定の整備 

①  高等学校教諭普通免許状の授与に必要な科目の単位に含めることが必要な事項等について、

「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」に改める等の規定の整備を行うこと（施行規則第５

条第１項、第９条、第 10 条及び第 65 条の８関係）。 

② ①の施行日（公布日である令和４年７月 28 日）において課程認定大学、教員養成機関、

養護教諭養成機関又は栄養教諭養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでに旧 
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規則の規定により総合的な学習の時間の指導法等に関する科目の単位を修得する場合、同日

において免許法認定講習・公開講座・通信教育の課程を履修している者で、同科目の単位を修

得する場合又は同日までに同科目の単位を修得した場合は、当該単位を新規則に規定する総

合的な探究の時間の指導法等に関する科目の単位とみなすこと（改正省令附則第３項関係）。 

 

２ 教職課程認定基準等の改正 

１の改正に伴い、教職課程認定基準等について、以下のとおり改正する。 

（１）教職課程認定基準 

第３欄に掲げる「免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科

目」に含むべき事項の改正に伴う改正（教職課程認定基準４－５（３））。また、１（２）①の改正

を踏まえ、高等学校等に係る「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」に改正するもの（教

職課程認定基準４－４（５）ii）等）。 

 

（２）教職課程認定審査の確認事項 

特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムの策定に伴い、審査の確認の観点として、本コ

アカリキュラムを追加するもの（教職課程認定審査の確認事項２（７））。 

 

（３）特別支援学校教諭免許状に係る審査の考え方 

本コアカリキュラムの策定に伴い、教育課程（シラバス）についての審査の考え方を削除する

もの。また、「心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習」に係る取扱いについて、特

別支援学校の設置状況等を踏まえ、削除するもの。 

 

３ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム 

特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムは、１種免許状の取得に必要な単位を念頭に以下の

とおり構成されている。 

（１）「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」の作成の背景と考え方 

 

（２）特別支援教育に関する科目 

教職課程の第１欄から第３欄の科目に含めることが必要な事項について、当該事項を履修

することによって学生が修得する資質能力を「全体目標」、全体目標を内容のまとまり毎に分化させ

た「一般目標」、学生が一般目標に到達するために達成すべき個々の規準を「到達目標」として

整理している。 

① 【第１欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目 

② 【第２欄】特別支援教育領域に関する科目 

・視覚障害者に関する教育の領域 

・聴覚障害者に関する教育の領域 

・知的障害者に関する教育の領域 

・肢体不自由者に関する教育の領域 

・病弱者（身体虚弱者を含む）に関する教育の領域 

③ 【第３欄】免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 

・発達障害者に関する教育の領域 

・重複障害者に関する教育の領域 
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第３ 施行期日等 

教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行日は令和６年４月１日とすること。ただし、

第２の１（２）①については、公布の日から施行すること（改正省令附則第１項）。 

また、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに基づく教職課程については、大学において点

検・見直しを行い、準備が整った大学においては科目等の変更届の提出により、令和５年４月から、それ以外

の大学においては遅くとも令和６年４月には、特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する全て

の大学において、新たな教職課程を開始すること。 

 

第４ 留意事項等 

１  教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 

（１）特別支援教育を担う教師の専門性の向上関係 

① 知的障害者に関する教育の領域における心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及

び指導法に関する科目に、そのカリキュラム・マネジメントを含むことについて（施行規則

第７条第１項表の備考第４号関係） 

特別支援学校においては、学校教育法施行規則第 126 条第１項、第 127 条第１項及び第128 

条第１項の規定により、原則、小学校等に準じた教育課程が編成されているが、知的障害の

ある児童生徒を対象とした特別支援学校（以下、「知的障害の特別支援学校」という。）におい

ては、同規則第 126 条第２項（小学部）、第 127 条第２項（中学部）及び第128 条第３項（高

等部）により各教科等が別に規定されており、特に示す場合を除き、全ての児童生徒に履修さ

せるものとされている。また、同規則第 130 条第２項により、知的障害又は重複障害のある

児童生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、特別の教科である道徳、外

国語活動、特別活動及び自立活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができること

とされている。 

知的障害の特別支援学校において、同規則第 130 条第２項の規定に基づき、各教科等を合わ

せた指導を行う際に、各教科等の目標及び内容への意識が不十分なまま指導が行われることの

ないよう、各学校には、児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し、各教

科等の一部を合わせるのか、又は全部を合わせるのかを含め、その各教科等を合わせた指導の

在り方について、カリキュラム・マネジメントの趣旨を踏まえて十分検討することが求められ

ている。 

今般の改正は、この趣旨を教職課程において反映するため、知的障害者に関する教育の領域

における心身に障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目において、

幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の免許状を取得する際の教職課程にお

いて履修する「教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）」の内

容との関連を図りつつ、知的障害者に関する教育の領域の特性を踏まえたカリキュラム・マネ

ジメントが取り扱われるよう、新たに規定したものである。特別支援学校教諭免許状の教職課

程を置く大学においては、こうした規定の趣旨も踏まえ適切に当該科目を開設されたいこと。 

 

② 単位の修得方法に係る取扱いについて 

今般の単位の修得方法に係る改正については、新たに特別支援学校教諭の普通免許状の授与

を受ける場合（施行規則第７条第１項）のみならず、免許状に定められている特別支援教育領

域以外の特別支援教育領域（以下「新教育領域」という。）の追加の定めを受けようとする場合（施

行規則第７条第４項及び第６項）又は特別支援学校自立教科教諭の普通免許状の授与を受ける

場合（施行規則第 64 条第１項の表備考第１号、同条第２項の表備考第３号）に、修得を必要とす

る施行規則第７条第１項の表備考第２欄及び第３欄に掲げる科目の単位についても適用される

こと。 

なお、この場合であっても、旧規則に基づき修得した第７条第１項の表第２欄及び第３欄
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に掲げる科目の単位については、新規則の同科目の単位とみなすこととしている（第２、 １（１）

④）ことから、本改正前に取得した単位を、免許状の新教育領域の追加の定めを受ける場合

等に必要な単位に充てることは可能であること。 

 

（２）特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに基づく新たな教職課程の認定手続は、令和６年度

開設の申請から適用されること。また、教職課程認定申請を行わない大学においては、科目等の

変更届の提出により、手続を行うこと。なお、本件に関する説明会を本年９月頃に開催（web 開
催）する予定であること。詳細は、本年８月中に別途連絡する予定であること。 

 

２ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム 

（１）「自立活動」について 

第１欄の科目の「特別支援教育に関する制度的事項」にある「自立活動」の内容と、第２欄の

科目で示している「自立活動」の内容との関連について、十分留意すること（別添５－４の「例

１」を参照）。 

 

（２）欄間の考え方について 

本コアカリキュラムは、必要最低限の内容を示したものであり、法令上、複数の障害を併せ有

する者に関する教育については第３欄に示しているが、例えば、第２欄の教育課程及び指導法と

第３欄の複数の障害を併せ有する者に関する教育とを関連させた授業の実 施を妨げるもので

はないこと（別添５－４の「例２」を参照）。 

 

（３）その他 

本コアカリキュラムで示している内容に関する参考資料として、「特別支援教育を担う教師の

養成の在り方等に関する検討会議」等の審議の過程で議論された内容を別添５－２で補足事項と

して示している。また、欄間の関係については各欄・科目の概観図を別添５－３において示している。

加えて、欄間で関連する事項の取扱いの考え方は、別添５－４に例示している。 

なお、これらの資料は教職課程認定審査の確認事項２（７）③において掲げる「特別支援学校

教諭免許状コアカリキュラム」には含まれるものではないこと。 

 

（添付資料） 

・別添１ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（令和４年文部科学省令第 24 号） 

・別添２ 教職課程認定基準 （平成 13 年７月 19 日教員養成部会決定）の改正（新旧対照表） 

・別添３ 教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年７月 19 日課程認定委員会決定）の改正 

（新旧対照表） 

・別添４ 特別支援学校教諭免許状に係る審査の考え方（令和元年 12 月 12 日課程認定委員会

決定）の改正（新旧対照表） 

・別添５－１ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム（令和４年７月 27 日特別支援教育を担う

教師の養成の在り方等に関する検討会議決定） 

・別添５－２ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム補足事項 

・別添５－３ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムにおける各欄・科目の関連 概観図 
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・別添５－４ 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム（欄間で関連する事項について

の取扱いの例） 

 

（参考 URL） 

・文部科学省ウェブサイト 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm 

 

 

 

 

〔担当〕 

（今般の改正等の趣旨、その他に関すること） 

文部科学省 初等中等教育局 特別支援教育課 企画調査係 

03-5253-4111（内線 3193） E-mail: tokubetu@mext.go.jp 

 

（教員免許に関すること） 

文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 免許係 

03-5253-4111（内線 3968, 3969） E-mail: menkyo@mext.go.jp 

 

（教職課程に関すること） 

文部科学省 総合教育政策局 教育人材政策課 教職課程認定係 

03-5253-4111（内線 2453, 2451） E-mail: kyo-men@mext.go.jp 
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19．教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について

（最終改定：令和３年 11 月２日） 

事 務 連 絡 

令和３年１１月２日 

 

 

 

教職課程を置く各国公私立大学教職課程認定担当課 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 教 職 課 程 担 当 課 

 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

 

 

 

教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準等に関する質問回答集について 

 

 

日頃から、教員養成の充実に御尽力いただきありがとうございます。 

「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令第 25 号）」及び

教職課程認定基準等の改正に関し、これまでお寄せいただいた質問を踏まえ、別添のとおり質問

回答集をまとめましたので、参考に送付いたします。 

各大学等におかれましては、本回答集を参照いただき、適切な教職課程の実施及び学生への履

修指導等を行っていただきますようお願いします。 

 

 

 

 
 

 

  

御中 

【本件担当】 

 文部科学省 総合教育政策局 

教育人材政策課教員免許企画室 

 

○教育職員免許法施行規則に関すること 

 免許係 

TEL：03-5253-4111（内線 3969） 

Email：menkyo@mext.go.jp 

○ICT 事項科目、教職課程に関すること 

 教職課程認定係 

TEL：03-5253-4111（内線 2453） 

Email：kyo-men@mext.go.jp 
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教育職員免許法施行規則及び課程認定基準等の改正に関する質問回答集
令和３年１１月２日現在

No. カテゴリ 問合せ内容 回答

1 ICT事項科目

幼稚園課程の各科目に含める必要事項は「教育の方法及び技術（情報
機器及び教材の活用を含む。）」となっており、小・中・高のICT事項
科目とは事項名が異なるが、授業科目名称を小・中・高と同じ「教育
方法及び技術(情報通信技術の活用を含む）」とし、幼と小で共通開設
することは可能でしょうか。

幼稚園教諭、養護教諭、栄養教諭免許状における「教育の方法及び
技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」は、小・中・高の事項名
と異なるが、従前の事項においては事項名・コアカリキュラムとも
に同一であったことに鑑み、幼・養護・栄養の課程においても、
「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」の内容
を満たした上で、ICT事項に係る内容の1単位以上の授業時間の確保
がシラバス上で確認できる場合には、小・中・高と共通開設が可
能。

2 ICT事項科目
本学は幼稚園二種免許のみの課程認定を受けているが、ICT事項科目の
開設は可能か。

幼稚園教諭免許状の必要事項である「教育の方法及び技術（情報機
器及び教材の活用を含む。）」のコアカリキュラムの内容を満たし
た上で、ICT活用等の内容を充実するなど科目を変更することは可
能ですが、あくまで当該事項での開設となります。

3 ICT事項科目

ICT事項科目の新設等について、既存の「教育方法論」の科目名称は変
更せずに、コアカリキュラム及びシラバスにおいて「情報通信技術を
活用した教育の理論及び方法」事項が追加で記載されていれば良い
か。

どの事項の内容を含めて開設しているのか、科目名称で明確にする
必要があるため、例えば「教育方法・情報通信技術活用論」や「教
育方法論（ICT活用含む）」など、科目名称を工夫することが望ま
しい。

4 ICT事項科目
ICT事項科目は、教職課程履修者のみならず多くの学生に学んでもらい
たいと考えているため、一般教養的な広く多くの学生が履修できる科
目群に開講してもよいか。

教員養成を主たる目的とした学科でない場合、ICT事項科目は教職
専門科目であるため、大学のどの科目群に開設するのかは大学の判
断によるが、科目の内容はコアカリキュラムにあるとおり、一般的
なICTの技術のみを学ぶものではなく、それらを活用した教育の理
論と方法を学ぶものである。このため、教職課程の履修者以外の学
生の履修を妨げるものではないが、教職専門科目としての質を担保
する必要があることに御留意いただきたい。

5 ICT事項科目

（1）「教育の方法及び技術」を従来の情報機器及び教材の活用を含む
内容で2単位開設すれば、「教育の方法及び技術」（小学校用）と「教
育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」（幼稚園
用）の共通開設は可能か。（なお、ICT事項科目は１単位で別途新設
し、小必修、幼選択を想定）
（2）中・高と養護においても（1）と同様にすることは可能か。

(1)(2)ともに可能ですが、共通開設とするならば授業科目名・シラ
バスを共通にする必要があります。

6 ICT事項科目
ICT事項科目について、①開講授業における1単位分の科目（授業）時
間数はどのようになるか。②開講授業における授業形態（演習または
講義等）はどのような形態が望ましいか。

①大学の時間数の換算により１単位分の時間が確保されていれば良
い（講義であれば通常は７〜８コマ程度を想定）。
②授業形態については特段定めていないため、大学の判断によりシ
ラバスの内容に即し教育効果の高い方法で実施いただきたい。実践
的な内容とするため、適宜演習等を含めることが考えられる。

7 ICT事項科目
ICT事項科目改正に伴い、中高免許の課程に新科目を追加するが、従来
の「教育方法論」はそのまま開設したい。その場合の「教育方法論」
は、中・高、養護教諭、栄養教諭で共通開設することは可能か。

ご質問の場合、「教育方法論」の授業内容が従来の「教育の方法及
び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」のコアカリキュラム
を満たすものとして開設され、かつ、中高の課程には新たな授業科
目（ICT事項科目）の履修を追加で求めるのであれば、「教育方法
論」は中・高・養・栄で共通開設が可能。

8 ICT事項科目

現在課程認定申請の審査中であるが、ICT事項科目に関し、①認定後、
令和4年4月に開始するまでの間に、ICT事項関連科目の名称変更等はで
きるか。②もし、①ができない場合、令和5年2月までに行うICT事項科
目変更届において変更は可能か。（適用は令和4年度入学者の２年次以
降）

ICT事項関連科目の開始が、令和５年４月以降であれば、①、②い
ずれも可能（①②いずれも、ICT事項科目変更届により、各年度の
２月末日までに提出のこと）。

9 ICT事項科目

ICT事項科目を令和４年度入学生のカリキュラムにおいて、３年次対象
の科目（開講年度は令和６年度）とした場合であっても、令和４年度
に入学する編入学生や科目等履修生に対応するために、令和４年度か
ら、「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」を開講する必要
がありますでしょうか。

原則、令和４年度の入学者向けのカリキュラムからの対応になる
（編入学者、科目等履修生向けに開設することを妨げないが任
意）。

10 ICT事項科目

①ICT事項科目の開設年度について、令和5年度開設の場合、令和4年度
生に対して２年次配当という理解で間違いないか。
②ICT事項科目の教員カウントについて、ICT新設科目と、教育方法の
科目について、同一の教員をカウントすることは可能でしょうか。も
しくは、新科目について非常勤講師を担当者とすることも可能なので
しょうか。

①ICT事項科目は令和４年度入学者から適用さるため、令和５年度
から開設（開始）される場合は、２年次以降の履修になる。
②専任教員の配置基準は学校種により異なるため、各基準を参照い
ただきたい（小学校は新基準４−２（４）、中高は４−３（５）
ⅱ））。なお、ICT事項科目と他の科目を兼ねて担当することは可
能である。また、担当者の、専任・兼担・兼任の別は問わない。

11 ICT事項科目

①幼稚園教諭の場合は、ICT事項科目は必須ではないが、令和４年度よ
りICT事項科目と同様の内容を取り入れる場合、授業科目名の変更は必
要か。
②中・高の場合はICT事項科目は必須だが、令和４年度より「教育方
法」という授業科目にICT事項を取り入れる場合、授業科目名の変更が
必要か。

①ICT事項科目と同様の内容を含めるのであれば科目の名称もそれ
に即したものが望ましいが、幼稚園教諭については当該事項の修得
が必須ではないため、名称の変更は任意（ただし、小・中・高と共
通科目とする場合は授業科目名・シラバスを統一するなど必要）。
②「教育方法」の名称では「教育の方法及び技術」のみを含む科目
との誤解が生じる可能性がある。ICT事項を含むのであれば、授業
科目名でそれを明確にするため、授業科目名の変更をすることが望
ましい。
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12 ICT事項科目

ICT事項科目の担当教員について、「当分の間、「各教科の指導法」
「教育の方法及び技術」のいずれかに関する活字業績を有している者を
もってあてることを可能とする。」とある。課程認定審査で「各教科
の指導法」「教育の方法及び技術」の担当者としての審査は受けてい
なくても、これらに関する業績があり、かつICT教育についての業績が
ある者であれば、担当は可能という認識でよいか。

ご認識のとおり。

13 ICT事項科目
幼稚園、養護教諭及び栄養教諭の科目については「情報通信技術を活
用した教育の理論及び方法」を新設し、1単位を必修化する必要はない
と理解してもよいか。

幼稚園、養護教諭、栄養教諭については、今回のICT事項科目に係
る改正は適用されないため、従来のままで構いません。

14 ICT事項科目
今回改正されましたICT事項科目等を複数大学で共同開設することは可
能か。

ICT事項科目に限らず、連携開設科目等の制度にのっとって所定の
手続を踏まえた上で開設をするなど、複数大学での科目開設が可能
な場合がある。

15 ICT事項科目
既存の科目の内容等を見直し、ICT事項科目に対応した授業科目とする
予定だが、もともと４年次前期の履修科目となっている。このまま４
年次の履修科目としてよいか。

ICT事項科目として免許状授与資格を得るための必修科目として位
置づけるのであれば、教育実習を履修する前に修得することが望ま
しいため（「教職課程コアカリキュラム」策定時の参考資料「カリ
キュラム・マップ（イメージ）」を参照）、履修年次についてご検
討いただきたい。

16 ICT事項科目

①課程認定申請書を提出する場合、「ＩＣＴ事項科目」に係る第4号様
式（履歴書・教育研究業績書）について、身分が専任教員、兼担・兼
任に拘わらず「ＩＣＴ事項科目」のほか「教育の方法及び技術」、
「各教科の指導法」のいずれかの業績が必要であるか。
②現在、「教育の方法及び技術」に関する業績を保有しているが、別
の教員が「教育の方法及び技術」の事項科目を担当している場合で
も、ICT事項科目の担当教員として届出が可能か。また、「各教科の指
導法」の業績により申請する場合、本学開設の免許教科科目以外の
「各教科の指導法」の業績で届出が可能か。

①ICT事項科目の担当者の業績は、当該事項の業績があれば足り
る。それがない場合は、当分の間、「教育の方法及び技術」又は
「各教科の指導法」の活字業績で担当可能という趣旨。
②当該業績を有していれば、現在それに該当する授業科目を担当し
ていなくてもICT事項科目の担当となることは可能。また、各教科
の指導法の業績で届出をする場合、教科は問わない。

17 ICT変更届

教職課程認定審査の確認事項3に『当分の間、「各教科の指導法」「教
育の方法及び技術」のいずれかに関する活字業績を有している者を持っ
て充てることが可能とする。』とあるが、現在「教育方法(含情報機器
及び教材の活用)を担当している教員も変更届で履歴書・教育研究業績
書を提出する必要があるか。

専任教員については提出が必要。

18 ICT変更届

変更届新旧対照表(中高)について、対照表の右下に「専任教員数(各教
科の指導法)」の人数を記入する欄がある。例えば、「社会科・地歴科
教育法」の専任教員がいる場合、この表内には氏名の記載はしない
が、人数として計上してもよろしいか。

本件新旧対照表には各教科の指導法の専任教員名は記載しません
が、当該事項に専任教員が配置されている場合は、人数を記載しく
ださい。

19 ICT変更届

ICT変更届は開設の前年度の２月末に提出することになるが、「開設」
というのは、その科目が具体的に「開始される」前年度の２月という
ことか。それともそのカリキュラムが適用される入学者のカリキュラ
ム開始の前年度ということか。

前者を指す。

20 ICT変更届

① 説明会資料３のＰ１５の２−４①の記載に対応する場合、在学生
での変更届は旧課程の変更届様式・科目・必要事項にて提出すること
になると考えるがよろしいか。（必要事項が異なるため、在学生用と
新入生用の２種類が必要となる）
② 上記のとおりであれば、在学生用の変更届にて、「ＩＣＴ事項科
目」の新設科目を追加する場合、「教育の方法及び技術」に位置付け
るべきか。

① 在学生用カリキュラムと令和４年度入学者用カリキュラムで内
容が異なると考えられるため、在学生にICT事項科目の開設を適用
する場合は在学生用の変更届を提出してください。
② 旧規則適用であればご認識のとおり。経過措置を適用せず、新
規則に対応した科目として修得させるのであれば、新事項での記載
でも構わない。

21 ICT変更届
本学は、ICT事項変更届を「大学学部学科等の課程」と「大学学部学科
の通信の課程」で分けて提出するが、この変更届を別々の年度で提出
することは可能か。

通学課程と通信課程でICT事項科目の開設時期が異なる場合は、そ
れぞれの期限（令和４年度開設：令和４年２月末、令和５年度以降
開設：令和５年２月末）に間に合うようにご対応ください。

22 ICT変更届

①キャンパスによって、ICT事項科目の授業科目名が異なってもよい
か。
②１大学で１つの変更届で提出するとのことだが、複数キャンパスが
遠方に分かれており、開設する時期が異なる。変更届の提出時期が異
なってもよいか。

①学部やキャンパスによって、開設状況が異なることが考えられる
ため、必ずしも授業科目名を大学で統一する必要はない。
②原則、１つの大学において、ICT事項科目の変更届は開設年度の
早い学科等に合わせた提出をお願いしており、学科ごとに五月雨で
の提出は想定していない。ただし、大学によってはキャンパスが遠
方（５０Km以上）にまたがり、実態として別の開設体制をとって
いる場合もありますので、そのような大学については、異なる年度
での届出について、必要に応じてご相談ください。

23 ICT変更届
ICT事項科目の変更届時に、小・中・高の免許状における「各教科の指
導法（情報通信技術の活用を含む）」に係る変更も手続を行うのか。

「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む）」に伴う変更は、
ICT事項科目の変更届での対応は不要です。ただし、授業科目名の
変更、担当の専任教員の変更等、通常の変更届の対象となる事由が
発生した場合は、通常の変更届と同様、変更が生じる前までに変更
届の提出が必要です。

24 ICT変更届 ICT事項科目の変更届時に学則変更の届出は必要か。
学則については、ICT事項科目の変更届時は不要（通常の変更届に
おいても学則は提出を求めていない（手引P８９⑦⑧除く））。

25 ICT変更届
ICT事項科目の変更届の新旧対照表において、兼担教員や兼任教員を追
加する場合、専任教員ではないので「専任教員氏名・職名」欄は空欄
になるが、それでも「教員追加」と記載する必要があるのか。

ご認識のとおり。兼担・兼任教員の場合は、新旧対照表では氏名を
記載しないが、変更理由欄には「教員追加」と記載してください。
教員の氏名が空欄になっていても、（２）変更一覧表において状況
が確認できるため特段問題はありません。



127 

 

 

26 ICT変更届
ICT事項科目以外の科目の変更は、ICT事項科目とは別に変更届（通常
の変更届）が必要となるか。その場合は、令和４年3月末までに届出を
行えばよいか。

ご認識のとおり。

27 ICT変更届
教職課程認定審査の確認事項１（１）③、④に該当する変更届（手引
P89の⑦⑧）の提出時において、ICT事項科目も対応する必要がある
か。

確認事項１（１）③又は④に係る変更届の提出時点においては、
ICT事項科目に係る改正の内容を含めていただく必要はない。ICT事
項科目に関しては令和３年８月２７日事務連絡に基づき変更届の提
出をお願いします。

28 各教科の指導法

「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」は、「各教
科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」に変更されますが、シ
ラバスの内容のみを変更し、変更届の提出は不要という手続きでよろ
しいでしょうか。

各教科の指導法は（ ）書きの文言変更のみの改正であるため、今
回はシラバスの変更のみで構わない。このため、変更届は不要（授
業科目名や教員の変更等する場合は通常の変更届を提出してくださ
い）。

29 各教科の指導法

「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」の授業科目名に
ついて、規則の改正に伴い（ ）の文言が変更になったが、既存の科
目の名称（現行：「教科教育法」「教科教材論」）についても、科目
名の末尾に（情報通信技術…）を含めるなどの対応は必要か。

シラバスにおいて情報通信技術の活用が確認できれば、情報通信技
術の活用を含む旨の名称変更の必要はない。

30 各教科の指導法

今回「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」のコアカリ
改正が示されたが、「外国語（英語）コアカリキュラム」は改正がな
いため、「英語科の指導法」のコアカリについては「変更なし」とい
う認識でよいか。

英語の各教科の指導法のコアカリキュラムの内容自体は変更はない
が、事項名の（ ）の文言の変更に伴うシラバス変更等は必要に応
じて行ってください。

31 66条の6科目

「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の申請手続ス
ケジュールは、年度末に申請し、年度が明けてからの認定になること
が予想される。申請は済んでいても、課程認定の変更届提出までに認
定が間に合わない場合は、認定後以降しかこれらの科目は活用できな
いのか。

当該認定制度に申請した大学が必ずしも全て認定を受けられること
が確実とは言えないこと、また、令和３年８月４日付通知におい
て、変更届の提出時において、認定科目であることを証明する書類
を添付していただくこととしていることから、認定後以降に活用す
ることになる。

32 66条の6科目
本学は「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」として認定を受
けている科目は１単位の科目である。この１単位の科目と「情報機器
の操作」１単位を併せて２単位の修得とすることは可能か。

免許法施行規則において、「数理科目２単位又は情報機器の操作２
単位」と規定しているため、いずれかで2単位の修得が必要とな
る。このため、両者を併せて２単位の修得とすることはできない。

33 66条の6科目
今回の改正により「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」は
必ず開設しなければならないのか。

ご認識のとおり、「情報機器の活用」又は「数理、データ活用及び
人工知能に関する科目」（以下、「数理科目」）のいずれかを２単
位分修得することとなるため、「数理科目」を必ず開設する必要は
ない。ただし、教職課程におけるICT活用等の充実に鑑み、「数理
科目」の認定を受けている大学におかれては、積極的に当該科目を
規則第６６条の６の科目として活用することをお願いしたい。

34 66条の6科目

「学力に関する証明書」の様式の作成例において、「数理科目」と
「情報機器の操作」の科目は１行で作成されている。「数理科目」を1
単位＋「情報機器の操作」を1単位の修得は認められないとのことであ
るが、仮にそのような修得をした場合、他大学や教育委員会はどのよ
うにしてその修得科目が「数理、データ活用及び人工知能に関する科
目」又は「情報機器の操作」と判断するのでしょうか。例えば１行に
する場合は確認欄を作る、2行に分けてどの区分で単位修得しているか
わかるかと思うのですが、いかがでしょうか。

学力に関する証明書は、免許法施行規則に基づき科目名を記載する
こととなっているため、当該科目は１つの科目として１行の欄で様
式例を作成している。一義的には、教育委員会等は当該科目欄に記
載された単位が、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目」
と「情報機器の操作」のいずれなのかを確認する必要はなく、教職
課程を置く大学において、本施行規則で規定された修得方法に基づ
き、適切に履修指導及び証明を行っていただく必要がある。なお、
備考欄で補足するなど、大学で便宜的に記載を工夫されることは構
わない。

35 66条の6科目

本学は、「数理・データサイエンス・Ai教育プログラム」に採択された
が、プログラムの対応科目が、学科により異なり複数科目であること
から、従来の「情報機器の操作」の対応科目をそのまま必須科目と
し、「数理科目」は履修が望ましい科目として取り扱いたいと考えて
いるが可能か。

「情報機器の活用」又は「数理、データ活用及び人工知能に関する
科目」のいずれかを２単位分修得することととしているため、「情
報機器の操作（２単位）」を必修とすることも可能。ただし、教職
課程におけるICT活用等の充実に鑑み、「数理科目」の認定を受け
ている大学におかれては、積極的に当該科目を規則第６６条の６の
科目として活用することをお願いしたい。

36 66条の6科目
施行規則第66条の6の「数理科目」に、「数理、データ活用及び人工知
能に関する科目」を充てる場合、AI戦略で挙げられている「応用基礎レ
ベル」は対象となるか。

「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度実施要項細
目」（令和3年2月24日文部科学省高等教育局）においては、リテラ
シーレベルの認定プログラムのみ定められているため、現時点では
リテラシーレベルのプログラムを想定している。今後、応用基礎レ
ベルのプログラムについても認定制度が実施されることになれば、
それを踏まえ対象とするか検討することとなる。

37 66条の6科目
本学は「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」に対応した科目
を第６６条の６に定める科目として、昨年度３月に提出済みです。こ
の科目について今年度は第66条の6の科目として認められるか。

昨年度の３月に変更届を提出されているのであれば、認定プログラ
ムの認定前の提出となること、また施行規則の改正前であるため、
その時点での科目の位置付けは「情報機器の操作」になります。現
時点では認定プログラムの認定を受けているものと推察しますの
で、その場合は令和４年３月末までに施行規則第６６条の６の「数
理科目」として変更届を提出していただければ、それ以降は当該科
目として扱うことができます。

38 66条の6科目
免許法施行規則第66条の6の科目も必ず変更届が必要か。その場合、
ICT事項科目の開設等に関する変更届の方法と同じでよいか。

免許法施行規則第６６条の６については、従来通りの授業科目にて
対応される場合は変更届をご提出いただく必要はございません。ま
た、変更される場合は、通常の変更届で行ってください。
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39 66条の6科目

免許法施行規則第66 条の6に「数理、データ活用及び人工知能に関する
科目」を追加するにあたり、数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログ
ラムを5科目10単位で構成している場合、プログラムを構成する一部の
授業科目であっても、「数理」「データ活用」「人工知能」の内容が
包含され、2単位以上あれば良いか。（プログラムを構成する全ての授
業科目の履修を求めるものではないと考えて良いか。）

ご認識のとおり。大学において適切に包括的な科目を設定いただき
たい。

40 66条の6科目

「数理科目」を設置する場合は、数理・データサイエンス・AI教育プロ
グラム認定制度実施要綱（令和３年２月24日。文部科学大臣決定。）
により認定がなされたものであることを証明する書類の提出が必要と
のことだが、既に科目を開設し、同授業科目について課程認定を受け
ている場合は、「証明する書類」のみを提出することで差し支えない
か。

「数理科目」の認定を受けている大学については、積極的に当該科
目を規則第６６条の６の「数理科目」として活用することを奨励し
ている。大学における「数理科目」への対応状況の把握の観点から
も、「数理科目」の位置付けに変更することが望ましい（現在既に
当該科目を開設して課程認定を受けているとあるが、「情報機器の
操作」としての認定科目と思われる）。このため、科目の位置付け
を変更する変更届及び証明する書類を提出ください。証明する書類
は認定書の写しで構わない。

41 66条の6科目
令和4年度入学生からは、カリキュラム上、「数理科目」のみを開設
し、「情報機器の操作」の科目は開設しないことは可能か。

可能（変更届の提出をお願いします。また、その際、認定を受けた
ことが分かる資料も提出してください）。

42 経過措置

経過措置について、令和4年度以前の入学者、例えば令和２年度の卒業
生が「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に
あたる本学開講科目「教育方法論」を在学中に修得済みの場合、ICT事
項科目の修得は必要ないという認識でよいか。

ご質問の場合、令和２年度の卒業時に既に「教育の方法及び技術
（情報機器及び教材の活用を含む。）」を修得されているので、令
和４年３月３１日までに既に改正前の「教育の方法及び技術（情報
機器及び教材の活用含む）」の科目を修得した者として経過措置に
より、改正後の「教育の方法及び技術」及びICT事項科目を修得し
たものとみなすことができる。

43 経過措置

令和4年度以前の入学者が改正前のICT事項科目を修得せずに卒業し、
科目等履修生になった場合は、改正後のICT事項科目の修得が必要にな
るか。下記①・②のパターンそれぞれについてご教示いただきたい。
①卒業後、間をおかず科目等履修生になった学生
② 卒業後、間をあけて科目等履修生になった場合

ご質問からは、卒業の時点が不明であるが、令和４年３月３１日時
点で在学関係がある者の場合、①、②いずれにおいても、令和４年
３月31日に卒業しているため、間を置かず科目等履修生になった場
合にも、新規則により修得する（新規のICT事項科目の修得必
要）。ただし、令和４年３月３１日までに既に修得した旧科目は、
新規則の科目に読み替えることが可能（例えば、旧「各教科の指導
法（情報機器及び教材の活用を含む）」→新「各教科の指導法（情
報通信技術の活用を含む。）」

44 経過措置

再課程認定時には、法律の切り替えの前後（平成31年3月31日と4月1
日）で大学の規定等により科目等履修生の身分が途切れないような扱
いができれば、平成28年改正法附則第５条の適用対象となりうるとい
うことでしたが、今回はどう解釈してよろしいか。

今回の改正においても、改正省令附則第２項により、令和４年３月
３１日に在学している者が学籍関係が継続している間にICT事項科
目を修得する場合は経過措置の対象となります。

45 経過措置

①科目等履修生として今年度（令和3年度）在籍している学生が、今年
度末までに「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含
む。）」を未修得の場合、令和4年度にも科目等履修生として在籍する
が、ICT科目は必修となるのか。（継続性があると認められるのか）
②上記①において、継続性が有るとなった場合、令和２年度まで科目
等履修生として在籍していたが、令和3年度は科目等履修生にならず、
令和4年度から再度、科目等履修生に在籍予定の場合でも継続性はある
のか。
③令和4年度から「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含
む。）」を未修得で、新規に科目等履修生となる場合、正規学生向け
では3年次（R6年度）開講予定のICT科目を、科目等履修生のみ対象で
令和４年度から開設をする必要があるのか。（上記1・2）の継続性が
無い場合も含む）

①令和４年３月３１日と令和４年４月１日で間で学籍関係が継続し
ていれば、経過措置の対象となる。
②令和４年３月３１日において在学している者ではないため、経過
措置の対象ではない。
③令和４年度入学者の所定の時期に開設すればよいため必要ない
（ただし、在学者にもICT事項科目を修得させたい場合に、大学が
所定の手続を経た上で在学者に当該新規科目を開設し、それを科目
等履修生が修得するというケースは考えられる）。

46 経過措置
令和元年度入学生〜令和3年度入学生の学力に関する証明書は4月以降
発行する場合、修得済、未修得のいずれの場合も新規則の学力に関す
る証明書を発行することになるか。

改正省令については令和４年４月１日より施行されるため、それ以
降は改正後の免許法施行規則に対応した学力に関する証明書を発行
いただく必要がある。

47 経過措置

①令和4年3月31日において、課程認定大学等に在籍している者で、卒
業するまでに改正前の「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活
用含む。）」の科目を修得せず、卒業後に教員免許の修得をする者は
「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の科目の修得が必要
であるという認識で間違いないか。
②2022（令和4）年4月に3年次に編入学する者で（2020年度入学生の3
年次に合流）、編入学前の大学の教職課程で、「教育の方法及び技術
（情報機器及び教材の活用含む。）」の科目を修得し、その科目を本
学の科目として認定すれば、「情報通信技術を活用した教育の理論及
び方法」の科目を修得する必要はなく、「教育の方法及び技術（情報
機器及び教材の活用含む。）」の科目が未修得であった場合には、令
和4年度入学生と同様に「情報通信技術を活用した教育の理論及び方
法」の科目の修得が必要であるという認識で間違いないか。

①ご認識のとおり。
②免許法施行規則附則第２項により、令和４年３月３１日までに
「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む）。」を修
得している場合は、経過措置の対象となるため、新たな修得は不
要。それまでに修得していない場合は、改正後の規則の対象とな
る。
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48 経過措置

令和4年3月31日までに、中2種免の課程認定のある短期大学で、改正前
の免許法施行規則における「教育の方法及び技術（情報機器及び教材
の活用を含む。）」に関する内容を修得せずに、令和4年4月1日に同一
教科の中1種免の課程認定のある4年生大学の3年次（改正前の免許法施
行規則が適用される学年）に編入学をした場合は、編入学後の大学で
改正前の免許法施行規則における「教育の方法及び技術（情報機器及
び教材の活用を含む。）」に関する内容を修得すれば良いのか。それ
とも編入学をしたことで、編入学後の大学で、改正後の免許法施行規
則における「教育の方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教
育の理論及び方法」に関する内容を修得する必要があるのか。

短期大学を卒業しており、編入学をした大学とは学籍関係が継続し
ていないため、編入学後の大学で改正後の免許法施行規則における
「教育の方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論
及び方法」に関する内容を修得する必要がある。

49 経過措置

令和4年3月31日に、短期大学で中2種免を取得（所要資格を得た場合を含む。）
した者が、令和4年4月1日に4年生大学の3年次（改正前の免許法施行規則が適用
される学年）に編入学をし、免許法施行規則第10条の3を活用して同一教科の高1
種免の免許を取得しようとする場合、短期大学で修得した改正前の免許法施行規
則における「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に関す
る内容を、大学の判断で改正前の免許法施行規則における「教育の方法及び技術
（情報機器及び教材の活用を含む。）」に関する内容とみなせば（認定すれ
ば）、改めて改正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」及び「情
報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容を修得する必要はない
と理解して良いか。それとも、編入学をしたことにより、編入学後の大学で、改
正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」及び「情報通信技術を活
用した教育の理論及び方法」に関する内容を修得する必要があるのか。その場
合、短期大学において修得した改正前の免許法施行規則における「教育の方法及
び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を、編入学後の大学の判断によ
り、改正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」及び「情報通信技
術を活用した教育の理論及び方法」（又はどちらか一方）に関する内容としてみ
なす（認定する）ことは可能か。可能である場合、編入学時に編入学後の大学に
おいて、改正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」や「情報通信
技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容が開設されていることが必要
になるのか。（変更届を提出しているだけではなく、実際に開講されている必要
があるのか。）改正前の免許法施行規則における「各教科の指導法（情報機器及
び教材の活用を含む。）」も同様か。

○事例では、既に令和３年３月３１日までに改正前の「教育の方法
及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を修得済みである
ことから改正省令附則第2項の規定により短期大学において「教育
の方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論及び方
法」とみなすことができる。
○また、免許法施行規則第10条の３の規定により、短期大学でみな
された上記２つの単位を大学の判断により貴学の同科目の単位とし
てみなすこともできる。なお、編入学の際に短期大学を卒業してい
ることから当該学生については改正後の免許法施行規則が適用され
る。
○「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」も基本
的に同様であるが（経過措置対象）、この場合は一種と二種で求め
られる修得単位数が異なることに留意。

50 経過措置

令和4年4月1日に、4年生大学「Ａ大学」から別の4年生大学「Ｂ大学」
の3年次（改正前の免許法施行規則が適用される学年）に転学をした場
合は、卒業までに「Ａ大学」又は「Ｂ大学」で改正前の免許法施行規
則における「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含
む。）」に関する内容を修得すれば、改正後の免許法施行規則におけ
る「教育の方法及び技術」及び「情報通信技術を活用した教育の理論
及び方法」に関する内容を修得する必要はないと理解して良いか。

事例の場合、同じ学位課程の学修を継続しつつ在籍関係の異動が生
じている場合であり（短大や高専等の卒業・修了をしていない）、
令和４年３月３１日と同年４月１日で、教職課程のある大学等との
在学関係が引き続いていれば、経過措置の対象となる（在籍する大
学が変わっても構わない）。

51 経過措置

令和3年度以前にＡ大学α学科に入学し、令和4年4月1日以降に小1種免
の課程認定があるＡ大学β学科に転学部・転学科（改正前の免許法施
行規則が適用される学年）をし、小1種免の取得を目指す場合は、卒業
までにβ学科で改正前の免許法施行規則における「教育の方法及び技
術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に関する内容を修得すれ
ば、改正後の免許法施行規則における「教育の方法及び技術」及び
「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容を修得
する必要はないと理解して良いか。

ご認識のとおり

52 経過措置

旧法（平成10年改正法）下において修得した「教科の指導法」は平成
29年改正免許法施行規則附則第3項に基づくと、「各教科の指導法（情
報機器及び教材の活用を含む。）」にしか読み替えることができない
と思われるが、旧法下において「教科の指導法」を取得済みの場合
は、「各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）」を再度
取得する必要はないという認識でよいか。

ご認識のとおり

53
共通開設（複数学
科）

中学・高校の教科専門科目についての他学科等開設科目の活用可能な
範囲が、教育職員免許法施行規則の科目の半数までか、自学科等が開
設する科目の合計単位数を超えないこととするかのいずれか、に変更
になったが、大学全体（全ての課程認定）で統一して選択するのでは
なく、課程認定や年度により、どちらかを選択することができるとい
う理解でよいか。

大学全体での統一は不要であるが、教職課程を置く学科等の課程ご
とに、いずれかの基準を満たす必要がある（学科等によりどちらを
満たすかは大学の判断）。なお、「年度により選択」の意味が不明
であるが、ある年度から本基準の適用範囲を変えることにより授業
科目の開設方法等科目変更が生じる場合は、事前に科目の変更届が
必要となるため、適切に手続を行ってください。

54
共通開設（複数学
科）

教職課程認定基準改正前においては、同一学科等において授業科目を
共通開設する場合の特例と、複数の学科等において授業科目を共通開
設する場合の特例は組み合わせて適用することはできないと定められ
ていたが（改正前教職課程認定基準4-8と4-9は組み合わせて適用する
ことができない）、改正後は、同一学科等において授業科目を共通開
設する場合の特例と、複数の学科等において授業科目を共通開設する
場合の特例を組み合わせて適用できると解してよいか。

これまでは、教職専門科目の共通開設については、同一学科で共通
開設できる特例（旧基準４−８（２））と、複数学科で共通開設で
きる特例（旧基準４−９（２））が別の基準として設定されていた
ため、特例を重ねて適用することは不可としていましたが、今回の
改正で、これを一本化した（新基準４−８（２））ため、同一学
科・複数学科に関わらず共通開設が可能となっています。４−８
（２）に基づき、共通開設が可能な範囲で実施していただくことが
可能です。

55
共通開設（複数学
科）

複数学科等間での共通開設について、幼稚園教諭と養護教諭の「教育
の基礎的理解に関する科目等」での共通開設を考えているが、本学の
幼稚園の教職課程の科目は、保育士養成課程の科目を併せ行う科目が
含まれている。そのような科目についても養護教諭と共通開設及び専
任の共通化が可能か。

当該保育士養成課程の科目と併せ行う科目が、教職専門科目に位置
付けられる科目であれば可能です。
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56
共通開設（複数学
科）

２つの学科等があり、それぞれ別の教職課程を有している場合、一方
は通信教育課程のみの学科等でも、複数の学科等における教職専門科
目の共通開設の範囲に含まれるか。
（例）・A学科（通学課程）（通信教育課程） ①幼稚園教諭二種
   ・B学科（通信教育課程）       ②幼稚園教諭二種
上記の場合も、①②間で共通開設が可能と考えてよろしいか。

共通開設は可能であるが、A学科において課程認定基準１０を適用
し、通学課程の専任教員を通信教育課程にあてている場合は、課程
認定基準４−８（４）の特例を重ねて適用する（A学科の教職課程
で通学課程及び通信課程で専任教員とし、さらにB学科の教職課程
において専任教員とする）ことはできませんのでご留意ください。

57
共通開設（複数学
科）

「共通開設」というのは、実態として同じ時間に同じ教室で実施する
ということが必要なのか。どのように捉えたらよいか。

同一の授業科目名、同一のシラバスであることを想定している。一
般的に、学則上、異なる科目として位置付けられている場合（学科
によって科目名が異なる等）は、客観的に共通開設であるとは捉え
られないことに留意。

58
共通開設（複数学
科）

①現状、既に複数の学科等がそれぞれの学科等で同じ内容の科目を開
設している場合、その状態を維持したままの共通開設ということは可
能か。
②例えば、A学科が開設する中学校（社会）の科目を、B学科の高校
（地理歴史）の免許申請のための科目として使用することができる
か。

①上記No５７を満たした上で、同一の共通科目を、複数クラス開
設（各学科等の所属学生それぞれに対して開設）するということも
あり得る。
②社会と地理歴史で重なる事項について可能。それを共通開設とし
て行うことも可能であるし、他学科開設科目を自学科開設科目にあ
てるということも可能。

59
共通開設（複数学
科）

今回の基準の改正を踏まえ、共通開設等変更をする場合、在学生にも
適用は可能か。

在学生についても新基準の適用は可能である。その場合、在学生用
の科目の変更届を提出してください。

60
共通開設（複数学
科）

基準4-8（２）vi)で「各教科の指導法に関する科目」の共通開設につい
て，小・中間で可能で，中・高間で可能ということは小・中・高間で
可能ということでしょうか（基準4-8（２）v)の教育実習の箇所では，
ただし書きによる打ち消しがあるが，vi)ではないので可能と読むこと
もできる）。

中高の各教科の指導法の特例（ⅶ）と、小中の各教科の指導法の特
例（ⅷ）はそれぞれ別の取扱いであり、かつ、共通で実施できる内
容として科目内容を構成した場合である（このため、既存科目をど
ちらにも使えるという趣旨ではなく、共通開設にふさわしいシラバ
スの内容に見直すことが必要）。今回の改正においては、小中校で
の各教科の指導法の共通開設までは認めていない。

61
共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例は、中学校の課程認定はあるが小学校の課程認定のない
学科（A学科）が、小学校一種の課程認定のあるを受けている学科（B
学科）と教科に関する専門的事項や教職専門科目を共通開設するなど
して、他の小学校一種免許に必要な科目はB学科で他学科履修をし、中
学校一種の教員免許に加えて他学科履修で小学校一種の教員免許を取
得することができるという趣旨の改正か。

本改正の趣旨としては、小学校の教職課程と中学校の教職課程の科
目の開設方法の弾力化により、大学が両方の教職課程を設置するこ
とがより可能となることを目的としているが、結果的に学生にとっ
て両方の免許状取得がしやすくなることが想定される。一方で、他
学科間での学生の履修の乗り入れが生じることになるため、科目の
開設方法での工夫や、全学的に質を担保するための体制の整備等に
ついて、十分留意する必要がある。

62
共通開設（義務教
育特例）

①教育学科中等教育コースにおいて，卒業までに中一免と小一免（ま
たは小二免）の両方の取得に必要な単位の修得が実質的に可能である
場合，本学の広報媒体で，「本学が指定する条件を満たした上で，
コースを越えて所定の単位を修得することにより，小学校教諭二種免
許状が取得できる場合もあります。」などと注記することは差し支え
ないか。
②教育学科のコース共通科目として「小中教育実習」を開設し，小一
免及び中一免の教職課程に共通に開設する教育実習の科目とした場
合，教員養成を主たる目的としていない他学科の学生が当該科目を履
修することは可能か。

①所属する学科やコース外の履修であること等を明確にした上で、
そのような履修指導をすることも考えられる。ただし、履修上の負
担等、学生側に誤解が生じない伝え方に留意が必要。
②可能である（教員養成を主たる目的とした学科と他学科とで、複
数学科の共通開設として扱う場合）

63
共通開設（義務教
育特例）

中高の教職課程のあるＡ学科で、小学校免許の取得を可能とする場合
に、Ｂ学科（教育学科）の小学校教諭養成課程と共通に科目開設する
などによりＡ学科の小学校課程の教員養成カリキュラムを編成し、Ａ
学科として小学校課程認定の申請をすることになる、という理解でよ
ろしいか。

A学科で小学校免許の課程認定を受けたい場合は、まずはA学科が
教員養成を主たる目的とする学科等であることの要件を満たす必要
がある。その上で、課程認定を受ける際のカリキュラムの編成にお
いて、今回の基準改正で認められた範囲でA学科内の中高の科目
や、B学科と共通開設科目を含めて申請することが可能となる。A
学科で小学校の課程認定を受けない場合であれば、科目レベルでの
B学科との連携（共通科目の設定等）することが可能。

64
共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例を適用した場合の教員養成カリキュラムの教育実習（小
中教育実習）の共通化の例を具体的にお示しいただきたい。

中学校の教職課程のある学科等は、高校の教職課程も併せて有する
ケースが多いと思わるため、例えば、実習本体部分の4単位のう
ち、2単位ずつ共通化を図ることが考えられる（例：小・中共通を2
単位、中・高共通を2単位、小単独2単位）。

65 共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例に係る基準改正について、①変更届を提出して適用を受
ける場合、最短で「令和5年4月1日入学者（令和5年3月末日までに変更
届提出）」から適用となるのでしょうか。②令和5年4月1日から組織再
編を行うため、本年度（令和4年）3月下旬までに課程認定申請手続を
行う予定。この場合、義務教育特例を想定した専任教員配置で書類を
作成し申請することになるか。

①最短で令和４年４月１日から適用となります。この場合、令和4
年3月31日までに変更届の提出が必要です。
②義務教育特例を適用した基準で申請いただくことが可能（特例を
使うかどうかは、任意。）
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66
共通開設（義務教
育特例）

免許の小中併有を実現するためには、課程認定は学科ごとに受けるも
のであるため、例えば、小学校の課程認定のあるA学科で中学校教諭1
種（理科）を追加する場合、あるいは、中高の課程認定のあるB学科で
小学校教諭1種を追加する場合には、改めて課程認定を受ける必要があ
り、また、小学校教諭の課程認定については、課程認定基準2-（6）に
より教員養成を主たる目的とする学科等でなければならないことか
ら、学科の目的等を変更する必要、すなわち、改組等の申請の必要が
ある、という理解でよいか。

義務教育特例を活用し、A学科とB学科の科目の共通開設等をする
だけであれば変更届で可能であるが、新たな教職課程の認定を追加
するのであれば、課程認定が必要。また、小学校の課程認定の場合
はご認識のとおり、教員養成を主たる目的とした学科等である必要
があることから、認定を受ける学科等の目的等変更に伴う所定の手
続が必要。

67
共通開設（義務教
育特例）

義務教育特例を活用し、例えば、国語の各教科の指導法について、
「初等中等国語科教育法」（小１種免・中１種免（国語））の開設
し、この授業科目を高１種免（国語）の「大学が独自に設定する科
目」として変更届を提出することは可能か。

可能である。

68
小学校課程要件緩
和

４−８（２）Ⅴにおいて、小学校教諭と中学校教諭で共通に開設した
教育実習の授業科目は直接的には高等学校教諭には利用できないが、
単位の流用（施行規則第２条表備考第11号）により教育実習の単位は
３単位まで流用可能と思います。この場合、流用により小学校教諭・
中学校教諭用の教育実習の単位を５単位取得した学生は高等学校免許
取得のためにこの単位を３単位流用して高等学校免許の教育実習単位
（3単位）を満たせるという理解でよろしいか。

幼稚園、小学校、中学校については、記載のとおり教育実習のうち
3単位を他校種の教育実習の科目から流用できますが、高校の場合
は、規則第5条表備考第4号において、他校種の教育実習の科目を2
単位まで流用できるとしています。

69
共通開設（義務教
育特例）、小学校
要件緩和

小学校教科の開設がこれまでの１０教科より、１教科からの開設が可
能となったが、教員養成学部で１０教科を開設しているような学部の
場合であっても、例えば国語専攻に所属している学生は、教科専門科
目を「初等国語（書写含む）」「国語学概論」「国文学概論」「漢文
学概論」「書道」の計１０単位を取得し、各教科の指導法科目で「国
語」「社会」「算数」「理科」「生活」「音楽」「図画工作」「家
庭」「体育」「英語」の各指導法、計２０単位を取得し、合計３０単
位を取得するような履修の仕方はできるか。

免許法施行規則上（第３条表備考第１号）では、小学校の教科専門
科目は１以上の科目の修得となっていること、また、今回の基準改
正で教科専門科目の開設の条件が緩和されたことから可能である
（質問で記載されているような科目が、小学校の教科専門科目とし
ての課程認定（又は変更届手続）を受けることが必要）。

70 自己点検等

本学では、教職課程の全学組織設置に向けた検討を今年度から着手し
ているが、令和４年４月１日の設置は 難しく、令和５年４月１日の設
置を目指している。上記のような検討状況であっても改正施行規則に
抵触しないと考えてよろしいでしょうか。つまり、施行日時点では全
学的な組織設置に向けた準備に着手してはいるものの、設置までには
至っていない状況であるが問題ないか。

「免許法施行規則第２２条の７においては、「大学内の組織間の有
機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする」とされてお
り、令和4年度から、このような体制が整備される必要がある。必
ずしも教職課程の全学組織の設置日が令和4年4月1日であることを
求めるものではないが、複数の学科等の教職課程間が連携し全学的
な観点から教職課程の運営が実施できる体制を備えていただきた
い。

71 自己点検等

改正後の施行規則の施行日が令和4年4月1日のため、施行後最初の自己
点検・評価については、令和3年度の状況について行い、報告書も令和
4年度内に公表するべきか。または、大学全体の自己点検・評価に合わ
せて実施するものと大学が機関決定した場合、報告書の公表は令和5年
度以降になることもあり得るが、必ずしも令和4年度内に公表していな
くても差支えないか。

○施行が令和4年4月1日であるため、それまでに体制を整え、それ
以降から評価ができるようにすれば良い。
○大学の教育課程が年度を一つの区切りとして行われていることが
一般的であることを踏まえれば毎年度行うことも考えられるが、そ
の実施間隔や公表の時期等は各大学の状況に応じ適切に判断するこ
と。

72 連携開設 連携開設等に関する基準等の改正について、本学は大学と短大を併設
しているが、「大学」「短大」間でも、この基準が適応できるのか。

連携開設科目の活用（連携開設科目制度を活用し自大学の教職課程
の科目にみなすこと（新基準３（３）））のみであれば、この制度
を活用可能である大学連携推進法人の認定を受ける等の条件を満た
し、かつ教職課程の科目の変更届を提出することで可能です。一
方、連携開設科目の活用にとどまらず、「連携教職課程」（新基準
２（３））としての認定を受ける場合は、同一の免許種での課程認
定を同時に受ける必要があるため（新基準９）、大学と短大では免
許種が異なるため可能でないことに留意。

73
フラッグシップ大
学

教員養成フラッグシップ大学構想について、本学は、教員養成フラッ
グシップ大学の申請を考えている大学（責任校）との「連携協力校」
として、参加することを検討している。その場合、「教科及び教職に関
する科目」の一部に代えて、大学が設定するこれらに準ずる新たな科目
を修得することによって教員免許の取得（幼・小・中・特支一種及び
高校）を可能とするという学部段階の特例措置を「連携協力校」であ
る本学が必ず活用しなければならないか。

フラッグシップ大学の公募要領に記載のとおり、教育職員免許法施
行規則に定める「教科及び教職に関する科目」の特例措置や教職大
学院の共通５領域の必修単位数の弾力措置については，教員養成フ
ラッグシップ大学として指定された大学が，「令和の日本型学校教
育」を担う教師の育成を先導し，教員養成の在り方自体を変革して
いくための牽引（けんいん）役としての役割を果たすことを踏まえ
て，当該教員養成フラッグシップ大学に限って認められるものであ
り，取組の実施に当たって連携する大学はその対象とはならない。
共同実施制度や連携開設制度を活用して実施する場合には，関係大
学が共同で申請の上で，それぞれの大学が指定要件を満たすものと
して教員養成フラッグシップ大学の指定を受けることが必要。

74 変更届（通常）

通常の教育課程の変更届を提出する予定であるが、その場合、新旧対
照表の第四欄部分の「教育の方法及び技術」、「情報通信技術を活用
した教育に関する理論及び方法」の欄には新設した「教育方法及び技
術(情報通信技術の活用を含む）」のみ記載すればよいのか。

ICT事項科目の変更届を届出済みであれば、ご認識のとおり。
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75 単位の流用

改正後の免許法施行規則で小1種免の所要資格を得た者が、免許法施行
規則第2条表備考第12号（単位の流用）を適用して幼1種免を取得しよ
うとする場合、その他の条件を満たせば、幼1種免の課程で「教育の方
法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に関す内容を必ず
しも修得する必要はないと理解して良いか。

ご認識のとおり。改正後の免許法施行規則で修得した小１種免の
「教育の方法及び技術」の単位を幼１種免の「教育の方法及び技術
（情報機器及び教材の活用を含む。）」の単位に流用することがで
きる。

76 単位の流用

幼1種免の所要資格を得た者が、免許法施行規則第2条表備考第12号
（単位の流用）を適用して改正後の免許法施行規則で小1種免を取得し
ようとする場合、その他の条件を満たせば、必ずしも小1種免の課程で
「教育の方法及び技術」に関す内容を修得する必要はないが、「情報
通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容は小1種免の課
程で修得しなければならないと理解して良いか。

ご認識のとおり。改正後の免許法施行規則で小１種免を取得しよう
とする際に、幼１種免を取得した際の単位を流用する場合、小１種
「教育の方法及び技術」の単位のうち２単位までは幼１種「教育の
方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」の単位を持っ
てあてることができるが、「情報通信技術を活用した教育の理論及
び方法」にはあてることができない。

77 単位の流用

改正後の免許法施行規則で中1種免の所要資格を得た者が、免許法施行
規則第2条表備考第11号（単位の流用）を適用して小1種免を取得しよ
うとする場合、その他の条件を満たせば、必ずしも小1種免取得に必要
な「情報通信技術を活用した教育の理論及び方法」に関する内容を修
得する必要はないと理解して良いか。

ご認識のとおり。改正後の免許法施行規則で修得した中１種の「情
報通信技術を活用した教育の理論及び方法」の単位を流用すれば改
めて修得する必要はない。
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20．大学設置基準等の改正に伴う教職課程認定基準等の改正について（令和４年１

１月２５日通知） 

事 務 連 絡 

令和４年１１月２５日 

 

 

教職課程を置く各国公私立大学 

教 職 課 程 担 当 部 局  御中 

 

 

文部科学省総合教育政策局 

教 育 人 材 政 策 課 

 

 

 

大学設置基準等の改正に伴う教職課程認定基準等の改正について 

 

 

「大学設置基準等の一部を改正する省令」（令和４年文部科学省令第 34 号。以下「改正省

令」という。）が同年９月 30 日に公布、同年 10 月１日から施行されたことを踏まえ、別添の

とおり教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定）、教職課程認定審査の確認

事項（平成 13 年 7 月 19 日課程認定委員会決定）、教職課程認定審査運営内規（平成 13 年 7 

月 19 日教員養成部会決定）、教職課程認定大学実地視察規程（平成 13 年 7 月 19 日教員養成

部会決定）及び学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準（平成 23 年 1 月

20 日課程認定委員会決定）の改正（以下「本改正」という。）が行われましたのでお知らせし

ます。 

なお、改正省令のうち、教育課程等に係る特例制度（大学設置基準第 57 条第 1 項、大学通信

教育設置基準第 12 条第 1 項、専門職大学基準第第 76 条第 1 項、短期大学設置基準第 50 条

第１項、短期大学通信教育設置基準第 12 条第１項、専門職短期大学設置基準第 73 条第 1 項

関係）に係る教職課程の取り扱いについても、今後対応の予定であることを申し添えます。 

 

記 

 

１．改正の要点 

 

（１）「教職専任教員」に係る改正 

改正省令により、大学設置基準等における「専任教員」が「基幹教員」に改正されたた

め、教職課程における「専任教員」については、「教職専任教員」として名称を改めること。

また、基幹教員のうち、大学設置基準別表第１イ(1)備考第２号、大学通信教育設置基準別表

第１備考第２号、専門職大学設置基準別表第１イ備考第２号、短期大学設置基準別表第１イ

備考第２号、短期大学通信教育設置基準別表第１備考第３号又は専門職短期大学設置基準別

表第１イ備考第２号のそれぞれのただし書に定める基幹教員（以下「ただし書教員」とい

う。）で、教職専任教員の一定の条件を満たす者については、必要教職専任教員数の４分の１

の範囲内で認定を受けようとする学科等の必要教職専任教員数に算入することを可能とする

こと。 

（教職課程認定基準３(７)、４－１（３）、４－２(４)、４－３(５)i）ii)、 

４－４(５)i)ii)、４－５(４)、４－６(３)ii)、４－７(３)ほか） 

 

（２）教育実習等の１単位あたりの時間に係る改正 

改正省令により、単位の計算方法について、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、おおむね 15 時間から 45 時

間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって１単位として計算することとされたことか



134 

 

ら、課程認定基準における、教育実践に関する科目（教育実習、養護実習又は栄養教育実習

に係る部分に限る。）、特別支援教育に関する科目（心身に障害のある幼児、児童又は生徒に

ついての教育実習に係る部分に限る。）及び教育実習に含むことができる学校体験活動（以下

「教育実習等」という。）の１単位あたりの時間数の標準を定めること。 

（教職課程認定基準１２(１)） 

 

（３）教育研究実施組織に係る改正 

改正省令により、大学設置基準等における「教員組織」が「教育研究実施組織」に改正さ

れたことに伴い、課程認定基準等についても改正を行うこと。 

（教職課程認定基準２(４)ほか） 

 

２．適用期日 

令和６年度からの教職課程認定を受けようとする申請校から適用する。 

 

３．留意事項等 

 

（１）教職専任教員の定義について 

本改正により、従前の教職課程における「専任教員」を「教職専任教員」と名称を改め

関係規定を整理するとともに、必要教職専任教員数の４分の１の範囲内でただし書教員を

含めることができることとしたが、ただし書教員の取り扱いを除き、従前の教職課程の専

任教員の考え方自体を変更するものではないこと。 

なお、教職課程認定基準（以下「基準」という。）３（７）①において、「全学的に教職

課程を実施する組織」を新たに追加しているが、これまでも教職センター等の全学的に教

職課程を実施する組織に籍を置き、かつ認定を受けようとする学科等にも籍がある者を当

該学科等の専任教員として取り扱うことを運用上認めていることを踏まえ、本規定におい

て明確化したものであること。 

 

（２）教職専任教員の配置と教職課程の水準の維持・向上について 

本改正を踏まえ、ただし書教員を活用することにより、教職専任教員についてより効果

的・効率的に配置することが可能となるが、教職専任教員に求められる事項（基準３

（７）②～④）は従前と変更がないため、当該ただし書教員の教職課程への責任や関わり

方が緩和される趣旨ではないことに留意すること。 

また、令和４年度から義務化されている全学的に教職課程を実施する組織体制の整備

や、当該組織が中心となって実施する教職課程の自己点検・評価を活用し、大学が自主的

に教職課程の水準を維持・向上させていく取組が、引き続き重要であること。 

（３）基幹教員活用に係る本改正基準等の適用について 

本改正の適用は、令和 6 年度の開設に係る申請から適用することとしているが、ただし

書教員を教職専任教員として取り扱う場合は、改正省令による大学設置基準等の基幹教員

関係の規定を適用する大学の場合であることに留意すること。大学設置基準等の当該規定

の適用及び経過措置の取り扱いは「大学設置基準等の一部を改正する省令等の公布につい

て（通知）」（令和４年９月 30 日付け４文科高第９６３号）を参照すること。 

（４）教育実習等の１単位あたりの時間数について 

本改正により、１単位 30 時間を標準と定めているが、これを大きく下回る場合を除き

大学の判断で時間設定を行うことを妨げるものではないこと。ただし、大学設置基準等に

おける単位の計算方法が、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって

構成することを標準とする点は、従前と変わらないことについて留意すること。 

 

４．今後のスケジュール（予定） 

・令和４年 12 月 20 日（火）：教職課程に関する説明会（オンライン） 

・令和５年１月中旬～３月中旬：課程認定相談受付期間（令和 6 年度開設分） 

・令和５年３月中下旬：申請書受付（同上） 
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※ 令和 6 年度開設の教職課程に係る申請を行う予定の大学（改組等に伴う申請を

含む）は、申請・認定手続の円滑化を図るため、可能な限り説明会の視聴及び

課程認定の相談を行うようお願いします。 

 

（別添）新旧対照表 

・教職課程認定基準（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定） 

・教職課程認定審査の確認事項（平成 13 年 7 月 19 日課程認定委員会決定） 

・教職課程認定審査運営内規（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定） 

・教職課程認定大学実地視察規程（平成 13 年 7 月 19 日教員養成部会決定） 

・学科等の目的・性格と免許状との相当関係に関する審査基準（平成 23 年 1 月 20 

日課程認定委員会決定） 

 

 

 

＜本件担当＞                  

総合教育政策局 教育人材政策課         

教員免許企画室 教職課程認定係         

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２  

TEL：03-5253-4111（内線 2451,2453）    

E-MAIL: kyo-men@mext.go.jp        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 
 

 

 

 



137 

 

 

 
 

 

 

 
 



138 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



139 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



140 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



141 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



142 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



143 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



144 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



145 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



146 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



147 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

21．「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」について（事

務連絡） 

事 務 連 絡 

平成３０年５月１８日 

教職課程を有する各大学等 

各 指 定 養 成 機 関  御中 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 

 

文部科学省初等中等教育局教職員課 

 

「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する 

質問回答集」について（事務連絡） 

 

日頃から教員免許事務の円滑な実施及び教員養成の充実に御尽力いただき、ありがとうござい

ます。 

「教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成２８年１１月２８日法律第８７号）」（以

下「改正法」という。）及び「教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正す

る省令（平成２９年文部科学省令第４１号）」（以下「改正規則」という。）に関し、これまで

にお寄せいただいたご質問・ご意見等を踏まえまして、別添のとおり「教育公務員特例法等の一

部を改正する法律等に関する質問回答集」を整理しました。 

これまで、文部科学省では再課程認定説明会及び文部科学省ホームページで「教職課程再課程

認定等説明会質問回答集」をお示ししてきたところです。この度、本質問回答集を整理するに当

たり、改正法及び改正規則により新たに必履修単位数が明示された事項や追加された事項に関す

る状況等も勘案し、経過措置に関する回答内容を変更している点がございます（変更点について

は別添参考資料をご確認ください）。 

各大学におかれましては、本質問回答集をご参照いただきまして、適切な教職課程の実施及び

学生への履修指導等を行っていただきますようお願いいたします。 

また、教員免許状の授与権者である都道府県教育委員会におかれても、教員免許状の取得を希

望する者に対して必要な情報提供を行う際の参考として御確認ください。 

なお、現在文部科学省ホームページに掲載している教職課程再課程認定等説明会質問回答集

は、今回の整理を踏まえ、追って修正いたしますことを申し添えます。 

（参考：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1399256.htm） 

 

（本件連絡先） 

文部科学省初等中等教育局教職

員課 

教員免許企画室免許係∗ 

TEL：03-5253-4111（内線 3969） 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 

 
∗  平成３０年１０月１６日より「総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室免許係」へ変更となっている（電話番号

及びメールアドレスに変更はない）。 

※本件に関するお問合せは、課程認定担当宛てではなく、 

法規担当宛てに上記連絡先までメールにて御連絡ください。 
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教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集 

平成 30 年 5 月 18 日 
※「（参考）再課程認定説明会質問回答集」欄の数字は、平成 30 年 1月 9 日版の質問回答集の関連する質問番号で

す。 

 

No. 区分 質問 回答

（参考）

再課程認定

説明会質問

回答集

1
①経過措置

（法附則）
「施行の際現に」在学しているとは、どのように判断されるか。

「施行の際現に」大学に在籍しているとは、当該学生が平成３１年４月

１日（０時０分）時点で大学に在籍している場合である。
平成３１年度入学者は、新法施行時（平成３１年４月１日０時０分）に
は大学等に在籍していない。

(626)

2
①経過措置

（法附則）

４年制大学を平成３１年３月に卒業後、平成３１年４月から大学院、専

攻科に入学する又は科目等履修生となる場合は、新法と旧法いずれが適
用されるのか。

大学を卒業したことにより施行の際現に大学に在学している者に該当し

ないため、新法が適用される。
(617)

3
①経過措置

（法附則）

短大を平成３１年３月に卒業後、平成３１年４月より四年制大学（旧課

程）に編入学又は専攻科に入学した場合は、新法と旧法いずれが適用さ
れるのか。

短期大学を卒業したことにより施行の際現に大学に在学している者に該

当しないため、新法が適用される。
(627)

4
①経過措置

（法附則）

平成３１年３月３１日まで教職課程を有する四年制大学に在学していた

者が、平成３１年４月１日より教職課程を有する他学部他学科へ転学
部・転学科した場合は、新法と旧法いずれが適用されるのか。

○同一の大学内において転学部・転学科する場合は、学位課程の学修が

継続しているため、施行の際現に大学に在学している者に該当し、旧法
適用となる。
○施行の際現に在学していた者が平成３２年度以降に転学部・転学科す
る場合も同様の扱いとなる。

(628)

5
①経過措置

（法附則）

平成３１年３月３１日まで教職課程を有する四年制大学に在学していた

者が、平成３１年４月１日より同じ免許状の教職課程を有する他の四年
制大学へ転入学した場合は、新法と旧法いずれが適用されるのか。

○四年制大学を卒業する前に、他の四年制大学へ転入学する場合は、学

位課程の学修が継続しているため、施行の際現に大学に在学している者
に該当し、旧法適用となる。
○施行の際現に在学していた者が平成３２年度以降に転入学する場合も
同様の扱いとなる。

(629)

6
①経過措置

（法附則）

転入学前後又は転学部・転学科前後の大学の学部学科等において同一の

免許種・免許教科の課程認定を有していないと、旧法適用とすることは
できないのか。

旧法適用する上で、同一の免許種・免許教科の教職課程を有しているこ

とは必須ではない。
-

7
①経過措置

（法附則）

施行の際現に四年制大学に在学していた者が、平成３１年４月以降に、

当該大学を卒業せず退学した場合は、新法と旧法いずれが適用されるの
か。

免許状の授与の所要資格を得る前に退学により在学関係が終了している

ため経過措置の適用を受けなくなることから、新法が適用される。
(631)

8
①経過措置

（法附則）

施行の際現に教職課程を有する四年制大学に在学していた者が、一部の

科目を他大学で科目等履修生として修得し、卒業と同時に免許状の所要
資格を満たす場合は新法と旧法いずれが適用されるのか。

○施行の際現に大学に在学し、卒業までに所要資格を得ているため、経

過措置の適用を受けることから旧法が適用される。
○この場合、科目等履修により修得する単位は、旧課程の科目である必
要がある。

(636)

9
①経過措置

（法附則）

施行の際、科目等履修生として履修している者が、所要資格を得て、免

許状の申請を行う場合は新法と旧法いずれが適用されるのか。

平成３１年４月１日までに教職課程を有する大学の学科等の科目等履修

生としての身分を有し、平成３１年４月１日以降も引き続き教職課程の
科目を履修する場合においては、施行の際に現に大学に在学している者
として、旧法適用となる。

(633)

10
①経過措置

（法附則）

施行の際現に専修免許状の課程を有する大学院に在学していた者が、学

部聴講（科目等履修）による科目の修得とあわせて、修了と同時に専修
免許状（又は１種免許状若しくは２種免許状）の所要資格を満たす場合
は、当該免許状の取得に関しては、新法と旧法いずれが適用されるの
か。

○専修免許状については、施行の際現に大学に在学し、卒業までに所要

資格を得ているため、経過措置の適用を受けることから旧法が適用され
る。
○この場合、学部聴講（科目等履修）により修得する単位は、旧課程の
科目である必要がある。
○１種免許状、２種免許状についても、平成３１年４月１日までに教職
課程を有する大学の学科等の学部聴講生（科目等履修生）としての身分
を有し、平成３１年４月１日以降も引き続き教職課程の科目を履修する
場合においては、施行の際に現に大学に在学している者として、旧法適
用となる。

(637)

(638)

11
①経過措置

（法附則）

施行の際現に教職課程を有していない学部学科等に在学している学生

が、教職課程を有する他学部・他学科聴講等により所要資格を得た場合
は、新法と旧法いずれが適用されるのか。

平成３１年４月１日までに教職課程を有する大学の学科等の他学部・他

学科聴講生（科目等履修生）としての身分を有し、平成３１年４月１日
以降も引き続き教職課程の科目を履修する場合においては、施行の際に
現に大学に在学している者として、旧法適用となる。

(634)

12
①経過措置

（法附則）

施行の際現に教職課程を有する四年制大学に在学していた者が異なる学

校種又は教科の教職課程を有する他学部・他学科又は他大学で科目等履
修生として科目を修得し、卒業と同時に免許状の所要資格を満たす場合
は新法と旧法いずれが適用されるのか。

平成３１年４月１日までに教職課程を有する大学の学科等の科目等履修

生としての身分を有し、平成３１年４月１日以降も引き続き教職課程の
科目を履修する場合においては、施行の際に現に大学に在学している者
として、旧法適用となる。

(635)

13
①経過措置

（法附則）

平成３１年度以降に、「平成３０年度以前入学生」の課程に入学する編

入学生や再入学生についても、新法適用となるのか。その場合において
は、平成３０年度入学生の学年に新法適用と旧法適用の学生が混在する
こととなるため、どのように学生に履修させれば良いか。

○経過措置の適用がない者であれば、編・再入学先の学年にかかわらず

新法が適用される。
○大学は旧法の科目を新法の科目に読み替えることや、旧法の科目と新
法の科目を兼ねた科目を開設することが可能である。

-

14
①経過措置

（法附則）

施行日前に免許状授与の所要資格を満たし、施行日後に免許状の授与申

請をした場合には、新法と旧法いずれが適用されるのか。

施行日前に大学に在学し卒業までに旧法による所要資格を得ていた者

（教職課程を有する大学の学科等における科目等履修生としての身分を
有し、その課程を修了するまでに旧法による所要資格を得ていた者を含
む）は、改正免許法附則第６条が適用されるため、施行日以降に免許状
の申請を行っても新法の所要資格を得ているとみなされ、免許状の授与
が可能。

(639)
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15
①経過措置

（法附則）

旧法下で既に免許状の授与を受けている者が、新法施行日以後免許状が

失効し、再度免許状の授与申請を行う場合においては、免許状の授与は
可能か。

○施行日前に大学に在学し卒業までに旧法による所要資格を得ていた者

（教職課程を有する大学の学科等における科目等履修生としての身分を
有し、その課程を修了するまでに旧法による所要資格を得ていた者を含
む）は、改正免許法附則第６条が適用されるため、施行日以降に免許状
の申請を行っても新法の所要資格を得ているとみなされ、免許状の授与
が可能。
○なお、当該免許状に係る所要資格を得た日の翌日から起算して十年を
経過する日の属する年度の末日を経過している場合の免許状の授与にお
いては、免許状更新講習の受講が必要となる。

-

16
①経過措置

（法附則）

旧法適用の学生が、所要資格を満たして卒業したが、卒業までに介護等

体験（又は施行規則第６６条の６）の要件を満たさなかったため、卒業
時に免許状は取得していない場合、卒業後に免許状を取得する際は新法
と旧法いずれが適用されるのか。

施行日前に旧法による免許状の所要資格を満たしているため、改正免許

法附則第６条が適用され、平成３１年度以降に介護等体験を実施又は施
行規則第６６条の６の科目を履修後、免許状の授与申請を行う場合にお
いても新法の所要資格を満たしているとみなされ、免許状の授与が可
能。

-

17
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

旧法による科目を開設できない場合、旧法が適用される学生について、

新法の科目を旧法の科目に読み替える事は可能か。

新課程の科目を旧課程の科目に読み替えることはできない。このため、

旧課程の学生が在籍する場合には、旧課程の科目も開設が必要である。
なお、新課程の科目と旧課程の科目を兼ねた科目を開設することは可能
である。

(593)

18
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

「新課程の科目と旧課程の科目を兼ねた科目」とは具体的にどのような

授業科目か。

○「新課程と旧課程を兼ねた科目」とは、新旧いずれの課程においても

免許状の取得のための科目と位置付けられている科目で、同一名称、同
一シラバス、同一教員で開講するものを指す。
（例）旧課程で「道徳の指導法」という名称の科目を開設していた場合
に、「新課程と旧課程を兼ねた科目」として新旧両課程に「道徳の理論
及び指導法」という科目を開設するときは、旧課程の「道徳の指導法」
を廃止（又は名称変更）し、「道徳の理論及び指導法」として新旧両課
程で同一シラバス・同一教員で当該科目を開講する場合においては、
「道徳の理論及び指導法」は新課程・旧課程いずれの科目としても使用
することができる。
○上記例により、旧課程の科目を変更する場合においては、当該科目の
開講前に変更届を提出する必要がある。

-

19
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

新旧課程両方に使用可能な科目を開設する際、新課程の「特別活動の指

導法」と「総合的な学習の時間の指導法」の両方を含む科目を旧課程の
「特別活動の指導法」として開設することは可能か。

○新旧両課程の科目として必要な内容を含むものであれば可能である。

○この場合には、旧課程に在学する学生が当該科目の単位を修得した場
合は、改正施行規則附則に基づき、新課程の「特別活動の指導法」「総
合的な学習の時間の指導法」を含む科目の単位を修得したものとみなす
ことも可能である。

(622)

20
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

新課程の教育の基礎的理解に関する科目の「幼児、児童及び生徒の心身

の発達及び学習の過程」に対応する科目（２単位）と「特別の支援を必
要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」に対応する科目（２単位）
の両科目をあわせて、旧課程の「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び
学習の過程（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過
程を含む。）」の科目を兼ねる科目として開設することが可能か。

可能である。

その場合においては、両科目を履修することで、旧課程の「幼児、児童
及び生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児、児童及び生徒
の心身の発達及び学習の過程を含む。）」の科目を修得したことにな
る。
そのためには、両科目を旧課程の「幼児、児童及び生徒の心身の発達及
び学習の過程」の科目に位置付ける必要があるため、平成３０年度以前
入学生に適用する教職課程の変更届を、当該科目が開講する前に提出す
る必要がある。

-

21
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

改正施行規則附則第３項及び第４項において、旧課程から新課程への読

替方法が示されているが、旧課程の「教育の基礎理論に関する科目」
を、新課程で「大学が独自に設定する科目」に読み替えることは可能
か。

○改正施行規則附則第３項表においては、「教育の基礎理論に関する科

目」から「大学が独自に設定する科目」へ直接の読替えが可能とは規定
されていない。
○旧課程の「教育の基礎理論に関する科目」を新課程の「教育の基礎的
理解に関する科目」に読み替えた上で、当該科目区分の必要最低修得単
位数を超過した単位については、「大学が独自に設定する科目」の必要
単位数に充当することが可能。

-

22
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

英語科の旧課程で「英米文学」の一般的包括的内容を含む科目を修得し

たが免許状授与の所要資格を得ずに卒業した学生が、新課程で免許状取
得に必要な単位を修得する場合、「英語文学」の一般的包括的内容を含
む科目を修得したと大学の判断でみなしてよいか。

○旧課程で「英米文学」の一般的包括的内容を満たす科目を修得した科

目を新課程の「英語文学」の一般的包括的内容を満たす科目への読替え
の可否については、英米文学から英語文学への科目の移行状況や再課程
認定における審査結果をふまえたうえで、新課程を有する大学の判断に
より可能である。

-

23
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

旧課程に入学したものの経過措置の適用がなく新法の適用を受ける者に

対し、平成３１年度以降に旧課程で開講する科目を履修させ、教育職員
免許法施行規則の経過措置の規定に基づき大学の判断で新課程の科目と
してみなすことは可能か。

大学の判断により可能である。 -

24
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

教職課程では使用していない既存科目「特別支援教育」について、新課

程を有する大学が適当と認める場合においては、当該科目を新課程の
「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」の科目の
単位としてみなすことは可能か。

○改正施行規則附則第３項にて、読み替えの対象は「旧課程において修

得した教職に関する科目又は教職に関する科目に準ずる科目の単位」と
規定されているため、教職に関する科目あるいは教科又は教職に関する
科目のいずれにも位置付けられていない科目を新課程の科目として読み
替えることはできない。
○当該科目を旧課程の科目として位置づけた上で、新課程の科目に読み
替えることは可能である。なお、その場合においては、当該科目を（教
職課程の科目として）開設するまでに、変更届による届出が必要とな
る。（旧課程のみに適用する科目であっても、科目を新設する場合は変
更届の提出が必要）

-

25
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

平成３０年度末をもって教職課程を取り下げる（再課程認定を行わな

い）課程において、年次進行により平成３１年度以降に開設される旧課
程の科目を科目等履修生が受講することは可能か。
可能である場合、旧課程で履修した科目を新課程の科目に読替えが可能
なのか。

○科目開設大学が認める場合においては、平成３１年度以降に、科目等

履修生が旧課程の科目（平成３０年度以前入学生用の科目）を履修する
ことは可能である。ただし、旧課程の科目を新課程の科目に読み替える
ことができるのは、新課程の認定を受けている大学である。

-
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26
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

新課程の中一種（国語）の認定を受けている大学が、旧課程の中一種

（数学）の科目を読み替えることは可能か。

新課程の認定を受けている大学は、認定を受けている免許種に係る科目

にのみ読替え可能である。
ただし、同一学校種における「教職に関する科目」は、各教科の指導法
の科目を除き、他教科の免許状の取得に流用が可能と解される（教員免
許ハンドブックP275上段参照）ことを踏まえ、旧課程の中一種（数学）
の教職に関する科目及び教職に関する科目に準ずる科目を、新課程の中
一種（国語）のこれらに相当する科目として読み替え、それを流用する
ことはできる。

-

27
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

旧課程において、既に「総合的な学習の時間の指導法」の内容を含まな

い「特別活動の指導法」を修得している者について、「総合的な学習の
時間の指導法」の内容について別途補習等をすることにより、修得済み
の「特別活動の指導法」を「総合的な学習の時間の指導法」に読み替え
ることは可能か。

○補習のみをもって、単位認定済の「特別活動の指導法」に「総合的な

学習の時間の指導法」の内容を加えることはできない。総合的な学習の
時間の内容を含む科目の履修が必要である。
○なお、補習の内容について、旧課程の「教育課程及び指導法に関する
科目」、「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」又は「教
職に関する科目に準ずる科目（教科又は教職に関する科目）」の科目と
して位置付けるのであれば、新課程の「総合的な学習の時間の指導法」
の科目として読み替えることが可能。その場合においては、平成３０年
度以前入学生に適用する教職課程の変更届を、当該科目が開講する前
（事例の場合は平成３１年度末まで）に提出する必要がある。

-

28
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

新課程への再課程認定申請の際に廃止された科目を旧課程の時に履修し

ていた場合であっても、新課程の認定を受けた大学が適当と認める場合
には、新課程の科目の単位としてみなし、学力に関する証明書に記載す
ることは可能か。

可能である。 -

29
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

旧課程の「教育課程及び指導法に関する科目」のうち、「教育課程の意

義及び編成の方法に係る部分」については、内容に応じて新課程の２つ
の科目区分（「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教
育相談等に関する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目」）に読
み替えが可能となっているが、その場合、教育課程の意義及び編成の方
法に係る科目（１科目２単位）が両方の科目区分の内容を含む場合につ
いては、それぞれの科目区分に１単位ずつ読み替えるということが可能
なのか。

○いずれか一方の科目区分に読み替えることが必要であり、１つの科目

の単位を分割することはできない。
○旧課程の「教育課程の意義及び編成の方法」に対応する科目が「教育
課程及び指導法に関する科目」の他の事項とあわせて構成されている場
合においては、新課程の「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生
徒指導、教育相談に関する科目」として読替え、「教育の基礎理論に関
する科目」の他の事項とあわせて構成されている場合においては、新課
程の「教育の基礎的理解に関する科目」として読み替えることとなる。

-

30
②新旧科目の

読替え（施行
規則附則）

旧課程の科目を「総合的な学習の時間の指導法」に読み替える場合、旧

課程の科目の内容についてどの程度総合的な学習の時間の指導法を含む
必要があるか。

「総合的な学習の時間の指導法」については、修得単位数の規定はない

ため、その学修時間及び内容については、新課程において認定される
「総合的な学習の時間の指導法」の内容に応じ、大学において適切に判
断いただきたい。

-

31
③科目の履修

方法

旧課程で履修した者が経過措置の適用を受けない場合に新法の下で所要

資格を得るには、旧課程にはなかった事項である「特別の支援を必要と
する幼児、児童及び生徒に対する理解」及び「総合的な学習の時間の指
導法」については追加で履修することが必要であるのか。

○旧課程にはなかった事項である「特別の支援を必要とする幼児、児童

及び生徒に対する理解」及び「総合的な学習の時間の指導法」について
は、次のいずれかの対応を行うことが必要である。
① 新課程における「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す
る理解」及び「総合的な学習の時間の指導法」の科目を追加で修得す
る。
② 改正法施行規則附則に基づき、大学において当該学生の履修の状況を
勘案し、これらの事項の内容を含む旧課程の科目の単位を、新課程にお
ける「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」及び
「総合的な学習の時間の指導法」の科目の単位とみなす。
○②の場合において、旧課程の科目の単位を「特別の支援を必要とする
幼児、児童及び生徒に対する理解」の科目の単位としてみなすために
は、旧課程の科目が当該事項の内容を１単位以上含むものであることが
必要である。

(620)

32
③科目の履修

方法

修得単位数が定められている「特別の支援を必要とする幼児、児童及び

生徒に対する理解」並びに「道徳の理論及び指導法」について、これら
の事項を含む科目を単位流用をする場合には、改めて流用先の学校種の
当該事項の所定の単位数を必ず修得しなければならないのか。

「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」「道徳の

理論及び指導法」の流用によって当該事項の必要単位数を満たす場合
は、流用先の学校種の当該事項の単位を追加修得する必要はない。

(624)

33
③科目の履修

方法

旧法では単位流用が認められていなかった教育課程及び指導法に関する

科目に該当する科目についても、流用が認められるという理解でよい
か。

現行の教育課程及び指導法に関する科目のうち、「保育内容の指導法」

「各教科の指導法」以外の事項を含む科目の単位については、改正後は
流用可能となる。

(624)

34
③科目の履修

方法

旧課程で「教育課程の意義および編成の方法」を履修した者が、新法で

免許状を取得する際においてカッコ書きで追加された「カリキュラムマ
ネジメント」の内容を含む新課程の科目を改めて履修することが必要と
なるのか。

今回の施行規則改正により、事項のうち、その名称の一部に変更が生じ

たものや括弧書きが新たに追加されたものについては、旧課程における
当該事項を含めた科目の単位を修得したことをもって、新課程における
当該事項を含む科目の単位を修得したものとみなして差し支えない。

(618)

35
③科目の履修

方法

旧課程で「進路指導の理論及び方法」を履修した者が、新法で免許状を

取得する際において事項名称の一部として追加された「キャリア教育」
の内容を含む新課程の科目を改めて履修することが必要となるのか。

今回の施行規則改正により、事項のうち、その名称の一部に変更が生じ

たものや括弧書きが新たに追加されたものについては、旧課程における
当該事項を含めた科目の単位を修得したことをもって、新課程における
当該事項を含む科目の単位を修得したものとみなして差し支えない。

(619)

36
③科目の履修

方法

改正後の施行規則からは「教科に関する専門的事項」の必要合計修得単

位数が削除されているが、例えば中・高一種免の取得において「各教科
の指導法」を１０単位修得し、「教科に関する専門的事項」を中学校１
８単位、高校１４単位修得した場合において「教科及び教科の指導法に
関する科目」の要件を満たすという理解でよいか。

○別表第１により所要資格を満たす場合、各区分において修得を必要と

する事項及び内容を含んでいる場合においては、御質問のとおりの修得
方法でも差し支えない。
○別表第１以外により所要資格を満たす場合においては、「各教科の指
導法」、「教科に関する専門的事項」それぞれの事項ごとに必要修得単
位数が定められている場合があるため、留意いただきたい。

(603)

37
③科目の履修

方法

複合科目の修得をもって改正施行規則第４条第１項表備考第六号に規定

する「各教科の指導法」８単位を修得したものとなるのか。

複合科目をもって、各教科の指導法の必要単位数としてあてることはで

きない。「各教科の指導法」として必要単位数を満たす必要がある。
(608)
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38
③科目の履修

方法

旧課程で大学において認定していた各教科の指導法の科目の必修単位を

完修（例えば中学校の課程において６単位必修のところ６単位全てを修
得）できたものの免許状授与の所要資格を得ずに卒業した学生が、新法
による所要資格を得ようとする場合、新課程における各教科の指導法の
必修単位数（中学校８単位）との差分の２単位を追加で修得する必要は
あるか。
また、旧課程で各教科の指導法の科目を完修できないまま（例えば中学
校の課程において６単位必修のところ４単位のみ修得）卒業した学生
が、新法による所要資格を得ようとする場合、差分の４単位のみの修得
が必要となるのか、あるいは８単位全ての修得が必要となるのか。

前段、後段ともに、旧課程で履修した科目を新課程の科目に読み替えた

単位が、新法に必要な単位数に満たない際には、差分の単位を履修する
必要がある。

-

39
③科目の履修

方法

中学校一種免の「各教科の指導法」について旧課程では大学において４

単位必修としており、新課程ではこの４単位を含む８単位を必修科目と
して指定している。
その場合において、旧課程の科目を新課程の科目に読み替える際に、旧
課程の４単位のみを修得していることをもって、改正施行規則第二条第
１項表備考第二号に規定する「包括的な内容」を修得したとすることが
可能か。可能である場合においては、新課程で所要資格を満たそうとす
る際に不足となる残り４単位分については、既に修得済みの４単位以外
の「各教科の指導法に関する科目」であれば、必修・選択科目いずれを
履修させても構わないか。

○旧課程の科目において、改正前の免許法施行規則第六条第１項表備考

第二号に規定する「包括的な内容」を含んでいる場合は、改正施行規則
第二条第１項表備考第二号に規定する「包括的な内容」を含んでいると
することが可能。
○その場合、改正施行規則第二条第１項表備考第二号に規定する「包括
的な内容」を含んでいることが分かるよう、学力に関する証明書におい
て「確認欄」に○が記載されることを前提に、不足分の「各教科の指導
法」の単位を修得する場合においては、必修・選択科目のいずれから履
修しても構わない。

-

40
③科目の履修

方法

「教育実習に学校体験活動を含んだ場合には、他の学校種の免許状取得

における教育実習の単位流用を認めない。」とは、具体的には、どのよ
うな流用方法が認められないのか。

教育実習の必要単位の一部に学校体験活動の単位を充てる場合には、残

りの単位数は必ず当該校種の教育実習の単位である必要があり、他校種
の教育実習の単位を流用することはできない。
また、逆に、教育実習の必要単位の一部に他校種の教育実習の単位を流
用する場合には、残りの単位数は必ず当該校種の教育実習の単位である
必要があり、学校体験活動の単位を充てることはできない。

(609)

41
③科目の履修

方法

旧課程に入学した学生が、卒業までに免許状授与の所要資格を得ること

が明らかに不可能と判明した際等に、新課程で追加された事項の内容を
含む科目を在学中にあらかじめ履修することは可能か。

大学の履修規程等により、旧課程に入学した学生が新課程の科目を履修

することも認められているのであれば可能である。
(623)

42
③科目の履修

方法

大くくり化された｢教科及び教科の指導法に関する科目」において、現行

の「教科に関する科目」における「一般的包括的な内容を含む科目」の
取扱いはどのようになるのか。

現行の考え方と同様である。ただし、外国語（英語）については、外国

語（英語）コアカリキュラムに示す内容が含まれているか課程認定審査
において確認を行う。

(591)

43
③科目の履修

方法

改正免許法においては、現行の免許法附則第１１項が削除されている

が、これにより、高等学校教諭免許状（工業）の普通免許状の取得にお
いては、平成３１年度より、必ず従前の「教職に関する科目」に該当す
る科目（教育実習等）の単位の修得が必要になるのか。

改正免許法施行規則第５条第１項表備考第六号に同様の規定を設けてい

る。
(586)

44
④幼稚園教諭

免許状関係

改正施行規則附則第２項又は第７項の適用がある場合において、幼稚園

教諭養成課程の小学校の「教科に関する科目」又は「教科に関する専門
的事項」の単位を修得し、別途「領域に関する専門的事項」の単位を修
得した場合、幼稚園教諭免許状取得の際、合算して使用できるか。

○改正施行規則附則第７項の適用を受ける学生が、幼稚園教諭養成課程

の小学校の「教科に関する専門的事項」の単位を修得し、別途「領域に
関する専門的事項」の単位も修得した場合、これらを合わせて幼稚園教
諭免許状の所要資格を満たすことは可能。
○旧課程において幼稚園教諭養成課程の小学校の「教科に関する科目」
の単位を修得した者が、附則第２項の適用を受けて、修得した単位を
「領域に関する専門的事項」の単位とみなされた場合、別途「領域に関
する専門的事項」の単位も修得して合わせて幼稚園教諭免許状の所要資
格を満たすことは可能。
○なお、大学の幼稚園教諭養成課程の認定に関しては、領域に関する専
門的事項又は附則第７項の小学校の教科に関する専門的事項のいずれか
で課程認定基準を満たすことが必要であり、留意されたい。

(584)

45
④幼稚園教諭

免許状関係

改正施行規則附則第７項の適用を受けるためには、卒業までに｢所要資格

を得る必要があるか。

平成３４年度までに入学した学生が、引き続き在学し改正施行規則附則

第７項の適用を受ける間に小学校の「教科に関する専門的事項」につい
て修得した単位は、「領域に関する専門的事項」の単位として充てるこ
とができる。この場合、卒業するまでに所要資格を得られなかった場合
も含まれる。

(596)

46
④幼稚園教諭

免許状関係

改正施行規則第２条第１項表備考第十三号に基づき、領域及び保育内容

の指導法の単位のうち、半数までは小学校教諭の課程の所定の科目の単
位をもってあてることができるとあるが、「半数」とは何の半数を指す
のか。

施行規則第２条第１項表の第二欄「領域及び保育内容の指導法に関する

科目」の単位数から、「領域に関する専門的事項」について修得した単
位数を差し引いた単位数の半数となる。

(614)

47
④幼稚園教諭

免許状関係

幼稚園教諭一種免許状を取得するためには【領域及び保育内容の指導法

に関する科目】区分において最低修得単位数は１６単位であるが、今回
の再課程認定申請において改正施行規則附則第７項を適用して【領域及
び保育内容の指導法に関する科目】の必要単位数を満たす場合において
も、【領域及び保育内容の指導法に関する科目】の区分の総修得単位数
は１６単位となるのか。

改正施行規則附則第７項により幼稚園教諭免許状の授与要件を構成する

場合においても、「領域及び保育内容の指導法」に必要な修得単位数は
１６単位となる。

(615)

48
④幼稚園教諭

免許状関係

従前の、幼稚園免許状の「教科に関する科目」の科目区分「これらの科

目に含まれる内容を合わせた内容に係る科目その他これら科目に準ずる
内容の科目」は、改正施行規則附則第７項の経過措置に含まれていない
のか。

改正前の免許法施行規則に定める「これらの科目に含まれる内容を合わ

せた内容に係る科目その他これら科目に準ずる内容の科目」に該当する
科目を新法下で開設する場合においては、「領域に関する専門的事項に
関する科目」または「複合領域」に該当すると考えられることから、そ
れらの区分において開設することができる。

-

49
⑤教育職員検

定

改正免許法別表第４においては、教科に関する専門的事項及び各教科の

指導法の必要修得単位数がそれぞれ規定されているため、複合科目の修
得はカウントできないという解釈でよいか。

○改正施行規則第１５条表のとおり、別表第４については「教科に関す

る専門的事項」と「各教科の指導法」それぞれにおいて修得単位数が定
められているため、いずれかの単位を修得することが必要である。
○なお、免許法認定講習を開設する場合には、複合科目は各開設者が開
設しようとしている科目の内容に応じて、「教科に関する専門的事項」
又は「各教科の指導法」の区分を選択していずれか一方の科目として開
設する。

(607)
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50
⑤教育職員検

定

平成３１年４月以降に免許法別表第第３～第８により免許状申請を行お

うとする場合は、旧法が適用されるか。新法が適用されるか。

○平成３１年４月１日以降に別表第第３～第８により免許状の授与申請

を行う場合においては、新法により所要資格を満たす必要がある。
○改正施行規則附則により、新旧の単位は読替えが可能である。

-

51
⑤教育職員検

定

・改正施行規則第１１条の「各教科の指導法に関する科目又は教諭の教

育の基礎的理解に関する科目等」（改正免許法別表第３関係）
・同第１３条の「各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的
理解に関する科目等」（同別表第３関係）
・同第１６条の「各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的
理解に関する科目等」（同別表第５関係）
について、同第２条から第５条までの表に規定されている教諭の「教育
の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及
び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」に位
置づけられている各科目に含めることが必要な事項に位置づけられてい
る事項すべてを必ず含む必要はないと考えてよいか。

差し支えない。 -

52
⑤教育職員検

定

平成３１年４月１日以降に改正免許法別表３～８で免許状を取得しよう

とする場合には、「総合的な学習の時間の指導法」や「特別の支援を必
要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」のように追加された事項を
履修しなければ所要資格を得られないのか。

改正免許法別表第３～８において科目に含む事項として明示されていな

い「総合的な学習の時間の指導法」及び「特別の支援を必要とする幼
児、児童及び生徒に対する理解」については必ず含む必要はない。

-

53
⑤教育職員検

定

改正施行規則第１８条の２（改正免許法別表第８関係）において、「生

徒指導の理論及び方法」「教育相談（カウンセリングに関する基礎的な
知識を含む。）の理論及び方法」「進路指導及びキャリア教育の理論及
び方法」の３つの科目を合わせて、最低修得単位数が２単位（幼稚園教
諭２種免許状を取得する場合を除く）と規定されているが、これら３事
項を包含して２単位以上を修得する必要があるのか。（例えば「生徒指
導の理論及び方法」のみ２単位修得しても、要件を満たしたこととはな
らないのか。）

○改正施行規則第１８条の２において明示されている「生徒指導の理論

及び方法」「教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含
む。）の理論及び方法」「進路指導及びキャリア教育の理論及び方法」
については、従前のとおり包含して２単位以上修得する必要がある。
○なお、２単位のうち、どの程度含まれる必要があるかは定められてい
ないため、開設者において適切に判断いただきたい。

-

54
⑥学力に関す

る証明書

新課程の科目による「学力に関する証明書」は、いつから発行可能とな

るのか。

○改正教育職員免許法及び同法施行規則の施行日以降。

○再課程認定の認定前であっても、申請の内容に基づいた新旧科目の読
替え表や不足単位の確認をするための書類を作成し、履修指導を行うこ
とは可能である。なお、その場合においては、「文部科学省による審査
の結果、予定している教職課程の内容や開設時期が変更となる可能性が
ある」旨を申し添えること。

-

55
⑥学力に関す

る証明書

学力に関する証明書について、新法施行後も引き続き大学独自の様式を

使用しても構わないか。

可能であるが、学生や授与権者の判断が容易になるように、独自様式を

使用する場合においても、後日文部科学省が示す予定の学力に関する証
明書の様式に記載の内容を参考とした上で作成いただきたい。

-

56
⑥学力に関す

る証明書

平成３０年度まで課程を有しており、再課程認定を行わず、平成３１年

度以降は課程を有さない学部について、平成３１年４月以降、卒業生等
から学力に関する証明書の発行依頼があった場合、旧課程の科目を新課
程の科目に読み替えた学力に関する証明書を発行することは可能か。

○新法適用の教職課程を有さない大学は、新法に読み替えた学力に関す

る証明書を発行できない。
○新法適用の教職課程を有する大学において、旧課程の科目を新課程に
読み替えた上で学力に関する証明書を発行することになる。
○新法適用の教職課程を有さなくなる大学は、学生の不利益にならない
よう、新法適用の教職課程を有する大学と協議していただきたい。

-

57
⑥学力に関す

る証明書

平成３０年度内に発行する旧法の「学力に関する証明書」は新法施行後

の平成３１年度以降も使用可能なのか。

○経過措置が適用される場合においては、旧法に基づく学力に関する証

明書により免許状の所要資格を満たしていることにより、新法による免
許状の所要資格を満たしているとみなすため、平成３１年４月１日以降
においても免許状の授与が可能となる。
○経過措置が適用されない場合においては、平成３１年４月１日以降は
新法に基づく学力に関する証明書により免許状の所要資格を証明する必
要がある。

-

58
⑥学力に関す

る証明書

教職課程を取り下げた大学は、施行規則第６６条の６の科目を証明する

学力に関する証明書を発行することはできないのか。

教職課程を有しない大学においても、施行規則第６６条の６の科目を証

明することは可能。
-

59 ⑦その他
新しい高等学校学習指導要領により、教科「公民」が「公共」に変わる

が、免許状の種類や所要資格が変わるのか。

○「公共」は、教科「公民」に位置付けられる科目の一つであるため、

授与される免許状は引き続き「公民」であり、公民の免許状の所要資格
について変更はない。
○学習指導要領が改訂されたことから、特に「各教科の指導法（情報機
器及び教材の活用を含む。）」については、改訂後の内容を踏まえた授
業を行うことが必要となるため、留意いただきたい。

(616)

60 ⑦その他

新課程の科目について、予定している年次では受講できない学生（例え

ば平成３１年度修了予定の大学院生が学部のカリキュラム上、平成３２
年度以降に開講される科目を履修する必要がある場合等を想定）を対象
とした科目を別途前倒しして開講しても良いか。

○教員免許状取得のために使用可能な科目は、「免許状の所要資格を得

させるために適当と認める課程」において修得する必要があるため、事
例の場合においては、「別途開講」する場合であっても、当該開設科目
が、認定課程を有している学部学科等に所属する学生の受講を前提とし
た科目として位置付けられている必要がある。
○なお、再課程認定を受ける教職課程において開設する科目における科
目の開設年次については、審査を省略しているため、大学の判断により
適切な時期に開設いただきたい。

-
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22．Ｑ＆Ａ集（教育公務員特例法等の一部を改正する法律等関係）（最終改定：平成

31 年２月５日） 

 

 

カテゴリ 質問事項 回答

1
教育職員検定
（別表第３～８）

平成28年度に免許法施行規則の一部が改正された際、施行規則第18条の5に規定する教育委員
会で定める単位の修得方法についてモデルケースを示していただいたが、今回も同様に各別表
ごとのモデルケースを示していただけるか。

別表３～８については、単位の修得方法に大きな改正はない
ので、モデルケースを示す考えはない。

平成２９年１１月１７日「２９文科初第１１１３号」にて通知のありました教育職員免許法施
行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令の公布について（通知）において「２
改正の要点」の「（６）イ　経過措置」の・２つ目に『旧課程において修得した教職に関する
科目又は教職に関する科目に準ずる科目の単位のうち、附則第３項の表に基づき新課程を有す
る大学が適当であると認めるものは新課程において修得した科目の単位とみなすことができる
こと。指定教員養成機関・免許法認定講習・免許法認定公開講座…（以下省略）についても同
様。（附則３項）』とあるが、これは「大学」のみに限らず「教育委員会」が開設した免許法
認定講習にも運用できると解してよろしいか。

〔具体例〕
　現行法の教育職員免許法施行規則第６条備考４に、免許法別表１に規定する幼・小・中・高
の教職に関する科目「各教科の指導法」に関する規定が記されている。平成３１年改正法には
現行法に規定されていない記載→第三条備考二「学校教育法施行規則第五十二条に規定する小
学校学習指導要領に揚げる事項に即し、育成を目指す資質及び能力を育むための主体的・対話
的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。」
がある。免許法認定講習では検定（別表３以下）による免許取得を促すものではあるが、その
科目の内容は授与（別表１）に規定されている内容に準ずるものと解したときに、認定講習の
単位も新法施行後は内容を充足した単位でなければならないと思われる。
　千葉県委員会免許法認定講習の受講者の多くは複数年履修して免許申請するものが多く、免
許法改正をまたいでの受講者が多くいることが予想される。そのとき本年度認定を受けた講座
の単位が次年度以降（新法下で）新法の内容に合致した単位であれば読み替え可能であるの
か。
　もしそうであるならば、本年度の認定申請提出書類、様式第３号：開設科目の概要，様式第
５号：講師の氏名，所要職歴及び担当授業科目等に新法の内容を充足するような記載がなけれ
ばならないのか。またその内容の指導経歴を満たす認定講習講師の選出が必要になるのか。ご
質問させていただきたい。
〔当方の考え〕
本年度の認定申請提出書類「（様式第３号）開設科目の概要，（様式第５号）講師の氏名，所
要職歴及び担当授業科目等」に新法の内容を充足するような記載があり、またその内容の指導
経歴を満たす講師を充てるのであれば本年度認定を受けた講座の単位は、平成３１年度以降も
新法の内容に合致した単位としての読み替え可能。平成３１年度以降に免許申請を行った場合
に、新法の内容を充足しない単位については内容不十分となり、改めて新法の内容を含んだ科
目の履修が必要。

※平成３０年度の「千葉県教育委員会免許法認定講習」は５月初旬の認定申請、５月下旬に認
定申請許可を受け、６月より受講者の決定、７月～８月・１２月に講習を行う予定。（４／２
７　メールにて質問済）

3
教育職員検定
（別表第３～８）

平成２９年１１月１７日付け「２９文科初第１１１３号」教育職員免許法施行規則及び免許状
更新講習規則の一部を改正する省令の公布について（通知）のP２１、免許法施行規則第十一
条備考三では
〔備考三〕
　幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が大学
に三年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したもの又は大学に二年以上及び大学の専攻
科に一年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したものであるときは、その者は、次に掲
げる免許状の授与を受ける場合に応じ、この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修
得単位数のうち、第二欄に掲げる科目の単位数を修得したものとみなして、この表を適用す
る。
〔細分〕
イ　幼稚園教諭の一種免許状　領域に関する専門的事項に関する科目二単位及び保育内容の指
導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等八単位を含めて二十単位
ロ　小学校教諭の一種免許状　教科に関する専門的事項に関する科目二単位及び各教科の指導
法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等八単位を含めて二十単位
ハ　中学校教諭の一種免許状　教科に関する専門的事項に関する科目四単位及び各教科の指導
法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等六単位を含めて二十単位
ニ　高等学校教諭の一種免許状　教科に関する専門的事項に関する科目五単位及び各教科の指
導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位を含めて二十単位

備考三に『第二欄に揚げる科目の単位数を修得したものとみなして』とありますが『次のイか
らロに揚げる科目の単位数を修得したものとみなして』という理解でよろしいか。
（補足）
小学校教諭免許状（一種免許状）の第二欄に揚げる単位数は合計三十単位。一方、（細分）ロ
に示されている単位数は表記の単位を含めて二十単位。第二欄に揚げる単位数を修得したとみ
なすとは、三十単位を修得したとみなすのか。または備考三の「次に掲げる免許状の授与を受
ける場合に応じ…」という条文に、修得したとみなす単位の適用まで意味として含んでおり、
２０単位を修得したこととみなすのか。（現行法と照らすと、２０単位とは理解しております
が）ご教授願います。（６／８　メールにて質問済）

　御見解のとおり、当該条文の意味するところは、「第二欄
に掲げる科目の『イ～ロに定める』単位数を修得したものと
みなして、」という趣旨である。

4
教育職員検定
（別表第３～８）

「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」のNo.25において、「旧
課程の科目を新課程の科目に読み替えることができるのは、新課程の認定を受けている大学だ
けである。」との回答が示されている。本県では免許法認定講習を例年実施しているが、３１
年度以降新課程で認定講習を実施する場合、No.25と同様に、３０年度までに実施した科目に
ついては、本県が新課程の科目に読み替えてよろしいか。

【質問２と同旨】
　平成29年改正規則附則第５項に規定するとおり、免許法認
定講習等の開設者が適当であると認める場合、旧法別表第３
備考第６号に掲げる免許法認定講習等において修得した単位
を、新法別表第３備考第６号に掲げる免許法認定講習等にお
いて修得した単位とみなすことができる。

5
教育職員検定
（別表第３～８）

「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」のNo.50において、「平
成３１年４月以降に別表第３～８により免許状申請を行う場合は、新法により所要資格を満た
す必要がある」との回答が示されているが、平成３１年３月３１日までに所要資格を満たした
場合についても新法適用となるのか。

【質問１３と同旨】
　お見込みのとおり。別表第１、第２、第２の２について
は、教育職員免許法平成28年改正法（以下「平成28年改正
法」という。）附則第５条及び第６条に規定する経過措置に
より、新法施行後も旧法による授与が可能な場合が定められ
ている。
　別表第３～第８による授与の場合、経過措置は定められて
いないため、新法施行後は新法により所要資格を満たす必要
がある。
　ただし、旧法下で履修した科目を、新法の科目に読み替え
ることができる（平成29年改正規則附則第２項～第５項）。

6
教育職員検定
（別表第３～８）

改正省令附則２項～４項では今回の改正による経過措置が定められており、都道府県教育委員
会が実施する認定講習も読み替えの対象となっている。附則２（「３」の誤記と思われる。）
項では第三欄に該当する科目を第二欄に該当する科目へ読み替えできることが具体的に示され
ているが、附則２項及び３（「４」の誤記と思われる。）項では読み替えのメルクマールにな
るものがないか。

【質問２、７と同旨】
　経過措置としての性格に鑑み、科目の読替えについては弾
力的に行っていただきたい。

2
教育職員検定
（別表第３～８）

【質問４、６、７、１１と同旨】
　教育職員免許法施行規則平成29年改正規則（以下「平成29
年改正規則」という。）附則第５項に規定するとおり、免許
法認定講習、免許法認定公開講座又は免許法認定通信教育
（以下「免許法認定講習等」という。）の開設者が適当であ
ると認める場合、旧法別表第３備考第６号に掲げる免許法認
定講習等において修得した単位を、新法別表第３備考第６号
に掲げる免許法認定講習等において修得した単位とみなすこ
とができる。
　経過措置としての性格に鑑み、この科目の読替えについて
は弾力的に行っていただきたい。旧法下での免許法認定講習
等の認定申請書類の科目の概要や講師の経歴に新法の内容が
明示的に含まれていることまで求めるものではない。
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7
教育職員検定
（別表第３～８）

別表第３～第８による免許状授与申請について、在職年数、単位等所要資格をすでに平成31年
３月31日までに満たしている場合でも、平成31年４月１日以降に申請を行う場合は、新旧の単
位の読替えを行い、新法により授与を行うようになるのか。また、数年かけて計画的に単位取
得を行っている申請者も多く、読替えにより県規則に定める単位に不足があった場合、混乱を
招く恐れがある。県規則にて経過措置等設けることは可能か。

【質問２、６と同旨】
　前段について、お見込みのとおり。
　後段について、お考えの経過措置がどういったものか分か
りかねるが、法令を超える経過措置を設けることはできな
い。
　ただし、平成29年改正規則附則第５項に規定するとおり、
免許法認定講習等の開設者が適当であると認める場合、旧法
別表第３備考第６号に掲げる免許法認定講習等において修得
した単位を、新法別表第３備考第６号に掲げる免許法認定講
習等において修得した単位とみなすことができる。その際、
経過措置としての性格に鑑み、科目の読替えについては弾力
的に行っていただきたい。

8
教育職員検定
（別表第３～８）

改正後の施行規則では，教職に関する科目に含まれる事項として 「特別の支援を必要とする
幼児，児童及び生徒に対する理解」 及び「総合的な学習の時間の指導法」が新設されたが，
当該事項は改正後の施行規則第11条（別表第３関連）中の「各教科の指導法に関する科目又は
教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」に必ず含まなければならないか（当該事項の修得が
なければ免許状を授与できないか）。

【質問回答集No.31、52参照】

9
教育職員検定
（別表第３～８）

改正後の施行規則第11条（別表第３関連）第１項表備考第１号及び同規則第13条表備考（各科
目の単位の修得方法は，それぞれ第２条から第５条までに定める修得方法の例にならうものと
する。）に基づき各都道府県が定める単位の修得方法において，改正後の施行規則で新設され
た事項（ 「特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対する理解」等）を必ず含んで修
得するよう規定しなければならないか。

【質問回答集No.52参照】

10
教育職員検定
（別表第３～８）

必要単位を平成31年3月までに修得し終え，平成31年4月に別表第３を根拠に教員免許状の授与
申請を行う者の実務成績証明年度が平成30年度の場合，単位は改正施行規則附則により新旧の
単位を読替え，所要資格取得年度は平成30年度の取扱とすればよろしいか。

　お見込みのとおり、別表第３による平成31年４月の授与申
請であれば、新法により所要資格を満たす必要がある。所要
資格取得年度は、実務証明年度及び単位修得年度から判断さ
れる。

11
教育職員検定
（別表第３～８）

平成31年度以降の検定（６条別表第３～８）の申請者の単位の取り扱いについて
（改正法の内容のみだと、新法施行後から、検定の申請者は全て新法の適用になり、取得しないといけない
単位の内訳が異なってしまう。平成30年度に単位や基礎資格を満たしていて、申請が平成31年度になってし
まった申請者のうち、単位の読み替え後に不足単位が発生した者は単位の再取得を必ず行わないといけな
いのか、授与と同様に、旧法適用という形式で免許の申請が可能とみなすのか）

【質問２、４、６、７と同旨】
　質問回答集No.50のとおり、平成31年４月１日の新法施行後に別表
第３～第８により免許状の授与申請を行う場合、新法により所要資格を
満たす必要がある。
　その際、大学の旧課程における修得単位や旧法による免許法認定
講習等での修得単位を新課程を有する大学や免許法認定講習等の開
設者が新法による科目に弾力的に読み替えることが可能である。

（教育職員免許法施行規則附則第５項関係）
・免許法認定講習開設者については、新旧の単位の読替えが可能とされています。これは、開
設している科目以外の科目（附則第２項から第４項に記載の科目）も読替えが可能ということ
でよいのでしょうか。
・上記が可能な場合
　平成３１年４月以降に免許法別表第３～別表第８により免許状申請が提出され、審査をする
場合、附則第２項～第５項を適用し、旧法で記載されている学力に関する証明書の単位を授与
権者（免許法認定講習開設者）が読替えて審査してよいのでしょうか。もしくは、新法が適用
されるため、新法で記載されている学力に関する証明書でなければいけないのでしょうか。
※　上記、質問事項に対し、回答の根拠もお示しくださいますようお願いいたします。

13 経過措置の適用

法改正前に免許状の授与に必要な単位を取得したが、免許状の授与申請を平成３１年度に行っ
た場合は現行の施行規則を適用して対応するという理解で良いか。

【質問５と同旨】
　別表第１、第２、第２の２による授与の場合は、お見込み
のとおり（平成30年5月18日付け事務連絡「『教育公務員特例
法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集』につい
て」（以下「質問回答集」という。）No.14参照）。
　別表第３～第８による授与の場合、平成31年４月１日以降
に授与申請を行う場合、新法により所要資格を満たす必要が
ある（質問回答集No.50参照）。
　ただし、旧法下で履修した科目を、新法の科目に読み替え
ることができる（平成29年改正規則附則第２項～第５項）。

15 経過措置の適用

平成３０年度中に大学に在学を開始し、旧課程で履修を始めた者が、３１年度中に教育実習以
外の単位を満たして卒業したのち、３２年度に教育実習の振替に必要な実務経験年数を満たし
た場合、経過措置を適用して旧法で免許状を授与できるか。

　事例の場合、施行時（平成31年4月1日）に在学はしている
が、卒業までに所要資格を満たしていないため、平成28年改
正法附則第5条の経過措置の適用を受ける者とならない。

12
教育職員検定
（別表第３～８）

　平成29年改正規則附則第５項において、「前３項に規定す
る新課程を有する大学には、･･･新法別表第３備考第６号に掲
げる講習、公開講座若しくは通信教育の開設者を含むものと
する。この場合において、･･･『旧課程』とあるのは、
『･･･』と、『新課程に』とあるのは、『･･･』とする。」と
規定しており、免許法認定講習の開設者として読替えが可能
なのは、免許法認定講習の単位である。この場合、現に開設
していない科目も含めて読替えが可能である。【質問４９参
照】
　これに対し、免許法認定講習の開設者は、大学等の、認定
を受けた教職課程において修得された単位を読み替えること
はできない。
　後段の、学力に関する証明書に関するお尋ねについては、
質問５２参照。

14 経過措置の適用

　検定において、単位の修得は終わっており、実務経験が31年度以降で満たされる場合、若し
くは、実務経験で教育実習を現行法でいうと他の教職に関する科目で替えるケースの場合の授
与において、単位については修得済みで同様の場合、平成30年度までに単位・学位が修得でき
ていれば改正施行規則附則により旧法（検定においては新旧単位の読み替え）で授与ができる
のか、それとも新法で単位を修得し直す必要が生じるのか。
　このような場合は、平成30年度までに所要資格を満たしていないため、大学等が認めず単位
の読み替えが出来ない場合は、新法にて再履修と考えるがいかがか。

①「検定において、単位の修得は終わっており、実務経験が
31年度以降で満たされる場合」すなわち、教育職員検定によ
る授与の場合に、在職年数を要件として含む場合（別表第
３、５、６、６の２、７、８）、
また、
②「実務経験で教育実習を現行法でいうと他の教職に関する
科目で替えるケースの場合の授与において、単位については
修得済みで同様の場合」すなわち、別表第１、２において、
教育実習又は養護実習の単位を、「保育内容の指導法に関す
る科目」「各教科の指導法に関する科目」「教諭の教育の基
礎的理解に関する科目等」「養護教諭・栄養教諭の教育の基
礎的理解に関する科目等」等をもって替える場合、
のいずれの場合も、平成31年４月１日まで（新法施行前まで
に）旧法による必要単位数を修得していたとしても、必要な
在職年数を満たすまでは所要資格を得たことにならない。所
要資格を満たして免許状の授与を受けるのが平成31年４月１
日以降（新法施行後）となる場合は、新法により所要資格を
満たす必要がある。
　この場合、大学の旧課程における修得単位や旧法による免
許法認定講習等での修得単位を、新課程を有する大学や免許
法認定講習等の開設者が新法による科目に読み替えることも
可能である。なお、読み替えた上でなお不足する単位があれ
ば、改めて修得する必要がある。
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16 経過措置の適用

平成30年5月18日付け「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」No9
において、施行日までに科目履修生としての身分を有していれば、その後科目履修し、単位修
得、免許申請する場合も旧法が適用されると読み取れる。この場合、施行日までに科目履修生
としての身分を有していれば、施行日までに単位修得ができなかったとしても旧法適用となる
という解釈でよろしいか。（実際に大学側から照会がありました）

　施行日までに科目等履修生としての身分を有していれば、
平成28年改正法附則第５条の適用対象となりうるが、同条に
規定されているとおり、卒業まで（科目等履修生の場合、科
目等履修生としての在籍が終了するまで）に所要資格を満た
さなかった場合は、旧法による教員免許状の授与はできな
い。

17 経過措置の適用

平成30年5月18日「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等に関する質問回答集」につい
て（事務連絡）（以下「質問回答集」という。）において、2番の回答については平成31年4月
1日0時00分時点で科目等履修生の身分を有しないから新法適用、9番（12番）の回答について
は平成31年4月1日0時00分時点で科目等履修生の身分を有するから旧法適用という理解で良い
か。

　お見込みのとおり。

18 経過措置の適用

質問回答集において、2番の回答では4月1日からの科目等履修生を新法適用としているが、免
許事務ハンドブックP242上段ｲの回答にある平成10年改正法附則第6項の取扱い（旧法又は新法
いずれも適用できる）とは異なり、今回は一律に新法適用ということでよろしいか。

　お見込みのとおり。

19 経過措置の適用

質問回答集において、9番（12番）の科目等履修生は旧法適用と判断されているが、在籍期間
が平成30年4月1日～平成32年3月31日と年度が引き続かず、平成30年4月1日～平成31年3月31
日、平成31年4月1日～平成32年3月31日のように、年度ごとに途切れる大学においても同様の
取扱いとしてよろしいか。同様の取扱いとする場合、平成31年3月31日に大学を卒業して平成
31年4月1日から科目等履修生となる者についても同様の取扱いとなるのか。（免許事務ハンド
ブックP242上段ｲの回答にある平成10年改正法附則第6項の取扱いでは「卒業から科目等履修登
録までの間が、事務手続きの上やむを得ず約1ヶ月間が空く場合も含めて、旧法又は新法いず
れも適用できる。」とされている。）

　施行の際現に大学に在籍している者に該当しない場合は、
経過措置を適用できない。
　したがって、事例の場合、仮に当該大学において在籍期間
が平成31年３月31日で切れるという扱いにしている場合に
は、経過措置の適用を受けないため、新法適用となる。

20 経過措置の適用

施行の際，現に大学に在籍しているかどうかで適用するのが新法か旧法かを判断するが，「在
籍」とは学位課程への在籍のみということでよろしいか。本県の大学では，大学院に通いなが
ら大学の教育学部の教職課程で履修し，教員免許状を取得するプログラムを設けているが，こ
のプログラム自体は学位を認めるものではないため，平成30年度に在籍している者でも，申請
が31年度であれば新法適用となるか。

【質問回答集No.10参照】

１点目は、5月18日付事務連絡の質問回答集の№9に関連する事項で科目履修生の新法経過措置
の考え方を6月29日付で3点質問させていただいたのですが回答いただければと思います。（簡
略版を本シートに記載しました）
＜№9＞
質問　施行の際、科目等履修生として履修している者が、所要資格を得て、免許状の申請を行
う場合は新法と旧法のいずれが適用されるのか。
回答　平成31年4月1日までに教職課程を有する大学の学科等の科目等履修生としての身分を有
し、平成31年4月1日以降も引き続き教職課程の科目を履修する場合においては、施行の際に現
に大学に在学しているものとして旧法適用となる。

１　＜引き続きの解釈＞
この回答の引き続きの部分は、平成31年3月31日まで科目等履修生で在籍し、引き続き4月１日
からも科目履修生として継続するということか（Ａ）、それとも学則上等、在籍が3月末日ま
でなかったとしても、同じ学部学科に平成31年4月1日以降も在籍するのであれば、数日の間が
あったとしても、引き続きとみなすことができる（Ｂ）のか、（Ａ）と（Ｂ）どちらの解釈に
なるでしょうか？

教員免許ハンドブック（第一法規　法令・解説編）（以下ハンドブック）241Ｐ下段イで、12
年3月31日科目等履修期間が修了する者について、12年4月1日以降も引き続き科目等履修生と
して単位を履修する場合、旧法適用でよいか。また旧法適用でよいとした場合、12年3月31日
から間をおかず、引き続き4月1日から科目等履修生として在籍する必要があるか。？　に対す
る解説では、「間をおかず」とは学部卒業年度と科目等履修登録が連続している場合、あるい
はこれに準ずる場合を含む。これに準ずる場合として想定しているのは、学部卒業後科目等履
修登録までの間に事務手続き上のやむを得ない事情により約1か月までの期間が生じていしま
う場合などである、とあり、この解釈は平成28年改正法でも適用されるのでしょうか。適用さ
れるなら（Ｂ）も旧法適用になるということでしょうか？

２　＜科目等履修が複数年継続する場合＞
２点目は、ハンドブック243P上段の解説では、さらに一つの科目履修が修了し、間をおかず
に、次の科目等履修生が修了するまでの間は継続した状態にあるものとみなす。この場合は旧
法を適用できる。とあります。
この考え方は平成28年改正法でも適用されるのでしょうか。つまり科目等履修生在籍が30年
度、31年度、32年度と継続する場合も旧法を適用できると考えてよろしいでしょうか？

３　＜科目等履修を異なる大学で継続＞
３点目は、ハンドブック244P下段後半部分、
なお、在学形態の継続の指標を間をおかずを目安とした場合、科目等履修生としての身分が継
続していれば、異なる大学、学部であってもよいという解釈でよろしいか？に対する解説は、
見解のとおりとありますが、この考え方は平成28年改正法でも適用されるのでしょうか？

22 経過措置の適用

栄養士の免許申請を個人でさせている大学の生徒は、栄養士の免許が平成31年4月に授与され
る場合があるが、この者は、平成31年3月31日までに学士の学位を有し、別表第2の2（栄養教
諭普通免許状）における最低単位数を全て修得した者であっても、新法適用となるのか。

　平成28年改正法附則第５条の適用に関しては、経過措置と
しての性格に鑑みて、経過措置の適用を受ける者について
は、「学位課程又は科目等履修生の学修を修了するまでに栄
養士の免許を受ける要件を備えたこと」を確認できる場合に
は、栄養教諭免許状申請時に実際に栄養士の免許を受ける前
であっても、所要資格を得たものとして取り扱って差し支え
ない。
　なお、「栄養士の免許を受ける要件を備えたこと」の確認
に当たっては、
・栄養士の免許を取得見込みであることの証明書（栄養士養
成課程において発行したもの（様式任意。）若しくは栄養士
免許を申請中の都道府県窓口において発行されたもの（「栄
養士免許取得（見込）照合書」等）を想定。写しでも可。）
・栄養士の免許の申請書の写し
等を提出させることが考えられる。

23 経過措置の適用

施行日以前から大学に在学し、管理栄養士養成施設の課程を修了した上で平成32年3月31日に
大学を卒業した者が、平成32年４月１日に栄養士の免許を授与された場合、別表第2の2（栄養
教諭普通免許状）の所要資格を卒業までに満たさなかったということで新法適用となるのか。
新法適用ならば、追加で単位を取得する必要が生じるので、新卒者を栄養教諭に採用できない
こととなる。

【質問２２参照】

21 経過措置の適用

１について
　この場合の「引き続き」については、平成31年３月31日で
科目等履修生としての在籍が切れる場合を含まない。すなわ
ち、質問回答集No.1のとおり、「施行の際現に」大学に在籍
しているとは、当該学生が平成31年４月１日（０時０分）時
点で大学に在籍している場合であり、平成31年度入学者は、
新法施行時（平成31年４月１日０時０分）には大学等に在籍
しておらず、科目等履修生としての在籍も同様である。

２について
　平成28年改正法附則第５条の経過措置は、「施行の際現
に」大学に在学（科目等履修生としての在籍を含む。）して
いる者が、「卒業するまでは」旧法により所要資格を満たす
ことで教員免許状を授与できるとしたものであり、仮に「施
行の際現に」科目等履修生として在籍している者であって
も、卒業（科目等履修生としての在籍が切れる）までに所要
資格を満たさなかった場合、経過措置は適用されない。この
場合、間を置かずに新たに科目等履修生としての身分を得た
場合であっても、一度科目等履修生としての在籍が切れる場
合は、（それまでに所要資格を満たさなければ）経過措置は
適用されない。
　ただし、科目等履修生として（切れ目なく継続した）複数
年の在籍がある場合、その在籍が切れるまでに所要資格を満
たした場合は、経過措置が適用される。

３について
　２のとおり。
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24 別表第１、２、２の２

別表第１での中学校及び高等学校の教科に関する専門的事項については、必ずしも「中学校
専修・一種：20単位　二種：10単位」、「高等学校　専修・一種：20単位」以上を修得する必
要はないと解してよいか。
例．「中学校一種　教科に関する専門的事項：16単位　各教科の指導法（情報機器及び教材の
活用を含む）：12単位」

【質問回答集No.36参照】
　平成29年改正規則第４条第１項の表備考第６号において、
第２欄「教科及び教科の指導法に関する科目」についての修
得単位数を定めており、御指摘の例のような修得方法も可能
である。

25 別表第１、２、２の２

施行規則第２条第１項表備考１３号により、保育内容の指導法に関する科目の半数まで充てら
れる小学校の各教科の指導法の単位には、今回の改正で新たに加わる外国語の教科の単位を含
むことができるか。

　できる。

26 別表第１、２、２の２

教育職員免許法施行規則第２条　表　備考８　後段
　「この場合において、教育実習に他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞ
れの科目の単位をもってあてることができない。」のとおり、「学校体験活動の単位を含める
場合は、他の学校種の教育実習の単位をあてることができない」という解釈でよいと思うが、
複数の学校種の免許状授与を受けようとする場合、これまで以上に、該当学校種での教育実習
の単位修得が必要になると考えてよいか？

　前段はお見込みのとおり。
　後段について、御質問の趣旨が判然としないが、例えば、
小・中の免許状取得を希望する場合、小学校での学校体験活
動による2単位を教育実習の単位に含めることとした場合、小
学校教諭免許状取得に当たっては、小学校教諭養成課程の教
育実習の３単位を修得することが必要であり、かつ、中学校
教諭免許状取得に当たって、小学校教諭養成課程の教育実習
の３単位を流用する場合は、中学校教諭養成課程の教育実習
の２単位を修得することが必要である。

27 別表第１、２、２の２

教育職員免許法施行規則第２条　表　備考12　後段
　「小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位をもってあてることができる（次条
第１項の表の場合においても同様とする。）。」のうち「次条第１項」は小学校教諭の普通免
許状に関する内容であるので、「同様とする」ということは、「幼稚園の教諭の普通免許状の
授与を受ける場合の単位をもってあてることができる」という解釈でよいか？

【質問２９後段と同旨】
　お見込みのとおり。（改正前の教育職員免許法施行規則第6
条の表備考第14号と同様。）

28 別表第１、２、２の２

H３０年度４年生が教育実習のみ未修得で卒業し、４月から科目等履修生で免許状取得を目指
す場合です。今までですと教育実習のみを追加修得すれば免許状授与となっていましたが、新
法適用により新たな科目、実際には特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理
解、総合的な学習の時間の指導法が必要となります。

ただ、該当大学の開講年次の関係で、 「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対す
る理解」は２年生配当科目のため平成３２年度開講、 「総合的な学習の時間の指導法」は４
年生配当のため平成３４年度開講となるようで、平成３１年度はこれらの２講座の開講がない
そうです。そこでこの２科目
については３１年度に開講する他大学の通信教育課程で修得させる予定だそうです。

そこで、修得後は、該当大学の学力証明と通信課程大学の学力証明をあわせて申請し免許状が
授与されるという考え方でよろしいでしょうか。また、新法でいう新たな科目はこの２科目で
よいのかご教示お願いします。

　前段についてはお見込みのとおり。
　後段については、旧課程で修得した科目の単位を新課程の
科目に読み替えた上で、足りない科目を追加で履修する必要
がある。なお、各教科の指導法の最低修得単位数が規定され
たことに伴い、それが不足する場合には追加で履修する必要
があるが、このことも含め、旧課程での履修状況によってそ
れぞれ状況が異なるため、追加の履修が必要な科目は一概に
は言えない。

29 別表第１、２、２の２

（教育職員免許法施行規則第２条第１項表備考２号関係）
「保育内容の指導法」について、５領域を含む必要はなく、少なくとも教職課程コアカリキュ
ラムの内容を満たしていることが必要とされています。
教育職員免許授与に係る審査の観点から、どのような点に注意をして審査をしたらよいでしょ
うか。（コアカリキュラムの内容を満たしているかは、「学力に関する証明書」の確認欄のみ
の確認でよいでしょうか。）

　コアカリキュラムは、教職課程編成のための参照指針であ
り、免許状授与の可否に関する判断に際しては、コアカリ
キュラムを満たしているかどうかは対象にならない。

30 別表第１、２、２の２

単位流用について・・・施行規則第２条第１項の表備考１１号で｢教育の基礎的理解に関する
科目｣，｢道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導教育相談等に関する科目｣，｢教育
実習｣，｢教職実践演習｣についてそれぞれ流用可能単位数が定められているが，第１２号にお
いても｢教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラムマネジメントを含む。)｣，｢教育の方法
及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)｣の科目についても流用可能となっている。第１
１号において流用した単位数に加え，第１２号をもってさらに単位を流用することができると
いうことでよいか。(例えば｢教育の基礎的理解に関する科目｣を８単位流用し，さらに｢教育課
程の意義及び編成の方法｣を２単位流用する。合計１０単位の流用。)
　また，施行規則第２条第１項の表備考１２号において，最後の記述に｢次条第一項の表の場
合においても同様とする。｣とあるが，これについては小学校教諭免許状の所要の単位を幼稚
園教諭免許状の単位を流用して構成する場合について，幼稚園教諭免許状の単位の｢教育課程
の意義及び編成の方法(カリキュラムマネジメントを含む。)｣並びに｢教育の方法及び技術(情
報機器及び教材の活用を含む。)｣の単位を２単位若しくは１単位流用することができるという
解釈でよろしいか。

　前段について、「教育課程の意義及び編成の方法に関する
科目」及び「教育の方法及び技術に関する科目」について
は、第12号により、小学校の教諭の普通免許状の授与を受け
る場合の単位のみ流用可能である。
　したがって、第11号については、第３欄「教育の基礎的理
解に関する科目」は、「教育課程の意義及び編成の方法（カ
リキュラム・マネジメントを含む。）」を除く事項から８単
位まで、第４欄「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び
生徒指導、教育相談等に関する科目」は、「教育の方法及び
技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」を除く事項から
２単位まで、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許
状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもってあて
ることができる。
　例えば、教育の基礎的理解に関する科目について、第11号
により、「教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・
マネジメントを含む。）」を除く事項について８単位流用
し、更に、第12号により、「教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを含む。）」について小学校
教諭普通免許状授与の際の科目の単位から２単位流用し、合
計10単位流用することができる。
　後段については、お見込みのとおり。

31 別表第１、２、２の２

・施行規則第２条第１項備考11に基づく流用と備考12に基づく流用の重複は可能ですか。（小
一種所持者が幼一種を取得する場合、備考11に基づき教育の基礎的理解に関する科目を８単位
流用し、さらに備考12に基づき教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメント
を含む。）の部分について２単位流用して、教育の基礎的理解に関する科目を10単位修得済と
することはできますか。）

【質問３０参照】

32 別表第１、２、２の２

（教育職員免許法施行規則第２条第１項表備考８号、９号及び１１号関係）
「教育実習に学校体験活動を含んだ場合には、他の学校種の免許状取得における教育実習の単
位（単位の流用）を認めない。（平成30年５月18日付け教育公務員特例法等の一部を改正する
法律等に関する質問回答集（No.40））」とされています。
教育実習に学校体験活動を含んだ場合、残りの単位について、施行規則第２条第１項表備考９
号の適用は可能でしょうか。

　可能である。

33 別表第１、２、２の２

・施行規則第２条第１項備考11に基づき教育の基礎的理解に関する科目の単位を流用する場
合、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の部分について
は、備考12の反対解釈により、中学校及び高等学校の単位は流用できないのでしょうか。（中
一種所持者が幼一種を取得する場合において施行規則第２条第１項備考11に基づき教育の基礎
的理解に関する科目について８単位流用した場合、残りの２単位は教育課程の意義及び編成の
方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）の部分を含んで修得する必要がありますか。）

【質問３０参照】
　お見込みのとおり、事例の場合、「教育課程の意義及び編
成の方法に関する科目」については、小学校の教諭の普通免
許状の授与を受ける場合の単位からのみ流用できる（中学校
及び高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位
は流用できない）。
　また、教育の基礎的理解に関する科目について８単位流用
した場合、残りの２単位は修得していない事項について修得
しなければならないため、「教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを含む。）」の事項について
修得しておらず、流用することもできない場合、当該事項に
ついて修得する必要がある。

34 別表第１、２、２の２

・道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目の単位を流用
する場合、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）の部分についてもNo.33
と同様ですか。

【質問３３参照】
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35
その他

（平成29年改正規則）

別表第１・３・４・５・８における「教科に関する専門的事項」について一般的包括的内容を
含んで修得しなければならない場合について、現行法の取扱いから変わるものがあるか。

　御質問の趣旨が判然としないが、一般的包括的内容の取扱
いについての変更はない。

36
その他

（平成29年改正規則）

養護教諭及び栄養教諭普通免許状の授与において，単位を流用（「養護→栄養」及び「栄養→
養護」）する場合，科目によっては，流用できる単位数が最低修得単位数を超えているが，超
えた分は「大学が独自に設定する科目」に充てられる，ということでよろしいか。

　お見込みのとおり。

37
その他

（平成29年改正規則）

質問回答集の№56について「新法適用の教職課程を有さなくなる大学は、学生の不利益になら
ないよう、新法適用の教職課程を有する大学と協議していただきたい」とありますが具体的に
どういうことでしょうか。

　旧課程において修得した単位は、新課程を有する大学でし
か読替えができないことを踏まえ、平成28年改正法の施行に
際して教職課程認定の申請を行わず、新法適用の教職課程を
有さなくなる大学は、卒業生等から求めがあった際に、読替
え可能な大学と調整を行うなど、旧課程に在学していた学生
の不利益にならないよう配慮願いたい、という趣旨である。

38 その他

小学校教諭普通免許状の授与において，単位差を利用して一種免許状を取得する場合，第二欄
中，「各教科の指導法（情報機器及び機材の活用を含む。）」については，二種取得時に修得
していない科目の指導法を履修することでよろしいか。

　小２種免を取得する際に修得していない教科の指導法に関
する科目の単位を修得することが望ましい。

39 その他

別表第７で，特別支援1種免許状（知肢病）所持者が特別支援2種免許状を申請し，第二欄で視
知の資格を満たしていても，授与できるのは視のみということでよろしいか。

　お見込みのとおり。
　平成20年11月12日付け20文科初第913号別紙にて通知してい
るとおり、教員免許更新制の導入に伴い、教諭の１種免許状
を有する者に対して、学校種及び教科又は特別支援教育領域
が同一の２種免許状の授与は行わないこととする取扱いをお
願いしたい。

40 その他

（教育職員免許法施行規則第１８条の２　表備考第４号関係）
受けようとする免許状が中学校教諭２種免許状の場合、表下欄の学校として「ハ　義務教育学
校」、「ホ　中等教育学校」とあるため、例えば義務教育学校の小学部、及び中等教育学校の
高等部における在職年数も、良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明があれば、この
表を適用できますでしょうか。

　お見込みのとおり。

41 その他

（教育職員免許法附則第１８項関係）
平成３２年３月３１日に最低在職年数を満たす者の教育職員免許申請及び授与については、ど
のように行ったらよいでしょうか。

　平成28年度教員免許事務担当者説明会において、教育職員
免許法附則第19項（平成31年４月１日以降は附則第18項。以
下「幼保特例」という。）について、平成32年３月31日に実
務経験３年を満たす者も対象であり、授与見込みの状態で事
前に仮免許状を授与する案を説明したところ。
　なお、現在、子ども・子育て会議において、子ども・子育
て支援新制度全体について認定こども園法に定められた施行
後５年経過時の見直しについて議論しているところであり、
現在、幼保特例についても、有識者から延長を希望する意見
をいただいているところ。
　今後の具体的な方策については、本会議での議論も踏まえ
て、追ってお知らせすることとさせていただきたい。

42 その他

（教育職員免許法附則第１８項関係）
文部科学省のホームページ内に、附則第１８項関係（幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格
の期限付き特例）の記載（必要単位等を含む。）があります。
免許法等の改正にあわせて、附則第１８項関係のページについて改訂の予定はありますか。ま
た、予定がある場合は、いつ頃を予定していますか。

　平成29年改正規則の施行に伴い、幼保特例について、修得
することを必要とする単位の科目に変更があるため、ホーム
ページ改訂を予定している。時期は未定だが、混乱を生じな
いよう留意する。

43
教育職員検定
（別表第３～８）

①【質問１４】について、回答からは、「所要資格を満たすのが平成31年４月１日以降である
ため新法適用となる」と読み取れるが、検定の場合は、所要資格をいつ満たしたかは関係なく
（平成31年３月31日までに所要資格を満たしていたとしても）、平成31年４月１日以降の申請
であれば、新法適用となるという認識でよいか。

②また、平成31年３月中に申請して授与が４月になった場合はどうか。

①　お見込みのとおり。

②　申請時点の法律で御判断いただくことになる（平成31年
３月中の申請であれば、旧法適用となる。）。

44
教育職員検定
（別表第３～８）

別表第３～第８において、新法と旧法の適用は、申請時点、受理時点、授与時点のいずれの時
点において判断すべきか。

　申請時点の法律で御判断いただくことになる。

45
教育職員検定
（別表第３～８）

別表第３で、最低在職年数を超える在職年数があることにより、修得すべき単位数が軽減され
る者について、その者が修得すべき単位の修得方法については、都道府県教育委員会規則で定
めることとされている（平成29年改正規則第14条）が、複数年かけて免許取得を目指して来た
者にとって、施行のタイミングを境に突然修得すべき単位の内容が変わる可能性もあり、そう
した者の救済措置は設けられないか。

　別表第３に関しては、科目の名称は変更したものの、改正
前と比較して修得単位数に変更はなく科目の区分も細分化し
ていない。教育委員会規則においても、旧法下で単位を取得
した者が不当に不利益を受けないよう、御配慮いただきた
い。

46 経過措置の適用

①平成29年改正規則附則第７項は、別表第３により幼稚園教諭免許状を上進する際にも適用で
きるか。

②できる場合、新法の趣旨（幼稚園教諭免許状取得に当たっては、小学校の教科に関する専門
的事項ではなく、幼稚園の領域に関する専門的事項の単位を修得させること）に反することに
ならないか。

③また、読替えについて、小学校の教科に関する科目と幼稚園の領域に関する専門的事項につ
いては、必ずしも内容が一致しないと思われるが、新課程を有する大学において読み替えるこ
とができず、結果的に不利益を被る者が出てくるのではないか。

①　この省令の施行の日の前に幼稚園教諭の普通免許状の授
与の所要資格を得させるための課程として文部科学大臣によ
り認定された課程（旧別表第１備考第３号の規定により文部
科学大臣の指定を受けた教員養成機関を含む。）、すなわち
教職課程認定を受けた大学の課程又は指定教員養成機関に平
成34年度までに入学し、引き続き在学する学生については、
改正省令附則第７項の適用がある。

②　大学の教職課程及び指定教員養成機関が、領域に関する
専門的事項に移行するために一定の時間を要することを考慮
して、経過措置として規定しているものであり、新法の趣旨
に反するものではない。

③　改正省令附則第２項により、旧法の認定課程において修
得した教科に関する科目は、新法による認定課程を有する大
学が適当であると認めるものは、新課程において修得した領
域に関する専門的事項に関する科目とみなすことができる。
この読替えは、経過措置としての性格を踏まえ、弾力的に行
うように大学に周知している。

47 科目の読替え

旧法の教職課程や免許法認定講習等で教科に関する科目を修得した際に「一般的包括的な内
容」を満たしていた場合であっても、新法の科目に読み替えた際に満たさなくなることはある
のか。読み替える大学等の裁量次第か。

　科目の読替えができるのは、附則第２項から第５項に規定
する主体が適当と認めるものである。なお、一般的包括的内
容の科目の取扱いに関しては、改正前後で変更ない。また、
読み替えは、経過措置としての性格を踏まえ、弾力的に行う
ように大学等に周知している。

48 科目の読替え

旧課程の単位の新課程への読替えについて、大学は新課程を有する大学のみが読み替えられる
（教職課程を取り下げるなどして、新課程を有さない大学は読み替えられない）が、都道府県
教育委員会の場合、新法に読み替える科目を免許法認定講習として実際に開設していなけれ
ば、旧法による免許法認定講習の単位を読み替えることはできないのか。

　新法に読み替える科目を免許法認定講習として実際に開設
していない場合であっても、免許法認定講習の開設者として
旧法による免許法認定講習の単位を読み替えることは可能で
ある。
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49 科目の読替え

別表第３で幼稚園の免許を授与する場合に、領域に関する専門的事項に関する科目と変わった
が、新法で扱うということになった場合、例えば今年度までに認定講習で小学校の国語等を取
れば、それは機械的に読み替えて大丈夫なのか。

　平成29年改正規則附則第５項に基づき、旧法の小学校の教
科に関する科目に係る免許法認定講習の単位を新法の幼稚園
の領域に関する専門的事項に係る免許法認定講習の単位に読
み替えることは可能である。
　個別の免許法認定講習の単位の読替えについては、開設者
として弾力的に御判断いただきたい。

50 科目の読替え

過去に受講した免許法認定講習等の単位を読み替える場合は、どれくらい古いものまで使える
のか。
例を挙げると、特別支援学校教諭免許状取得に係る免許法認定講習については、目安として、
平成以降のものを使用するよう、過去に問合せをした際に回答いただいているようであるが、
今回も同様と考えて良いか。負担減の考え方は分かるが、資質の担保の観点からは問題ないの
かと思うこともある。

　一般論として具体的な期間を示すことはできないが、必要
な事項が含まれていない科目については、使用することがで
きない。

51
科目の読替え

・
学力に関する証明書

【質問１２と同旨】
平成31年４月以降に教育職員検定により授与申請する場合には、新法により所要資格を満たす
必要があるが、申請の際には新法に読み替えた学力に関する証明書が必要か。
別３～８の場合、複数年かけて単位を修得していく者が多く、免許法認定講習の開設者として
は、これまでに出した旧法下での証明書をすべて新法に読み替えて出し直すことは、実務上非
常に難しい。読替えにあたって新法の証明書を必ずしも発行しなくて良い（免許法認定講習等
の開設者として判断する）ことを可としてもらえるとありがたい。

　免許状の授与に際し、免許法認定講習の開設者として都道
府県教育委員会が、旧法下での学力に関する証明書に基づい
て新法の単位に読替えを行うことが可能であれば、新法に読
み替えた学力に関する証明書を提出させることは要しない。
大学が開設した認定講習の単位など、旧法下での学力に関す
る証明書に基づいて新法の単位に読替えを行うことが都道府
県教育委員会において困難である場合には、必要に応じ、新
法に読み替えた学力に関する証明書を求めることも可能であ
る。

52 学力に関する証明書

学力に関する証明書について、当該免許法認定講習が「新法の内容を満たしている」「旧法の
内容である」旨を備考欄等に記載すべきか。

　学力に関する証明書の証明日付から当該免許法認定講習等
の適用法令は明らかであるため、従前のとおり、学力に関す
る証明書には、適用法令の記載を義務づける予定はない。

53 学力に関する証明書

平成29年改正規則第２条第１項の表備考第８号に、学校体験活動の単位を教育実習の単位に含
めた場合、他の学校種の教育実習の単位を流用することができないとあるが、学力に関する証
明書上、記載されている学校体験活動の単位が教育実習の単位に含めたものなのか、大学が独
自に設定する科目として履修したものなのか、明らかに判別できるようになっているか。

　学校体験活動の単位を、平成29年改正規則第２条～第５条
第１項の表第５欄の教育実習の単位数に含む場合には、その
旨を学力に関する証明書の備考欄に記載する。

54 学力に関する証明書

４月１日以降にしか、新法についての学力に関する証明書は出せないとのことであるが、４月
１日から科目等履修生で新法の講座を受けたいという方の不足単位を足すためには、３月に相
談に来る時点で、読み替えた証明書を持ってきてもらわないと分からない。大学側に３月時点
で出してほしいと考えている。

　学力に関する証明書は、正式なものとしては平成31年４月
１日以降でなければ出せない。
　ただし、平成30年5月18日付け質問回答集No.54のとおり、
再課程認定の認定前であっても、大学において不足単位の確
認をするための書類を作成し、履修指導を行うことは可能で
ある。

55 別表第１、２、２の２

別表第１、２、２の２による授与の際、旧法適用か新法適用かを判別しなければならない。学
力に関する証明書の日付で判断するべきか。

　学力に関する証明書に記載された在学期間から御判断いた
だくことになる。

56 別表第１、２、２の２

別表第１、２、２の２により免許状を取得しようとする場合に、実務経験を使用する際、教職
課程に在学しながら勤務経験を積んでいる者の所要資格を得た日はいつと考えるのが適切か。
例えば、施行の際現に在学している者で、その在学関係が平成32年３月31日に切れる場合、一
方で勤務経験としては、最低限必要な年数を超えて、平成32年５月31日に雇用関係が切れる場
合、免許更新制導入以後の解釈では、（所要資格を得て10年後の年度末が有効期間の満了の日
となるため、）申請者にとって不利益とならないよう勤務期間の最後の年数を見て所要資格を
満たした年度と考えるが、この事例の場合、平成32年５月31日に合わせてしまうと、卒業する
までに所要資格を満たしたことにならず、新法適用となってしまうと思うが、その解釈で良い
か。
若しくは、在学期間を超える年数の実務証明が出てきた際の、どの期間を実務振替の期間とす
るかは、申請者が選択できるということで問題ないか（新法適用になっても有効期間の満了日
が長くなるようにするか、有効期間の満了日が短くなっても旧法適用にするか。）。
（特に、私学等において、高等学校の免許状しか持たない者が、高等学校で教えながら中学校
の免許状を取得する例が非常に多い。）

　平成28年改正法附則第５条の適用に関しては、経過措置と
しての性格に鑑みて、設例の場合、平成32年３月31日に所要
資格を満たしたとして取り扱うことも可能である。なお、申
請者が所要資格を得た日として平成32年５月31日を選択する
こともこれまでのとおり可能であり、この場合には平成28年
改正法附則第５条の適用は受けない。

57
その他

（幼保特例）

別表第１により所要資格を得るために修得した単位について、幼保特例においても単位の流用
ができると過去に通知において周知されているが、別表第３～第８についても同様に流用でき
ると考えて良いか。

　お尋ねの通知は、平成28年10月７日付け28文科初第780号
「教育職員免許法施行規則附則第８項第２号イ及びロに掲げ
るものに準ずる施設として文部科学大臣が定める施設の一部
を改正する告示の公布及び施行について（通知）」別紙
「４．本特例で使用可能な単位について（施行規則附則第９
項及び第10項関係）」のことであると思われる。
　本通知の記載はあくまで「本特例で使用可能な単位」につ
いてのものであり、別表第３～第８については該当しない。

58
その他

（幼保特例）

幼保特例について、今のところ、平成32年3月31日までとなっている。特例の延長の検討状況
はどうか。

　第37回子ども・子育て会議（平成30年10月９日）及び第102
回中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会（平成30
年10月16日）において、「幼保連携型認定こども園における
保育教諭の幼稚園免許状及び保育士資格取得の特例」につい
て、５年間延長する方向性が了承された。
　今後、関連の法案を国会に提出予定である。

59
その他

（幼保特例）

幼保特例の延長の動きについて、単純に延長（特例期間が10年になる）なのか、一度５年間の
特例が終わり、また新たに５年間が始まるのか。

　制度の詳細はこれから検討されるが、新たな特例を創設す
るのではなく、既存の特例を平成36年度末まで延長する方針
が了承されている。
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60
その他

（平成29年改正規則）

平成29年改正規則第２条第１項の表備考第13号については、現行の施行規則にも同様の規定が
あるが、ハンドブック（P.566）において、社会、理科、家庭の教科についての各教科の指導
法の単位については流用できないとの記載がある。英語の教科についてはいかがか。

○平成29年11月の改正による改正後の教育職員免許法施行規
則第２条第１項の表備考第13号については、条文上特定の教
科の指導法に関する科目からの流用を制限しているものでは
ないこと、また、平成29年11月の教育職員免許法施行規則改
正により、幼稚園教諭免許状取得において、小学校の教科に
関する科目ではなく、領域に関する専門的事項を履修するこ
ととなったことなどから、免許状授与の審査において、理
科、社会、家庭、外国語も含め特定の教科の指導法に関する
科目から流用していることのみをもって、免許状授与のため
の要件を満たさないことにはならないと考えられる。
○なお、同号を適用して、幼稚園教諭免許状を取得する際の
保育内容の指導法に関する科目の単位のうち、半数を小学校
教諭の普通免許状の授与を受ける場合の「各教科の指導法に
関する科目」又は「特別活動の指導法に関する科目」の単位
をもってあてる場合においては、幼稚園と小学校低学年の接
続の観点から、小学校低学年の科目である、現行の教育職員
免許法施行規則第２条第１項に規定する６教科（国語、算
数、生活、音楽、図工、体育）の指導法を学ぶ
ことが履修方法としてより適切であると考えられることか
ら、学生への履修指導としては、従前のとおり、前記の６教
科（国語、算数、生活、音楽、図工、体育）の指導法に関す
る科目をできる限り履修させた上で流用するようにすること
が適切である。
○また、本件は、平成29年11月の教育職員免許法施行規則改
正に伴うものであることから、これらを踏まえた履修方法の
案内及び免許状授与の事務等の対応については、新法が適用
される者から対応する必要がある。

61 科目の読替え

通信教育部の教職課程を全て取り下げた大学で、通学部の教職課程がある場合、通信教育部で
修得した旧課程の単位を通学部で新課程の単位に読み替えることができるか。

単位の読替えは、「新課程を有する大学」として行うもので
あるため、同一の大学内に新課程を有する学部・学科等があ
れば、当該新課程に係る単位の読替えが可能である（学部
間、通信教育部ー通学部間を問わない。）。

62 科目の読替え

新課程の中学校教諭一種免許状（国語）の認定を受けている大学が、旧課程の小学校教諭一種
免許状の科目を読み替えることはできるか。

できない。平成30年5月18日付け質問回答集No.26のとおり、
新課程の認定を受けている免許種に係る科目にのみ読替え可
能である。

63 経過措置の適用

（科目等履修も含め）Ａ大学とＢ大学に同時に在籍している学生が、中学校教諭一種免許状の
課程を有するＡ大学には法施行日以前から在学しており、一方、小学校教諭一種免許状の課程
を有するＢ大学には法施行後から在学し始めた場合、Ｂ大学では新課程を履修させるべきか。
また、当該者が改正後の教育職員免許法施行規則第２条第１項の表備考第11号により、Ａ大学
の中免取得のための単位をＢ大学の小免取得のために流用する場合はどうか。

経過措置の適用を受けるかどうかについては、原則として取
得しようとする免許状に係る履修状況から免許状ごとに個別
に判断することとなるため、前段の設例の場合、小学校教諭
一種免許状に係る在籍及び履修を法施行後から開始する場
合、「施行の際現に大学に在学している者」に該当せず、経
過措置の適用を受けない。
ただし、後段の設例の場合、小学校教諭一種免許状に係る履
修をＡ大学で法施行日前から開始していると考えることがで
きるため、この場合、経過措置の適用を受けるとも解し得
る。
このように、いずれとも考えられ得る場合、経過措置の適用
を受けることができる者が、経過措置の適用を受けず新法の
所要資格により免許状の授与申請を行うことも差し支えな
い。
なお、大学は、旧課程の科目を履修する学生が在籍する場合
には、旧課程の科目も開設が必要である。

65 経過措置の適用

平成31年３月31日に教職課程のない大学を退学し、平成31年４月１日に教職課程のある大学に
入学（転入学）した学生は、「施行の際現に大学に在学している者」に該当するか（経過措置
が適用され、旧法適用となるか。）。

「施行の際現に大学に在学している者」に該当する。

64 経過措置の適用

「編入学」及び「転入学」の定義は何か。
例えば、平成31年３月31日にＡ大学Ｂ学部を退学し、平成31年４月１日にＣ大学Ｄ学部の３年
次に入学した学生の場合、転入学生と取り扱って良いか（経過措置が適用され、旧法適用とな
るか。）。

○大学への編入学については、学校教育法等に定めるとお
り、以下のいずれかに該当する方に限り認められる。
1. 短期大学（外国の短期大学及び、我が国における、外国の
短期大学相当として指定された学校（文部科学大臣指定外国
大学（短期大学相当）日本校）を含む。）を卒業した者（学
校教育法第108条第7項）
2.高等専門学校を卒業した者（学校教育法第122条）
3.専修学校の専門課程（修業年限が2年以上、総授業時数が
1,700時間以上又は62単位以上であるものに限る）を修了した
者（学校教育法第132条）
4.修業年限が2年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満
たす高等学校専攻科修了者（学校教育法施行規則第100条の
2）

これらに該当する者については、いずれもそれぞれの課程の
学修を修了して新たに学士課程での学修を開始するものであ
るため、平成30年５月18日付け質問回答集No.３のとおり、施
行の際現に大学に在学している者に該当しない。

○大学への転入学については、同じ学位課程の学修を継続し
つつ在籍関係の異動が生じている場合であり、平成30年5月18
日付質問回答集No4,5,6のとおり、経過措置の対象となりう
る。ただし、ある大学を退学後、別の大学に転入学するまで
にどこの大学にも在籍していない空白期間が生じている場合
には、学位課程の学修が継続していることにはならない。

○したがって、設例の場合、在学期間に空白が生じずに継続
していることから、施行の際現に大学に在学している者に該
当する。
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66 経過措置の適用

平成30年４月からＡ大学の中学校教諭一種免許状の課程に在学している学生が、平成31年４月
からＢ大学の小学校教諭一種免許状の課程で科目等履修を開始した。この学生が、Ａ大学を卒
業するまでに中学校教諭一種免許状の所要資格は満たしたが、小学校教諭一種免許状の所要資
格は満たせず、Ａ大学卒業後もＢ大学において科目等履修を継続した場合、小学校教諭一種免
許状は経過措置の適用を受け旧法で取得することができるか。

経過措置の適用を受けるかどうかについては、原則として取
得しようとする免許状に係る履修状況から免許状ごとに個別
に判断することとなる。
設例の場合、中学校教諭一種免許状については、平成28年改
正法附則第５条に該当し、経過措置の適用を受ける。
小学校一種免許状については、
①中学校教諭一種免許状取得の際の単位を流用しない場合、
小学校教諭一種免許状取得に係る在籍及び履修を平成31年４
月からＢ大学において開始したこととなるため、平成30年５
月18日付け質問回答集No.１のとおり、施行の際現に大学に在
学している者に該当せず、経過措置の適用を受けない。
②中学校教諭一種免許状取得の際の単位を流用する場合、小
学校教諭一種免許状に係る在籍及び履修は、Ａ大学において
平成30年４月から始まっていることとなるため、施行の際現
に大学に在学している者には該当するが、施行の際現に在学
していたＡ大学を卒業するまでに小学校教諭一種免許状の所
要資格を満たしていないことから、平成28年改正法附則第５
条に該当せず、経過措置の適用を受けない。

67 経過措置の適用

施行の際休学していた場合も、「施行の際現に大学に在学している者」に該当するか。 「施行の際現に大学に在学している者」に該当する。

68 経過措置の適用

平成31年４月１日に飛び入学で学士課程から修士課程に入学した場合、「施行の際現に大学に
在学している者）に該当するか。
また、施行の際現に学士課程に在学していた者が、平成31年４月１日以降に飛び入学で修士課
程に入学した場合はどうか。

いわゆる「飛び入学」とは、特定の分野について特に優れた
資質を有する学生が高等学校を卒業しなくても大学に、大学
を卒業しなくても大学院に、それぞれ入学することができる
制度である（学校教育法第90条第2項、第102条第2項、学校教
育法施行規則第151条、第152条、第153条、平成13年文部科学
省告示第167号）。（文部科学省ホームページより）
したがって、転入学の場合と異なり、同じ学位課程の学修を
継続しているわけではないことから、「施行の際現に大学に
在学している者」に該当しない。
施行の際現に在学していた者が平成32年度以降に飛び入学で
大学院に入学する場合も同様である（同じ学位課程の学修を
継続しているわけではないことから、施行の際現に在学して
いた課程の在籍が終了するまでに所要資格を満たせない場合
は、経過措置の適用を受けない。）。

69 科目の読替え

小学校の外国語の指導法を旧課程の「教科又は教職に関する科目」において開設していたが、
これを新課程の外国語の指導法に読み替えることができるか。

平成29年改正規則附則第３項に規定するとおり、新課程の
「各教科の指導法に関する科目」に読替えできるのは、旧課
程の「教職に関する科目」の「教育課程及び指導法に関する
科目（各教科の指導法に係る部分に限る。）」のみであるた
め、旧課程の「教科又は教職に関する科目」の単位を、新課
程の「各教科の指導法に関する科目」に読み替えることはで
きない。
旧課程の「教科又は教職に関する科目」を読み替えることが
できるのは、平成29年改正規則附則第４項のとおり、新課程
の「大学が独自に設定する科目」にのみである。
なお、新課程が開始する平成31年4月1日以降は、小学校の外
国語の指導法を、旧課程の「教科又は教職に関する科目」と
新課程の「各教科の指導法に関する科目」を兼ねる科目とし
て開設することが可能である。

70 その他

「総合演習」について、平成29年改正規則において規定がないため新課程の単位には読替えが
できないと思われるが、「総合演習」の単位は、改正省令の施行後は免許状取得のために使用
することができないか。

平成20年11月改正教育職員免許法施行規則（以下「平成20年
改正規則」という。）附則の規定は、平成29年改正規則に
よって無効となるものではないため、平成20年改正規則附則
第２条～第４条に該当する者は、改めて「教職実践演習」の
単位を修得することを要しない。
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23．「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等

の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する

法律」による「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部改正

等について（令和５年７月13日通知） 

５文科教第６５４号 

令和５年７月１３日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長 

構造改革特別区域法第19条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の教育委員会教育長 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

構造改革特別区域法第12条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学事務次官    

柳  孝 

 

 

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮

影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る

電磁的記録の消去等に関する法律」による「教育職員等による児童生

徒性暴力等の防止等に関する法律」の一部改正等について（通知） 

 

 

 第 211 回国会において成立し、令和５年６月 23 日に公布された「刑法及び刑事訴

訟法の一部を改正する法律」（令和５年法律第 66 号。以下「刑法等一部改正法」と

いう。）附則第 15 条及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録さ

れた性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」（令和５年法律第

67 号。以下「性的姿態撮影等処罰法」という。）附則第 14 条の規定により、「教育

職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和３年法律第 57 号。以

下「法」という。）の一部が改正され、令和５年７月 13 日に施行されます。 

また、本改正に伴い、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本

的な指針」（令和４年３月 18 日文部科学大臣決定。以下「基本指針」という。）の

改訂を行いました。 

 これらの概要等は下記のとおりですので、その趣旨を十分御理解いただき、適切

に御対応いただきますようお願いします。 

 文部科学省においては、これまで、基本指針の策定、教育職員等や大学の教職課程

を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための動画の作
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成・公表、児童生徒等1に対する性暴力等を行った教育職員等への厳正な対処等の促

進、子供たちを性暴力の加害者・被害者・傍観者にさせないための「生命（いのち）

の安全教育」の推進など、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総

合的な施策を実施してきており、今後も引き続き、児童生徒等の権利利益の擁護に

資するよう、取組を一層推進してまいります。 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会

（指定都市教育委員会を除く。）に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管

の学校に対して、各都道府県知事におかれては域内の市区町村（指定都市・中核市を

除く。）及び所轄の学校法人等（学校法人以外の私立幼稚園及び私立幼保連携型認定

こども園の設置者を含み、文部科学大臣所轄の学校法人を除く。）に対して、各指定

都市・中核市長におかれては所轄の幼保連携型認定こども園に対して、各国公立大

学長におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年

法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄

の学校設置会社に対して、周知をお願いします。 

 本通知は関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、

各関係者は、これまでの関係資料も含めて再度確認の上、教育職員等による児童生

徒性暴力等を根絶するとの法の基本理念を十分に理解し、児童生徒等を教育職員等

による性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意の下、法及び基本指針に基

づく取組を、各関係者が一丸となって実効的に講じていただきますようお願いしま

す。 

 

記 

 

第一 概要 

１ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部改正につ

いて 

（１）「児童生徒性暴力等」の定義（刑法等一部改正法附則第 15 条、性的姿態

撮影等処罰法附則第 14 条関係） 

刑法等一部改正法において、不同意わいせつ（改正後刑法第 176 条）、不

同意性交等（同法第 177 条）及び 16 歳未満の者に対する面会要求等（同法第

182 条）、並びに性的姿態撮影等処罰法において、性的姿態等撮影（性的姿態

撮影等処罰法第２条）、性的影像記録提供等（同法第３条）、性的影像記録

保管（同法第４条）、性的姿態等影像送信（同法第５条）及び性的姿態等影

像記録（同法第６条）に関する罪が新設等されることに伴い、「児童生徒性

暴力等」の定義に関する法第２条第３項第３号の規定について、当該罪に当

たる行為を追加したこと。 

 

（２）経過措置（刑法等一部改正法附則第 16 条、性的姿態撮影等処罰法附則第

15 条関係） 

改正後の法第２条第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、刑法等

一部改正法の施行前に行われた改正後の刑法第 182 条の罪に当たる行為及び

性的姿態撮影等処罰法の施行前に行われた性的姿態撮影等処罰法第２条から

 
1 「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。（法第２条第１項） 

一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒 
二 十八歳未満の者（前号に該当する者を除く。） 



164 

 

第６条までの罪に当たる行為については適用しないこととする経過措置を設

けることとしたこと。 

 

２ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の改訂

について 

１（１）の改正を踏まえ、児童生徒性暴力等の定義部分及び法第 15 条第１項

のデータベースの令和５年４月１日からの稼働を踏まえ、データベース関係部

分等について、所要の改訂を行ったこと。 

 

 

第二 施行期日 

  公布の日から起算して二十日を経過した日（令和５年７月 13 日）（刑法等一

部改正法附則第１条本文及び性的姿態撮影等処罰法附則第１条本文関係）とした

こと。 

 

 

第三 留意事項 

（１）経過措置について、刑法等一部改正法の施行前に行われた改正後の刑法第

182条の罪に当たる行為及び性的姿態撮影等処罰法の施行前に行われた性的

姿態撮影等処罰法第２条から第６条までの罪に当たる行為については、改正

後の法第２条第３項第３号の規定は適用せず、当該行為は「児童生徒性暴力

等」には該当しないこととしている。 

一方、当該行為の中には、改正前の法第２条第３項第３号から第５号まで

に掲げる行為にも該当する行為もある（例：児童生徒等の性的な部位を撮影

する行為（改正前の法第２条第３項第４号ロの通常衣服で隠されている人の

身体を撮影する行為、改正後の法第２条第３項第３号の性的姿態撮影等処罰

法第２条の罪に当たる行為に該当）等）。 

本経過措置は、あくまで本改正によって法第２条第３項第３号に追加され

た行為（改正後の刑法第182条又は性的姿態撮影等処罰法第２条から第６条ま

での罪に当たる行為）に関して適用するものであるから、上記のように改正

前の法第２条第３項第３号から第５号までに掲げる行為にも該当する行為ま

で適用対象から除くものではない。 

したがって、刑法等一部改正法及び性的姿態撮影等処罰法（以下「改正等

法」という。）の施行前に行われた、改正前の法第２条第３項第３号から第

５号までに掲げる行為に該当する行為には、本経過措置は適用されず、改正

前の法第２条第３項第３号から第５号までのいずれに該当する行為であるか

を判別して失効・取上げの処分を行うこと。 

 

（２）法第15条第１項に規定するデータベースへの特定免許状失効者等2に関する

 
2 「特定免許状失効者等」とは、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許法第 10 条第１項（第１

号又は第２号に係る部分に限る。）の規定により免許状が失効した者及び児童生徒性暴力等を行っ
たことにより同法第 11 条第１項又は第３項の規定により免許状取上げの処分を受けた者をいう。
（法第２条第６項） 
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情報の記録に当たり、失効・取上げの原因類型3に関する項目については、免

許状の失効・取上げの原因となった行為の時点において適用される根拠条文

に基づいて記録すること。したがって、（１）のとおり、刑法等一部改正法

の施行前に行われた改正後の刑法第182条の罪に当たる行為及び性的姿態撮

影等処罰法の施行前に行われた性的姿態撮影等処罰法第２条から第６条ま

での罪に当たる行為のうち、改正前の法第２条第３項第３号から第５号まで

に掲げる行為に該当する行為については、改正前の法第２条第３項第３号か

ら第５号までのいずれかの該当号を記録すること。 

（例１）改正等法の施行前に行われた行為が原因で、改正等法の施行前に免

許状の取上げ処分を行い、改正法等の施行後にデータベースに記録す

る場合 

       →改正前の法第２条第３項における該当号を記録 

（例２）改正等法の施行前に行われた行為が原因で、改正等法の施行後に免

許状の取上げ処分を行い、改正法等の施行後にデータベースに記録す

る場合 

       →改正前の法第２条第３項における該当号を記録 

 

 

第四 児童生徒性暴力等の防止等に係る実効性の確保 

  教育職員等4による児童生徒性暴力等を根絶するためには、法の基本理念を踏

まえ、児童生徒性暴力等の防止、児童生徒性暴力等の早期発見及び対処、特定免

許状失効者等に対する免許状の再授与審査など、法や基本指針に定める様々な施

策を、国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、学校、教育職員等の関係

者が一丸となって実効的に講じていく必要があること。特に、令和５年４月１日

から稼働しているデータベースについて、法にのっとり適切に運用すること等を

含め、児童生徒性暴力等の未然防止に努めるとともに、早期発見及び対処にかか

る必要な措置が適切に行えるよう、改めて法の趣旨を確認し、徹底を図ること。

具体的には、例えば、以下のことに留意すること。 

 

１ 採用時における採用希望者の経歴等の確認について 

（１）教育職員等を任命又は雇用するときは、「教員による児童生徒に対する

わいせつ行為の防止に資する教員採用段階における取組に関する調査結

果について」（令和２年 12 月 24 日付け２教教人第 32 号総合教育政策局

教育人材政策課長通知）や「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等

に関する法律の一部の施行について」（令和５年３月 24 日付け４文科教第

1806 号文部科学事務次官通知）等でも累次に渡り通知しているとおり、採

用関係書類においても賞罰欄等を設けた上で、刑事罰のみでなく、懲戒処

分歴や児童生徒性暴力等の懲戒処分の原因となった具体的な理由の明記

を求めたりすることなどにより、任命又は雇用を希望する者の経歴等を十

分に確認し、適切な判断を行うことが必要であること。このことは、前職

の有無や、免許状の種類、常勤・非常勤・任期付任用・臨時的任用・再任
 

3 法第２条第３項第１号相当など、失効・取上げの原因となった性暴力等の行為の該当条項を示す。 
4 「教育職員等」とは、教育職員（免許法第２条第１項に規定する教育職員をいう。以下同じ。）並

びに学校の校⻑（園⻑を含む。）、副校⻑（副園⻑を含む。）、教頭、実習助⼿及び寄宿舎指導員を
いう。（法第２条第５項） 
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用・会計年度任用職員等の任用形態、フルタイム・パートタイム等の勤務

時間等によらず、全ての場合において必要であること。その際、当該任命

又は雇用を希望する者の本籍地の市町村に対して犯歴情報の照会等を行

うことも考えられること。 

 

 

 ２ 特定免許状失効者等に係るデータベースへの情報の記録等について 

（１）免許管理者（教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号。以下「免許法」

という。）第２条第２項（構造改革特別区域法第 19 条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）に規定する各都道府県教育委員会及び

認定市町村の教育委員会をいう。以下同じ。）は、当該都道府県又は認定

市町村において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等とな

ったときは、法第 15 条第１項の情報を同項のデータベースに迅速に記録

することその他必要な措置を講ずることが義務付けられていること（法第

15 条第２項）。 

 

（２）データベースへの記録は、官報への公告を待つことなく、失効・ 取上

げの効力が発生した日の翌日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法

律第 91 号）第１条第１項各号に定める休日を除く。以下同じ。）までに迅

速に行うこと。また、官報に公告がなされた後、速やかに官報公告年月日、

官報号数等の官報情報をデータベースに記録すること。 

 

（３）懲戒免職処分又は解雇の前に禁錮以上の刑が確定したことにより免許状

が失効するような場合などにおいて、所轄庁からの通知等により、児童生

徒性暴力等を行ったことは確実であるが、免許管理者において、データベ

ースへの記録に必要な失効・取上げの原因となった性暴力等の原因類型の

把握を、失効・取上げの効力が発生した日の翌日までに行うことが困難な

場合も想定される。その際、当該者が児童生徒性暴力等を行った事実が確

実に認められる場合については、更なる本人への聴き取りや調査等によっ

てその具体的な原因類型が特定されるのを待つことなく、データベースに

記録することとされている他の項目を速やかにデータベースに記録する

こと。また、失効・取上げの原因類型についても、速やかに事実関係の把

握を行った上で、データベースに記録すること。 

 

（４）データベースへの記録が必要な項目に関する事実関係の特定が困難な場

合において、当該者が児童生徒性暴力等を行ったことにより刑に処せられ

たかどうか等の事実関係を正確に識別するため、任命権者等において、本

人に対する聴き取り調査のほか、裁判の傍聴を行うことも考えられること。

また、これらによっても当該者が児童生徒性暴力等を行ったことにより刑

に処せられたかどうかの事実関係の特定が困難な場合は、免許管理者は、

例えば、地方検察庁に対して刑事確定訴訟記録法（昭和 62 年法律第 64 号）

に基づく保管記録の閲覧請求を行うことも考えられること。 

 

（５）免許管理者は、データベースへの記録に伴い、過去の失効・取上げ事案

で、万一これまでに官報公告していないものが発覚した場合には、任命又

は雇用において免許状の有効性等を確認する際に重大な支障が生じるこ
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ととなるため、免許法第 13 条第１項に基づき、遺漏なくかつ速やかに公告

すること。なお、データベースへの記録をもって、官報への公告が不要と

なるわけではないことに留意すること。 

 

３ 法の趣旨の再確認と徹底 

（１）法における児童生徒性暴力等は、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該

児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問わず、刑法上の性犯罪の対象と

ならない行為も含め、全て法律違反となることなども踏まえ、学校の設置者

やその設置する学校は、未然防止に全力を尽くすとともに、このような事案

が発生した場合は厳正に対処すること。 

上記のような法の趣旨及び今回の改正を受け、法の趣旨を踏まえた適正か

つ厳格な懲戒処分の徹底に向けて、改めて処分基準や対処マニュアルが適切

なものであるか、点検・見直しを行うこと。 

 

（２）法の趣旨及び基本理念について、児童生徒等に関わる全ての教育職員等一人

一人が理解し、共通認識を持った上で、児童生徒性暴力等の防止に向けて一体

的かつ組織的な対策を講じていくことが極めて重要であることを踏まえ、校

内研修を様々な機会を捉えて継続的・計画的に実施するなど、教育職員等に対

する研修・啓発の取組を徹底し、児童生徒性暴力等の防止等に関する服務規律

の徹底を図ったうえで、事案が発生した場合には、 

・教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じ

る者は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われると

きは、学校又は学校の設置者への通報その他適切な措置をとり、教育職

員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者

は、犯罪の疑いがあると思われるときは、並行して、速やかに、所轄警

察署に通報しなければならないこと（法第 18 条第１項及び第２項）。 

・児童生徒等からの相談に応じる者が公務員である場合であって、犯罪が

あると思われるときは、刑事訴訟法の定めるところにより告発をしなけ

ればならないこと（法第 18 条第３項）。 

・学校は、教育職員等による児童生徒性暴力等の事実があると思われると

きは、直ちに設置者に通報するとともに、児童生徒等の人権及び特性等

に配慮する等の適切な方法にて事実の有無の確認を行うための措置を

講じ、設置者に報告しなければならないこと。（法第 18 条第４項及び第

５項） 

・学校の設置者は、初期の段階から事案の対処のために積極的に対応する

必要があり、学校に対して必要な指導・助言を行うとともに、事案の関

係者と直接の人間関係や特別の利害関係のない専門家の協力を得て、公

正性・中立性が確保されるよう事実確認の調査を行い、任命権者等によ

る懲戒の実施などの厳正な対処につなげることが必要であること。 

等について徹底すること。 

 

４ その他 

児童生徒性暴力等の防止等については、法や基本指針のほか、「教育職員

等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部の施行について」

（令和５年３月 24 日付け４文科教第 1806 号文部科学事務次官通知）も十

分に了知すること。 



168 

 

 

 

第五 関連資料 

 児童生徒等に対し性暴力等を行った教員への厳正な対応について（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html 

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について（令

和３年６月 11 日付け３文科教第 268 号文部科学事務次官通知） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01584.html 

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針（令和４年

３月 18 日文部科学大臣決定）  

https://www.mext.go.jp/content/20220323-mxt_kyoikujinzai01-

000011979_02.pdf 

 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の一部 

の施行について（令和５年３月 24 日付け４文科教第 1806 号文部科学事務次官

通知） 

https://www.mext.go.jp/content/20230324-mxt_kyoikujinzai02-

100000009_9.pdf 

 児童生徒への性暴力等の防止に向けた啓発動画（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01036.html 

 児童生徒への性暴力等防止に関する教育委員会等における取組事例集及び教

育職員向け研修用動画（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_01196.html 

 性犯罪・性暴力対策の強化について（「生命（いのち）の安全教育」を含む。）

（文部科学省 HP） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 個人情報保護関連法令・ガイドライン等（個人情報保護委員会 HP） 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/ 

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案（法務省 HP） 

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00198.html 

 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影

像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案（法務省 HP） 

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00199.html 
 

 

別添資料 

１ 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和５年法律第 66 号）及び性的
な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に
係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第 67 号） 

①本文（関係部分抜粋） 
②新旧対照表（関係部分抜粋） 

２ 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の改訂
（新旧対照表） 

３ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第
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57 号）及び関係法令（令和５年７月 13 日施行後） 
 

 
本件担当：文部科学省 代表電話：03-5253-4111 

（全体に関すること） 
総合教育政策局 教育人材政策課 
教員免許・研修企画室 法規係 

内線：3969,3968 

（「児童生徒性暴力等」の定義に関すること） 
初等中等教育局 初等中等教育企画課 教育公務員係 

内線：2588 
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24．地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の公布について（令和６年６月20日事務連絡） 

こ 成 基 第 1 1 7 号  
６ 文 科 教 第 6 3 0 号  
令 和 ６ 年 ６ 月 1 9 日  

 
各 都 道 府 県 知 事 
各指定都市・中核市市長 
各都道府県教育委員会教育長      殿 
各指定都市・中核市教育委員会教育長 
附属幼稚園又は幼保連携型認定こども園 
を置く国立大学法人学長 
 

 
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 ⻑ 
（ 公 印 省 略 ） 

 
文部科学省総合教育政策局長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
文部科学省初等中等教育局長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律による就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律及び教育職員免許法の改正について（通知） 
 
 
第 213 回国会において成立し、令和６年６月 19 日に公布された地域の自主性及び自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第 53 号。以下

「第 14 次地方分権一括法」という。）により、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 66 号。以下「認定こども園法

一部改正法」という。）及び教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）が改正されました（別添

１参照）。 
これらの改正の概要等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、運用に遺漏のないよう願

います。 
各都道府県知事におかれては、域内の市区町村（指定都市・中核市を除く。）に対して、都道

府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会（指定都市教育委員会・中核市教育委

員会を除く。）に対して、本法令の周知を図るとともに、適切な運用が図られるよう配慮願いま

す。 
なお、本改正に伴う関係法令及び通知の改正については、追ってこれを行い、別途通知する予

定です。 
 
 

記 
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１ 改正の概要 
（１）改正の趣旨 

幼保連携型認定こども園の安定的な運営のための人材確保を可能とし、幼稚園又は保育所等

から幼保連携型認定こども園への円滑な移行を促進することにより、地域における幼児期の教

育及び保育の一体的な提供や待機児童対策に資するため、幼保連携型認定こども園の保育教諭

等（主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師（保育教諭に準ずる職務に従事する者に
限る。）をいう。以下同じ。）の資格要件等について緩和する特例を延長するもの。 

 
（２）改正の内容 

①認定こども園法一部改正法の一部改正関係（第 14 次地方分権一括法第２条） 
教育及び保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭等は、原則と

して、幼稚園教諭免許状を有し、保育士の登録を受けた者でなければならないが、認定こども

園法一部改正法附則第５条第１項の規定により、特例として、幼稚園教諭免許状の授与又は保

育士の登録のいずれか一方を受けていれば、保育教諭等となることができるとされている。 
また、助保育教諭及び講師（助保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。）については、

原則として、幼稚園の助教諭の臨時免許状を有し、保育士の登録を受けた者でなければならな

いが、同附則第２項の規定により、特例として、幼稚園の助教諭の臨時免許状を受けていれば、

助保育教諭及び講師（助保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。）となることができると

されている。 
本特例を延⻑することとし、延⻑の期間は、保育教諭、助保育教諭及び講師（保育教諭又は

助保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。）については、認定こども園法一部改正法の施
行の日から 10 年間（令和６年度末まで）となっていたものを、認定こども園法一部改正法の
施行の日から 15 年間（令和 11 年度末まで）に改めることとしたこと。 

ただし、主幹保育教諭・指導保育教諭に係る特例措置の延⻑の期間は令和８年度末までとし、
令和９年度以降は特例措置の対象外とすること。 

 
②教育職員免許法の一部改正関係（第 14 次地方分権一括法第３条） 
保育士資格を取得した後、教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令 26 号。以下「施行

規則」という。）附則第８項で規定する職員としての３年かつ 4,320 時間以上の良好な勤務成

績があり、かつ施行規則附則第 10 項の表備考第２号で規定する８単位を修得した者が幼稚園

教諭一種免許状又は二種免許状を取得可能な特例、この特例の勤務経験に係る要件を満たした

上で更に幼保連携型認定こども園において保育教諭等としての勤務経験を２年かつ 2,880 時

間以上有する職員については、修得すべき当該８単位のうち２単位を修得したものとみなす特

例が設けられているところ、これらの特例を延長することとしたこと。 
延長の期間は、認定こども園法一部改正法の施行の日から 10 年（令和６年度末）を経過す

るまでの間となっていたものを、認定こども園法一部改正法の施行の日から 15 年（令和 11 年

度末）を経過するまでの間に改めることとしたこと。 
 
２ 施行期日（第 14 次地方分権一括法附則第１条第１号及び第５号） 

１の改正（主幹保育教諭・指導保育教諭を①の特例の対象外とする改正を除く。）の施行期
日は、公布の日としたこと。 

１の改正のうち、主幹保育教諭・指導保育教諭を①の特例の対象外とする改正の施行期日は、

令和９年４月１日としたこと。 
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３ 留意事項 

都道府県・指定都市・中核市においては、教育委員会等の庁内関係部局や、域内の養成機関、

関係団体、市区町村等と連携を図りつつ、幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有していない保

育教諭等が円滑に幼稚園教諭免許状及び保育士資格を取得・併有できるよう、必要な情報提供

や関係機関等との調整などの支援に努めていただきたいこと。 
なお、「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」（平成 15 年 12 月 9 日雇児発第

1209001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく、幼稚園教諭免許状を取得して

いる職員について、幼稚園、認定こども園、保育所等において３年以上かつ 4,320 時間以上従

事し、指定保育士養成施設において８単位を修得した場合に保育士資格を取得可能とする特例、

この特例の勤務経験に係る要件を満たした上で更に幼保連携型認定こども園において保育教

諭等として２年以上かつ 2,880 時間以上従事した場合については、修得すべき当該８単位のう

ち２単位を修得したものとみなす特例についても延長を行う予定である。 
 

 
【別添資料】 
 第 14 次地方分権一括法（本文・新旧対照表）（関係部分抜粋） 
 
 
 

本件連絡先 
＜認定こども園法一部改正法について＞ 

こども家庭庁成育局成育基盤企画課 
電 話：03-6861-0053（直通） 
e-mail：seiikukiban.hourei1@cfa.go.jp 

 
＜教育職員免許法について＞ 
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 
電 話：03-5253-4111（内線：3969） 
e-mail：menkyo@mext.go.jp 
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25．新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護等体験の実施における特例措置の終

了について（周知）（令和６年10月 23日事務連絡） 

事 務 連 絡 

令和６年 10 月 23 日 

 

各都道府県教育委員会免許事務主管課 

御中 

各指定都市・中核市教育委員会免許事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大学を設置する各地方公共団体担当課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

放 送 大 学 学 園 担 当 課 

文部科学省が所管する各独立行政法人担当課 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 担 当 課 

令 和 ４ 年 度 ま で に 免 許 状 更 新 講 習 の 

開 設 者 の 指 定 を 受 け た 各 法 人 担 当 課 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護等体験の実施における特例

措置の終了について（周知） 

 

 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に当たって必要となる介護等体験（「小

学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法

律」（以下「法」という。）第２条第１項に定める体験をいう。以下同じ。）について

は、令和２年度から令和６年度までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により、

介護等体験の実施が困難な場合は、介護等に関する大学の授業科目や講習の受講等

によって介護等体験を免除することを可能とする特例を設けているところです。 

「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関

する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について」（令和６年３月 21 日付

け５文科教第 1873 号文部科学省総合教育政策局長通知。以下「特例延長通知」とい

う。）でも周知していたとおり、本特例について、令和７年度以降は特例期間の延長

を行わないこととしましたので、その旨周知します。関係各位におかれては、介護等

体験の趣旨を十分御理解いただき、適切に御対応いただくようお願いします。 

詳細は下記のとおりですので、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管

の学校（介護等体験を行うことができる施設に限り、大学及び高等専門学校を除く。

以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課に

おかれては所轄の学校に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属学

校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定

を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び

学校に対して周知するようお願いします。 
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その際、学校における働き方改革の観点から、学校への周知の範囲及び方法につ

いては、全ての学校に一律に通知する以外にも、例えば、他案件とまとめて周知す

る、教育委員会主催の教員研修の場で配布する等、貴課において必要に応じて御判

断いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

（１）「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に

関する法律施行規則」（平成９年文部省令第 40 号）附則第２項により読み替え

られた同令第３条第１項及び「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係

る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則附則第二項の規定により読み

替えられた同令第三条第一項に規定する文部科学大臣が定める者」（令和２年８

月 11 日文部科学大臣決定。令和６年３月 21 日最終改正。以下「大臣決定」と

いう。）に基づき、令和２年度から令和６年度までの間、新型コロナウイルス感

染症の影響により、介護等体験の実施が困難な場合は、介護等に関する大学の

授業科目や講習の受講等によって介護等体験を免除することを可能とする特例

（以下単に「特例」という。）が設けられているところ、本特例について、令和

７年度以降は特例期間の延長を行わないこととしたこと。 

これにより、令和７年度以降の介護等体験実施に当たって、小学校又は中学校

の教諭の免許状に係る教職課程を置く各国公私立大学及び各指定教員養成機関

におかれては、その学生又は生徒が介護等体験を円滑に行うことができるよう適

切に配慮いただくとともに、受入施設となる特別支援学校や特別支援学級を置く

学校など関係施設におかれては、介護等体験に関し必要な協力を行うよう努めて

いただくこと。 

 

（２）特例延長通知でも周知したとおり、受入れ施設の調整に当たり、特例期間は令

和７年度以降の延長はしないものの、新型コロナウイルスへの感染により重大

な健康被害が生じ得る障害者・高齢者等への配慮から引き続き受入れ困難な施

設がある場合には、受入れ可能な他の限られた種類の施設のみで体験を行うこ

とも可能であり、受入れ施設の状況等を踏まえ、大学等において柔軟に判断い

ただきたいこと。なお、例えば、特別支援学校又は特別支援学級のみで７日間の

体験を行うなどの運用も、もとより法令上は差し支えないこと。 

 

（３）大臣決定１に定める要件に該当する者については、本特例の終了後も引き続

き、証明書（大臣決定４に定める証明書をいう。以下同じ。）の提出をもって、

小学校又は中学校教諭の普通免許状の授与に係る介護等体験の実施は不要であ

ること。 
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（４）（３）のとおり、本特例の終了後も小学校又は中学校の教諭の普通免許状授与

の申請に当たって証明書の発行が求められる場合があることから、大臣決定４

（２）イからニまでに掲げる者は、証明書の発行の請求があった場合には、適切

に対応すること。 

 

別添資料：介護等体験を行うことができる施設 

 

 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

教員免許・研修企画室 法規係 

Mail：menkyo@mext.go.jp 
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26．心肺蘇生等の応急手当に係る取組の実施について（令和６年６月３日通知） 

６教参学第１４号  

 令和６年６月３日  

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全担当課長 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 長 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課 長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 長 御中 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 長 

教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 長 

教 職 課 程 を 置 く 各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長    

後 藤  教 至   

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長    

安 里  賀奈子   

 

 

心肺蘇生等の応急手当に係る取組の実施について 

 

 先般、児童が小学校の学校給食を喉に詰まらせて窒息する事故が発生しました。こうした事

故の発生時には、児童生徒等の命を守るため、直ちに救急要請するとともに、AED の使用も含

めて、心肺蘇生等の応急手当を迅速かつ適切に行うことが重要です。 

 応急手当に関しては、第 3 次学校安全の推進に関する計画（令和 4 年 3 月 25 日閣議決定）に

おいて、教員養成段階における学校安全の学修の充実の主要指標として「教員養成機関におけ

る、AED を用いた実習を含む一次救命措置（BLS）の実施状況」（参考１）が掲げられており、

また、現職段階の研修についても、文部科学省から「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理

等について（令和 5 年 11 月 30 日事務連絡）」（参考２）等において、緊急時の一次救命処置が

迅速かつ適切に行われるよう、日頃から訓練を行うこと等について呼びかけているところで

す。 

 一方で、文部科学省の調べによると、教員養成段階において必修となっている授業において

AED を用いた実習を行っている大学は全体の 11.7%、一次救命処置に関する内容（具体的な内容

の座学や実習等）を含んでいる大学は全体の 31.1%となっており、このうち、「教育に関する社

会的、制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）」に該当す

る授業において AED を用いた実習を行っている大学は全体の 1.2％、一次救命処置に関する内

容（具体的な内容の座学や実習等）を含んでいる大学は全体の 5.7%（参考３）となっていま

す。 

また、現職段階においては、各学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

等）において、教職員を対象とした AED の使用を含む応急手当の実習を行っている割合は

84.4%、教育活動中の子供の重大事故を想定した職員向けの訓練等を実施している割合は 53.4%

（参考４）となっています。 

 消防庁統計によれば、一般市民が心肺停止を目撃した際、応急手当を実施した場合には、し

なかった場合と比較して、1 か月後生存率が約 2 倍、事故後の社会復帰率が約 3 倍、さらに、

AED を使用し除細動を実施した場合、使用しなかった場合と比較して、1 か月後生存率が約 3.5

倍、社会復帰率が約 4.1 倍になることが示されています。（参考５） 

従って、教職員が児童生徒等の重大事故等に遭遇した場合に、救急要請することに加え、救

急隊到着までの間、適切な応急手当・AED の使用を行うことが重要と言えます。 

 こうした状況を踏まえ、教員養成段階・現職段階それぞれにおける応急手当に係る取組の推

進にあたって御留意いただきたいことを下記のとおり周知します。 

大学の教職課程で学ぶ学生が将来教職に就いた際、また、現職の教職員がいざというときに

躊躇せず対応できるよう、AED を用いた実習を含む応急手当に係る取組について、よろしくお

取り計らいいただきますようお願いします。 
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 なお、本通知の内容は消防庁と協議済みであり、全国各地の消防本部に周知するとともに、

教職員等に対する応急手当講習の実施について協力を依頼していることを申し添えます。 

 

記 
 

１．教育機関と消防本部等との連携等について 

【共通事項】  

学校の管理下において事故等が発生した際、学校及び学校の設置者は、児童生徒等の生命と健

康を最優先に迅速かつ適切な対応を行うことが重要であり、そのためには、学校の体制を整備し

組織として対応できるようにしておくとともに、教職員が一次救命処置の方法や心構えについて

適切に理解を深め、習熟しておくことが必要です。 

 これらは、各地域の消防本部・消防署等が実施する応急手当講習により実技実習を含めて学

ぶことができます。いざというときに躊躇せず対応するためには、実習を通じた学びが効果的

であるため、現職の教職員はさることながら、教職課程で学ぶ学生が、「教育に関する社会的、

制度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）」の授業等や教育

実習の事前指導、また授業外の取組においても、こうした講習などを通じて学ぶ機会が得られ

るよう、消防本部等と連携した計画的な取組について積極的に御検討いただくようお願いしま

す。 

 

 

【取組の参考となる事例】 

● 教員養成段階 

大阪教育大学では、「学校安全」教育活動の一環として、教員免許状を取得する者は、

普通救命講習等を必修とし、全学学生を対象に「普通救命講習会」（心肺蘇生法等）を実

施している。この「普通救命講習会」の講師は、大阪南消防組合による「応急手当普及員

講習」を受けた教職員が務めており、受講すると「普通救命講習修了証」が交付される。 

https://osaka-kyoiku.ac.jp/university/emergency/safety/kyumei/ 

 

● 現職段階 

 宮城県では、各学校において消防署等から外部講師を招いて「応急手当に関する研修」

を実施するなどし、心肺蘇生や AED 使用についての基礎的な知識や技術を身に付けると

ともに、事故発生時の校内での安全管理体制について教職員間で共通理解を図っている。 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/51362/7ousyoubou.pdf 

 

２．消防本部等との連携の際のポイントについて 

（１）相談の際の留意点 

【教員養成段階】 

・学生向けの講習受講を希望する場合、希望する日程、所要時間、講習内容をおおよそ検討の

うえ調整ください。（別添１：応急手当講習の種類） 

・消防職員が大学等に出向いて講習を実施することを依頼する場合、大学の学部学科等でまと

めて実施できるよう工夫をお願いします。 

 

【現職段階】 

・学校の教職員向けの講習受講を希望する場合、希望する日程、所要時間、講習内容をおおよ

そ検討のうえ調整ください。（別添１：応急手当講習の種類） 

・消防職員が学校等に出向いて講習を実施することを依頼する場合、できるだけ 1 つの学校に

地域の教職員が集まる等し、まとめて実施できるよう工夫をお願いします。 

 

（２）相談先 

各地域で体制が異なる場合がありますが、実情に応じて窓口の案内を受けることができます。 

【教員養成段階】 

・大学の設置者（大学、法人等）からの相談は、所轄市町村の消防本部まで連絡してください。 
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【現職段階】 

 ・学校の設置者（教育委員会、学校法人等）からの相談は、所轄市町村の消防本部まで連絡し

てください。 

 ・各学校からの相談は、最寄りの消防署まで連絡してください。 

（３）補足 

【共通事項】 

・「応急手当普及員講習」を受講すると、他の教職員等へ知識・技術を直接伝達するまで習熟

が可能です。また、地域によっては、受講者自ら「普通救命講習」を開催し、修了証の交付

ができるところもあります。 

 ・教職課程で学ぶ学生や現職の教職員には実習を含む「応急手当講習」の受講を推奨しますが、

全員で講習受講の時間が取りにくい場合等には、消防庁 Web サイトで公開している e-ラー

ニング「応急手当 WEB 講習」で座学部分を事前受講するなど、効率的に活用することも考え

られます。（別添２：e-ラーニング「応急手当 WEB 講習」）」 

【e-ラーニング「応急手当 WEB 講習」】 

  https://www.fdma.go.jp/relocation/kyukyukikaku/oukyu/ 

  

【担当】 

（教職課程における取組について） 

総合教育政策局教育人材政策課 

教員免許・研修企画室教職課程認定係 

電話：03-5253-4111（内線：2453） 

（現職教師等に関する取組について） 

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室学校安全係 

電話：03-5253-4111（内線：2966） 
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別添１ 
応急手当講習の種類 
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別添２ 
e-ラーニング「応急手当 WEB 講習」 
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参考１ 
第 3 次学校安全の推進に関する計画（令和 4 年 3 月 25 日閣議決定） 
「教員養成における学校安全の学修の充実」に係る記載及び主要指標 
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参考２ 
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※参考：事務連絡の参考資料は以下にリンクに掲載しています 
https://www.mext.go.jp/content/20231130-mxt̲kyousei01-1417343̲00027̲1.pdf  
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参考３ 
第 3 次学校安全の推進に関する計画（令和 4 年 3 月 25 日閣議決定）における 
「教員養成における学校安全の学修の充実」主要指標に該当する授業の状況 

 
 

●教員免許を取得する際に「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」に該当する授業に
加えて「必修」としている学校安全に関する授業の状況 

 
 

●「教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」に関するカリキュラムにおける主要指標に
該当する授業の状況 
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参考４ 
 

学校安全の推進に関する計画に係る取組み状況調査（令和 3 年度実績） 
（抜粋） 

 

 

 
 

 
※参考：調査結果全体版は以下のリンクに掲載しています 
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/report-gakkouanzen/index.html 
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参考５ 
応急手当の救命効果 
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27．教育効果の改善に資する教育実習等実施のガイドラインについて（令和６年７月４

日事務連絡） 

事 務 連 絡 

令和６年７月４日 

教職課程を置く各国公私立大学担当課 

教職課程を置く各指定教員養成機関担当課 御中 

 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

 

教育効果の改善に資する教育実習等実施のガイドラインについて（周知） 

 

平素から教員養成に御尽力いただき、ありがとうございます。 

文部科学省では、令和５年度「教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」の一環として、

「理論と実践の往還を通じた教育実習等の在り方に関する研究」について、大阪教育大学に委託

し調査研究を実施しました。この度、教職課程を置く国公私立大学を対象に行ったアンケート調

査ならびにインタビュー調査を通じ、教育実習の教育効果を見直し、改善するために有効と思わ

れる事項を含むガイドラインが取りまとめられましたのでお知らせします。この中には、教育実

習の相談・支援体制（ハラスメント等の対応や、配慮や支援を要する学生への対応を含む。）や

働き方改革を受けての実習の変化、学校体験活動を含む教育実習実施の早期化・分散化等の、最

新のトピックについても含まれています。 

 

 また、特に、教育実習実施の早期化・分散化等の取組については、令和４年１２月の令和の日

本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～「新たな教師の学びの姿」

の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～（答申）において、「短期集中型

の従来の履修スタイルに加え、通年で決まった曜日などに実施する教育実習や、早い段階から「学

校体験活動」を経験し、教育実習の一部と代替する方法なども想定される。また、異なる学年の

学生が同時に参加する形を取ることにより、上級生がメンターとしての役割を担うようにする等

の工夫を行うことも考えられる。いずれも、現行制度上で可能であり、各大学の創意工夫により、

教職科目と学校現場の教育実践を相互に関連付けながら学びを深める取組を進めることが重要

である。」とされているところ、令和６年４月３０日事務連絡「令和８年度教員採用選考試験の

実施に関する留意点等について（周知）」において、各教育委員会においての教員採用選考試験

の前倒しの検討状況も踏まえ、教育実習の在り方を含めた教職課程の見直しを御検討いただくよ

う、お知らせしたところです。 

 

このガイドラインには、「学校体験活動を取り入れた教育実習の早期化・分散化モデル」が示

されており、これらも参考としながら、大学等で実施する教育実習について、FD 等の機会等も活

用しながらふりかえり、その改善に努めるとともに、引き続き、教育実習の早期化・分散化につ

いても御検討いただきますようお願いします。 

 

＜参考＞ 

○令和 5 年度教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業（大阪教育大学ホームページ） 

https://osaka-kyoiku.ac.jp/faculty/practice/tyosakenkyu/guideline.html 

○「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について 

～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～

（答申）（中教審第 240 号）（文部科学省ホームページ） 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00004.htm 

○教育実習等におけるハラスメントの防止及びその適切な対応等について（通知） 

（文部科学省ホームページ） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00073.html 

○障害のある学生の教育実習の実施について 
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（文部科学省ホームページ） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/menkyo/syogaikyoikujisyu_00001.html 

 

【別添資料】 

（別添１）教育効果の改善に資する教育実習等実施のガイドライン（紹介ちらし） 

（別添２）（事務連絡）令和８年度教員採用選考試験の実施に関する留意点等について（周 

知） 

（別添３）教育実習の柔軟化を踏まえたカリキュラムマップのイメージ（小・中学校の例） 

（別添４）教育実習の単位に含めるものとして実施する学校体験活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本件担当） 
総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室 
教職課程認定係 
TEL  03-5253-4111 （内線 2453、2451） 
E-mail kyo-men@mext.go.jp 
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28．教育実習等におけるハラスメントの防止及びその適切な対応等について（令和５年

３月29日通知）（抄） 

 

４ 教 教 人 第 ４ ８ 号 

令和５年３月２９日 
教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 長 

殿 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各指定都市・中核市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定

を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長 

 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 

後 藤 教 至 

（公 印 省 略） 

 

 

教育実習等におけるハラスメントの防止及びその適切な対応等について（通知） 

 

 

教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）（以下、「施行規則」という。）に定め

る教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習、養護実習及び栄養教育

実習（以下、「教育実習等」という。）の実施に当たっては、施行規則第 22 条の５に基づき、認

定課程を有する大学は、教育実習等の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければなら

ないこととされています。 

 

令和４年 12 月の中央教育審議会答申（『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研

修等の在り方について～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教

職員集団の形成～）（以下、「令和 4年答申」という。）において、「令和の日本型学校教育」の実

現に向け、学部段階での養成においても、理論と実践を往還させた省察力による学びを実現する

ことで、学生の「授業観・学習観」の転換を図ることが重要とされています。これを踏まえ、従

来の教育実習等の実施の在り方の見直しや学校体験活動の積極的な活用などにより、教師を目指

す学生が早い段階から複数回に渡り学校現場に入っていくことが想定されることから、大学等、

学校を設置する教育委員会及び教育実習等を受け入れる学校等は、ますますその円滑な実施への

対応等に向け、連携が求められることになります。 

 

特に、学校現場における教育実習等の実施の際のハラスメントについては、各都道府県教育委

員会教育長及び各指定都市教育委員会教育長に対し、「『事業主が職場における優越的な関係を背

景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針』の制定等につ

いて（通知）」（令和 2 年 3 月 19 日付け元初財務第 37 号）（別添１）（以下、「ハラスメント指針

通知」という。）において、教職員からの教育実習生に対するパワーハラスメント及びセクシャ

ルハラスメントに類する言動への適切な対応等を求めています。 

 

また、これを踏まえ、教職課程を置く大学の長及び各指定教員養成機関の長に対し、「『事業主

が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措

置等についての指針』の制定等について（通知）を踏まえた対応について（通知）」（令和 2 年 3

月 27 日付け元教教人第 48 号）（別添２）において、教育委員会等との協力の上、教育実習等の

実施に当たって起こりうるハラスメントに関し大学等としての主体性と責任を持った対応を行
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うことを求めています。 

 

 既にこれらのことについては、各教育委員会や大学等で承知されているものと存じますが、引

き続き、ハラスメントの防止や、ハラスメントの事例やその対応等の周知徹底に努めてくださる

ようお願いします。また、教師を目指す学生が安心して教育実習等を行い、その経験をもとに未

来の学校教育を担う教師となっていくことを見据え、教育実習等の在り方や適切な環境を確保し

ていくことは重要であることから、改めて下記の点について御留意くださるよう、お願いします。 

 

 なお、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校（高等専門学校を除く。）及び域内の

市区町村教育委員会（指定都市・中核市教育委員会を除く。）に対して、各指定都市・中核市教

育委員会におかれては、所管の学校（高等専門学校を除く。）に対して、各都道府県知事におか

れては、所轄の学校並びに所管の認定こども園及び域内の市区町村（指定都市及び中核市を除く。）

認定こども園主管課に対して、各指定都市・中核市市長におかれては、所管の認定こども園に対

して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共

団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対して、周知をお願いします。 

 

記 

 

１．教職課程を置く大学等に係る事項 

（１）全般的事項 

① 教育実習等は大学等が実施する授業科目であることから、その実施に当たっては、一

義的には大学等が責任を持って行うこと。このため、大学等は教育実習等の計画、教育

委員会や学校等への受入れ調整、評価方法の設定、学生への事前事後指導、実習期間中

の学生や学校等との連絡体制の整備等について、引き続き努めるとともに、万一の場合

の学生からの相談窓口の整備やその周知、さらに、相談内容の状況に応じて学校等との

再調整を含め、大学等が主体性を持ってその機能を万全に果たす必要があること。 

 

② 令和 3年の施行規則の改正により、複数の認定課程を置く大学については、当該大学

が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員

の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適

切な体制を整えることとされている（施行規則第 22 条の７）。教育実習等の実施に当た

っても、実習担当の大学教員のみに学生の指導や学校への連絡・調整を一任するのでは

なく、全学的に教職課程を実施する組織体制を中心として、大学全体として取り組むこ

とが期待されること。 

 

③ 同改正により、認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教

育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表することとされている（施行規則第 22 条の８）。これを踏まえ策定され

た「教職課程の自己点検・評価及び全学的に教職課程を実施する組織に関するガイドラ

イン」（令和 3 年 5 月 7 日教職課程の質保証のためのガイドライン検討会議）において

も、教育実習等に関し、「教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況」等の観点が

例示されていることから、大学の教職課程の自己点検・評価のプロセスも活用し、教育

実習等の適切な在り方について、不断の見直しを図っていくことが期待されること。ま

た、その際は、教職員や教職課程の学生等へのアンケートの結果等、定量的なデータの

収集等を通じて、その状況を正確に把握することが考えられること。 

 

（２）性暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等の防止について 

① 教職課程に限らず、大学等におけるセクシャルハラスメントを含む性暴力等の防止に

ついては、「セクシャルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進につい

て（通知）」（令和４年 11 月 22 日付け４文科高第 1246 号）（別添３）において、その包

括的な対策等が提示されているが、教育実習等の実施においても、大学等は原則これを

踏まえ適切な対応を行うことが必要なこと。 
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② 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和３年法律第57号）

及びこれに基づく「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」

（令和４年３月 18 日文部科学大臣決定）において、教育職員の養成課程を有する大学

においては、学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置を講ず

るものとされていること（第 13 条第３項）から、大学は教職課程の授業科目の内外を

通じ、その取組を推進すること。特に、教育実習等の事前指導等においては、学生は絶

対に加害者にならないこと、被害の相談を受けた場合は傍観者にならないこと等につい

て、十分に指導を行うこと。 

 

③ 万一、実習期間中に学生が、性暴力やセクシャルハラスメント、パワーハラスメント

等の被害を受けるなど、学校現場において不適切な事案等が発生した場合のため、大学

等は学生が直ちに相談できる窓口や連絡体制があることについて事前に周知を図るこ

と。また、相談内容や状況に応じ大学等として適切な対応を行うことについても、学生

に周知すること。 

 

④ 学生が上記の相談を行うことを躊躇することのないよう、大学等は相談に係る関係者

のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、学生に対し、プライバ

シーが保護されることについての周知も行うこと。 

 

⑤ 教育実習等の授業科目の単位認定は、最終的には大学等の責任において行われるもの

であるが、実習受入れを行う学校で指導に当たる教員がその評価の一部を行う立場にあ

ることから、学生がハラスメント等の被害を受けても、評価時における不利益な取扱い

を受けることを危惧し、相談をためらうケースが想定されるため、大学等はこのような

不利益な取扱いを禁止する旨を学内の規則等で明示的に定め、学生・大学教職員等関係

者や、実習受入れ学校関係者に対し、十分に周知を行うこと。 

 

（３）教育実習等の適切な時間の管理等について 

① 教育実習等は大学等が実施する授業科目であることや、教員免許状を取得するための

認定科目であることから、大学設置基準等や施行規則等に基づき、適切な時間の設定・

確保を行うことはもとより、緊急時等を除き、所定の時間数を上回るような実習が行わ

れることのないよう、大学等は教育委員会や学校等と調整を行うこと。 

 

② 学校における教員の働き方改革については、「学校における働き方改革に関する取組

の徹底について（通知）」（平成 31 年 3 月 18 日付け 30 文科初第 1497 号）（別添４）（以

下、「働き方改革通知」という。）に示すとおり、文部科学省、教育委員会等においてそ

の取組を進めているところである。本通知の趣旨も踏まえ、大学等における教職課程の

授業科目のうち、例えば、「教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営へ

の対応を含む。）」に関する科目において、教員の働き方改革に関する内容等を取り扱う

ことが考えられること。 

 

③ 上記の教員の働き方改革を推進する趣旨から、大学等においても、実習受入れを行う

学校に過度な負担がかからないことへ十分な配慮が必要であること。例えば、教育実習

等の学生個人の評価票やその他の報告事項等の提出に当たり、学校や実習を指導する

教員の通常業務に支障が及ぶような詳細な書類作成を求めること等がないよう十分留

意すること。また、その方法においては、ICT を積極的に活用するなど、大学等と学校

が互いに負担を軽減できる方法を積極的に検討すること。 

 

（４）その他 

① 障害のある学生が教師を目指す場合の教育実習等の実施においては、その学生の障害

の状況等に応じ、合理的配慮の在り方に十分な留意が必要であるとともに、特に、障害

の状況等への無理解から生じる差別的な言動やハラスメントを防止するため、大学等は
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受入れ学校に対し、学生の障害の状況や困難さについてより丁寧な説明を行い、受入れ

学校関係者の理解を図ること。また、実習期間中における学生の困りごと等に迅速な対

応ができるよう連絡体制を整えること。 

  なお、「障がいのある学生の教育実習における合理的配慮に関する対応マニュアルと

チェックリスト」（大阪教育大学：令和 3 年度「教師の養成・採用・研修の一体的改革

推 進 事 業 」 委 託 調 査 研 究 ） も 参 考 に す る こ と 。 

URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/menkyo/syogaikyoikujisyu_00002

.html 

 

② いわゆる母校実習に関し、学生が自ら教職に就くことを希望する出身地の母校等の学

校で教育実習等を行うことは、早い段階から地域の教育を知る上で有意義である。一方、

大学等から比較的遠隔地の学校で行われることが多く、ハラスメントの問題が生じた

場合の緊急の対応への課題もあることから、大学等と学校とが十分に連携して指導・相

談を行う体制の構築等が必要であることに留意すること。 

 

２．各教育委員会や学校等に係る事項 

（１）全般的事項 

① 学校におけるハラスメントは、教職員間のみならず、児童生徒や保護者等との関係に

おいても起こりうるものである。特に、教育実習中の学生は実習中に教員から指導を受

ける弱い立場にあることから、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントに類す

る言動を行うことは決して許されるものではない。このことについて、教育委員会や学

校等は、改めて関係者に周知徹底を行うこと。 

 

② 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用

管理上講ずべき措置等についての指針」（令和２年厚生労働省告示第 5 号）及び「事業

主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置につい

ての指針等の一部を改正する告示」（令和２年厚生労働省告示第 6 号）においては、教

育実習生等の「自らの雇用する労働者以外の者に対する言動」についても取り組むこと

が望ましいと規定されていることを踏まえ、教育委員会等は、職場におけるパワーハラ

スメントやセクシャルハラスメントに関する方針の策定等を行う際に、教職員による

教育実習生への言動についても同様の方針を併せて示し、関係者に周知を図ること。 

③ 教育実習等に受け入れる大学等や学生が決定した場合、教育委員会等は当該大学等や

学生に対し、実習期間中におけるハラスメント等の事案が発生した場合の学生が相談

できる窓口の周知を徹底すること。また、その相談があった場合には適切な対応を行う

とともに、学生が安心して教育実習等を実施・継続することができる環境の確保に努め

ること。 

 

④ 平成 30 年の施行規則改正により、文部科学大臣が認定した在外教育施設も教育実習

を行う施設とすることが可能とされたため、当該施設において教育実習等を行う学生

を受け入れる場合は、本通知を参考に適切な対応を行うこと。 

 

（２）教育実習等の適切な時間の管理等について 

① 教育実習等は大学等が実施する授業科目であることから、大学等は大学設置基準等や

施行規則等に基づき適切な時間の設定で実習計画を行っているため、学校は設定された

時間数での実施を徹底する必要があること。また、教育実習等は学校の所定の勤務時間

の範囲内で行うことが原則であることから、緊急時や真に必要な場合を除き、設定され

た時間数を上回る実施のないよう、努めること。 

 

② 令和 4年答申を踏まえ、今後教育実習等の実施の在り方が多様化することが想定され

ることから、教育委員会はその受入れの調整にあたって、域内の学校に一任するのでは

なく、例えば、教育委員会が中心となって調整を行うことや、自治体ごとに受入れの一

定のルール化を検討することにより、学校が大学等や学生と事前調整を行う工程の負担
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を軽減することが期待できること。 

 

③ 「働き方改革通知」を踏まえ、教育委員会や学校等においてその取組を進めていると

ころと承知しているが、受入れ学校の教員の勤務時間の状況等によって、教育実習等の

実施においても、設定された時間数を上回る長時間の実習が行われる可能性があると考

えられることから、教育実習等の適切な実施の在り方については、教員の働き方改革や

職場環境の改善と併せて検討することが望ましいこと。 

 

（添付資料） 

 【別添１】「『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置等についての指針』の制定等について（通知）」（令和 2 年 3

月 19 日付け元初財務第 37 号） 

 【別添２】「『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置等についての指針』の制定等について（通知）を踏まえた対

応について（通知）」（令和 2 年 3月 27 日付け元教教人第 48 号） 

 【別添３】「セクシャルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進について（通

知）」（令和４年 11 月 22 日付け４文科高第 1246 号） 

 【別添４】「学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）」（平成 31 年 3 月 18

日付け 30 文科初第 1497 号） 

 

 

 

 

 

 

（本件担当） 

総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室 

教職課程認定係 

TEL  03-5253-4111 （内線 2451） 

E-mail kyo-men@mext.go.jp 
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29．障がいのある学生の教育実習における合理的配慮に関する対応マニュアルとチェ

ックリストについて（令和４年５月20日事務連絡） 

事 務 連 絡

令 和 ４ 年 ５ 月  2 0  日 

 

教職課程を置く各国公私立大学教職課程担当課 

教職課程を置く各国公私立大学障害学生支援担当課 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 教 職 課 程 担 当 課 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 障 害 学 生 支 援 担 当 課      

 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 

教  育  人  材  政  策  課 

 

「障がいのある学生の教育実習における合理的配慮に関する対応マニュアルと

チェックリスト」について（周知） 

 
平素から教員養成に御尽力いただき、ありがとうございます。 

文部科学省では、令和３年度「教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」の一環と

して、「教育実習に参加する障害のある学生に対する合理的配慮の在り方の検討」について、

大阪教育大学に委託し調査研究を実施いたしました。 

この度、大阪教育大学において、調査研究に関する報告書及び「障がいのある学生の教育実

習における合理的配慮に関する対応マニュアルとチェックリスト」（以下「本マニュアル等」

という。）が取りまとめられましたので、お知らせいたします。 

本マニュアル等では、障害のある学生全般に共通する教育実習での合理的配慮に関する対

応や留意事項のほか、障害種別に特化した対応や留意事項をまとめており、各大学が障害の

ある学生の教育実習を円滑に実施する上で参考となる情報を掲載しています。また、チェッ

クリストにおいては、マニュアルで記載している内容を実習の学内準備や振り返り等の段階

ごとに、対応の実施状況や、学生のニーズの把握の確認として活用できるものとなっていま

す。 

つきましては、教職課程を置く各国公私立大学担当課、教職課程を置く各指定教員養成機

関担当課におかれては、下記に御留意の上、本マニュアル等を参考とした取組を推進してい

ただきますようお願いいたします。 

記 

 

１． 本マニュアルの学内での活用にあたっては、教育実習の担当部署や担当教員のみならず、

障害学生支援窓口や学生にも周知いただくとともに、各大学等の関係部署が有機的に連携

し、本マニュアル等を参考とした取組を推進していただきたいこと。 

 
２． 障害のある学生の教育実習の実施にあたっては、学生本人の意思や主体性を尊重しなが

ら、学生・大学・実習先の学校が、互いに納得のできる方法を検討するため、学生の障害の

特性等に応じたサポート等について、丁寧に話し合うことが重要であること。 

 

３． 今後、本マニュアル等を参考に、各大学等の障害のある学生の支援や教育実習に係る対

御中 
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応要領やマニュアル等を策定又は改訂していくことが考えられるが、その際には、障害の

ある学生の意見聴取をするなど、学生が安心して教育実習に臨めるよう、取組をお願いし

たいこと。 

 
４． 教育実習は大学の教職課程の一環であり、その実施にあたっては、大学と学生が十分に

話し合い、学生の障害の状況や希望、実習校の受入体制等を踏まえ、具体的な実習方法を決定してく

ことが重要である。この中で、障害のある学生から配慮の希望等があった場合、各大学等

は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、必要な合理的配慮を行う

ことに留意すること。 

 
５． 障害の有無にかかわらず、教員を目指す全ての学生が、その意欲と能力に応じ大学で学

べる環境を整備することは重要であることから、障害のある学生が教員を目指すことの可

能性や選択肢を諦めることのないよう、教育実習の実施期間やその直前の時期に限らず、

教職課程全体を通じた学生の継続的な支援体制の整備に取り組んでいただきたいこと。 

 

【添付資料】 

（別添１）障がいのある学生の教育実習における合理的配慮に関する対応マニュアルと 

チェックリスト 

（別添２）同リーフレット 

 
【大阪教育大学事業報告・マニュアル等ホームページ】 

http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~sienroom/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件問合せ先】 

文部科学省総合教育政策局 

教育人材政策課教員免許企画室教職課程認定係 

TEL：03-5253-4111（内線 2453） 

E-mail：kyo-men@mext.go.jp 
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30．教職課程を履修する障害のある学生が学ぶ際の支援について（令和２年７月 10

日事務連絡） 

 

事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ７ 月 1 0 日 

教職課程を置く 

 各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

 各指定教員養成機関担当課 御中   

文部科学省総合教育政策局 

教 育 人 材 政 策 課 

 

教職課程を履修する障害のある学生が学ぶ際の支援について 

 

 教職課程を置く各国公私立大学及び各指定教員養成機関（以下「大学等」という。）におかれ

ては、日頃より教職課程を履修する障害のある学生が学ぶ際の支援に御尽力いただき、ありがと

うございます。 

 児童生徒等にとって、障害のある教師等の教育関係職員が身近にいることは、①障害のある人

に対する理解が深まる、②障害のある児童生徒等にとってのロールモデルとなる、③共生社会に

関する自己の考えを広げ深める経験となる等の教育的意義が期待されます。 

こうしたことを踏まえ、今般、平成 31 年４月に文部科学省が公表した「障害のある人が教師

等として活躍することを推進する～教育委員会における障害者雇用推進プラン～」に基づき、各

教育委員会や各国立教員養成大学・学部の御協力の下、令和元年度に行った「教育委員会におけ

る障害者雇用に関する実態調査」及び「国立教員養成大学・学部における障害のある学生の支援

に関する実態調査」の結果を取りまとめ、公表しました。これは、各大学等における今後の取組

の工夫・改善に活用いただけるよう取りまとめたものであり、例えば、障害のある高校生等を大

学見学・体験入学に受け入れたり、教育学部で独自に障害のある学生の個別支援チームを立ち上

げ教育実習に向けて支援したりする取組などが行われています。 

また、本調査結果の公表と併せて、障害のある教師等の教育関係職員の活躍推進に資するよう、

各都道府県教育委員会等に対して別添の通知を発出しました。 

各大学等におかれても、本調査結果を参考にしつつ、同通知の趣旨も踏まえ、教育公務員特例

法（昭和 24 年法律第１号）第 22 条の５第１項に規定する協議会の活用等を通じて、都道府県教

育委員会等と連携協力を図るなど、教職課程を履修する障害のある学生がより学びやすく、教員

免許状をスムーズに取得しやすい環境づくりに取り組んでいただくようお願いします。その際、

教育実習時の支援の在り方は特に重要であることから、大学等及び都道府県教育委員会等が緊密

に連携を図りつつ、実施に当たっていただくようお願いします。 

 

（参考）「教育委員会における障害者雇用に関する実態調査」及び「国立教員養成大学・学部に

おける障害のある学生の支援に関する実態調査」（令和２年７月 10 日中 央教育審議会初等中

等教育分科会教員養成部会配布資料） 

  https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2020/1422489_00002.html 

 

 

 

（本件担当） 

総合教育政策局教育人材政策課企画係 

TEL 03-5253-4111（内線 2456） 

E-mail kyoikujinzai@mext.go.jp 
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２ 教 教 人 第 １ ９ 号 

令和２年７月１０日 

各都道府県・指定都市教育委員会 

       教職員人事主管課長 殿   

 

                文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 教 育 人 材 政 策 課 長 

                                 柳 澤 好 治 

 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

                                 浅 野 敦 行 

 
（印影印刷） 

 

障害のある教師等の教育関係職員の活躍推進に向けて（通知） 

 

各教育委員会におかれては、日頃より障害者雇用の促進に尽力いただき、ありがとうございま

す。 

児童生徒等にとって、障害のある教師等の教育関係職員が身近にいることは、①障害のある人

に対する理解が深まる、②障害のある児童生徒等にとってのロールモデルとなる、③共生社会に

関する自己の考えを広げ深める経験となる等の教育的意義が期待されます。 

こうしたことを踏まえ、今般、平成 31 年４月に文部科学省が公表した「障害のある人が教師

等として活躍することを推進する～教育委員会における障害者雇用推進プラン～」に基づき、各

教育委員会や各国立教員養成大学・学部の御協力の下、令和元年度に行った「教育委員会におけ

る障害者雇用に関する実態調査」及び「国立教員養成大学・学部における障害のある学生の支援

に関する実態調査」の結果を取りまとめ、公表しました。これは、各教育委員会における今後の

取組の工夫・改善に活用いただけるよう取りまとめたものであり、例えば、聴覚障害のある教師

の情報保障のために手話通訳者を配置したり、教職員の業務を軽減するために県立学校等に障害

のある人を教務・業務補助員として配置したりする取組が行われています。 

この他、パラアスリートなどの専門性等を有する障害のある人を教師や学習指導員、ICT 支援

員等として任用することや、スクール・サポート・スタッフとして任用することなども考えられ

るところです。 

各教育委員会におかれては、本調査結果や、他県市の具体的な取組事例等も参考にしつつ、令

和３年３月 31 日より前に法定雇用率がさらに 0.1％引き上げられる予定であることも見据え、

特に下記の事項について予算措置も含め更なる障害者雇用の促進に努めていただくようお願い

します。 

 

（参考）「教育委員会における障害者雇用に関する実態調査」及び「国立教員養成大 学・学部

における障害のある学生の支援に関する実態調査」（令和２年７月 10 日中 央教育審議会初等中

等教育分科会教員養成部会配布資料） 

 https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2020/1422489_00002.html  

 

本件連絡先：総合教育政策局教育人材政策課企画係 

03-5253-4111（内線 2456） 

別 添 
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記 

 

１．教職課程を有する大学等と教育委員会の連携 

 各教育委員会において、本調査における国立教員養成大学・学部から教育委員会に対する要望

事項等も踏まえ、教育公務員特例法（昭和 24 年法律第１号）第 22 条の５第１項に規定する協議

会の活用等を通じて、国公私立の教職課程を置く大学をはじめとした多様な教育関係者等と連携

協力を図るなど、障害者の活躍推進に取り組んでいただくようお願いします。 

 協議会においては、教職課程における障害のある学生の支援等に関し、地域の実情に応じ、大

学における教員養成の在り方、学校インターンシップの受入れ等に関する協議などを行うことが

考えられます。その際、教育実習は非常に重要であることから、大学等及び都道府県教育委員会

等が緊密に連携を図りつつ、実施に当たっていただくようお願いします。 

 

２．公立学校教員採用選考試験の改善 

 令和２年度（令和元年度実施）公立学校教員採用選考試験（以下「採用選考」という。）にお

ける障害のある者を対象とする選考においては、受験資格として「自力通勤可能」「介助者不要」

等の要件を定めている例は皆無となるなど、各教育委員会において着実に改善が進んでいます。

引き続き、一層の障害者雇用の促進の観点から、障害者雇用促進法や障害者差別解消法の趣旨も

踏まえ、障害者の採用拡大に努め、障害があることをもって不合理な差別的取扱いがなされるこ

とのないようお願いします。 

 

３．入職後の合理的配慮  

 障害のある教師等の教育関係職員が入職後も継続的に働き続けられるようにするためには、適

切な合理的配慮が提供される必要があります。各教育委員会においては、本調査における他県市

の取組事例等も踏まえ、指導体制や職務内容の配慮、相談支援体制の構築や業務を支援するため

の人員配置、人事異動における配慮など、障害のある教師等の教育関係職員が働きやすい持続可

能な体制づくりに取り組んでいただくようお願いします。 

 

４．障害のある教師等の教育関係職員が働きやすい環境整備  

 障害のある教師等の教育関係職員が働きやすい環境を整備する観点からも、学校施設のバリア

フリー化や情報通信環境の整備は重要です。 

 文部科学省では、学校施設のバリアフリー化に係る指針や事例集を作成し、学校設置者に対し

て周知するとともに、国庫補助による財政支援を行うなど、障害のある教師等の教育関係職員が

働きやすい学校施設整備を支援しています。 

また、情報通信環境整備については、「教育の ICT 化に向けた環境整備 5か年計画（2018～2022

年度）」に基づき地方財政措置を講じるとともに、令和元年度補正予算及び令和２年度第１次補

正予算において、学校内の高速大容量の通信ネットワーク等の整備支援を行っています。 

 各教育委員会におかれては、施設整備担当主管課等も含め十分連携を図り、本調査における他

県市の取組事例等も参考にしつつ、障害のある教師等の教育関係職員が働きやすい環境の整備に

取り組んでいただくようお願いします。 

 

５．今後の取組に向けて  

 文部科学省では、今後、令和３年度以降に改めて調査を行い、各教育委員会の進捗状況をフォ

ローアップさせていただく予定です。各教育委員会におかれては、障害のある教師等の教育関係

職員の活躍推進に取り組んでいただくようお願いします。 

 また、国立教員養成大学・学部から教育委員会への要望事項等も踏まえ、障害のある教師等の

教育関係職員が教育現場で活躍している全国の事例について収集・発信を行うため、入職後の勤

務体制・職務内容等に係る工夫など、各教育委員会における合理的配慮の在り方等についての事

例集を作成する予定です。ついては、改めて依頼させていただきますので、御協力くださるよう

お願いします。 
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31．障害のある学生が教育実習に参加する際の支援について（令和３年４月１日事

務連絡） 

事 務 連 絡 

令和３年４月１日 

 

教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

教 職 課 程 を 置 く 各 指 定 教 員 養 成 機 関 担 当 課 

 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

 

障害のある学生が教育実習に参加する際の支援について 

 

 

平素から教員養成に御尽力いただき、ありがとうございます。 

令和３年 1月から２月にかけて教職課程を置く各国公私立大学及び各指定教員養成機関（以下

「大学等」という。）に御協力いただきました「教職課程を置く大学等における障害のある学生

の教育実習の実施状況（令和元年度）」に関する調査について、この度、別紙のとおり結果を取

りまとめましたので、お送りいたします。 

児童生徒等にとって、障害のある教師等の教育関係職員が身近にいることは、①障害のある人

に対する理解が深まる、②障害のある児童生徒等にとってのロールモデルとなる、③共生社会に

関する自己の考えを広げ深める経験となる等の教育的意義が期待されます。今回の調査結果も踏

まえ、大学等においては、都道府県教育委員会等と緊密に連携を図りつつ、下記に留意し、障害

のある学生の教育実習の実施に当たっていただくようお願いします。 

なお、文部科学省としても、令和３年度予算において必要な経費を計上している「教師の養成・

採用・研修の一体的改革推進事業」（別添参照）の中で「障害のある教師等の教育関係職員の活

躍推進」を新たなテーマとして設け、教育委員会や教職課程を置く大学等における合理的な配慮

の在り方等を明らかにすることなどに取り組むこととしております。事業の実施にあたっては御

協力いただきますようお願いします。 

 

 

記 

 

大学等は、教育実習の全般にわたり、学校や教育委員会と連携しながら、責任をもってその円

滑な実施に努めなければならないとされており（教育職員免許法施行規則第 22 条の５）、教育委

員会等と連携協力して、障害のある学生の教育実習の受入について、学校の理解を得るよう努め、

大学等の責任において教育実習受入校を確保しなければならない。 

また、大学等は、障害のある学生の教育実習の実施に当たって、以下のような点に留意するこ

とが必要である。 

① 障害のある学生に必要な配慮の教育実習実施前の把握 

  大学等は、障害のある学生に、実習における日程、内容を伝え、どのような配慮が必要か

を教育実習実施前に把握すること 

② 教育実習受入校との教育実習実施前の調整 

大学等は、教育実習受入校に、学生の障害について基本的なことや、必要な配慮について

伝え、どのように対応するか教育実習実施前に調整すること 

③ 教育実習受入校との教育実習中の連絡体制の構築 

大学等は、教育実習の日程や内容の急な変更等に対応できるように、教育実習受入校との

教育実習中の連絡体制を構築すること 

④ 教育実習中の状況把握 

大学等は、教育実習受入校を訪問（直接訪問することが難しい場合には、WEB や電話等を

活用）し学生の教育実習の状況を適切に把握した上で、学生への指導や教育実習受入校との
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調整を学生の要望も踏まえ行うこと 

⑤ 教育実習実施後の成果と課題の把握 

  大学等は、教育実習実施後、障害のある学生や教育実習受入校担当者から教育実習の実施

に当たって工夫した点や、その成果と課題等をヒアリング又は協議するなどして記録し、今

後の教育実習に活かせるよう、学内担当部署及び学外の関係者と共有すること 

 

 

 

 
本件担当 

文部科学省総合教育政策局 
教育人材政策課教員免許企画室教職課程認定係 
Tel：03-5253-4111（内線：2451,2453） 

Mail：kyo-men@mext.go.jp 
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32．教職課程を履修する学生を対象とした児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を

深めるための動画の活用について（令和４年６月29日事務連絡） 

事  務  連  絡 

令和４年６月２９日 

 

教職課程を置く 

各国公私立大学 

指定教員養成機関  

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

教職課程を履修する学生を対象とした児童生徒性暴力等の防止等に 

関する理解を深めるための動画の活用について 

 

平素から教員養成に御尽力いただき、誠にありがとうございます。 

「児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための動画の活用について」（令和４年６

月３日付４文科教大３５０号）においてお知らせしました、教職課程を履修する学生を対象とし

た教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の概要及び教育実習にお

ける留意事項についての動画を作成し、公表しました。 

本動画では、教職課程を履修する学生が知っておくべき児童生徒性暴力等の定義や教育実習等

での留意点等について端的にまとめていますので、教育実習の事前指導や教員の服務上・身分上

の義務に関する授業等、また授業外の取組においても学生の理解が深まるよう御活用ください。 

なお、児童生徒への性暴力等の防止に向けた啓発動画や関連資料を文部科学省のホームページ

にまとめていますので、こちらも併せて御活用ください。 

 

記 

○教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について〜教員を目指す学生の皆さんへ〜 

https://youtu.be/BXrvvP7TWks 

○ 児 童 生 徒 へ の 性 暴 力 等 の 防 止 に 向 け た 啓 発 動 画 等 を ま と め た ホ ー ム ペ ー ジ

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01036.html 

 

 

本件担当 

文部科学省教育人材政策課 

教員免許企画室教職課程認定係 

Tel：03-5253-4111（内線：2453） 

Mail：kyo-men@mext.go.jp 

 

  

教職課程御担当課 御中 
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33．「児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための手法の開発に関する研究」

について（令和５年５月１８日事務連絡） 

事 務 連 絡 

令和５年５月１８日 

 

教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 

教職課程を置く各指定教員養成機関担当課 御中 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

「児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための 

手法の開発に関する研究」について（周知） 

 

平素から教員養成に御尽力いただき、ありがとうございます。 

文部科学省では、令和４年度「教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」の一環として、

「児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための手法の開発に関する研究」について、

熊本大学に委託し調査研究を実施しました。この度、熊本大学において、大学における児童生徒

性暴力等の防止等に関する取組状況及び大学と教育委員会との連携事例（研究①）並びに児童生

徒性暴力等の防止等に資する教育プログラムの開発（研究②）の成果が取りまとめられましたの

でお知らせします。 

 児童生徒性暴力等の防止等については、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する

法律（令和３年法律第５７号）に基づき、令和４年４月から、教職課程を有する大学においては、

教職課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等の理解を深めるための措置を講ずること

とされておりますが、本調査研究の研究①の結果においては、その調査対象が一部に限定されて

いるものの、取組状況が必ずしも十分ではないことがうかがえます。教職課程を置く大学等にお

かれましては、本法の趣旨について今一度御理解いただき、学生の児童生徒性暴力等の理解を深

めるため、本調査研究の成果も参照いただき、引き続き教職課程の内外を通じ、児童生徒性暴力

等に関する周知徹底に努めていただきますようお願いします。また、教職課程の授業科目等にお

いて、児童生徒性暴力等の防止に資する学生への指導について検討する際は、熊本大学が取りま

とめた本研究②の資料及び ICT 教材も御活用ください。 

 また、教師を目指す学生への理解促進への取組は、大学の実情等に応じ、教育課程全体を通じ

て実施していくことと存じますが、学生が学校現場を経験する機会は、教師として採用される前

の教育実習・学校体験活動や学校ボランティア等の比較的早い段階においてもその機会は多々想

定されることから、大学においては教育実習等の事前事後指導やオリエンテーション等の様々な

機会を捉まえて、学生は絶対に加害者にならないことや、被害の相談を受けた場合は傍観者にな

らないこと等について、周知徹底を図っていただくようお願いします。 

なお、学生自身が学校現場において被害を受ける可能性があることも踏まえ、「教育実習等に

おけるハラスメントの防止及びその適切な対応等について」（令和５年３月２９日付４教教人第

４８号）も再度御確認の上、教師を目指す学生が安心して教育実習等を行い、その経験をもとに

未来の学校教育を担う教師となっていくことを見据え、教育実習等の在り方や適切な環境を確保

できるよう学内の体制を整備していただきますようお願いします。 

 

＜参考＞ 

○児童生徒等に対し性暴力等を行った教員への厳正な対応について 

（文部科学省ホームページ） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00001.html 

○教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について〜教員を目指す学生の皆さんへ〜（児童

生徒性暴力等の防止等に関する啓発動画） 

https://www.youtube.com/watch?v=BXrvvP7TWks 

○児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための手法の開発に関する研究 

（熊本大学ホームページ） 

https://www.educ.kumamoto-u.ac.jp/report/202301/ 
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○教職員等による児童生徒性暴力等の防止 

（熊本大学が作成した ICT 教材） 

https://www.youtube.com/watch?v=_TJ6zn_bWRw 

  

（本件担当） 

総合教育政策局教育人材政策課教員免許・研修企画室

教職課程認定係 

TEL  03-5253-4111 （内線 2453） 

E-mail kyo-men@mext.go.jp 
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34．教育職員免許法施行規則の改正に伴う変更届の提出について（令和５年 10 月 27

日事務連絡） 

事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 

 

教職課程を置く各国公私立大学長 殿 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

教育職員免許法施行規則の改正に伴う変更届の提出について（依頼） 

 

「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（令和５年９月 27 日文部科

学省総合教育政策局長通知）にて御連絡したとおり、教科に関する専門的事項に関する科目（以

下「教科専門科目」という。）の科目区分数が多い中学校の理科、技術及び家庭並びに高等学校

の理科、家庭及び情報（以下「対象教科」という。）について、科目区分の統合等を行うため、

教育職員免許法施行規則を改正しました。 

ついては、対象教科の教職課程を置く大学においては、令和６年度から改正後の教育職員免許

法施行規則に基づく教職課程を開始することとなります。対象教科の教職課程に関する変更手続

については、別添の提出要領を御確認いただき、期日までに必要書類を御提出いただきますよう

お願いします。 

なお、今回依頼する変更手続については、対象教科に関する「教科及び教科の指導法に関する

科目」に関するものとし、その他の令和６年度に係る教職課程に関する教育課程の変更について

は、教職課程認定申請の手引きによる通常の変更届の提出方法に沿って、変更後の教育課程を実

施する前までに提出して差支えないことを申し添えます。 

 

記 
１． 対象となる大学等 

対象教科の教職課程を置く各国公私立大学（専修免許状に関する教職課程は除く。） 

２． 書類提出期限 

令和６年２月２９日（木） 

３． 必要書類及び書類の作成方法等 

別添の「教科専門科目改正対象教科に係る変更届提出要領」を確認すること。 

以上 
  

【本件連絡先】 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

教員免許・研修企画室教職課程認定係 

TEL:03-5253-4111（内線 2451、2453） 

Mail:kyo-men@mext.go.jp 
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教科専門科目改正対象教科に係る変更届提出要領 

１．提出要領 

（１）対象となる大学等 

対象教科の教職課程を置く各国公私立大学 

（２）提出期限 

令和６年２月２９日（木） 

（３）提出方法 

《提出書類》 

①かがみ（別紙１） 

②変更一覧表（別紙２） 

③対象教科に係る教科及び教科の指導法に関する科目等の変更届新旧対照表（別紙３） 

※教育職員免許法施行規則の改正に伴う変更届のため、授業科目の新設・廃止及び名称変更等

並びに教職専任教員の変更・追加等がない場合も提出すること。 

※様式については、本事務連絡に添付する様式を使用することとし、対象教科に係る「大学が

独自に設定する科目」に変更がある場合は、「大学が独自に設定する科目の変更届新旧対照

表」を合わせて提出すること。 

《提出方法》 

・提出の際は、全書類を一つの PDF ファイルにまとめて右肩に通しページ番号を印字した上

で、一式を下記《提出先》URL に提出すること（書類の郵送及び持参の必要はない。）。紙

媒体のスキャンではなく、電子媒体を直接 PDF ファイルに変換すること。メールでの提出は

受け付けていないので留意すること。 

（電子ファイル名）【○○大学】対象教科に関する変更届.pdf 

・１大学当たり、１ファイルの提出とすること（複数学科等に複数の課程を置く大学において

も、以下の「２．作成要領」を確認の上、１ファイルにて提出すること。）。 

・各様式は①、②、③の順に並べ、様式ごとに「しおり」を付すこと。 

・PDF ファイルの表示設定を、以下のとおり設定すること。 

１）ファイルを開いたときに「しおり」が表示されるようにすること。 

２）ページレイアウトは「連続」 

３）表示比率は「幅に合わせる」 

※各ページの表示倍率が異なることのないよう注意すること。 

《提出先》 

https://mext.ent.box.com/f/e54f6a054d414a808469d2c606145037 

※提出後、必ず以下 URL の forms にて御提出の連絡をお願いします。 

https://forms.office.com/r/TVsQt5Qa5P 

２．作成要領 

（１）かがみ（別紙１） 

１大学の複数学科等に対象教科の教職課程を有する場合においても、１枚にまとめて作成する

こと。（学科等ごとの教職課程の別は別紙２の「変更一覧表」に記載すること。） 

① 文書の日付は、大学から文部科学大臣へ変更届を実際に提出する年月日を記載すること。 

② 文部科学大臣名は、①の日付時点での文部科学大臣名を記載すること。 

③ 「届出者（設置者）名」及び「届出者（設置者）の長の職名及び氏名」を以下に従って記載

すること。 

届出者（設置者）名 

国立大学→国立大学法人名 

公立大学→公立大学法人名又は公立大学を設置する地方公共団体名 

私立大学→私立大学を設置する学校法人名 

届出者（設置者）の長の職名及び氏名 

国立大学→国立大学法人の長 

公立大学→公立大学法人の長又は公立大学を設置する地方公共団体の長 

私立大学→私立大学を設置する学校法人の理事長 

④ 押印は不要とする。 

⑤ 件名の括弧内について変更届を提出する教科のみを記載すること（中高の別は不要）。 

別添 
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（記入例） 

 
 

（２）変更一覧表（別紙２） 

 該当の学部・学科等名、免許状の種類及び変更内容について記載すること。対象教科の教職課

程を置く大学は、学科等ごとに行を分けて作成すること。 

 

（３）新旧対照表（別紙３） 

 「教職課程認定申請の手引き（令和６年度開設用）」の「Ⅲ．変更届等の提出要領及び提出書

類の様式」に準じて作成すること。ただし、以下の点に留意すること。 

・変更一覧表の順番に揃えて提出すること。 

・科目区分は変更となるが、授業科目に変更がない場合は変更内容等に記載は不要。 

・「教科及び教科の指導法に関する科目」に設定している授業科目を「大学が独自に設定する

科目」に変更する場合は、当該授業科目の変更内容等において、「教科及び教科の指導法に

関する科目の変更届新旧対照表」では削除、「大学が独自に設定する科目の変更届新旧対照

表」では科目区分変更と記載すること。 

 

３．その他 

・本変更届にて届出がなされた教職課程、教育研究組織以外に変更がない場合については、改

めて通常の変更届の提出は不要。 

・本改正による教職課程の開始は、令和６年度入学者から適用されるものであるが、大学の判

断により、在校生にも対応することは可能であるため、その場合は新旧対照表の備考に記載

すること。 

  

 

  

  

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 
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35．教育職員免許法施行規則の改正及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムの

策定に伴う変更届の提出について（令和４年10月 3日事務連絡） 

事 務 連 絡

令和４年 10 月３日 

 

 

教職課程を置く各国公私立大学長 殿 

 
 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

 

 

教育職員免許法施行規則の改正及び特別支援学校教諭免許状

コアカリキュラムの策定に伴う変更届の提出について 

 

 
「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び特別支援学校教諭免許状コ

アカリキュラムの策定等について」（令和４年７月 28 日文部科学省総合教育政策局長・初等中

等教育局長通知）にて御連絡したとおり、特別支援教育を担う教師の専門性の向上を図るた

め、関係規則等が改正されるとともに、新たに特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムが

策定されました。 

ついては、特別支援学校教諭免許状の教職課程を置く大学においては、既存の授業科目の

点検・見直しを行い、準備が整った大学においては科目等の変更届の提出により、令和 ５年

４月から、それ以外の大学においては遅くとも令和６年４月から、改正後の教職課程を開始

することとなります。 

改正後の特別支援学校教諭免許状の教職課程に関する変更手続については、別添の提出要

領を御確認いただき、期日までに必要書類を提出していただきますようお願いします。 

 
記 

 

１. 対象となる大学等 

特別支援学校教諭の教職課程を置く各国公私立大学 

 
２. 書類提出期限 

〇令和５年４月開始の場合 ： 令和５年２月末 

〇令和６年４月開始の場合 ： 令和６年１月末 

 
３．必要書類及び書類の作成方法等 

別添「改正後の特別支援学校教諭免許状教職課程に関する変更届提出要領」参照 

 
 

（本件担当）教育人材政策課教員免許企画室

教職課程認定係 

Tel：03-5253-4111 (内線 2453) 

Mail：kyo-men@mext.go.jp 
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「改正後の特別支援学校教諭免許状教職課程に関する変更届」提出要領 

１．提出要領 

（１）対象となる大学等 

特別支援学校教諭免許状の教職課程を置く各国公私立大学 

 

（２）提出期限 

・令和５年４月開始の場合 ： 令和５年２月末 

・令和６年４月開始の場合 ： 令和６年１月末 

 

（３）改正後の特別支援学校教諭免許状教職課程に関する変更届の提出方法 

 

《提出書類》 

・かがみ 

・変更一覧表 

・新旧対照表（科目の新設や授業内容の変更、教員の変更・追加等がない場合も提出

必須。） 

・特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム対応表（一覧） 

・対象科目のシラバス（特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムへの対応科目           

のみ対象。新設や授業内容の変更がない場合も提出すること。） 

・対象教員の履歴書、教育研究業績書（担当教員に専任教員を追加等する場合の み提

出すること。兼担教員・兼任教員に係る変更の場合は提出不要。なお、教育研究業

績書には、今回変更届を提出する科目に係る業績のみ記載すること。） 

※シラバス及び履歴書、教育研究業績書は、文部科学省ホームページから様式をダ

ウンロードすること。その他様式については、本事務連絡に添付する様式を使用

すること。 

（URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoin/080718_1.htm） 

 

《提出方法》 

・提出の際は、全書類を一つの PDF ファイルにまとめて右肩に通しページ番号を印 字

した上で、一式を下記《提出先》URL に提出すること。（書類の郵送及び持参の必要

はない。）紙媒体のスキャンではなく、電子媒体を直接ＰＤＦファイルに変換するこ

と。メールでの提出は受け付けていないので留意すること。 

（電子ファイル名）  

 

・１大学あたり、１ファイルの提出とすること。（複数学科に複数の課程を置く大学に

おいても、以下の「２．作成要領」を確認の上、1 ファイルにて提出すること。） 

・各様式は次の通りに並べ、様式ごとに「しおり」を付すこと。 

①かがみ→ ②変更一覧表→ ③新旧対照表→ ③コアカリ対応表（一覧）→ ④シラバス→  

⑤履歴書・教育研究業績書 

※履歴書・教育研究業績書は教員ごとにまとめて並べること。 

・PDF ファイルの表示設定を、以下のとおり設定すること。 

１）ファイルを開いたときに「しおり」が表示されるようにすること ２）

ページレイアウトは「連続」 

３）表示比率は「幅に合わせる」 

※各ページの表示倍率が異なることのないよう注意すること。 

 

《提出先》 

https://mext.ent.box.com/f/91016d1e96374d55924f8fd5f96828bb 

※ 提出後、必ず以下 URL の forms にて御提出の連絡をお願いします。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbw 

PnpL4BNwpLVfY1Mn4lEUiU6UwRUNkZHNURKRkhITFFDWFpZU1g5Vkg0Rk9KSS4u 

別添 
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２．作成要領 

（１）かがみ〈別紙１〉 

１大学の複数学科に複数の特別支援学校教諭免許状の教職課程を有する場合におい

ても、１枚にまとめて作成すること。（学科等ごとの教職課程の別は「変更一覧表」に

記載すること。） 

① 文書の日付は、大学から文部科学大臣へ変更届を実際に提出する年月日を記載する

こと。 

② 文部科学大臣名は、①の日付時点での文部科学大臣名を記載すること。 

③ 「届出者（設置者）名」及び「届出者（設置者）の長の職名及び氏名」を以下に従

って記載すること。 

届出者（設置者）名 

国立大学→国立大学法人名 

公立大学→公立大学法人名又は公立大学を設置する地方公共団体名

私立大学→私立大学を設置する学校法人名 

届出者（設置者）の長の職名及び氏名

国立大学→国立大学法人の長 

公立大学→公立大学法人の長又は公立大学を設置する地方公共団体の長

私立大学→私立大学を設置する学校法人の理事長 

④ 押印は不要とする。 
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（記入例） 

 

（２）変更一覧表〈別紙２〉 

該当の学部・学科等名、免許状の種類（領域）、変更内容について記載すること。特別支援学校教

諭免許状の教職課程を複数置く大学は、学科等ごとに行を分けて作成すること。 

 

（３）新旧対照表〈別紙３〉 

「教職課程認定の手引き（令和５年度開設用）」の「Ⅲ．変更届等の提出要領及び提出書類の様式」

に準じて作成すること。なお、以下の点については通常の変更届の作成方法とは異なるため、留意す

ること。 

・開設する科目のうち、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムに対応する科       

目については、科目名称に〇を付すこと（記載例参照）。 

・第３欄の科目のうち、「複数の障害を併せ有する者に関する教育」（重複障害）又は「その他障害

により教育上特別の支援を必要とする者（発達障害者を含む。）に対する教育に関する事項」を取

扱う科目について、「中心」又は「含む」欄 には、「重」又は「発」と記載し、併せて「備考」欄

に、当該授業科目に含ま れる障害を下記のとおり略記すること。 

「重複障害」→「重複」、「言語障害」→「言語」、 

「自閉症」→「自閉」、「情緒障害」→「情緒」、 

「学習障害（LD）」→「LD」、「注意欠陥多動性障害（ADHD）」→「ADHD」 

 

（４）特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム対応表（一覧）〈別紙４〉 

大学において、（参考）コアカリキュラム対応表（見本）を参考とし、該当する授業科目の内容を

点検し、一覧を作成すること。なお、本一覧に記載する授業科目は、コアカリキュラムに対応した授

業科目（新旧対照表に○を付した授業科目）のみを記載すること。 

 

（５）シラバス 

上記（４）の対応表（一覧）に記載した授業科目（新旧対照表に〇を付した授業科目）は全て提出

すること。担当教員及び授業内容に変更がない場合も提出は必要。 

 

 

 

 

 

 

（様式第１号 届出（かがみ）） 

文書番号 

令和○○年○月○○日 

① 
文部科学大臣 ○○ ○○ 殿 

② 

届出者（設置者）名 
③ 

○○○○○○ 

届出者（設置者）の長の職名及び氏名 ○○ ○○

④ 
○○大学の改正後の特別支援学校教諭免許状の教職課程に 

関する変更届の提出について 

このたび、令和４年７月 28 日に公布された教育職員免許法施行規則の改正及び特別支援学校 

教諭免許状コアカリキュラムの策定等に基づき、変更届を別紙のとおり提出します。 
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（６）履歴書・教育研究業績書 

履歴書・教育研究業績書は、専任教員を追加等する場合に限り提出すること。 

※教員の履歴書・教育研究業績書の提出が必要となるのは以下のとおり。 

専任教員を追加する場合 必要 

既に配置されている兼担教員・兼任教員を専任教員にする場合 必要 

既に配置されている専任教員の担当授業科目を追加する場合 必要 

専任教員を削除する場合 不要 

既に配置されている専任教員を兼担教員・兼任教員にする場合 不要 

既に配置されている専任教員の担当授業科目を削除する場合 不要 

専任教員の氏名の姓を変更する場合 不要 

 

書類の作成に当たっては、「教職課程認定の手引き（令和５年度開設用）」の「Ⅱ．課程認定の申請

要領及び提出書類の様式・記入要領」の「２．様式の作成例及び記入要領」の「（８）様式第４号」を

参照すること。 

なお、履歴書・教育研究業績書における押印は不要である。 

 

 

３．その他 

・本変更届にて届出がなされた教育課程、教員組織の変更については、改めて通常の変更届の提出は不

要。 

・本件改正に伴う教職課程の開始は、原則令和６年度入学者から適用されるものであるが、大学の判断

により、令和５年度入学者から対応することも可能であること。その場合は、令和５年２月末までに

変更手続を行うこと。 
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36．教職課程の自己点検・評価及び全学的に教職課程を実施する組織に関するガイドライン 

教職課程の自己点検・評価及び全学的に教職課程を実施する組織 

に関するガイドライン 

 

令和３年５月７日 

教職課程の質保証のためのガイドライン検討会議 

 

Ⅰ．策定の背景 

 

 Society5.0 時代の到来など社会の在り方そのものが劇的に変化している中にあって、一人一人の児童生徒が、

自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働し

ながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよ

うにすることが必要である。 

 こうした人材育成の中核を担う学校教育がその期待に応えていくためには、教育の直接の担い手である教員

の資質能力の向上を図らなければならない。教員としての職能の成長は、養成段階のみならず採用後の研修段

階も含めて、教職生活全体を通じて行われるものであるが、その中でも教員となる際に必要な最低限の基礎的・

基盤的な学修を担う各大学の教職課程が果たす役割の重要性は言うまでもない。 

 各大学の教職課程の質を向上していくためには、何よりも大学自身の主体的な取組が重要である。特に、自

らの責任で自大学の教職課程の様々な活動について点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努める

とともに、その結果を社会に情報公表し、教職課程の質を自ら保証するという内部質保証体制を確立すること

が必要である。このため、教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）が改正され、令和４年４月

より、教職課程の自己点検・評価が義務化されることが予定されている。 

 教職課程における自己点検・評価の導入の義務化を提言した「複数の学科間・大学間の共同による教職課程

の実施体制について（報告書）」（令和２年２月 18 日中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会教職

課程の基準に関するワーキンググループ）においては、「評価に係る事務負担を過度に増大させることとなら

ないよう、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 109 条第１項に基づいて行われている教育研究等の状況に

ついての自己点検・評価（以下「学校教育法に基づく自己点検・評価」という。）の中で教職課程についても

扱うこととするなど、柔軟な取組が可能となるように留意すべき」とされているところであり、教職課程の自

己点検・評価の実施に当たっても、大学全体の内部質保証体制の充実に係る方向性と整合したものとすること

が求められる。 

 この点については、学修者本位の教育を実現する観点から、各大学の教学面での改革・改善に係る取組を促

していくために、各大学における取組に際してどのような点に留意し充実を図っていくべきか等について大学

全体レベル、学位プログラムレベル、授業科目レベルごとに網羅的にまとめた「教学マネジメント指針」（令

和２年１月 22 日中央教育審議会大学分科会）が策定されたことを踏まえ、教職課程における内部質保証体制

を確立する上でも、その内容は十分意識することが適当である。既に「教学マネジメント指針」に基づく各大

学の教学面での改革・改善に係る取組が各大学において進められているところであるが、教職課程の自己点検・

評価についても、各大学が現状のシステムを追認するのではなく、各大学がその自主性・自律性を生かしなが

ら、学生が必要な資質・能力を身に付ける観点から教職課程が最適化できているかという「学修者目線」で行

われていくことが強く期待されるものである。 

 また、引き続き、複数の教職課程間における授業科目の調整、教育実習の適切な実施、教育委員会との連携

によるカリキュラムの改善等の充実を図ることが教職課程の質の向上を図る上では必要不可欠である。これま

でもこうした調整等を中心的に担う存在として、教職課程を設置する多くの大学において、教職課程センター

や、教職課程のカリキュラム等を協議する委員会などが整備されてきたところであるが、今般、教育職員免許

法施行規則が改正され、令和４年４月より、複数の教職課程を設置する大学においては全学的に教職課程を実

施する組織体制の整備が義務化されることとなった。今後は、この全学的に教職課程を実施する組織体制が有

効に機能し、教職課程を継続的に改善していくための役割を果たしていくことが必要である。 

 本ガイドラインは、こうした背景も踏まえて、教職課程における自己点検・評価の実施に当たって参考とな

るよう、自己点検・評価の観点や全学的に教職課程を実施する組織体制の在り方などを整理し提示するもので

ある。 
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Ⅱ．教職課程の自己点検・評価 

 

１．基本的考え方 

 

 教職課程の自己点検・評価は、各大学の教職課程が教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画（教

育職員免許法施行規則第 22 条の 6 第 1 号）に照らして成果をあげることができたのかを中心に行うことが求

められ、その際、達成すべき質的水準と具体的実施方法についてあらかじめ定めておく必要がある。加えて、

教員養成を主たる目的とする大学又は学科等については、「卒業認定・学位授与の方針」、「教育課程編成・

実施の方針」、「入学者受入れの方針」（３つの方針）がその目的に対応するものとして定められていること

が想定される。このため、教職課程の自己点検・評価も、「卒業認定・学位授与の方針」に照らして、行うこ

とが求められる。 

 また、教職課程の自己点検・評価は実施すること自体が目的ではなく、その後、一定の時間の中で様々な取

組を積み重ねることを通じて教職課程の改善につなげてこそ意味がある。その観点からは、教職課程の自己点

検・評価を通じて、教職課程の課題が明らかになることはむしろ望ましいことであるといえる。 

 教職課程の自己点検・評価の結果を教職課程の改革・改善に実際に結び付けていくため、例えば、教職課程

の改善に向けたアクションプランの策定や、ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）・ＳＤ（スタッフ・

ディベロップメント）の実施などの方策について、各大学において検討し、具体化を図っていくことが重要で

ある。特に、ＦＤ・ＳＤについては、教職課程の自己点検・評価により得られた課題の分析等を通じて教職員

の意識の向上を図るとともに、教育課程や授業科目に関する改善方策の立案につなげていく活動として位置付

け、実施することが望まれる。また、教職課程の自己点検・評価の在り方自体についても不断に検証を図り、

適切なものとしていくことが求められる。 

 一方で、教職課程の自己点検・評価は、多くの大学においては新たな取組であり、相応のコストを要するも

のである。こうした活動はあくまで教職課程の改革・改善のために行われる取組であって、いわゆる「評価の

ための評価」となることがないよう、各大学の特性を踏まえつつ効果的・効率的に行うことを旨とすることに

留意しなければならない。 

 大学全体として効率的な自己点検・評価を行う観点から、教職課程の自己点検・評価について、学校教育法

に基づく自己点検・評価と可能な限り項目を一致させることや、評価の実施時期を合わせるなど、一体的に行

うことが考えられる。また、これら２つの自己点検・評価の関係性を整理の上、明確かつわかりやすく示すこ

とが望ましい。 

 

①教職課程の自己点検・評価の基本的な手順 

 

 教職課程の自己点検・評価を行うに当たっては、教職員や教職課程の学生、さらには所在する地域の学校や

教育委員会等に対するアンケートやヒアリング、定量的なデータの収集等を通じて、各教職課程の状況を正確

に把握する必要がある。その上で、Ⅲで示す観点の例示も踏まえつつ各大学が設定した項目に照らして、 

 ・法令等により求められている事項の遵守状況 

 ・積極的に評価することができる点 

 ・改善を要する点 

等を分析することを通して、自らの設置する教職課程が適切な状況にあるかどうかを評価するという手順が考

えられる。 

 最終的には、根拠となる資料やデータ等を示しつつ、評価をとりまとめ、公表することが必要である。公表

に当たっては、教員養成を主たる目的とする大学の場合は、学校教育法に基づく自己点検・評価の報告書と一

体的に公表されることが想定される一方で、それ以外の大学は、教職課程の自己点検・評価に特化した報告書

を別途とりまとめることも考えられるが、大学の状況に応じて適切に判断することが期待される。 

 公表を契機として教職課程の自己点検・評価の結果について学生を含む学内や外部からフィードバックを受

けるとともに、この結果を基に第三者評価を実施することなども期待される。 

 また、教職課程の自己点検・評価を行う際には、大学団体等が作成したガイドライン等を参考にすることも

考えられる。 
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②教職課程の自己点検・評価の実施間隔 

 

 学校教育法に基づく自己点検・評価について、その実施間隔は法定されているものではなく、どのような間

隔で自己点検・評価を行うかは各大学の判断に委ねられている。 

 教職課程の自己点検・評価について、いたずらにその実施間隔が長期化することは望ましくなく、学生の入

学・卒業や大学における教育課程が年度を一つの区切りとして行われていることが一般的であることを踏まえ

れば、毎年度行うことも考えられるものの、その実施間隔は各大学がその責任において自らの特性を踏まえつ

つ適切に判断するべきものである。 

 なお、教職課程の自己点検・評価の実施が行われない間においても、日常的に教職課程の自己点検・評価の

実施に備えたデータの収集等を行っておくことが必要である。 

 

③教職課程の自己点検・評価の実施単位 

 

 教職課程は、大学の学部、学科、課程、学校教育法第８５条ただし書に規定する組織、研究科、専攻その他

学則で定める組織（以下「学科等」という。）ごとに、①学科等の目的・性格と免許状との相当関係、②教育

課程、③教員組織、④施設・設備、⑤教育実習等について審査を受けた上で認定されるものであるから、自己

点検・評価の実施単位は学科等とすることが原則であるとも考えられるが、学校教育法に基づいて行われてい

る自己点検・評価が、学部・研究科単位で行われていることが多い実態や、大学の評価に係る体制の充実状況

も異なることから、複数の学科等を束ねた範囲や大学全体で自己点検・評価を行うこととしても差し支えない。 

 ただし、大学における改革・改善の取組は、「教学マネジメント指針」において、大学全体、学位プログラ

ム、授業科目の３つのレベルの相互の関連性を意識した上で、効果的に機能しなければならないとされている。

これを踏まえれば、例えば、学科等を自己点検・評価の実施単位とした場合であっても、単に学科等のレベル

における取組状況のみを自己点検・評価の対象とするだけでなく、学科等を横断する大学全体のレベルにおけ

る取組状況や、学科等が組織としてその改善に主体的に関与する授業科目のレベルについても自己点検・評価

の対象とするなど、こうした３つのレベルの関連性に十分留意する必要がある。 

 

④教職課程の自己点検・評価の実施体制 

 

 後述するように、「全学的に教職課程を実施する組織」には、教職課程の企画、実施、評価、改善などの全

学的に教職課程をマネジメントする機能が期待されることになるが、教職課程の自己点検・評価の実施体制に

ついては、既に大学として学校教育法に基づく自己点検・評価を担う組織が設けられているなど体制が整えら

れている場合は、効率的な評価の実施という観点から、「全学的に教職課程を実施する組織」が連携を図りつ

つ、その体制を活用することが有力な選択肢となる。 

  

 各大学の実情に応じ、役割分担を明確にした上で、教職課程の自己点検・評価の実施体制を整えることが望

ましい。 

 

２．教職課程の自己点検・評価の観点の例示 

 

 教職課程の自己点検・評価の観点としては、以下のような観点が考えられる。ここに示すものは観点であり、

実際に評価を行う際の項目であることを直ちに意味しない。実際に教職課程の自己点検・評価を行うに当たっ

ては、学校教育法に基づく自己点検・評価の項目にこうした観点を取り込みつつ行うことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

【項目と観点の関係（イメージ）】 

 

学校教育法に基づく自己点検・評価の項目   教職課程の自己点検・評価の観点 

 

項目１                                    観点 A 

 

項目２                                    観点 B 

 

項目３                                    観点 C 

・                                        ・ 

・                                        ・ 

・                                        ・ 

 

 以下の観点は、適切に教職課程を運営する上で、最低限必要と考えられるものを想定した例示にすぎず、各

大学において教職課程の自己点検・評価を行う際は、各大学の理念、強み・特色、教員養成を主たる目的とす

る学科等であるか、それ以外の学科等であるか等の実情に応じ、各大学の判断により適切な観点を取り入れた

項目を設定することが望ましい。 

 

①教育理念・学修目標 

 

［大学全体レベル※１］［学科等レベル］ 

 ・教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画（教員養成を主たる目的とする大学又は学科等の場

合は当該目標及び計画に加え「卒業認定・学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」及び「入学

者受入れの方針」（３つの方針）。以下同じ。）の策定状況 

：具体的かつ明確な形で設定されているか、教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画と３

つの方針との関係が必要に応じて意識されているか 等 

 ・教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定プロセス 

：学生や採用権者の意見の考慮、所在する都道府県・政令指定都市教育委員会の策定する教員育成指標

との関係性の考慮が行われているか 等 

 ・教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の見直しの状況 

：一人一人の学生が教職課程での学修を通じて得た自らの学びの成果（以下「学修成果」という。）や

自己点検・評価の結果、社会情勢や教育環境の変化等を踏まえた適切な見直しが行われているか 等 

 ※１：大学単位で教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画が策定されている場合 

  

②授業科目・教育課程の編成実施 

 

［大学全体レベル］ 

 ・複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設など全学的な教育課程の編成状況 

：複数の教職課程間における授業科目の共通開設は、開設に責任を負う学科等の強み・特色を生かしつ

つ適切に行われているか 等 

・教職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備の整備状況 

：ＩＣＴ（情報通信技術）環境（オンライン授業含む）、模擬授業用の教室、関連する図書など、教職

課程の授業科目の実施に必要な施設・設備が整備されているか 等 

 

［学科等レベル］ 

 ・教育課程の体系性 

：法令及び教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画と対応し必要な授業科目が開設され

適切な役割分担が図られているか、教職課程以外の科目との関連性が適切に確保されているか 等 

 ・ＩＣＴの活用指導力など、各科目を横断する重要な事項についての教育課程の体系性 

：例えば、教員として身につけることが必要なＩＣＴ活用指導力の全体像に対応して各科目間の役割分

担が適切に図られているか、到達目標や学修量が適切な水準となっているか 等 

 ・いわゆるキャップ制の設定状況 

：１単位あたりの学修時間を確保する上で有効に機能しているか 等 
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 ・教育課程の充実・見直しの状況 

：学修成果や自己点検・評価の結果等を踏まえて充実が図られ、適切な見直しが行われているか 等 

 

［授業科目レベル］ 

 ・個々の授業科目の到達目標の設定状況 

：法令、教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画、学習指導要領及び教職課程コアカリキ

ュラムへの対応が図られているか 等 

 ・シラバスの作成状況 

：教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画と授業科目との関係、授業科目の目的と到達目

標、内容と方法、計画、成績評価基準、事前学修と事後学修の内容等が明確に記載されているか 等 

 ・アクティブ・ラーニングやＩＣＴの活用など新たな手法の導入状況 

：授業科目の到達目標に応じ、少人数のアクティブ・ラーニングやＩＣＴを活用した新たな手法を導入

し、「考える」「話す」「行動する」などの多様な学びをもたらす工夫が行われているか 等 

 ・個々の授業科目の見直しの状況 

：学修成果や自己点検・評価の結果等を踏まえて充実が図られ、適切な見直しが行われているか 等 

 ・教職実践演習及び教育実習等の実施状況 

：教職課程において特に重要な役割を果たす教職実践演習、教育実習（学校体験活動含む）は、事前指

導・事後指導を含め、大学の主体的な関与の下で適切に行われているか 等 

 

③学修成果の把握・可視化 

 

［大学全体レベル］ 

 ・成績評価に関する全学的な基準の策定・公表の状況 

：成績評価基準に基づく評語と授業科目ごとに定められている到達目標の達成水準との関係等が明ら

かにされているか 等 

 

［学科等レベル］ 

 ・成績評価に関する共通理解の構築 

：同一名称の授業科目を複数の教員が分担して開講している場合に成績評価の平準化を図ることがで

きているか 等 

 ・教員の養成の目標の達成状況（学修成果）を明らかにするための情報の設定及び達成状況 

：教員の養成の目標の達成状況を明らかにするための情報※２が適切に設定されており、それがどの程

度達成されているか、教職実践演習に向けた「履修カルテ」を適切に活用できているか 等 

 ※２：例えば、卒業時の教員免許状の取得状況や教職への就職状況のほか、所在する都道府県・政令指定都

市教育委員会の策定する教員育成指標や「教学マネジメント指針」を参考としつつ各大学において設

定することが考えられる。 

 

［授業科目レベル］ 

 ・成績評価の状況 

：各授業科目の到達目標に照らしてできるだけ定量的又は定性的に達成水準を明らかにし、厳格に点

数・評語に反映することができているか、公正で透明な成績評価という観点から達成水準を測定する

手法やその配点基準があらかじめ明確になっているか 等 

 

④教職員組織 

 

［大学全体レベル※３］ 

［学科等レベル］ 

 ・教員の配置の状況 

：教職課程認定基準（平成 13 年７月 19 日教員養成部会決定）で定められた必要専任教員数を充足して

いるか 等 

・教員の業績等 

：担当授業科目に関する研究実績の状況、担当教員の学校現場等での実務経験の状況 等 

 ・職員の配置状況 
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：教職課程を適切に実施するため、事務組織を設け、必要な職員数を配置できているか 等 

 ・ＦＤ・ＳＤの実施状況 

：いわゆる教科専門の授業科目を担当する教員や実務家教員も含め、教員の養成の目標及び当該目標

を達成するための計画への理解をはじめ教職課程を担う教員として望ましい資質・能力を身に付け

させるためのＦＤ・ＳＤが確実に実施されているか、適切な内容※４が実施できているか、実際に

参加が確保できているか 等 

 

 ※３：例えば全学的な教職課程センター等でＦＤ・ＳＤ等が実施されている場合 

 ※４：例えば、教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の共有のほか、「教学マネジメント指

針」（Ⅳ）を参考としつつ内容を検討することも考えられる。 

 

［授業科目レベル］ 

 ・授業評価アンケートの実施状況 

：個々の授業科目の見直しに繋がるＦＤの機会で活用できるように、効果的な授業評価アンケートの作

成・実施が行えているか 等 

 

⑤情報公表 

 

［大学全体レベル］ 

 ・学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７２条の２のうち関連部分、教育職員免許法施

行規則第２２条の６に定められた情報公表の状況 

：法令に定められた情報公表が学外者にもわかりやすく適切に行えているか 等 

 ・学修成果に関する情報公表の状況 

：大学が必要な資質・能力を備えた学生を育成できているかどうかを、エビデンスとともに説明できて

いるか 等 

 ・教職課程の自己点検・評価に関する情報公表の状況 

：根拠となる資料やデータ等を示しつつ、わかりやすい自己点検・評価の評価書を公表することができ

ているか 

 

⑥教職指導（学生の受け入れ・学生支援） 

 

［大学全体レベル※５］ 

［学科等レベル］ 

 ・教職課程を履修する学生の確保に向けた取組の状況 

：教職課程に関する積極的な情報提供の実施ができているか、教員の養成の目標に照らして適切に学生

を受け入れているか 等 

 ・学生に対する履修指導の実施状況 

：必要な体制や施設・設備を整えた上で、個々の学生の教職に対する意欲を踏まえつつ、学生に教職課

程の履修に当たって学修意欲を喚起するような適切な履修指導が行えているか、「履修カルテ」を適

切に活用できているか 等 

 ・学生に対する進路指導の実施状況 

：学生に教職への入職に関する情報を適切に提供するなど、学生のニーズに応じたキャリア支援体制が

適切に構築されているか 等 

 ※５：例えば全学的な教職課程センター等で履修指導や進路指導が実施されている場合 

 

⑦関係機関等との連携 

［大学全体レベル］ 

 ・教育委員会や各学校法人との連携・交流等の状況 

：教員の採用を担う教育委員会や各学校法人と適切に連携・交流を図り、地域の教育課題や教員育成指

標を踏まえた教育課程の充実や、学生への指導の充実につなげることができているか 等 

 ・教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況 

：教育実習を実施する学校と適切に連携・協力を図り、実習の適切な実施につなげることができている

か、学校体験活動や学習指導員としての活動など学校現場での体験活動を行う機会を積極的に提供で
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きているか 等 

 ・学外の多様な人材の活用状況 

：学外の諸機関との連携の下、教育課程を充実するために学外の多様な人材を実務経験のある教員又は

ゲストスピーカー等として活用することができているか 等 
 
 
Ⅲ．全学的に教職課程を実施する組織体制について 

 

１．全学的に教職課程を実施する組織体制の必要性について 

 

 これまでも、同一学科等の複数の教職課程や複数の学科等の間で、授業科目の共通開設や専任教員の共通化

が限定的に行われてきたところであるが、今後、教職課程をより効果的・効率的に実施する観点から、同一学

科等の複数の教職課程や複数の学科等の間、さらには複数の大学の間において、授業科目や専任教員を共通化

できる範囲を拡大する制度改正を行うことが予定されている。 

 しかし、自らの学科等の教員が携わらない授業科目が教職課程の中で増加すること等により、各授業科目間

の役割分担などを含め、カリキュラムの体系性が失われたりすることや、各学科等の教職課程全体として運営

の責任の所在が不明確になることで、教職課程の改革・改善の契機が失われること等により、教職課程の質が

低下することがあっては本末転倒である。 

 また、教職課程の運営において他の大学や教育委員会、学校法人など関係機関等との連携の必要性は高まる

一方である。各学科等が、個別の戦略と判断に基づき、関係機関等と連携・交流を行うことは想定されるもの

の、対応の如何によっては、各学科等間で重複した取組が実施されることや各学科等の取組間の整合性の喪失

などを招きかねない。このようなことは、教職課程をより効果的・効率的に実施する観点から防がれなければ

ならない。 

 このため、複数の教職課程を設置する大学においては、全学的な観点から教職課程の運営を実施できる組織

体制を備えるとともに、当該組織体制の中核となる組織（以下「中核組織」という。）が中心となって、大学

が自主的に教職課程の水準を維持・向上させていく仕組みを確立することが必要となっている。 

 

２．全学的に教職課程を実施する組織体制の果たす役割・機能 

 

 この全学的に教職課程を実施する組織体制が果たすべき役割・機能は、大学の規模等に応じて多様なものと

なり得るが、期待される役割・機能のうち主たるものを例示すれば以下のとおりである。 

  

 ①全学的な教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画の策定、各学科等ごとの教員の養成の目標

及び当該目標を達成するための計画の整合性の確保に関する調整 

 ②複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設や専任教員の配置など全学的な教育課程の編成、教員組織整

備に関する調整 

 ③各学科等における教育課程・授業科目の状況の確認の実施（シラバスの確認の実施を含む） 

 ④学修成果に関する情報の集約・分析の実施（「履修カルテ」の作成・管理を含む） 

 ⑤全学的な観点からのＦＤ・ＳＤの実施 

 ⑥情報公表の実施に向けた各学科等におけるデータの収集の実施、整合性の確保に関する調整 

 ⑦教職課程の学生獲得に向けた戦略の策定、関連する取組の実施 

 ⑧教職課程の学生に対する履修指導・進路指導等の実施 

 ⑨関係機関等との連携・交流に関する連絡調整の実施、全学的な整合性の確保に関する調整 

 ⑩教職課程の自己点検・評価の実施、学内及び外部からのフィードバックに対する対応 

 

  これらの役割・機能の全てを中核組織が果たすこともあり得るが、例示された役割について、特定の学部だ

けを対象に担う組織又は、それらの一部分を担う組織が既に各大学で整備されている場合は、当該既存の組織

が、中核組織と連携しつつその実施機能を担うことも考えられる。 

 その場合であっても、 

    ・各組織の所掌と責任を明確にすること 

    ・組織間の指揮命令系統が明らかになっていること（どの組織から指示を受け、どの組織に対して指示が

できるのか） 

    ・特定のテーマについてリーダーシップを発揮すべき組織を明らかにしておくこと 

    ・組織間で必要な情報共有が図られるようにすること 
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に留意することが必要であり、教職課程の運営に関しては、中核組織がリーダーシップを発揮することが期待

される。その際、中核組織が実効性を持ってリーダーシップを発揮できるように、あるいは、中核組織が与え

られた所掌と責任に比して過剰な役割を負わされることがないように、大学として全学的な視点の下で中核組

織の位置づけを明確にしつつ、その活動を支援することが求められる。 

 

３．中核組織の形態 

 

 中核組織がいかなる形態を採るかについて、例えば、 

・２で例示した役割・機能の多くを自ら実施することを想定したセンター的組織（例えば「教職課程セン

ター」） 

・２で例示した役割・機能のうち、全体的な戦略の企画や各学科等又は各既存の組織間などの調整の機能

に重点を置いた委員会的組織 

などが考えられるが、大学の規模、学内の既存の組織の有無等に応じて、その在り方は多様なものであり、場

合によっては、既存の組織が中核組織となることもあり得る。 

 いずれの組織形態を採用する場合も、 

・いわゆる教科専門、教職専門双方の教員や教職課程の運営を担う事務職員の参画を得ること 

・事務職員の確保その他必要な運営体制を確立することすること 

・最終的に各教職課程の実施を担う学科等の代表者の参加を十分確保すること 

が期待される。 
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37．教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について（令和２年 10 月５日通

知） 

２ 教 教 人 第 ２ ３ 号 
令和２年１０月５日 

教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 長 
各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長  殿 
各都道府県・指定都市・中核市教育委員会教育長 
 

文部科学省 
総合教育政策局教育人材政策課長 

中 野 理 美 
（公印省略） 

初等中等教育局情報教育・外国語教育課長 
今 井 裕 一 

（公印省略） 
初等中等教育局教育課程課長 

滝  波   泰 
（公印省略） 

 
「教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について」 

（中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会）の送付について（通知） 
 
教職課程を置く各国公私立大学、各指定教員養成機関（以下「大学等」という。）におかれては、「学校の

ICT 環境整備の充実に対応した教員養成等の充実について」（令和２年３月６日付け元教教人第 41 号総合教
育政策局教育人材政策課長、初等中等教育局情報教育・外国語教育課長通知）を踏まえ、GIGA スクール構想に
対応できる教員を確実に養成できるよう、教師の ICT 活用指導力について教職課程の改善・充実に努めていた
だいていることと存じます。 
この度、中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会において、各大学等に求められる具体的な取組に

ついて、別紙のとおり「教職課程における教師の ICT 活用指導力充実に向けた取組について」（以下「ICT 活
用指導力の向上に関する取組」という。）が取りまとめられましたので、送付します。 
各大学等におかれては、「ICT 活用指導力の向上に関する取組」を踏まえ、学生が教師の ICT 活用指導力を

確実に身に付けることができるように、例えば、国において作成された学校における ICT を活用した学習場面
や各教科等の指導における ICT 活用に係る動画コンテンツを大学等の授業等において活用したり、現職の全て
の教師に求められる ICT 活用に係る基本的な資質・能力を示した「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」等
を活用して、大学等の個々の授業科目のどの部分でこれらの資質・能力が身に付けられるのかを自主的に検証
したりするなど、更なる取組の推進をお願いいたします。なお、今後、教員養成部会として各大学等の授業の
取組状況をフォローアップする予定としています。 
また、都道府県・指定都市・中核市教育委員会におかれては、教員養成段階での取組としての「ICT 活用指

導力の向上に関する取組」について御承知おきいただくとともに、教育公務員特例法第 22 条の５に定める教
師の資質能力の指標の策定に関する協議等を行うための協議会等を通じ、大学等と積極的に連携して、教師の
ICT 活用指導力の向上方策について検討の上、教師の資質能力の指標や教員研修計画に位置付け、教員研修の
より一層の充実が図られるようお願いいたします。 
 

（本件担当） 
１．大学での教員養成に関すること 

総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室 
教職課程認定係 

TEL 03-5253-4111 （内線 2451） 
２．教師の ICT 活用指導力充実に関すること、情報活用能力の育成に

関すること 
初等中等教育局情報教育・外国語教育課情報教育振興室 

TEL 03-5253-4111 （内線 2090） 
３．各教科等の指導における ICT の活用に関すること  

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室企画係 
TEL 03-5253-4111 （内線 2367） 
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教 職 課 程 に お け る 教 師 の I C T 活 用 指 導 力 充 実 に 向 け た 取 組 に つ い て 

 

 
令 和 ２ 年 １ ０ 月 ５ 日 
中 央 教 育 審 議 会 
初等中等教育分科会 
教 員 養 成 部 会 

 

 

○ 「新しい時代の初等中等教育の在り方論点取りまとめ」（令和元年 12 月 中央教育審議会初等中等教育

分科会特別部会）においては、児童生徒一人につき一台の端末が利用可能な環境が整備されることで、情報

活用能力などの育成に向けた基盤としての資質・能力の確実な習得が行われるとともに、多様な子供たち一

人一人の能力、適性等に応じ、子供たちの意欲を高めやりたいことを深められる学びが提供されることとな

ることが、「2020 年代を通じて実現を目指すイメージ」として掲げられている。 

 

○ また、ICT 環境の整備は、インターネットを活用し主体的に調べ発表する活動や、遠隔地にいる児童生徒

や専門家と議論する活動などが可能となるなど、児童生徒に対してより良い教育的効果をもたらしうるもの

である。特に、GIGA スクール構想の加速により、児童生徒「１人１台端末」の教育環境が実現することで、

遠隔・オンライン教育を含め、ICT を活用しながら、児童生徒の個別最適な学びと協働的な学びを実現して

いくことが重要である。 

 

○ 今後、教師はこうした環境を活かして指導を行うことが求められるようになるため、教師が ICT 活用指導

力の向上に努めることは重要である。具体的には、教師を支援するツールとして ICT を活用するとともに、

児童生徒の情報活用能力の育成に関する指導法だけでなく、ICT を活用して主体的・対話的で深い学びの実

現に向けた授業改善をしていく力を身に付けていくことが求められる。 

 

○ 教員養成段階においては、「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に加えて、平成

28 年 11 月の教育職員免許法の改正及び平成 29 年 11 月の教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第

26 号）の改正により、「各教科の指導法」に情報機器及び教材の活用が新しく追加されることとなり、平成

31 年４月から当該内容が盛り込まれた教職課程が始まっている。 

 

○ 教職課程を置く各国公私立大学、各指定教員養成機関（以下「大学等」という。）においては、既に取組

の充実に努めていただいていることと思われるが、こうした教職課程の「各教科の指導法」などの授業にお

いて学生が教師の ICT 活用指導力について、より実践的に、確実に身に付けることができるように、次のよ

うな取組を進めることが必要である。 

今後、教師の ICT 活用指導力の向上に関する取組について（本文の下線箇所を中心に）、教員養成部会と

して各大学等の授業の取組状況をフォローアップする予定である。 

 

○ なお、こうした教師の ICT 活用指導力を身に付けていく上で、その前提となる取組として、ICT を活用し

た学習活動の意義等について学生自らが経験的に理解しておくことも重要であり、このため、特定の科目に

限らず教職課程の授業全体で ICT を積極的に活用することが望まれる。さらに、こうした学修を行うために

は、教職課程の授業において ICT が普遍的に使用できるよう環境整備に努めることも望まれる。 

 

○ また、学校を取り巻く ICT 環境は急速に変化していることから、各大学等の取組もこうした変化に遅れる

ことなく対応していくことが必要である。各大学等においては、学生に最新の教育環境を踏まえた教師の

ICT 活用指導力を身に付けさせ、これからの学校現場をリードする人材として育成していくために、より積

極的な取組が期待される。 

 

 

記 

 

 

（別紙） 
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１．教師の ICT 活用指導力として必要となる資質・能力 

 

○ 教師の ICT 活用指導力について、教職課程においては「教育の方法及び技術」や「各教科の指導法」に

含めることとする情報機器及び教材の活用として取り扱うこととなる。より具体的な内容としては、教職

課程コアカリキュラムにおいて、必要となる資質・能力が到達目標として示されている。 

 

○ 「教育の方法及び技術」では次の２つの到達目標が示されている。 

① 子供たちの興味・関心を高めたり課題を明確につかませたり学習内容を的確にまとめさせたりする

ために、情報機器を活用して効果的に教材等を作成・提示することができる。 

➁ 子供たちの情報活用能力（情報モラルを含む）を育成するための指導法を理解している。 

 

○ 「各教科の指導法」では次のとおり、当該教科の特性に応じた情報機器の活用について、「教育の方法

及び技術」で示された２つの到達目標を１つの到達目標にまとめて示されている。 

 ・当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し、授業設計に活用することがで

きる。 

 

○ また、教育職員免許法施行規則第 66 条の６に定める科目「情報機器の操作」についても教職課程の学

生はその単位の修得が必要であり、さらに、大学によっては大学が独自に設定する科目等においても関

連する科目が開設されている場合もある。 

 

○ このように教職課程においては、教師の ICT 活用指導力について複数の科目にわたって取り扱うことと

なるものであることから、各大学等においては、学生が教師の ICT 活用指導力を体系的に身に付けること

ができるよう、各科目の役割を明確にしながら、教育課程を編成することが求められる。 

 

○ 文部科学省においては教師の ICT 活用指導力について、教師が ICT を適切に活用して指導することや、

児童生徒が ICT を適切に活用できるようにすること、さらに、校務の情報化を含めた現職の全ての教師に

求められる基本的な資質・能力を、「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」（平成 30 年 6 月改訂）に

おいて、以下の A～D の大項目に分類し、さらにそれらを、それぞれ４つのチェック項目に分けて示して

いる。 

・A 教材研究・指導の準備・評価・校務などに ICT を活用する能力 

・B 授業に ICT を活用して指導する能力 

・C 児童生徒の ICT 活用を指導する能力 

・D 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力 

 

○ 例えば、同チェックリストや採用権者の意見を聴きつつ各大学等において作成された同チェックリスト

に相当するリスト等を参考にして、現職の教師に求められる資質・能力の全体像や個々の内容、水準を十

分意識しつつ、これらのリストの各項目を含んだ「カリキュラムマップ」の作成等を通じて、個々の授業

科目のどの部分でこれらの資質・能力を身に付けるのか検証してその結果を公表するなど、各大学等の教

育課程の編成に活用することが期待される。 

 

○ また、これらのリスト等を参考にして、各科目の到達目標や授業内容（教師の ICT 活用指導力に関する

学修量含む。）などについても、教師として必要な資質・能力を培うものとしてふさわしいものとなるよ

う検討することが考えられる。 

 

○「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」（平成 30 年 6 月改訂） 

：文部科学省では、教師の ICT 活用指導力を把握するため、毎年、本チェックリストを基に調

査を実施。 

「教材研究・指導の準備・評価・校務などに ICT を活用する能力」「授業に ICT を活用して指

導する能力」「児童生徒の ICT 活用を指導する能力」「情報活用の基盤となる知識や態度につ

いて指導する能力」からなる。 

    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416800.htm 
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２．教師向け研修資料を活用した実践的な学修 

 

○ 各教科等の指導において ICT を活用する際に、単に ICT 機器を指導に取り入れれば、情報活用能力が育

成されたり、指導が充実したりするわけではない。各教科等において育成すべき資質・能力を見据えた上

で、各教科等の特質や ICT を活用する利点などを十分理解した上で、ICT を活用する場面と活用しない場

面を効果的に組み合わせることが重要である。 

 

○ 学習指導要領及びその解説においては、各教科等の指導における情報活用能力の育成の在り方や、視聴

覚教材やコンピュータ、情報通信ネットワーク、情報機器等の ICT の活用による学習活動の充実について

示しているところであり、各教科等の指導に当たって、これらを踏まえることが不可欠である。 

 

○ また、教師による指導をはじめ、学校・教育委員会の具体的な取組の参考となるよう作成した「教育の

情報化に関する手引」（文部科学省）においては、ICT を効果的に活用した学習場面として、 

  ・一斉指導による学び（一斉学習） 

  ・子供たち一人一人の能力や特性に応じた学び（個別学習） 

  ・子供たち同士が教え合い学び合う協働的な学び（協働学習） 

 の３つの分類例に分け、これらをさらに細分化した１０の分類例が示されている。 

また、同手引においては、この学習場面に沿って、小学校、中学校、高等学校の学校段階ごとの各教科等

別に、ICT を活用した具体例が示されている。 

 

○ さらに、学校・教育委員会の具体的な取組の参考となるよう作成した動画コンテンツについて、独立行

政法人教職員支援機構においては、オンライン講座「学校における ICT を活用した学習場面」などの動画

コンテンツをホームページに掲載して提供している。今後、文部科学省においては、各教科等の指導にお

ける ICT 活用に係る動画コンテンツを順次作成する予定である。 

 

○ 各大学等においては、こうした学校・教育委員会の具体的な取組の参考となるよう作成された「教育の

情報化に関する手引」や動画コンテンツ等を、「教育の方法及び技術」や「各教科の指導法」などに活用

して、学生が、より実践的に、また確実に教師の ICT 活用指導力を身に付けることができるよう取り組む

ことが期待される。例えば、教職員向けの活用の仕方として、「教育の情報化に関する手引」や動画コン

テンツ等を授業設計や FD・SD に活用してより実践的な授業内容とすること等が考えられる。また、例え

ば、学生向けの活用の仕方として、「教育の情報化に関する手引」を授業のテキスト又は参考資料として

用いること、動画コンテンツの視聴と演習を組み合わせた授業とすること等が考えられる。 

 

 

○「教育の情報化に関する手引」 

：新学習指導要領の下で教育の情報化が一層進展するよう、教師による指導をはじめ、学校・

教育委員会が具体的な取組を行う際に参考となるよう、文部科学省ホームページに掲載。各

学校段階・教科等における ICT を活用した指導の具体例等を掲載。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html 

 

○オンライン講座「校内研修シリーズ」 

：学校内で実施する校内研修で活用できるよう、講義動画などの研修教材について、独立行政

法人教職員支援機構のホームぺージにおいて提供（パスワード等不要）。 

教師の ICT 活用指導力に関連しては、令和２年９月現在、No37「学校教育の情報化」、No76

「学校における ICT を活用した学習場面」、No78「病弱教育における ICT 活用」が提供され

ている。 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/theme.html#theme05-04 

 

○そのほか、教職課程の授業等で活用が考えられる資料 

 ・「各教科等の指導における ICT の効果的な活用について」 

  ：学校での実践事例に基づき、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行

うに当たって参考となるよう、各教科等の指導における ICT の効果的な活用についての参

考資料を文部科学省ホームページに掲載。本資料は令和２年９月時点のものであり、今後、
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随時更新をしていく予定。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00915.html 

 

 ・「小中高等学校における ICT を活用した学習の取組事例」（令和２年５月） 

  ：新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業下における家庭での学習を支援するため

の教育委員会・学校の取組事例を文部科学省において取りまとめ、学校現場での活用に資

するよう文部科学省ホームページに掲載。 

https://www.mext.go.jp/content/20200527-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf 

 

 

３．主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

 

○ 情報活用能力は「学習の基盤となる資質・能力」であり、確実に身に付けさせる必要があるとともに、

身に付けた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつな

がっていくことが期待されるものである（小学校学習指導要領解説【総則編】）。 

 

○ また、児童生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けることが

できるよう、ICT も活用した指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図ることが

重要である。これにより、多様な学習活動の展開が期待される。 

 

 ○ 教職課程においては、教育職員免許法施行規則において、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授

業改善に資する内容について「各教科の指導法」、「教育課程の意義及び編成の方法」、「教育の方法及

び技術」、「道徳の理論及び指導法」、「総合的な学習の時間の指導法」、「特別活動の指導法」に含む

ものとしている。 

 

  ○ 各大学等においては、各教科等における ICT 活用が情報活用能力の育成につながり、その能力の発揮

が各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくという観点から「教育の方法及び技

術」、「各教科の指導法」だけでなく、「教育課程の意義及び編成の方法」、「道徳の理論及び指導法」、

「総合的な学習の時間の指導法」、「特別活動の指導法」などにおいても教師の ICT 活用指導力に関する

内容を積極的に取り扱うことが期待される。 

 

  ○小学校学習指導要領（平成 29 年文部科学省告示）（抜粋） 

       ※中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領も同趣旨の記載あり。 

   第１章 総則 

    第２ 教育課程の編成 

     ２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

     (1) 各学校においては、児童の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報

モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成し

ていくことができるよう、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育

課程の編成を図るものとする。 

第３ 教育課程の実施と学習評価 

１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

各教科等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

(３)第２の２の（１）に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コ

ンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環

境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統

計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

 

第４ 児童の発達の支援 

１ 児童の発達を支える指導の充実 

教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

(4) 児童が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に

付けることができるよう、児童や学校の実態に応じ、個別学習やグループ別学習、



227 
 

繰り返し学習、学習内容の習熟の程度に応じた学習、児童の興味・関心等に応じ

た課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、

教師間の協力による指導体制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改

善により、個に応じた指導の充実を図ること。その際、第３の１の(３)に示す情

報手段や教材・教具の活用を図ること。 

      

○ 教育職員免許法施行規則第３条 表 備考 

  二 各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメントを含む。）、教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活

用を含む。）、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法並びに特別活動の指

導法は、学校教育法施行規則第 52 条に規定する小学校学習指導要領に掲げる事項に即し、

育成を目指す資質及び能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改

善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 
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38．令和８年度教員採用選考試験の実施に関する留意点等について（周知） 

事 務 連 絡  

令和６年４月30日  

 

 

教職課程を置く  

国公私立大学教職課程担当課 御中  

 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

 

 

令和８年度教員採用選考試験の実施に関する留意点等について（周知） 

 

 

平素から教員養成に御尽力いただき、誠にありがとうございます。  

令和６年４月26日付で、各都道府県教育委員会教育長及び各指定都市教育委員会教育長宛に、別添のと

おり、令和８年度（令和７年度実施）教員採用選考試験の実施に関する留意点等について、通知を発出し

ました。  

この通知の中では、教員採用選考試験の現状を踏まえ、教師志願者の増加を図り、質の高い教師の確保

に繋げる観点から、各教育委員会に対し教員採用選考試験の第一次選考の実施日程について前倒しの検討

を求めており、今後、各教育委員会において、対応方針の検討が行われていくものと考えております。各

大学におかれましては、教員採用選考試験の実施日程等について、地域の教育委員会と情報共有を図って

いただくようお願いします。  

あわせて、各大学におかれましては、令和４年12月の中央教育審議会答申（「令和の日本型学校教育」

を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性

を有する質の高い教職員集団の形成～）等においても示され、従前からお願いしているとおり、理論と実

践の往還を重視する観点から、全ての学生が一律に、教職課程の終盤に教育実習を履修する形式を改め、

例えば、通年で決まった曜日などに実施する教育実習や、早い段階から「学校体験活動」を経験し、教育

実習の一部を代替する方法、異なる学年の学生が同時に参加する形をとることで上級生がメンターとして

の役割を担うように工夫するなど、教育実習の在り方を含めた教職課程の見直しを御検討いただきますよ

うお願いします。  

 

【参考】  

○「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～「新たな教師の学び

の姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～（答申）（中教審第240号）  

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00004.htm  

○公立学校教員採用選考試験の早期化・複数回実施等について方向性の提示  

https://www.mext.go.jp/content/20230531-mxt_kyoikujinzai02-000011998_1.pdf  

 

【別添資料】  

令和８年度教員採用選考試験の実施に関する留意点等について（周知）  

（令和６年４月26日付６文科教第261号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件担当＞  

文部科学省教育人材政策課企画係  

Tel：03-5253-4111（内線：3970）  

Mail：kyoikujinzai@mext.go.jp 
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39．こども基本法の施行について（令和５年４月１日通知） 

 

こ 総 政 第 ２ 号 

令和５年４月１日 

各 都 道 府 県 知 事 

              殿 

各 指 定 都 市 市 長 

 

 
こ ど  も  家  庭  庁  長 官 
（ 公 印 省 略 ） 

 

 
こども基本法の施行について（通知） 

 
こども基本法（令和４年法律第 77 号。以下「法」という。）については、昨年６月 22 日に公布され、

令和５年４月１日から施行されます。 
貴職におかれては、下記事項に御留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をお願いするとともに、

各都道府県におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町村に対してもこの旨周知願います。また、参

考資料として、質疑応答集（Ｑ＆Ａ）（別紙）をとりまとめたので、併せて周知をお願いします。 

 

記 
 

第１ 法制定の目的（第１条関係） 
これまで、こどもに関する各般の施策の充実に取り組んできたが、少子化の進行、人口減少に歯止めがか

かっていない。また、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況は深刻で、

コロナ禍がそうした状況に拍車をかけている。 

常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据えて、強力

に進めていくことが急務となっている。 

このため、こども家庭庁の設置と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係省庁、地方自治体におい

て進められてきた、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の 基盤となるものとして、こども

施策の基本理念や基本となる事項を明らかにすることにより、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実

施していくための包括的な基本法として、制定された。 

 

第２  定義（第２条関係） 

１ こども 
本法における「こども」は、心身の発達の過程にある者をいい、一定の年齢で上限を画しているもので

はない。 

２ こども施策本法における「こども施策」は、（１）こどもに関する施策と（２）一体的に講ずべき施策

からな 

る。 

（１）こどもに関する施策とは、こどもの健やかな成長や、結婚・妊娠・出産・子育てに対する支援を主

たる目的とする施策を指すものと解され、その具体的な例が、第２項各号に列記されている。 

（２）一体的に講ずべき施策とは、例えば、 

・主たる目的はこどもの健やかな成長に対する支援等ではないが、こどもや子育て家庭に関係する施

策（例：国民全体の教育の振興、仕事と子育ての両立等の雇用環境の整備、小児医療を含む医療の

確保・提供） 

・「こどもに関する施策」と連続性を持って行われるべき若者に係る施策（例：若者の社会参画支援、

就労支援、社会生活を営む上で困難を抱える若者支援） 

といった施策が含まれると解される。 

このように、（１）こどもに関する施策と（２）一体的に講ずべき施策からなる「こども施策」には、

こどもの健やかな成長に対する支援等を主たる目的とする施策に加え、教育施策、雇用施策、医療施策
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など幅広い施策が含まれる。 

なお、国民全体の教育の振興については、日本国憲法の精神に則り、教育基本法を頂点とする教育法

体系の下で行われるものである。こども基本法の目的・基本理念は、教育基本法第１条に定める「心身

ともに健康な国民の育成」という「教育の目的」と通ずるものである。 

なお、教育に係る個別作用法の運用に当たっては、これまでも日本国憲法、児童の権利に関する条約

の趣旨が考慮されてきたところ、こども基本法の制定を機に、これらと合わせて基本法の趣旨が考慮さ

れるべき旨を徹底していくことが求められる。 

 

第３ 基本理念（第３条関係） 
こども施策を行うに当たっての基本理念を規定している。 

第１号は、日本国憲法第 11 条の基本的人権の保障、同第 13 条の個人の尊重、同第 14 条の法の下の平

等、さらには、児童の権利に関する条約第２条の差別の禁止の趣旨を踏まえて、規定されている。 

第２号は、児童の権利に関する条約第６条の「生命に対する権利」の趣旨を踏まえて、こどもの成長を支

えることを定めている。 

第３号は、児童の権利に関する条約第 12 条の「児童の意見の表明の権利の確保」の趣旨を踏まえ、こど

も自身に直接関係する全ての事項に関して、年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を表明する機会と多

様な社会的活動に参画する機会が確保されることを規定した。「自己に直接関係する全ての事項」とは、児

童の権利に関する条約第 12 条と同様、どのような学校を選ぶか、どのような職業に就くかなど、個々のこ

どもに直接影響を及ぼす事項と解される。また、「多様な社会的活動に参画する機会」には、ボランティア

などの活動のほか、本法第 11 条で規定されているこども施策の策定等に当たってのこどもの意見反映の機

会などが想定されている。 

第４号は、こども自身に直接関係する事項以外の事項であっても、こどもの意見が、その年齢及び発達の

程度に応じて尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを規定したものである。国では、「こど

も政策の新たな推進体制に関する基本方針」（令和３年 12 月 21 日閣議決定）において、こどもの最善の

利益を実現する観点から、こどもの意見が年齢や発達段階に応じて積極的かつ適切にこども政策に反映され

るように取り組むことを、政府全体の方針としており、この「基本方針」でいう「こども政策」には、こど

も自身に直接関係する事項以外の事項が当然に含まれている。「児童の最善の利益」の考慮とは、「こども

にとって最も善いことは何か」を考慮することであり、「こどもの意見がその年齢及び発達の程度に応じて

尊重すべきものと認められる場合であっても、別の考慮要素と比較衡量して合理的に判断した結果、こども

にとって最善とは言い難いと認められる場合には、こどもの意見とは異なる結論が導かれることはあり得る。 

第５号は、児童の権利に関する条約の前文及び第 18 条の趣旨を踏まえ、父母その他の保護者が第一義的

責任を有するとの認識の下、子育てに対して社会全体として十分な支援を行うことを定めたものである。ま

た、家庭での養育が困難なこどもに対して、その健やかな成長のために同様の養育環境を確保することを定

めたものである。 

第６号は、子育てをする者、しようとする者が、家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感でき

るよう、社会環境を整備することを示したものである。 

 

第４ 責務等（第４～７条関係） 
国・地方公共団体に対し、基本理念にのっとり、こども施策を策定・実施する責務を課している。事業主

に対しては、仕事と家庭の両立等の雇用環境の整備に係る努力義務を課している。また、国民に対して、こ

ども施策について関心と理解を深めるよう努力義務を課している。 

 

第５ 年次報告（第８条関係） 
こどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告（こども白書）を、毎年、国

会に提出することを規定している（いわゆる法定白書）。 

こども白書は、従来の「少子化社会対策白書」、「子供・若者白書」、「子どもの貧困の状況及び子ども

の貧困対策の実施の状況」（本基本法により改正され法定白書化）の内容が盛り込まれ、１つの白書として、

国会に提出されることとなる。 

 

第６ こども大綱（第９条関係） 
こども大綱は、こども施策を総合的に推進するために、こども施策に関する基本的な方針、重要事項を定

めるものであり、これまで別々に作られてきた「少子化社会対策大綱」・「子供・若者育成支援推進大綱」・

「子供の貧困対策に関する大綱」が束ねられ、こども大綱に一元化されることとなる。 
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こども大綱により、従来の３つの大綱が１つになることから、政府全体として、統一性のある大綱の下で、

これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進めていく。 

 

第７ 都道府県こども計画、市町村こども計画（第 10 条関係） 
都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大綱と都

道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。 

都道府県こども計画・市町村こども計画は、既存の各法令に基づく以下の都道府県計画・市町村計画と一

体のものとして作成することができる。 

・子ども・若者育成支援推進法第９条に規定する、都道府県子ども・若者計画・市町村子ども・若者計画 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条に規定する、都道府県計画・市町村計画 

・その他の法令の規定により地方公共団体が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるもの

の例 

・次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画・市町村行動計画 

・子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画 

地方公共団体が、本条の規定を活用し、こども施策に関する事項を定める計画を一体として策定した場合

には、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものとす

ること、事務負担の軽減を図ることなどが期待される。 

 

第８ こどもの意見の反映（第 11 条関係） 
国・地方公共団体において、こども施策を策定・実施・評価するに当たり、施策の対象となるこどもや子

育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることを定めている。 

ここでいう「国」とは、行政府だけではなく、立法府や司法府も含まれるものと解される。また、ここで

いう「地方公共団体」とは、地方自治法に基づく普通地方公共団体及び特別地方公共団体を指し、議会や執

行機関のほか、法律の定めるところにより置かれる委員会（例：教育委員会）や、法律又は条例の定めると

ころにより置かれる附属機関が含まれるものと解される。 

児童の権利に関する条約第 12 条では、個々のこどもに直接影響を及ぼす司法上・行政上の決定・措置に

関する手続において当該こどもに対して意見を聴取する機会が与えられることが定められている。この趣旨

を踏まえ、本法第３条第３号が規定されている。 

一方、本法第 11 条は、「こどもに関する施策」と「一体的に講ずべき施策」からなる「こども施策」、

つまり、こどもの成長に対する支援等を主たる目的とする施策に加え、教育施策、雇用施策、医療施策など

幅広い施策に対し、施策の対象となるこどもや子育て当事者等の意見を反映させるために必要な措置を講ず

ることを求めている。 

こどもの意見を反映させるために必要な措置については、当該施策の目的等によって様々であると考えら

れるが、例えば、以下のような手法が想定される。 

・こどもや若者を対象としたパブリックコメントの実施。 

・審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画の促進。 

・こどもや若者にとって身近なＳＮＳを活用した意見聴取などこどもや若者から直接意見を聴く仕組みや

場づくり。 

こどもから意見を聴くための様々な手法を組み合わせ、脆弱な立場に置かれたこどもをはじめ様々な状況

にあるこどもや低年齢のこどもを含めて、多様なこどもの声を聴くように努めることが重要である。具体的

にどのような措置を講ずるのか、どのような頻度で意見を聴くのか、また、こどもの意見をどの程度反映す

べきなのかなどについては、個々の施策の目的等に応じて、様々であると考えられる。 

また、当該施策が、（１）こどもの成長に対する支援等を主たる目的とする「こどもに関する施策」であ

るのか、（２）主たる目的はこどもの成長に対する支援等ではないがこどもや子育て家庭に関係する施策等

である「一体的に講ずべき施策」であるのか、一律に判断することは難しいが、（１）「こどもに関する施

策」は、（２）「一体的に講ずべき施策」と比較すると、相応のプロセスが求められるものと考えられる。 

こども施策を決定する主体（各省各庁の長、地方公共団体の長等）が、当該施策の目的等を踏まえ、こど

もの年齢や発達の段階、実現可能性などもしっかり考慮しつつ、こどもの最善の利益を実現する観点から、

施策への反映について判断することとなる。 

こどもの最善の利益を実現する観点から、当該施策の主たる目的等の考慮要素と比較衡量して合理的に判

断した結果、こどもの意見とは異なる結論が導かれることはあり得る。 

こどもからの意見聴取に当たっては、こどもが意見を言いやすい環境づくりや、こどもの意見を聴く職員

の姿勢、さらに、こどもと近い目線でこどもを支え、こどもの声を引き出す、ファシリテーターやサポータ
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ーのような役割も重要である。 

また、聴取した意見が施策に反映されたかどうかについて、こどもにフィードバックすることや広く社会

に発信していくことが望まれる。 

こども家庭庁において、今後、国や地方公共団体の取組を促進していく。 

 

第９ 総合的かつ一体的な提供のための体制整備（第 12 条関係） 

こども施策において長年の課題とされてきた、年齢の壁、こどもが必要とする施策ごとの制度の壁、施策

を講ずる関係省庁の縦割りの壁、これら３つの壁を打破し、統合的、一体的に支援を提供していくために規

定された。 

 

第１０ 関係者相互の有機的な連携の確保等（第 13 条・第 14 条関係） 
こども施策の適正かつ円滑な実施において、関係機関や民間団体等の連携を確保することが重要であり、

第 13 条においては、国・地方公共団体に対し、関係機関・団体等の有機的 

な連携の確保に係る努力義務が、第 14 条においては、有機的な連携の確保に資するための情報通信技術の

活用について、それぞれ定められている。 

地方公共団体における連携の確保のための手段として、協議会を組織することができることとされている。

協議会の構成員としては、当該地方公共団体で医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う行政機

関、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体等が想定されている。 

本法における「協議会」とは、例えば、個別法に基づき置かれる以下のような協議会等（ 

※）を含むものとして、包括的に規定されており、これらとは別の新たな協議会の設置を求めているもの

ではないと解される。 

・地方青少年問題協議会法に基づき、重要事項の調査審議や関係行政機関相互の連絡調整を図る、都道

府県青少年問題協議会・市町村青少年問題協議会。 

・子ども・子育て支援法に基づき、施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項等の調査審議等を

行う合議制の機関（地方版子ども・子育て会議）。 

・子ども・若者育成支援推進法に基づき、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその

効果的かつ円滑な実施を図るため、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会。 

・児童福祉法に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を

図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により

構成される要保護児童対策地域協議会。 

※上記と類似する機能を持つ条例等に基づく合議制の機関を含む。 

 
第１１ 本法及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知（第 15 条関係）こども基本

法と児童の権利に関する条約の内容や考え方を、こどもをはじめ、広く国民に 周知するために規定され

た。今後、こども家庭庁を中心に、関係省庁が連携して、あらゆる機会を通じて、当事者であるこども、

保護者や教職員などのこどもと関わる大人のほか、広く社会に対して、こども基本法や児童の権利に関

する条約の趣旨・内容を周知していく。 

 
第１２ こども施策の充実及び財政上の措置等（第 16 条関係） 

政府に対し、こども大綱の定めるところにより、こども施策の一層の充実を図るとともに、それに必要

な予算の確保を図るための財政上の措置等を講ずる努力義務を課したものであり、閣議決定するこども大

綱に基づき、一定の期間の中で、目標の達成に向け、財政的な見通しも持ちながら、施策を充実させてい

くことが求められている。 

 
第１３ こども政策推進会議（第 17 条～第 20 条関係） 

従来の少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部、子どもの貧困対策会議等を統合する形

で、こども家庭庁に、内閣総理大臣を長とする閣僚会議である「こども政策推進会議」が置かれることと

なった。こども政策推進会議は、こども大綱の案を作成し、こども施策の実施を推進する政府全体の司令

塔の役割を果たしていく。また、こども大綱の案の作成に当たり、こども、子育て当事者、学識経験者、

地域においてこどもに関する支援を行う民間団体等の幅広い関係者の意見を反映させるために必要な措

置を講ずることが規定されている。 
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こども基本法の概要（地方公共団体関係部分） 
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（別紙） 

 

こども基本法に関するＱ＆Ａ【第１版（令和５年４月版）】 

 

※ 本Ｑ＆Ａは、適宜のタイミングで更新する予定。 

 

【第２条関係】 

 

Ａ１  「こども」とは、「心身の発達の過程にある者」をいい、一定の年齢による上限を設けていな

い（Ｑ２参照）。法令においては年少者や若年者を表すものとして、漢字の「子」に平仮名の「ど

も」で「子ども」や「児童」「青少年」といった語が使われているが、その定義や対象年齢は各

法令で様々であること、また、当事者であるこどもにとってわかりやすく示すという観点から、

平仮名の「こども」の表記を用いている。 

 

Ａ２ 18 歳や 20 歳といった年齢で必要な支援がとぎれないよう、心と身体の発達の過程にある人を

「こども」としている。こどもや若者のみなさんのそれぞれの状況に応じて、社会で幸せに暮ら

していけるよう支えていく。 

 

【第６条関係】 

Ａ３ 長時間労働などが男女の仕事と子育ての両立の難しさにつながっている現状に鑑みると、こども

の健やかな成長のためには、ワーク・ライフ・バランスの実現など、国・地方公共団体のみなら

ず、事業主の果たす役割も大きいといえる。 

※なお、少子化社会対策基本法においても、子育て支援の観点から、事業主の努力に関する規定

を設け、「事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活

を享受することができるよう……必要な雇用環境の整備に努めるものとする。」と定められ

ている。【第８条・第９条関係】 

Ａ４ 現行の「少子化社会対策基本法」、「子ども・若者育成支援推進法」、「子どもの貧困対策の推

進に関する法律」の３つの法律の下では、別々の閣僚会議の下で別々の大綱が作成されてきた。

これら３つの法律は、それぞれ目的は異なるものの、こども施策に関する法律であり、重なり合

う範囲も大きい。こども基本法では３つの法律に基づく施策の大綱及び施策に関する国会報告

（白書）を一本化されることとなった。これにより、全体として、統一性のあるこども施策の大

綱が策定され、また、白書についても、重複した説明のない、体系的に分かりやすいものとなる。

また、こども基本法に基づく大綱が策定され、白書が提出された場合には、３つの法律に基づく

大綱も策定され、白書も提出されたものとみなされるので、行政の事務的な負担も軽減されると

見込まれる。 

 

Ａ５ 令和５年の年内に国会報告することを想定している。白書は年次報告であるため既存の白書自体

が廃止されるものではないが、こども白書には、これまで別々に作られてきた。３つの内容が盛

り込まれ、１つの白書として国会に提出されることになり、今後は、こども白書の報告をもって

各白書の報告とみなすこととなる。 

Ｑ１ 「こども」の定義はなぜ平仮名でされているのか。 

Ｑ２ 「こども」の対象年齢はいくつまでか。 

Ｑ３ 事業主の努力に係る規定の趣旨は何か。 

Ｑ４ 現行の３法律に基づく白書・大綱をなぜ束ねるのか。 

Ｑ５ 令和５年度の年次報告はいつ頃公表されるのか。また、こども白書が作成された場合、「少子化社会対

策白書」、「子供・若者白書」、「子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況」は廃止になるか。 
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Ａ６ 内閣官房に置かれたこども政策の推進に係る有識者会議において令和５年３月にこども大綱の

策定に向けた論点として、第２次報告書を取りまとめたところ（※）。 

（※）https://www.cfa.go.jp/councils/seisaku_yushikisha/ 

 

令和５年４月以降、総理大臣を長とするこども政策推進会議において、こども大綱の案の作成

方針を定めた上で、こども家庭審議会において具体的な調査審議を進めていく。その後、こどもや

若者などを対象とした公聴会やパブリックコメントなどを経た上で、こども大綱の案をこども政

策推進会議が作成し、閣議決定する予定としている。 

 

Ａ７ こども大綱の策定により、「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」、「子

どもの貧困対策に関する大綱」いずれも現行の大綱は廃止され、こども大綱に一元化されること

になる。今後は、こども大綱の策定をもって既存３大綱の策定とみなすこととなる。 

 

【第 10 条関係】 

Ａ８ 都道府県こども計画及び市町村こども計画（以下、「自治体こども計画」という。）は、法第 10 

条第１項及び第２項において、国が策定するこども大綱を勘案して定めることとされている。 

国のこども大綱は、法第９条第３項において、 

•  少子化社会対策基本法第７条第１項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するため

の施策 

• 子ども・若者育成支援推進法第８条第２項各号に掲げる事項 

• 子どもの貧困対策の推進に関する法律第８条第２項各号に掲げる事項 

を含むものでなければならないとされており、したがって、こども大綱を勘案して作成する自治

体こども計画にも、これらに相当する内容が含まれるものと解される。 

 

Ａ９  法第 10 条第４項及び第５項のとおり、自治体こども計画を作成するにあたり、子ども・子育

て支援事業計画、次世代育成支援推進法に基づく行動計画と一体のものとして作成することが可

能となる。 

 

Ａ10  こども大綱は、子ども・若者育成支援推進大綱、子どもの貧困対策大綱、少子化社会対策大

綱の内容を含むものとして策定されるもので、自治体こども計画は、こども大綱を勘案して、

これらに相当する内容が含まれる必要があることから、仮に地方版総合戦略と一体のものとし

て作成する場合には、これらに相当する内容を含めるとともに、地方版総合戦略としての内容

を備える必要がある。また、自治体こども計画は各自治体におけるこども施策に全体として統

一的に横串を刺すものとして、住民にとってわかりやすい内容となるようにする必要があり、

仮に地方版総合戦略と一体のものとして作成した場合にも、住民が混乱を招くことがないよう

細心の注 意を払う必要がある。

Ｑ６ こども大綱はいつ頃公表されるのか。 

Ｑ７ こども大綱が作成された場合、「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」、「子どもの貧困対策に関す

る大綱」は廃止になるか。 

Ｑ８ 都道府県こども計画及び市町村こども計画に記載すべき要素は何か。 

Ｑ９  自治体こども計画は、子ども・子育て支援事業計画や次世代育成支援推進法に基 づく行動計画

と一体のものとして作成できるか。 

Ｑ10  自治体こども計画を、デジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案した地方版総合戦略と一体のものとし

て作成できるか。 
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Ａ11 可能である。ただし、その場合であっても、内容として、自治体こども計画には子どもの貧困対

策の推進に関する事項が含まれること（例えば、別に定める子どもの貧困対策に関する計画の概

略を記載しつつ、当該事項の詳細に関しては別に定める子どもの貧困対策に関する計画を参照す

る旨を明記するなど）が必要である。 

 

Ａ12 詳細な時期は現在検討中であるが、こども大綱が策定されるまでの間、引き続き情報提供を行う予

定である。令和５年度予算では、都道府県、市町村が自治体こども計画を策定するに当たって必

要な経費について支援する補助金を計上しており、要綱・要領については追ってお示しする。 

 

Ａ13  令和６年度以降の事業については、現時点では未定であるが、地方自治体における自治体こど

も計画の策定の支援に努めてまいりたい。 

 

Ａ14 自治体こども計画策定支援事業は、自治体こども計画の策定に向けた調査（例えば、こども・

若者の意識調査など）を対象とすることを想定しており、個別の調査や取組（例えば、子ども

の貧困に係る調査、子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ調査など）のみを行う場合に

は、自治体こども計画策定支援事業の対象にならない。こども大綱は、子ども・若者育成支援

推進大綱、子どもの貧困対策大綱、少子化社会対策大綱の内容を含むものとして策定されるも

ので、自治体こども計画は、こども大綱を勘案して、これらに相当する内容が含まれる必要が

あることから、自治体こども計画の策定に向けた調査にあたっても、これらに相当する内容の

調査が含まれる必要がある。その際、①総合的な調査として１つの調査でまとめて行う、②個

別の調査を複数行うことで全体として内容が含まれるようにする、どちらも可能であるが、②

の場合には、複数行う調査の全体を補助申請時にあらかじめ示し、全体として自治体こども計

画の策定に当たって含めるべき内容が全て入っていることを示す必要がある。また、令和６年

度以降の事業については現時点では未定であるが、地方自治体における自治体こども計画の策

定を支援できるよう検討してまいりたい。 

Ｑ11 自治体こども計画とは別に、こども大綱のうち子どもの貧困対策に関する事項に係る部分を勘案して、

子どもの貧困対策に関する法律第９条に基づく子どもの貧困対策に関する都道府県計画や市町村計画を

定めることもできるか。 

Ｑ12  自治体こども計画を策定するにあたって、こども大綱以外で策定指針のようなものは提供見込みか。

提供されるとしたらいつ頃が見込まれるか。 

Ｑ13  令和５年度は、自治体こども計画の作成に係る補助事業があるが、令和６年度策定の場合にも令和

５年度同様の助成事業が想定されているか。 

Ｑ14 令和５年度に子どもの貧困対策に関する計画と子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査、令和

６年度に計画の見直し作業を実施予定であるが、自治体こども計画策定支援事業の補助率 1/2 が該当

するか。また、該当する場合は、令和５年度、令和６年 

度ともに該当するか。 
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Ａ15 可能である。広域連合や一部事務組合も対象にする予定である。 

 

Ａ16  自治体こども計画は、こども大綱を勘案して作成することになっているため、こども大

綱の策定以降に作られることを想定している。子ども・子育て支援事業計画などの他の

計画との関連を踏まえた具体的な策定スケジュールについては、地域の実情に応じて、

各自治体で御判断いただくものと考えている。 

 

Ａ17 法第２条第２項の「一体的に講ずべき施策」は、教育施策・雇用施策・医療施策           

等の全般を指すものではなく、教育施策・雇用施策・医療施策等のうち「主たる目的はこど

もの健やかな成長に対する支援等ではないが、こどもや子育て家庭に関連する施策」であり、

こども大綱にはこれらの施策も盛り込まれる。自治体こども計画は、こども大綱を勘案して

作成することとなっており、こども大綱と同様に、教育施策・雇用施策・医療施策のうち

「主たる目的はこどもの健やかな成長に対する支援等ではないが、こどもや子育て家庭に関

連する施策」に相当する事項が盛り込まれるものと解される。 

 

Ａ18 次世代育成支援対策推進法の延長等については、現時点では未定であるが、今後とも情報

報提供していく。 

 

 

Ａ19  法第 13 条第２項は、こども施策の適正かつ円滑に実施に向けた関係者相互の有機 的

Ｑ15 市町村でこども計画を作る際に、複数の自治体で１つの計画を作成できるか。 

Ｑ19 こども計画の策定に係る外部意見の取入れ、計画の進捗確認・評価のための体制 が必要と

考えるが、そのための体制は、こども基本法第 13 条に掲げられている「関係者相互の有機的な

連携体制」を想定されているのか。 

Ｑ16 現在の子ども・子育て支援事業支援計画の次期計画策定と合わせてこども計画を 策定するこ

とを検討しているが、国として自治体こども計画をいつまでに策定することが望ましいと考えている

か

Ｑ17 こども基本法第９条には、こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、重要事項、必要

な事項を定めることとされている。こども施策は、こども基本法第２条第 ２項において（１）こど

もに関する施策、（２）一体的に講ずべき施策とされているため、こども大綱には（２）で想定され

ている教育施策、雇用施策、医療施策など幅広い施策に係る事項が盛り込まれることになり、こど

も大綱を勘案して作成する必要がある自治体こども計画も同様の範囲の事項を盛り込む必要があ

るか。 

Ｑ18 次世代育成支援対策推進法は令和６年度末を期限とする時限立法だが、再び延長される見込みか。

それともこども基本法に規定される自治体こども計画がその役割を担うため、延長されない、もしくは

延長されたとしても自治体こども計画策定の規定は 

削除される見込みか。 
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な連携体制について一般的に規定しているものである。一方、第 11 条は、こども 施策

に対するこども等の意見の反映について規定され、自治体こども計画の作成・推進に当

たっても意見を反映させるために必要な措置を講ずることが求められるが、具体的な方

法や体制は、地域の実情に応じて各自治体に御判断いただくことになる。 

 

【第 11 条関係】 

 

Ａ20  法第 11 条において、国及び地方公共団体に対し、こども施策の策定、実施、評価に当

たっては、その対象となるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講ずることを

義務付ける規定が設けられている。令和５年３月に内閣官房においてこども政策決定過程

におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究を行い、報告書を取りまと

めたので、御確認いただきたい（※）。 

（※）https://www.cfa.go.jp/councils/ikenhanei_process/ 

 

Ａ21  令和４年度に実施した「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り

方に関する調査研究」の報告書においては、こどもの意見を聴く際にはデジタルネイティ

ブ世代のこどもや若者にとって身近で有用な手段であるデジタルツールを有効に活用し

つつ、様々な手法を併用し、多様な選択肢を用意するべきであるとされており、 

例えば、 

・対面やオンラインでの意見交換、ＳＮＳを活用したチャット形式の意見交換。 

・インターネットによるアンケート、児童館や青少年センター等こどもや若者の居場 所を

通じたアンケート。 

・こども・若者を対象としたパブリックコメント。 

・審議会・懇談会等へのこどもや若者の参画。 

・学校、児童館や青少年センター、児童養護施設など、こどもや若者の活動の場や生 活の場

に出向いた意見交換。 

などの手法を用意することが考えられる。 

これらは例示であり、全て実施しなければならないというものではない。個々の施策の目

的や内容、意見を聴くこどもや若者の状況や特性によっても最適な手法は多様であるため、

様々な手法を重層的に組み合わせ、多様な声を聴く機会を確保することが重要である。令和

５年３月に内閣官房こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関

する検討委員会において調査研究報告書を取りまとめたので、御確認いただきたい。 

 

Ａ22 既定の経費の中で対応するほか、委託実施のための経費を予算措置すること等が考えら

れる。なお、こども家庭庁においては、地方自治体へのファシリテーター派遣に加え、フ

Ｑ20 こども施策へのこどもの意見反映は、必ず取り組まなければならないのか。 

Ｑ22 こどもの意見反映のための予算措置としてどのようなことを検討すれば良いか。また、国から地

方公共団体への補助事業などは検討しているか。 

Ｑ21 こどもの意見はどのような手法で聴けば良いのか。 
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ァシリテーター養成プログラムや行政職員向けガイドラインの作成に向けた調査研究を

進め、そうした情報の提供や好事例の横展開等を通じて地方自治体の取組を支援してい

く。 

 

Ａ23  法第 11 条にある「地方公共団体」とは、地方自治法に基づく普通地方公共団体及び特

別地方公共団体を指し、議会や執行機関のほか、法律の定めるところにより置かれる委員

会（例：教育委員会）や、法律又は条例の定めるところにより置かれる附属機関が含まれ

る一方、地方公共団体が設置する公立学校、公立病院、地方公営企業等は含まれないもの

と解される。 

 

Ａ24  法第 11 条は、校則の見直しについて各学校に義務を課すものではないが、児童生徒

や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいと考えら

れる。例えば、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認した

り議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが必要で

ある。校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画することは、校則の意義を理解し、自

ら校則を守ろうとする意識の醸成につながる。また、校則を見直す際に児童生徒が主体

的に参加することは、学校のルールを無批判に受け入れるのではなく、自身がその根拠

や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとなる。 

 

【第 13 条関係】 

 

Ａ25  国においては、既存の協議会等を法第 13 条第２項に基づき組織する協議会であること等

について明確化することや、複数の個別法に基づく協議会等を同条第２項に基づき組織する

協議会として位置づけることは要請しておらず、自治体の裁量に任せている。 

 

【第 14 条関係】 

 

Ａ26  例えば、地方自体において、個々のこどもや家庭の状況を利用している支援等に関する教

育・ 保健 ・福 祉な どの 情報 ・デ ータ を分 野横 断的 に連 携し 、個 人情 報 の            

適正な取り扱いに配慮しながら、潜在的に支援が必要なこどもや家庭を把握し、アウトリー

チ支援につなげる情報・データ連携が想定される。 

 

 

Ｑ25 法第 13 条第２項に基づいて協議会を組織した場合、その旨を対外的に明確化する必要がある

か。また、すでに個別法に基づき存在する協議会等を、法第 13 条第２項に基づき組織した協議

会と位置付けなければならないか。 

Ｑ26 「情報通信技術の活用」として具体的にどのような措置を想定しているか。 

Ｑ23  意見を反映させるために必要な措置を行う「地方公共団体」に、地方公共団体が設置する公立学

校は含まれるのか。 

Ｑ24 各学校は法第 11 条に基づいて校則の見直しを行う必要があるのか。 
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【第 17 条関係】 

 

Ａ27 「こども政策推進会議」は、内閣総理大臣を会長とし、こども政策を担当する内閣府特命担

当大臣のほか、関係閣僚を構成員とする会議であり、こども大綱の案を作成するほか、こど

も施策に関する重要事項についての審議及びこども施策の実施の推進等の事務をつかさどる

こととされ、４月１日付で設置したところ。 

他方、「こども家庭審議会」は、審議会として、こども施策に係る有識者や支援実践者、当

事者などを主たる構成員とすることを想定しており、内閣総理大臣等の諮問に応じて、又は自

ら専門的見地から、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社

会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項の調査審議や内閣総理大臣・関係各大臣等

に対する意見具申などを行うこととされている。 

したがって、「こども家庭審議会」が、より専門的・実務的な観点から調査審議等をする役

割を担い、「こども政策推進会議」が、閣僚会議として施策をより強力に推進する役割を担う

ことが想定される。 

  

Ｑ27 「こども政策推進会議」とこども家庭庁設置法にある「こども家庭審議会」の関係はどのよ

うになっているか。 
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40．特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告（令和４年３月 31

日） 概要 
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41．外国人児童生徒等の教育を担う教員の養成・研修のモデルプログラムについて 
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42．学校安全について 
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43．教職課程においてコミュニティ・スクール及び地域学校協働活動を取り扱う

際の関連情報の活用について（依頼）（令和５年１２月１日事務連絡） 

事 務 連 絡 
令和５年１２月１日 

教職課程を置く 
各 国 公 私 立 大 学 
指定教員養成機関 教職課程御担当課 御中 

 
文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 

 
教職課程においてコミュニティ・スクール及び地域学校協働活動を取り扱う際の関連
情報の活用について（依頼） 

 
 平素から文部科学行政に御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。 
地域における教育力の低下や、学校を取り巻く課題の複雑化・困難化等が指摘される

中において、学校や地域が抱える課題に対応するとともに、現行学習指導要領の理念で
ある「社会に開かれた教育課程」を実現していくためには、学校と地域の連携・協働を
進めていくことが必要であり、近年その重要性がますます高まっています。 
こうしたことを踏まえ、文部科学省では、保護者や地域住民等が学校運営に参画する

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」と、地域住民等の参画により地域と
学校が連携・協働する「地域学校協働活動」の一体的な取組を推進しています。 
特に、コミュニティ・スクールについては、学校運営協議会の設置が平成 29 年に教育

委員会の努力義務となって以降、大きな広がりを見せており、本年５月時点で全国の公
立学校（初等中等教育段階）の半数以上（52.3％）に導入されるとともに、域内全ての学
校に導入する教育委員会も増えています。このため、教職課程を履修する学生にとって
も、コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動についての理解を深めていただく必
要性が増している状況です。 
文部科学省では、コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動の周知と取組の充実

を図るため、制度趣旨や意義等についてまとめた資料や、取組事例、関係会議の資料等
を、下記のとおり公表しています。教職課程を置く大学等におかれては、教職課程コア
カリキュラム（令和３年８月４日教員養成部会決定）に示す「教育に関する社会的、制
度的又は経営的事項（学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）」に関する
科目等で「学校と地域との連携」の内容を取り扱う際には、これらの資料等も御活用い
ただき、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動についての学生の理解がより一層
深まるよう御検討をお願いします。 

記 
○ パンフレット「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動」 

https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/korekaranogakkoutotiiki_pamphlet2020.pdf 

○ コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ（令和４年３月 14 日） 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/163/toushin/mext_00001.html 

○ 学校と地域でつくる学びの未来 
※制度趣旨や意義等についてまとめた資料や、全国の取組事例等を掲載しています。 
https://manabi-mirai.mext.go.jp/torikumi/chiiki-gakko/cs.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜本件担当＞ 

文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 

地域学校協働推進室地域学校協働企画係 

電話：03-5253-4111（内線：3284） 

Mail：s-manabi@mext.go.jp 
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44．学校における男女共同参画の推進のための教員研修プログラム 

 



249 
 
 
 

45．「StuDX Style」について 
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46．第五次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画の概要 
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47．学校図書館の充実に向けた取組について 
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48．性犯罪・性暴力対策の強化の方針の決定について（通知）（令和５年３月 30 日

通知） 

 

 

 

 

 

４文科教第１９６１号 

令和５年３月３０日 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

構造改革特別区域法第12 条第１ 項 

の認定を受けた各地方公共団体の長 

各国公立大学法人の長            殿 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

各大学を設置する学校設置会社の代表取締役 

各国公私立高等専門学校長 

厚生労働省医政局長 

厚生労働省社会・援護局長 

文部科学省総合教育政策局長 

藤 江 陽 子 

文部科学省初等中等教育局長 

藤 原 章 夫 

文部科学省高等教育局長 

池 田 貴 城 

 

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針の決定について（通知） 

 
性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないも

のです。 
政府は、令和２年６月、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を策定し、令和２年度か

ら４年度までの３年間を「集中強化期間」として対策の強化に取り組んできました。 
これまでの「集中強化期間」による取組を継続・強化するため、内閣府、警察庁、法務

省、文部科学省及び厚生労働省の局長級を構成員とする「性犯罪・性暴力対策強化のため

の関係府省会議」にて、令和５年度から７年度までの３年間を「更なる集中強化期間」と

位置付けるとともに、同期間における関係府省の取組の方針を示すため、「性犯罪・性暴

力対策の更なる強化の方針」（以下「本方針」という。）を、別添のとおり、決定いたし

ました。 
 
 本方針には、文部科学省関係の取組として、わいせつ行為を行った教員等の厳正な処

分と再犯防止、学校等で相談を受ける体制の強化、「生命（いのち）の安全教育」や情

報モラル教育等の推進、「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」※の確実な実行等が盛り

込まれています。 
※３月３０日付事務連絡「児童生徒等の痴漢被害への対応について(依頼)」参照 

 

「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」が策定されましたので、その内容をお知

らせするとともに、「生命（いのち）の安全教育」の取組の推進を改めてお願いするもの

です。 
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「生命（いのち）の安全教育」については、令和５年度から全国展開することとしてお

り、これまで、別添３のとおり、教材・指導の手引きの作成、動画教材の作成、モデル事

業の実施、生徒指導提要に「生命（いのち）の安全教育」を盛り込む等の取組を行ってま

いりました。令和５年度からは、全国フォーラムの開催等、学校現場での実践をより後押

しする取組を通じ、全国展開を強力に推進してまいります。改めて、各学校や地域の状況

に応じた「生命（いのち）の安全教育」の実施について、積極的な取組をお願いします。 

 

文部科学省においても、本方針に基づいて引き続き取組を進めてまいります。各位にお

かれても本方針について十分了知されるとともに、引き続き、その趣旨を踏まえた教育・

啓発等に取り組んでいただくようお願いします。 
 

本方針について、各都道府県教育委員会教育長におかれては、市（指定都市を除く。）区町

村教育委員会及び所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）に対して、各指定

都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては、

所管の学校及び所轄の学校法人等に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受

けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対して、国公立大学法人の長に

おかれては、その設置する学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人理事長及び各大学を設

置する学校設置会社の代表取締役におかれては、その設置する学校に対して、厚生労働省医

政局長及び厚生労働省社会・援護局長におかれては、所管の専修学校に対して、御周知くだ

さるようお願いします。 

 

 

別添１：性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針 概要 

別添２：性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針 

別添３：「生命（いのち）の安全教育」概要資料 

 

 

【本件連絡先】           

文部科学省総合教育政策局      

男女共同参画共生社会学習・安全課  

電話:03-5253-4111(内線 3268、3073) 
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性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 3 0 日 

性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議  

 

 

（１）本方針策定の経緯 

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないもので

ある。「相手の同意のない性的な行為は性暴力」であり、「悪いのは加害者である」、「被害

者は悪くない」という認識を社会全体で共有し、性犯罪・性暴力の根絶のための取組や被害者

支援を強化していく必要がある。 

政府は、被害に遭った方々や支援団体等の熱心な活動によって性犯罪・性暴力のない社会の

実現に向けた社会的気運が高まる中、令和２年６月、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

（以下「強化の方針」という。）を策定し、令和２年度から４年度までの３年間を「集中強化

期間」として対策の強化に取り組んできた。その間、法務省の法制審議会において性犯罪に対

処するための刑事法の整備に係る調査審議が進められてきたところ、政府においては、同審

議会による答申を踏まえ、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正、い

わゆる性交同意年齢の引上げ、公訴時効の見直し等を内容とする法律案 1 及び性的姿態の撮

影行為及びその画像等の提供行為に係る罪の新設等を内容とする法律案 2 の立案作業を行い、

令和５年３月、それぞれ閣議決定の上国会に提出したところである。また、関係府省が連携

し、性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実に取り組むととともに、性犯罪・性暴力被害

者支援のためのワンストップ支援センター（以下「ワンストップ支援センター」という。）に

おける支援の充実等、被害申告・相談をしやすい環境の整備や切れ目のない手厚い被害者支

援の確立のための取組を進めてきた。さらに、「生命（いのち）の安全教育」の推進や「若年

層の性暴力被害予防月間」の実施等、教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防のた

めの取組も実施してきた。これらの「強化の方針」に基づく施策は、毎年度、フォローアップ

を行い、その結果を男女共同参画会議の専門調査会に報告することにより、その確実な実行

を図ってきた。 

 その一方で、性犯罪は、被害者に対し、身体的にも精神的にも極めて重い被害を与える重

大な犯罪であるとの理解が浸透してきているが、被害に遭っても誰にも相談できず、適切な

支援につながっていない状況も見られる。さらに、令和４年に法整備が行われたＡＶ出演被

害の防止と被害者救済の推進、若い世代にとっての身近な問題として近年顕在化しているオ

ンライン上の性暴力や ＳＮＳに起因する性被害等の新たな課題への対応など、性犯罪・性暴

力対策の更なる強化が必要となっている。 

このような状況を踏まえ、これまでの「集中強化期間」による取組を継続・強化するため、令

和５年度から７年度までの３年間を「更なる集中強化期間」と位置付けるとともに、同期間

における関係府省の取組の方針を示すため、本方針を策定する。 

1 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 
2 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁

的記録の消去等に関する法律案 

別添２ 

はじめに 
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（２）本方針の位置づけ 

本方針は、５年間の施策の大綱を示した第５次男女共同参画基本計画（以下「５次計画」と

いう。）3の確実な実行を図るため、５次計画の目標年度である令和７年度までの３年間にお

いて関係府省が連携して取り組むべき施策の方向性を示すものである。本方針に基づいて講

ずる具体的な施策等については、毎年の年央に策定される「女性活躍・男女共同参画の重点方

針」4の策定過程において検討し、同重点方針において示していく。 

また、性犯罪・性暴力対策は幅広い分野に渡っており、各分野において計画等が策定されてい

る。本方針による取組は、「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計

画）2022」5、「「世界一安全な日本」創造戦略 2022」6、「痴漢撲滅に向けた政策パッケー

ジ」7、「第４次犯罪被害者等基本計画」8「第二次再犯防止推進計画」9等において実施するこ

ととされている関連施策とも相互に連携を図りながら実行していく。 

また、性犯罪・性暴力対策については、引き続き、被害当事者や被害者支援団体、有識者等

の意見を伺いながら、また、「強化の方針」において示した性犯罪・性暴力の６つの特性（別

添）を十分に踏まえながら行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 令和２年 12 月 25 日 閣議決定 
4 令和４年６月３日    すべての女性が輝く社会づくり本部男女共同参画推進本部決定 
5 令和４年５月 20 日   犯罪対策閣僚会議決定 
6 令和４年 12 月 20 日   閣議決定 
7 令和５年３月 30 日   内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、国土交通省取りまとめ 
8 令和３年３月 30 日   閣議決定 
9 令和５年３月 17 日   閣議決定 
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（１）刑事法の改正に係る対応                                  【法務省、関係府省】 

性犯罪に対処するための刑事法の整備については、令和３年９月、法務大臣 から法制審

議会に法整備の在り方について諮問を行い、同年 10 月以降、同審議会刑事法（性犯罪関

係）部会において調査審議が行われてきたところ、令和 ５年２月 17 日に答申が得られ

た。政府においては、同審議会による答申を踏まえ、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・

「抗拒不能」要件の改正、いわゆる性交同意年齢の引上げ、公訴時効の見直し等を内容とす

る法律案 10及び性的姿態の撮影行為及びその画像等の提供行為に係る罪の新設等を内容と

する法律案 11の立案作業を行い、令和５年３月、それぞれ閣議決定の上国会に提出したと

ころである。今後、同法案の国会における審議等の状況を踏まえ、適切に対応する。また、

同法案の成立後は、円滑な施行のため、その内容を広く一般に周知するための広報啓発に取

り組むとともに、警察やワンストップ支援センター等、被害者と接する現場職員等が適切に

対応できるよう、関係府省が協力して研修 の実施等に取り組む。 

 

（２）刑事手続の運用に関する検討                    【法務省】 

児童を被害者とする事案において従来から行っている代表者聴取（協同面接、いわゆる司

法面接的手法を用いた事情聴取）を含め、被害者の事情聴取の在り方等について、参考とな

る事例や専門的知見等を踏まえ、より一層適切なものとなるよう検討を行い、可能なものか

ら順次実施する。その一環として、参考となる事例の把握のため、精神に障害のある性犯罪

被害者に対する代表者聴取の取組の試行を継続して実施し、課題の把握や、課題に対する適

切な対処に努める。 

 

（３）刑事手続における二次被害の防止及びプライバシー保護        【法務省】 

刑事手続において、性犯罪の被害者の二次被害の防止及びプライバシー保護 を図る。ま

た、被告人の弁護人は、被害者に対する尋問に際しては、十分に被害者の人権に対する配慮

が求められることにつき、啓発に努める。 

 

（４）検察官等に対する研修の充実                    【法務省】 

刑事司法に関わる検察官等について、引き続き、性犯罪に厳正かつ適切に対処できるよう、

毎年実施の経験年数等に応じた各種研修において、検察官に対し、大学教授（精神科医師）等

を講師として、性犯罪に直面した被害者の心理や障害のある性犯罪被害者の特性や対応につ

いての講義を実施する。 

 
 

10 脚注１参照。 
11 脚注２参照。  

１ 刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用 



266 
 
 
 

（１）再犯防止対策の更なる強化等                  【法務省】 

刑事施設及び保護観察所における性犯罪者に対するプログラムについて、性犯罪者処遇プ

ログラム検討会による報告書（令和２年 10 月）の内容等を踏まえ、プログラムを改訂し、令

和４年度から新たなプログラムを実施している。引き続き、指導者育成を進めるなどして、

プログラムの充実を図る。 

また、仮釈放中の性犯罪者等にＧＰＳ機器の装着を義務付けること等については、令和４

年度までに諸外国の法制度・運用や技術的な知見等を把握するための調査を行ったところで

あり、その結果を踏まえ所要の検討を行う。 

 

（２）地方公共団体による再犯防止施策の支援               【法務省】 

令和４年度に、地方公共団体等が活用可能な性犯罪者に対する再犯防止プロ グラムを開

発・提供したところ、その活用が図られるよう地方公共団体等への支援を行う。 

また、刑事施設及び保護観察所において、地方公共団体の求めに応じて、性犯罪者に対する

再犯防止施策を行うために必要な情報の提供を行っている事例があることを踏まえ、必要な

体制ができた地方公共団体に対しては、引き続き、出所者に関する情報を含め、必要な情報提

供を行う。 

 

（３）わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分と再発防止 【文部科学省、こども家庭庁】 

本来、こどもを守り育てる立場にある教員や保育士等が、こどもたちに対して性暴力等を

行うということは断じてあってはならない。 

① 教員等に関する対応 

令和３年には「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和３年法律第 

57 号）が制定され、同法及び同法に基づく基本指針等による取組を進めているところ、引き

続き、各教育委員会、学校法人等に対して、様々な機会を捉えて周知・徹底を図るとともに、

性犯罪・性暴力等の防止に向けた取組を一層徹底するよう指導等をしていく。また、同法に関

して、児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等した者（特定免許状失効者

等）に関する情報を記録するデータベースの適切な運用を行う。さらに、特定免許状失効者等

に対する教員免許状の再授与審査に関して、都道府県教育委員会における専門家の適切な確

保に資するよう、職能団体等の協力も得ながら、専門家の候補者となる者の情報共有や専門

家の共通理解を図る取組等、必要な支援を行うとともに、全国で統一的な運用が行われるよ

う必要に応じて指導・助言を行う。 

 

② 保育士に関する対応 

保育士については、令和４年６月に改正された児童福祉法に基づき、わいせつ行為を行っ

た保育士に対する管理の厳格化を行う。また、わいせつ行為により保育士の登録を取り消さ

れた者の情報が登録されたデータベースを整備するなどわいせつ行為を行った保育士の情報

を、保育士を雇用する者等が把握できる仕組みを構築する。 

 

③ 日本版ＤＢＳの導入に向けた検討  【こども家庭庁、法務省、文部科学省、関係府省】 

教育・保育施設等やこどもが活動する場（放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部

活動など）等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み（日本版ＤＢＳ）

の導入に向けた検討を加速し、こどもを性暴力等から守る環境整備を進める。 

２ 再犯防止施策の更なる充実と性犯罪・性暴力の予防 
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（１）被害届の即時受理の徹底                     【警察庁】 

性犯罪に関して被害の届出がなされた場合には、被害者の立場に立ち、明白 な虚偽又は著

しく合理性を欠くものである場合を除いて、即時に受理することを引き続き徹底するととも

に、被害届受理時の説明によって、被害者に警察が被害届の受理を拒んでいるとの誤解を生

じさせることがないよう必要な指導を行う。 

 

（２）証拠採取・保管体制の整備           【警察庁、内閣府、厚生労働省】 

当初は警察への届出を 躊躇 した被害者が、後日警察への届出意思を有するに至った場合

に備え、全ての都道府県において、警察、ワンストップ支援センター、医療機関が連携し、被

害者の希望に応じ、証拠の採取・保管を行うことができる体制を整備する。 

 

（３）捜査段階における二次被害の防止                  【警察庁】        

各都道府県警察の性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を引き続き推進し、被害

者の希望する性別の警察官が対応することにより、捜査段階における被害者の精神的負担の

緩和に努める。また、被害者の心情やプライバシーに十分配意した対応を取ることができる

よう、性犯罪指定捜査員を指定するとともに、警察官等を対象とした実効性のある研修を実

施する。 

 

（４）警察における相談窓口の周知や支援の充実              【警察庁】 

各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「＃８１０３（ハートさ

ん）」について、引き続き、「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じ、更なる周知を図

る。 

また、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費や、性犯罪被害者を含む犯罪被害者が自ら

選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料又はカウンセリング料について、でき

る限り全国的に同水準の公費負担の支援がなされるよう、都道府県警察に対し必要な指導を

行う。 

 

（５）被害者がワンストップ支援センター等につながるための取組  【内閣府、関係府省】 

ワンストップ支援センターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談 を通じた心理

的支援などを総合的に行うことができる機関であり、全ての都道府県に設置されている。性

暴力の被害者が速やかにワンストップ支援センターに相談できるよう、引き続き、関係府省

が協力してその周知等に努める。 

 

①ワンストップ支援センターの更なる周知 

【内閣府、警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】 

性暴力の被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながること  が重要であること

を広く周知する。特に、医療機関、学校、警察等を含む地域の多様な機関への周知徹底を図

ることにより、当該機関に相談した被害者が、ワンストップ支援センターにつながることが

できるようにする。また、被害の潜在化を防ぐため、毎年４月に実施している「若年層の性

暴力被害予防月間」等を通じ、全国共通番号「＃８８９１（はやくワンストップ）」の更なる

３ 被害申告・相談をしやすい環境の整備 
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周知を図る。 

 

②多様な被害者に寄り添う相談方法の展開                 【内閣府】 

若年層、障害者、外国人を含む多様な相談者が利用しやすいよう、ワンストップ支援セン

ターにおけるメール相談、ＳＮＳ相談、オンライン面談、手話、外国語通訳の活用等の取組

を推進する。また、誰もが通話料の負担なく、最寄りのワンストップ支援センターに相談で

きるよう全国共通番号「＃８８９１（はやくワンストップ）」の通話料を令和４年 11 月か

ら無料化したところであり、その利用状況や効果等も踏まえ、今後の運用について検討を行

う。さらに、国による性暴力被害者のためのＳＮＳ相談事業については、その実施状況等を

踏まえて今後の在り方を検討し、引き続き、多様な被害者が相談しやすい環境の整備を図

る。 

 

③24 時間・365 日対応の推進                      【内閣府】 

性犯罪・性暴力は、夜間休日を含めた緊急対応が必要になることから、都道府県等による

ワンストップ支援センターの 24 時間 365 日化の取組を引き続き推進する。また、令和３

年 10 月からは、夜間休日の対応が困難なワンストップ支援センター等への対応として「性

暴力被害者のための夜間休日コールセンター」事業を実施してきたところ、その利用状況等

も踏まえつつ、被害に遭った方が、全国のどこでも夜間休日を含めて相談ができ、適切な支

援が受けられるようにする観点から必要な施策等を検討し、実施する。 

 

④相談・支援へのアクセスの確保                     【内閣府】 

ワンストップ支援センターは、平成 30 年に全都道府県に設置されたと ころであるが、

多くの都道府県において１か所にとどまっており、被害者の所在地からの距離が遠いなどに

より、必要な相談・支援を受けることが容易ではないことが指摘されている。引き続きワン

ストップ支援センターの増設等に係る検討を促すとともに、連携拠点等の整備、関係機関の

連携の強化、オンライン面談の活用等による対応など、地域の実情等に応じて、より相談・

支援にアクセスしやすい環境が整備されるよう必要な取組を検討し、実施する。 

 

（６）学校等で相談を受ける体制の強化                【文部科学省】 

 教育相談体制の強化のためスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を

引き続き促進するとともに、性犯罪・性暴力の被害に遭った児童生徒等からの相談に適切に

対応することができるよう、教育委員会等に対し性被害を含む相談対応に関する周知を図

る。 

 

 
 

（１）ワンストップ支援センターを中核とする被害者支援の充実 

① 地域における関係機関とワンストップ支援センターの連携強化 

【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 

ワンストップ支援センターは、地域における被害者支援の中核的な組織 と位置付けられ

るものである。ワンストップ支援センターが、個々の被害者の置かれた状況に対応して、医

療的支援、法的支援、相談支援、同行支援、自立支援等を総合的に提供し、また、必要に応

４ 切れ目のない手厚い被害者支援の確立 
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じて専門機関等による支援につなぐことができるよう、ワンストップ支援センターと、警

察、病院（医師、看護師等）、弁護士、婦人相談所、婦人保護施設、児童相談所、教育委員

会等の地域における関係機関との連携の強化を図る。 

（警察との連携） 

性犯罪・性暴力被害者支援において、ワンストップ支援センターと警察との連携は重要で

ある。被害者の希望に応じて、警察への被害申告等に係る支援を円滑に実施し、被害者支援

に必要な情報の共有や意思疎通を図るなど、更なる連携を推進する。 

（医療機関との連携） 

性犯罪・性暴力被害者の支援において、病院（産婦人科、精神科等）との連携は重要であ

る。中核的病院をはじめとした医療機関や医師との連携等について、更なる推進を図る。 

（こどもの被害に関する連携） 

こどもの性暴力被害・性的虐待に対し、保育園、学校、教育委員会、スクールソーシャルワ

ーカー、児童相談所等から、必要に応じてワンストップ支援センターへの支援要請が行われ、

その専門的知見も活用しながら連携して対応することができるよう、ワンストップ支援セン

ターと関係機関との連携体制の構築を進める。 

 

②ワンストップ支援センターの支援体制の整備と対応能力の向上等       【内閣府】 

ワンストップ支援センターの運営の安定化と必要な人員の確保等を図るため、引き続き、

性犯罪・性暴力被害者のための交付金等により、都道府県等に対する必要な支援を行う。特

に、ワンストップ支援センターにおける支援の質の維持・向上のためには、相談員等の安定し

た雇用環境が不可欠である。このため、都道府県等が交付金の活用により、ワンストップ支援

センターの安定的な運営を図るとともに、コーディネーター、相談員、事務職員等について常

勤化を図る等、適切な処遇により職業として確立できるよう支援する。 

また、全国のワンストップ支援センターにおける相談支援の水準の向上等に資するため、

支援状況に関する調査等を継続的に行うとともに、共通相談票の導入や、支援員の役割や専

門的知見への地域における評価の確立を図る取組等を含め、国内外の先進事例等も踏まえつ

つ必要な施策を検討し、その実施を図る。 

さらに、全国のワンストップ支援センターがネットワークを構築できる会議の開催等により、

地域における関係機関との連携等に関する好事例を横展開するなど、ワンストップ支援セン

ター間において、相互の連携及び学び合いを促進する。 

 

③相談員の支援能力・専門性の向上のための研修の実施   【内閣府、警察庁、関係府省】 

ワンストップ支援センターにおける相談員や関係機関の対応能力の向上のための研修は不

可欠である。このため、各都道府県等による取組を促すとともに、国においても、相談員、セ

ンター長・コーディネーター、行政職員、医療関係者に対する研修の充実に努める。また、オ

ンライン研修教材について、支援に必要な基本的知識から新たな課題まで包括的に学習でき

るよう一層の充実を図る。さらに、関係法令の改正がなされた際は、ワンストップ支援センタ

ーの職員等が改正内容について十分に把握した上で適切な対応ができるよう、関係省庁の協

力を得て十分な研修を実施する。併せて、障害者や男性等を含め、様々な被害者への適切な対

応や支援について学べるよう研修教材を作成、提供する。 

さらに、ワンストップ支援センターと警察を含む関係機関の連携強化のため、合同の研修

や講師の相互派遣等の取組を促す。 
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（２）医療的支援の更なる充実と専門人材の育成 

①拠点となる医療機関等との提携の推進             【内閣府・厚生労働省】 

性犯罪・性暴力被害者に対する医療的支援の更なる充実のため、各地域において、病院への

ワンストップ支援センターの設置、中核的病院をはじめとした医療機関等との提携等の推進

を図る。特に、中長期的な関係の構築を見据えて公立病院や公的病院へのワンストップ支援

センター設置や提携を含め、関係強化を図る。 

 

②性犯罪・性暴力に関する専門知識を有する医療人材の養成        【厚生労働省】 

性犯罪・性暴力被害者の支援においては、被害者の健康回復、被害の拡大防止、犯罪事実の

一部の特定を行う医療関係者の役割が極めて重要であることから、地域において性暴力被害

者の支援を行う医療関係者等の専門家を育成するためのＯＪＴを含む実技研修等を実施する。 

また、トラウマを抱えた被害者からの相談が少なくないものの、地域において対応できる医

師の不足が課題として指摘されていることから、必要な治療を行える医師等の専門職の育成

を促進するとともに、適切な処遇について検討を行う。 

 

（３）中長期的な支援体制の充実 

①困難女性支援法に基づく中長期的支援            【厚生労働省、内閣府】 

 性的な被害を含む様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営  む上で困難な問題

を抱える女性の支援を目的として、令和４年に「困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律」（令和４年法律第 52 号）が制定された。同法の施行（令和６年４月）に向けて着実

に準備を進める。 

同法及び同法に基づく基本方針に基づき、支援調整会議の場に関係機関が参画することに

よる連携体制の構築及び研修等を通じた日頃からの認識共有等に取り組む。また、性暴力や

性的虐待、性的搾取等の性的な被害による心的外傷等を抱えている者の場合は同被害の対応

について専門的な知見を有し、被害直後からの支援を総合的に行うワンストップ支援センタ

ー等の支援機関との連携を図る。 

 

② 法的支援の充実                           【法務省】 

性犯罪等の犯罪被害者の経済的な負担を軽減するため、弁護士による犯罪被害者支援に対

する経済的援助の在り方等について検討する。 

 

（４）多様な被害者支援の充実              【内閣府、警察庁、法務省】 

警察、検察、ワンストップ支援センターなどの関係者が、障害者や男性等を 含め、様々

な被害者への適切な対応や支援を行えるよう、関係機関において協力しつつ、相談支援の実

情等を踏まえた研修を実施する。 
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（１）発達段階に応じた教育・啓発活動         【文部科学省、こども家庭庁】 

①「生命（いのち）の安全教育」の取組の推進 

性犯罪・性暴力を根絶していくためには、加害者にならない、被害者にならない、傍観者に

ならないための教育と啓発を行っていくことが必要である。そのためには、こどもたちに、そ

して、社会に①生命（いのち）の尊さや素晴らしさ、②自分を尊重し、大事にすること（被害

者にならない）、③相手を尊重し、大事にすること（加害者にならない）、④一人一人が大事

な存在であること（傍観者にならない）のメッセージを強力に発信し続けることが重要であ

る。このため、発達段階に応じ、就学前の教育・保育を含め、学校等において、引き続き、「生

命（いのち）の安全教育」の取組を推進する。 

 

②教職員等への研修 

教職員等への研修の充実等のため、教育委員会等に対し、本方針等の周知を図る。 

 

③性差別意識の解消 

こどもたちの指導に役立つプログラムの開発・普及を通じ、引き続き、性被害・性暴力の背

景にある性差別意識の解消を図る。 

 

④学校等における教育や啓発の内容の充実 

＜小学校・中学校＞ 

・防犯教室等の講師となる教職員に対する指導法等の講習会を実施し、その講習を受けた教

職員が児童生徒に対して安全教育を実施する。 

＜小学校高学年・中学校＞ 

・指導者セミナー等を通して学校における情報モラル教育を推進する。 

＜高校・大学等＞ 

・通知の周知等により、性暴力等の防止に向けた各大学等の取組を促す。 

 

（２）こどもの犯罪被害防止対策の実施            【警察庁、文部科学省】 

こどもの性犯罪・性暴力の被害において、インターネットの利用に伴うもの が多くみら

れることを踏まえ、文部科学省と警察庁が共同で、こどもの犯罪被害防止対策を周知するた

め、具体的な犯罪被害事例や犯罪手口を盛り込んだリーフレット等を作成し、広報啓発活動

を推進する。 

 

（３）社会全体への啓発 

【内閣府、こども家庭庁、警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】 

性犯罪・性暴力の根絶のためには、それが個人の尊厳を著しく踏みにじる許 されない行為

であることについて、社会全体で認識を共有する必要がある。そして、「相手の同意のない性

的な行為は性暴力」であり、「悪いのは加害者である」、「被害者は悪くない」ということや、

誰もが加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないよう社会全体で取り組む必要があるこ

となどについて、「若年層の性暴力被害予防月間」（毎年４月）や「女性に対する暴力をなく

す運動」（毎年 11 月 12 日から 25 日）を通じて、地方公共団体、学校、関係機関等との

連携の下で徹底した広報活動を展開し、啓発を強化する。 

５ 教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防 
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性犯罪・性暴力の被害をめぐる状況は、デジタル技術の進展を始めとする急速な社会の変

化等に伴い、日々刻々と変化している。昨今の状況を踏まえ、本方針に新たに記載することと

した以下の事項を含め、現状を適切に把握しつつ、迅速に対応していくことが求められる。本

方針を取りまとめた関係府省会議の構成府省が一体となり、また、当該分野に関わりの深い

他の省庁とも緊密に連携しながら、毎年度の女性活躍・男女共同参画の重点方針の策定等を

通じて、必要な施策を立案・実行していく。 

 

（１）ＡＶ出演被害の防止及び被害者の救済    【内閣府、警察庁、法務省、関係府省】  

ＡＶ出演被害の問題は、被害者の心身や私生活に将来にわたって悪影響を与える重大な人

権侵害である。令和４年６月に制定されたＡＶ出演被害防止・救済法 12により、出演被害の

防止と被害者の救済が適切に図られるよう、同法の趣旨や契約の特則等について引き続き周

知を図るとともに、出演契約について無条件で解除できること等について、ＳＮＳの活用等

による集中的な広報を実施する。また、出演被害の相談窓口となるワンストップ支援センタ

ーにおいて、被害者の心身の状態及び生活の状況等に配慮した適切な支援が行われるよう、

相談対応や法的支援に係る取組等を促進する。さらに、関係機関等の協力を得て、差止請求

や拡散防止に係る措置に関する支援の充実に取り組む。 

また、警察においては、ＡＶ出演被害防止・救済法等に基づき、相談者の心情等を十分に酌み

取りつつ、必要な聴取を行い、犯罪行為が認められる場合には厳正な取締りを行うとともに、

相談者の必要に応じ、ワンストップ支援センター等と連携して支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出

演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関

する法律（令和４年法律第７８号） 

  

６ 新たな課題等への対応 
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（２）インターネット上の性暴力等への対応 

①違法行為への厳正な対処               【警察庁、法務省、関係府省】 

児童買春・児童ポルノ等に関する被害の問題については、関係法令の適用により、違法行

為に対して、事案に応じたより一層厳正な対処を行う。また、リベンジポルノやいわゆるデ

ィープフェイクポルノ等に関しては、事案に応じて各種法令を適用することにより、違法行

為に対して厳正に対処する。 

 

②児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進              【警察庁】 

サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンター、匿名通 報事業等に寄せ

られた通報を通じて児童ポルノ画像等の違法情報等の把握に努め、把握した違法情報等につ

いては、警察又はインターネット・ホットラインセンターからサイト管理者等に対して削除

依頼を実施する。 

 

③ ＳＮＳに起因する被害の防止                     【警察庁】  

ＳＮＳに起因する事犯を防止するため、こどもの性被害等につながるお それのある不適

切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起・警告のためのメッセージを投

稿する取組を引き続き推進する。また、本取組に際しては、ＡＩ技術の活用やボランティア

との連携等、より効果的な手法の導入を検討する。 

 

④安全・安心な利用のための教育・広報啓発 

【警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、関係府省】 

インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者に  もならないように

するという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のための広報啓発を

行うとともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシーの向上のための取組を推進する。 

特に、自画撮り被害（だまされたり、脅かされたりして若年層・児童生徒等が自分の裸体

等を撮影し、メール等で送らされる形態の被害をいう。）を防止するため若年層、児童生徒

等や保護者に対する教育・啓発等の包括的な対策を総合的に推進する。 

 

（３）痴漢撲滅に向けた政策パッケージの確実な実行 

【内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、関係府省】 

痴漢は重大な性犯罪である。痴漢の撲滅に向けて、「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」

において取りまとめた痴漢を防ぐ取組、加害者の再犯を防ぐ取組、被害者を支える取組、社

会の意識変革を促す取組等に関する施策について、関係府省の連携の下で確実に実行する。 

 

（４）性犯罪・性暴力被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止 

【内閣府、警察庁、法務省、関係府省】 

性犯罪・性暴力被害者や支援者等の声は、性犯罪・性暴力の根絶に向けた社 会的気運の

醸成に大きな役割を果たしてきた。性犯罪・性暴力の被害者や支援者等に対して、インター

ネット上等での誹謗中傷が行われることにより、その尊厳が損なわれたり、活動への支障等

により性犯罪・性暴力の根絶に向けた歩みが妨げられるようなことはあってはならない。あ

らゆる機会を通じ、こうした姿勢を発信すること等により、性犯罪・性暴力被害者や支援者

等への誹謗中傷行為を許さない社会規範の形成に努め、その防止を図る。 

また、刑罰法令に触れる行為が認められる場合には、個々の事案の具体的な事実関係に即

して、法と証拠に基づき厳正に対処する。 
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【関係府省】 

 

（１）本方針の実行と周知 

本方針については、令和７年度末までの「更なる集中強化期間」において、各府省で必要な

制度改正や予算確保を通じて施策の充実を図るとともに、性犯罪・性暴力に対応する現場に

おいて当該施策に係る取組を徹底する。また、地方公共団体や関係機関に対して、本方針及

びこれに基づく各府省の具体的取組について周知を行う。 

 

（２）フォローアップ等 

本方針の実施にあたっては、毎年度、進捗状況等についてフォローアップを行う。その結果

については、翌年の女性活躍・男女共同参画の重点方針の策定や令和７年に見込まれる第６

次男女共同参画基本計画の策定において活用する。 

また、本方針の実施やフォローアップにあたっては、令和５年度に実施予定の「男女間の暴

力における調査」その他の調査等を活用し、性暴力被害の実態の的確な把握に努めるととも

に、被害者支援に携わる方 （々支援団体やワンストップ支援センター等）や有識者等からの意

見を継続的に聴き、    また、先行して様々な取組を行っている地方公共団体の取組も

参考としていく。 

７ 方針の確実な実行 
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（別添） 

 

（「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」抜粋） 

 

● 性犯罪・性暴力は、被害者の人としての尊厳を傷付け、心身に深刻な影響を与え、その後の生活に

も甚大な影響を与えることが多いこと。レイプ被害者の半数程度がＰＴＳＤの症状を抱えるとも言

われており、日常生活に深刻な影響を及ぼすこと。 

● 被害者が勇気を出して相談しても、二次被害が生じ、被害を誰にも話さなくなり、社会が被害の深

刻さに気付かず、無知、誤解、偏見がそのまま温存されるといった悪循環に陥っている場合がある

こと。 

●加害者の７～８割が顔見知りであるとの調査結果もあり、特にこどもは、親、祖父母やきょうだい

等の親族や、教師・コーチ、施設職員等、自分の生活を支えている人や友好的だと思っている人か

らの被害を受けることや、被害が継続することも多いところ、このような相手からの被害や、継続

的な性被害を受けている最中である場合には、被害を他人には言えない状況があること。 

●同じ加害者による類似の性犯罪・性暴力事案が何度も繰り返される例が少なくないこと。 

●障害者が被害を受けることが多い一方で、被害が潜在化しやすいという指摘があること。 

●男性やセクシュアルマイノリティが被害に遭った場合、被害を申告しにくい状況があること。 

  

性犯罪・性暴力の特性 
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49．教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について（抄）（令和

３年６月 11 日通知） 

 

 

 

３文科教第２６８号 

令和３年６月１１日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 
各 都 道 府 県 知 事 
各 指 定 都 市 市 長 
構造改革特別区域法第１２条第１項の 
認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長 
各 文 部 科 学 省 所 轄 学 校 法 人 理 事 長 
教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 長 
教職課程を置く各指定教員養成機関の長 

 

文部科学事務次官 

藤 原  誠 

 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について（通知）【抄】 

 

 

この度、第 204 回国会において、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和

３年法律第 57 号。以下「法」という。）が成立し、令和３年６月４日に公布されました。 

この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に

対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであること

に鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策

を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的としており、一部の規定を除き、公

布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。 

法においては、対象となる児童生徒等や児童生徒性暴力等の定義等のほか、児童生徒性暴力等の禁止、

基本理念、国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、学校及び教育職員等の責務、児童生徒性暴

力等を理由として教員免許状が失効した者（以下「特定免許状失効者等」という。）のデータベースの

整備や教育職員等・児童生徒等に対する啓発を含む教育職員等による児童生徒性暴力等の防止・早期発

見・対処に関する措置とともに、特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に関しては、改善更生の

状況などその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り認められるこ

ととする教育職員免許法の特例等について規定されています。 

また、法ではこれらに関して、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的か

この度、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第 57 号）が公

布されましたので、その概要等について通知します。 
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つ効果的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を文部科学大臣が定めることが

規定されています。 

衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会においては、別添④及び⑤のとおり決議が付され

ています。 

文部科学省においては、今後、法や、提案者から提案理由説明で明確にされた、教員による児童生徒

に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理

的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではなく、児童生徒に対するわいせつ行為

を行った教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはならない旨の立法趣旨及びこれらの決議を十

分に踏まえ、基本指針の策定をはじめとして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総

合的な施策を通じ、児童生徒等の権利利益の擁護に資するよう、取組を一層推進してまいります。 

各地方公共団体等におかれても、法の意義等を御理解の上、また、今後国が定める基本指針等も十分

に踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の推進を図っていただくようお

願いいたします。また、法が施行されるまでの間であっても、法の趣旨等や「令和元年度公立学校教職

員の人事行政状況調査結果等に係る留意事項について」（令和３年４月９日付け３文科初第 45 号初等

中等教育局長、総合教育政策局長通知）等を踏まえ、児童生徒性暴力等を未然に防止するための取組等

を進めるとともに、児童生徒性暴力等を行った教員について厳正に対応いただくようお願いいたしま

す。 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会（指定都市教育委員

会を除く。）に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事にお

かれては域内の市区町村（指定都市を除く。）及び所轄の学校法人等（文部科学省所轄の学校法人を除

く。）に対して、各国公立大学長におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第

12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校設置会社に対して、周知をお

願いいたします。 

 

（別添） 

①教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 概要 

②教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律のあらまし（令和３年６月４日付け官

報） 

③教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第 57 号） 

④教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する件（衆議院文部科学委員会） 

⑤教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案に対する附帯決議（参議院文教科学

委員会） 

  

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

TEL：03-5253-4111（内線 4407） 
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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案 概要 

 

児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推

進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 

「児童生徒性暴力等」に該当する行為として、現在の運用上、児童生徒等に対するわいせつ行為等

として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙。 

（※刑事罰の対象とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。） 

「児童生徒等」とは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒・18 歳未満の者をいう。 

 

教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。 

 

◎基本理念 （施策の推進に当たっての基本的認識、児童生徒等の安心の確保、被害児童生徒等の

保護、適正かつ厳格な懲戒処分等 等） 

◎国等の責務（国・地方公共団体・任命権者等・学校の設置者・学校・教育職員等） 

◎法制上の措置等                         について規定 

 

 

文部科学大臣は、基本指針を策定。 

 

① 教育職員等に対する啓発 

② 児童生徒等に対する啓発 

③ データベースの整備等 

④ 児童生徒性暴力等対策連絡協

議会 

   ① 早期発見のための措置 

② 学校への通報、警察署への通報等 

③ 専門家の協力を得て行う調査 

④ 児童生徒等の保護支援等 

⑤ 教育職員等以外の学校で働く者の児童生徒性

暴力等への対処 

 

◎児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効等した者については、その後の事情から再免

許を授与するのが適当である場合に限り、再免許を授与することができる。 

 ※ 児童生徒性暴力等を行ったことで免許失効等となった者は、現行の教育職員免許法の欠格期

間経過後、上記の厳しいルールに基づき再免許授与の可否を判断。 

 

◎一部の規定を除き、公布の日から起算して一年以内に施行 
 
 

◎教育職員等以外の児童生徒と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等の体制の

在り方、児童生徒と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係

る照会制度の在り方等について検討 

◎３年後の見直し 

目的 

理念 

責務等 

禁止 

行為 

定義 

基本 

指針 

防止に 

関する 

措置 

早期発見 

対 処 に 関

する措置 

再免許 

の特例 

検討 

施行 

期日 
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50．子供や若者を性暴力の当事者にしないための「生命（いのち）の安全教育」の教材等

について（令和 3 年 4 月 16 日通知） 

３ 文 科 教 第 ９ ６ 号  

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ６ 日  
 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 12 条 第 １ 項 

の 認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長   

各 国 公 私 立 大 学 長  殿 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

 

文部科学省総合教育政策局長 

      義 本  博 司  

（公印省略） 

文部科学省初等中等教育局長 

瀧 本   寛       

（公印省略） 

文部科学省高等教育局長 

伯 井  美 徳   

（公印省略）      

子供や若者を性暴力の当事者にしないための 

「生命（いのち）の安全教育」の教材等について（通知） 

 

 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪

影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要がありま

す。 

 令和２年６月に政府が決定した「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（以下「強化の方針」という。）

では、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう「生命（いのち）の安全教育」を推

進することとされ、わかりやすい教材や啓発資料、手引書等を作成、周知し、令和３年度から４年度に

かけて、地域の実情に応じて段階的に教育の現場に取り入れられるようにするとされております。 

 また、高等教育機関においても新入学生への周知を行うことで理解の促進を図ることが求められて

おります。 

 このため、文部科学省と内閣府が協力して、「生命（いのち）の安全教育」を実施する際に活用でき

る発達段階に応じた教材や啓発資料及び指導の手引き等を作成しました。本教材等は文部科学省ホーム

ページからダウンロードが可能です。 
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 文部科学省ホームページ「性犯罪・性暴力対策の強化について」 
URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 

ついては、各位におかれても本教材等について十分了知されるとともに、強化の方針の趣旨を踏まえ

た教育・啓発の強化に向けた本教材等の積極的な活用について御協力をお願いします。 

 

本教材等について、各都道府県教育委員会教育長におかれては、市（指定都市を除く。）区町村教育

委員会及び所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）に対して、各指定都市教育委員会

教育長におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては、所管の学校及び学校法人等

に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の

学校設置会社に対して、国公立大学法人の長におかれては、その設置する学校に対して、独立行政法人

国立高等専門学校機構理事長におかれては、その設置する高等専門学校に対して、大学又は高等専門学

校を設置する地方公共団体の長及び文部科学大臣所轄学校法人理事長におかれては、その設置する学

校に対して、大学を設置する学校設置会社の代表取締役におかれては、その設置する大学に対して、厚

生労働省医政局長及び厚生労働省社会・援護局長におかれては、所管の専修学校に対して、御周知くだ

さるようお願いします。 
 

 

（参考）ダウンロード可能な教材等 

 ①教材、啓発資料 

   (1)  幼児期 

   (2-1)小学校(低・中学年) 

   (2-2)小学校(高学年) 

   (3)  中学校 

   (4)  高校 

   (5)  高校(卒業直前）・大学・一般〔啓発資料〕 

 ②指導の手引き 

 ③保護者向け案内ひな形 

  ④生命(いのち)の安全教育概要資料〔別添資料〕 

 

【本件連絡先】           

文部科学省総合教育政策局      

男女共同参画共生社会学習・安全課  

電話:03-5253-4111(内線 3268、3073) 
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51．「生命（いのち）の安全教育」に関する教員向け研修動画の公開及び児童生徒向け動画

教材の活用等について（周知）（令和４年 11 月 11 日事務連絡） 

 
 

事 務 連 絡 

令和４年１１月１１日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課  

各 都 道 府 県 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 担 当 課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2  条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 担 当 課 

高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 公 立 大 学 法 人 を 設 立 す る 各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 担 当 課 

 

 

文 部 科 学 省 

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

初 等 中 等 教 育 局 健 康 教 育 ・ 食 育 課 

 

 

 

「生命（いのち）の安全教育」に関する 

教員向け研修動画の公開及び児童生徒向け動画教材の活用等について（周知） 

 

 

文部科学省では、子供たちを性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、生命の尊さ

を学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、

生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を身に付けるための「生命（いのち）

の安全教育」を推進しています。 

 

子供たちを性暴力の当事者にしないための「生命（いのち）の安全教育」の教員向け研修動画を公開し

ましたので、１人１台端末等による児童生徒向け動画教材の活用等と併せてお知らせします。 

御中 
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令和３年４月には、内閣府と連携し、発達段階に応じた教材や啓発資料及び指導の手引き等を作成・

公表しましたが、この度、独立行政法人教職員支援機構の「校内研修シリーズ」において、各学校段階に

おける指導内容について紹介した講義動画を作成・公開しました。教育委員会主催の研修会、各学校の校

内研修等で積極的に御活用ください。 

また、令和４年６月には教材及び指導の手引きに対応した児童生徒向けの動画教材も公開しておりま

すので、併せてお知らせします。児童生徒の１人１台端末等で動画教材をご活用いただくことで、授業等

における取組の充実や家庭等における学習も含めた効果的・効率的な学習の実施が考えられるため、積

極的に御活用ください。 

加えて、学校における性に関する指導については、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達の段階に

応じて、学校の教育活動全体を通じて指導いただいているところです。具体的な指導に当たっては、例え

ば、小学校体育科の体の発育・発達についての学習、中学校保健体育科の心身の機能の発達についての学

習、中学校特別活動の思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応についての学習などと関連付け

て、必要 に応じて、「生命（いのち）の安全教育」の教材等を御活用いただき、児童生徒が性に関して正し

く理解し適切な行動を取れるよう、学習指導要領に基づく着実な指導に努めていただくようお願いしま

す。 

（参考：性に関する指導の主な記述箇所） 

○ 小学校学習指導要領 

第２章第９節体育の第２〔第３学年・第４学年〕２Ｇ(2)ア(イ)及びイ第６章特別活動の第２

〔学級活動〕２(2)ウ 

○ 中学校学習指導要領 

第２章第７節保健体育の第２〔保健分野〕２(1)ア(オ)及びイ、(2)ア(イ)及びイ第５章特別

活動の第２〔学級活動〕２(2)イ、ウ 

○ 高等学校学習指導要領 

第２章第６節保健体育の第２款第２保健の２(1)ア(イ)及びイ、(3)ア(ア)及びイ第５章特別

活動の第２〔ホームルーム活動〕２(2)イ、エ、オ 

 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、市（指定都市を除く。）町村教育委員会及び所管

の学校等に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校等に対して、各都道府県におかれて

は、市町村及び所管の私立学校法人、保育所、認定こども園に対して、構造改革特別区域法第 12 条第１

項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学校設置会社に対して、附属学校を置く国公立大学

法人におかれては、その設置する学校等に対して、高等専門学校及び公立大学法人を設置・設立する各地方公共

団体におかれましては、その設置・設立する高等専門学校及び公立大学法人に対して、独立行政法人国立

高等専門学校機構におかれては、その設置する高等専門学校に対して、御周知くださるようお願いしま

す。 
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〇独立行政法人教職員支援機構「校内研修シリーズ」 

・子供を性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にしないための「生命（いの

ち）の安全教育」について 

 https://www.youtube.com/watch?v=2xyH7RP_N7I 
 

〇「生命（いのち）の安全教育」動画教材 

・幼児期向け 

https://www.youtube.com/watch?v=EHIygZz7WjE 

 

 

・小学校（低・中学年）向け  

https://www.youtube.com/watch?v=ddSdG7Doy7Q 

 

・小学校（高学年）向け 

https://www.youtube.com/watch?v=MBM0WBRHDtk&feature=youtu.be 

 

・中学生向け

https://www.youtube.com/watch?v=jxSjF1Ts9fM&feature=youtu.be 

 

・高校生向け 

https://www.youtube.com/watch?v=DBqxgs_KV1g&feature=youtu.be 

 

・（参考）「生命（いのち）の安全教育」教材、指導の手引き等 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 

【本件連絡先】 

（生命（いのち）の安全教育について） 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

電話:03-5253-4111(内線 3268、3073) 

（性に関する指導について）  

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

電話:03-5253-4111(内線 2918) 
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52．「生命（いのち）の安全教育推進事業」の取組に関する実践事例集について（周知）（令

和５年７月５日事務連絡） 

 

 
事 務 連 絡 

令和５年７月５日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市保育所・認定こども園担当課 御中 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校担当課 

高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課 

高等専門学校を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体担当課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

「生命（いのち）の安全教育推進事業」の取組に関する実践事例集について（周知） 

 

 平素より文部科学行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 文部科学省では、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月 11 日性犯罪・性暴

力対策強化のための関係府省会議決定）を踏まえ、子供たちが性犯罪・性暴力の加害者、

被害者、傍観者にならないための「生命（いのち）の安全教育」教材及び指導の手引きを

作成し、公表しています。 

 また、これまでの性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」（令和２年度～４年度）による

取組を継続・強化するため、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月）

が決定し、令和５年度～７年度を「更なる集中強化期間」と位置付け、取組を継続・強化

することとなっております。 

 さらに、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023（女性版骨太の方針 2023）」において

は、「生命（いのち）を大切にし、こどもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせな

いため、「生命（いのち）の安全教育」を推進する。発達段階に応じ、就学前の教育・保育

を含め、学校等において「生命（いのち）の安全教育」が実施されるよう、これまで構築

学校等における「生命（いのち）の安全教育」の実践を後押しし、全国展開を加速化するための取組として、

実践事例集を作成しましたのでお知らせします。「生命（いのち）の安全教育」は、各自治体や学校等で取組

を進めていただくことが重要であるため、全国の学校等において本事例集を御活用いただきますようお願い

します。 



289 
 
 
 
 

した多種多様な指導モデルも活用しながら、自治体における普及展開に関する取組を支援

することで、全国展開を加速化する。」とされています。 

 このような中で、学校等における「生命（いのち）の安全教育」の実践を後押しし、全

国展開を加速化するための取組の一つとして、実践事例集を作成しました。本事例集は、

幼稚園・保育園・認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の多様な事例

を、全体計画、目標、学習指導要領等との関連箇所、授業展開例、指導上の留意点等の構

成によりまとめています。 

昨年 12 月に改訂された生徒指導提要では、課題未然防止教育として、全ての児童生徒

が性犯罪・性暴力に対して適切な行動をとれる力を身に付けることができるように「生命

（いのち）の安全教育」を実施することとされており、各自治体や学校等で取組を進めて

いただくことが重要であるため、全国の学校等において本事例集を御活用いただきますよ

うお願いします。 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、市（指定都市を除く）町村教

育委員会及び所管の学校等に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校等

に対して、各都道府県におかれては、市町村及び所轄の私立学校法人、保育所、認定こど

も園に対して、各指定都市・中核市におかれては、所轄の保育所、認定こども園に対して、

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学

校設置会社に対して、附属学校を置く国公立大学法人におかれては、その設置する学校等

に対して、高等専門学校及び公立大学法人を設置・設立する各地方公共団体におかれまし

ては、その設置・設立する高等専門学校及び公立大学法人に対して、独立行政法人国立高

等専門学校機構におかれては、その設置する高等専門学校に対して、御周知くださるよう

お願いします。 

 
＜「生命（いのち）の安全教育」の取組に関する実践事例集＞ 

文部科学省ＨＰ「性犯罪・性暴力対策の強化について」に掲載しています。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 
 ※同ページには、「生命（いのち）の安全教育」の教材をはじめ、「生命（いのち）の 

安全教育」を実施するに当たり参考となる情報を掲載し、随時更新しております。 
 
 

 
 

 

 

 

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 

男女共同参画学習室 男女共同参画推進係 

電   話：03(6734)2654 
Ｅメール ：danjo@mext.go.jp 
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53．「生命（いのち）の安全教育」について 
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54．性に関する指導について 
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55．外国語教育に関する計画等及び活用可能な資料・教材等 

１．外国語教育に関する計画等 

教育振興基本計画（第４期）（抜粋）（令和５年６月１６日） 

目標４ グローバル社会における人材育成 

伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会

の平和と発展に寄与する態度、豊かな語学力、異なる文化・価値を乗り越えて関係を構築するためのコ

ミュニケーション能力、新しい価値を創造する能力、主体性・積極性・包摂性、異文化・多様性の理解

や社会貢献、国際貢献の精神等を身に付けて様々な分野・地域で国際社会の一員として活躍できる人材

を育成する。また、日本社会の多様性・包摂性を高めるとともに、日本を深く理解する外国人を養成す

るため、外国人学生・生徒の受入れを推進する。 

 

【指標】 

・英語力について、中学校卒業段階で CEFR の A１レベル相当以上、高等学校卒業段階で CEFR の A２レ   

ベル相当以上を達成した中高生の割合の増加（５年後目標値：６割以上） 

・全ての都道府県・政令指定都市において、中学校卒業段階で CEFR の A１レベル相当以上、高等学校

卒業段階で CEFR の A２レベル相当以上を達成した中高生の割合を５年後までに５割以上にすること

を目指す 

・特にグローバルに活躍することが期待される層の拡充に向けて、高等学校卒業段階で CEFR の B１レ

ベル相当以上を達成した高校生の割合の増加（５年後目標値：３割以上） 

 

○外国語教育の充実 

・外国語でコミュニケーションを図る資質・能力を着実に育成するため、教材・指導 資料の配布やデ

ジタルを活用したパフォーマンステストの実施など ICT の一層の活用促進、教師の養成・採用・研

修の一体的な改善、特別免許状の活用や専科教師 

・外国語指導助手（ALT）配置等の学校指導体制の充実など、総合的に推進する。 

・各都道府県等の負担軽減など必要な改善を行いつつ、「英語教育改善プラン」の策定とそれに基づく

計画的な取組を促し、英語教育実施状況調査等を通して継続したフォローアップを行うことにより、

PDCA サイクルを着実に機能させ、生徒や教師の英語力や指導力の向上を図る。 

・大学入学者選抜において、「読む・書く・聞く・話す」の４技能に関する総合的な英語力を適切に評

価するため、各大学の個別選抜について、優れた取組を幅広く普及するなど、各大学の取組を推進し

ていく。 
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２．学習指導要領に対応した外国語教育に関する指導資料、教材等 

 

・文部科学省 外国語教育ホームページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm 

・学習指導要領・学習指導要領解説 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm 

・学習指導要領に対応した小学校外国語教育教材 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/123/houkoku/1382162.htm 

・「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校外国語、中学校外国語・高等学校

外国語編 

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html 

・MEXCBT を活用した 英語「話すこと」「書くこと」の力の強化 

https://www.mext.go.jp/content/20240509-mxt_kyoiku01-100000662_1.pdf 

・外国語の指導における ICT の活用について（教科指導における ICT の効果的な活用のための参考資

料） 

https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_13.pdf 

・教員の ICT 活用指導力の向上（外国語活動、外国語科） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00012.html 

・子供の学び応援サイト（学習支援コンテンツポータルサイト）教師の指導に活用できるコンテンツ、

教師を目指す学生の英語力向上にも資する学習コンテンツを掲載 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

・YouTube 文部科学省公式 MEXTchannel 「外国語教育はこう変わる！」シリーズ 

（小・中・高等学校の授業映像、解説動画等を掲載） 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbCsze5PvMhQ1TS-jXEZKA4f 

・令和５年度英語教育実施状況調査（生徒や教師の英語力、授業改善状況のデータ（全国、都道府県等

別）を掲載） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1415043_00005.htm 

・全国学力・学習状況調査 

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html 

・えいごネット（一般財団法人 英語教育協議会（ELEC） 文部科学省協力 のサイト） 

http://www.eigo-net.jp/ 
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56．成年年齢引き下げを踏まえた、学校教育における消費者教育の推進について 
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57．高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等につい

て（平成 27 年 10 月 29 日通知） 

２７文科初第９３３号  

平成２７年１０月２９日  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会  

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 

各 都 道 府 県 知 事 

附属学校を置く各国立大学法人学長  殿 

高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 

1 項の認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

            文部科学省初等中等教育局長     

                       小 松  親 次 郎 

 

（印影印刷） 

 

      高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等 

      の生徒による政治的活動等について（通知） 

 

 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７５号）

により、施行後４年を経過した日（平成３０年６月２１日）以後にその期日がある国民投

票から、国民投票の期日の翌日以前に１８歳の誕生日を迎える者は、投票権を有すること

になりました。また、公職選挙法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４３号）（以

下「改正法」という。）により、施行日（平成２８年６月１９日）後に初めて行われる国

政選挙（衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙）の公示日以後にその期日を公示

され又は告示される選挙から改正法が適用されることとなり、適用される選挙期日の翌日

以前に１８歳の誕生日を迎える等の公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第９条の各

項に規定する要件を満たす者は、国政選挙及び地方選挙において選挙権を有し、同法第１

３７条の２により、選挙運動を行うことが認められることとなりました。 

 これらの法改正に伴い、今後は、高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学

校（以下「高等学校等」という。）にも、国民投票の投票権や選挙権を有する生徒が在籍

することとなります。 

 高等学校等においては、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１４条第１項を踏

まえ、これまでも平和で民主的な国家・社会の形成者を育成することを目的として政治的

教養を育む教育（以下「政治的教養の教育」という。）を行ってきたところですが、改正

法により選挙権年齢の引下げが行われたことなどを契機に、習得した知識を活用し、主体

的な選択・判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくという国家・社会

の形成者としての資質や能力を育むことが、より一層求められます。このため、議会制民

主主義など民主主義の意義、政策形成の仕組みや選挙の仕組みなどの政治や選挙の理解に

加えて現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が国民投票の投票権や選挙権を有する

者（以下「有権者」という。）として自らの判断で権利を行使することができるよう、具
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体的かつ実践的な指導を行うことが重要です。その際、法律にのっとった適切な選挙運動

が行われるよう公職選挙法等に関する正しい知識についての指導も重要です。 

 他方で、学校は、教育基本法第１４条第２項に基づき、政治的中立性を確保することが

求められるとともに、教員については、学校教育に対する国民の信頼を確保するため公正

中立な立場が求められており、教員の言動が生徒に与える影響が極めて大きいことなどか

ら法令に基づく制限などがあることに留意することが必要です。 

 また、現実の具体的な政治的事象を扱いながら政治的教養の教育を行うことと、高等学

校等の生徒が、実際に、特定の政党等に対する援助、助長や圧迫等になるような具体的な

活動を行うことは、区別して考える必要があります。 

 こうしたことを踏まえ、高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒によ

る政治的活動等についての留意事項等を、下記のとおり取りまとめましたので、通知しま

す。 

 また、このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校等及び

域内の市区町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の高等学

校等に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地

方公共団体の長におかれては、所轄の高等学校等及び学校法人等に対して、附属学校を置

く各国立大学法人学長におかれては、設置する附属高等学校等に対して、御周知くださる

ようお願いします。 

 なお、この通知の発出に伴い、昭和４４年１０月３１日付け文初高第４８３号「高等学

校における政治的教養と政治的活動について」は廃止します。 

 

記 

 

第１ 高等学校等における政治的教養の教育 

  教育基本法第１４条第１項には「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上

尊重されなければならない。」とある。このことは、国家・社会の形成者として必要

な資質を養うことを目標とする学校教育においては、当然要請されていることであ

り、日本国憲法の下における議会制民主主義など民主主義を尊重し、推進しようとす

る国民を育成するに当たって欠くことのできないものであること。 

  また、この高等学校等における政治的教養の教育を行うに当たっては、教育基本法第

１４条第２項において、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育そ

の他政治的活動」は禁止されていることに留意することが必要であること。 

 

第２ 政治的教養の教育に関する指導上の留意事項 

１．政治的教養の教育は、学習指導要領に基づいて、校長を中心に学校として指導のねら

いを明確にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施すること。また、教科において

は公民科での指導が中心となるが、総合的な学習の時間や特別活動におけるホームルー

ム活動、生徒会活動、学校行事なども活用して適切な指導を行うこと。 

  指導に当たっては、教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立

場で生徒を指導すること。 

 

２．政治的教養の教育においては、議会制民主主義など民主主義の意義とともに、選挙や

投票が政策に及ぼす影響などの政策形成の仕組みや選挙の具体的な投票方法など、政治

や選挙についての理解を重視すること。あわせて、学校教育全体を通じて育むことが求

められる、論理的思考力、現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し、公正に
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判断する力、現実社会の諸課題を見いだし、協働的に追究し解決する力、公共的な事柄

に自ら参画しようとする意欲や態度を身に付けさせること。 

 

３．指導に当たっては、学校が政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も

取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一

層具体的かつ実践的な指導を行うこと。 

  また、現実の具体的な政治的事象については、種々の見解があり、一つの見解が絶対

的に正しく、他のものは誤りであると断定することは困難である。加えて、一般に政治

は意見や信念、利害の対立状況から発生するものである。そのため、生徒が自分の意見

を持ちながら、異なる意見や対立する意見を理解し、議論を交わすことを通して、自分

の意見を批判的に検討し、吟味していくことが重要である。したがって、学校における

政治的事象の指導においては、一つの結論を出すよりも結論に至るまでの冷静で理性的

な議論の過程が重要であることを理解させること。 

  さらに、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄、現実の利害等の対立のあ

る事柄等を取り上げる場合には、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示する

ことなどが重要であること。 

  その際、特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたり

するなど、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒が主体的に考え、判断する

ことを妨げることのないよう留意すること。また、補助教材の適切な取扱いに関し、同

様の観点から発出された平成２７年３月４日付け２６文科初第１２５７号「学校におけ

る補助教材の適正な取扱いについて」にも留意すること。 

 

４．生徒が有権者としての権利を円滑に行使することができるよう、選挙管理委員会との

連携などにより、具体的な投票方法など実際の選挙の際に必要となる知識を得たり、模

擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を通して理解を深め

たりすることができるよう指導すること。 

  なお、多様な見解があることを生徒に理解させることなどにより、指導が全体として

特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又は反対す

ることとならないよう留意すること。 

 

５．教員は、公職選挙法第１３７条及び日本国憲法の改正手続に関する法律（平成１９年

法律第５１号）第１０３条第２項においてその地位を利用した選挙運動及び国民投票運

動が禁止されており、また、その言動が生徒の人格形成に与える影響が極めて大きいこ

とに留意し、学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に

接することのないよう、また不用意に地位を利用した結果とならないようにすること。 

第３ 高等学校等の生徒の政治的活動等 

  今回の法改正により、１８歳以上の高等学校等の生徒は、有権者として選挙権を有し、

また、選挙運動を行うことなどが認められることとなる。このような法改正は、未来の

我が国を担っていく世代である若い人々の意見を、現在と未来の我が国の在り方を決め

る政治に反映させていくことが望ましいという意図に基づくものであり、今後は、高等

学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待される。 

他方で、①学校は、教育基本法第１４条第２項に基づき、政治的中立性を確保するこ

とが求められていること、②高等学校等は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

５０条及び第５１条並びに学習指導要領に定める目的・目標等を達成するべく生徒を教

育する公的な施設であること、③高等学校等の校長は、各学校の設置目的を達成するた
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めに必要な事項について、必要かつ合理的な範囲内で、在学する生徒を規律する包括的

な権能を有するとされていることなどに鑑みると、高等学校等の生徒による政治的活動

等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受けるもの

と解される。 

これらを踏まえ、高等学校等は、生徒による選挙運動及び政治的活動について、以下

の事項に十分留意する必要がある。 

なお、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）等の法律に基づき、公職選挙法中普通

地方公共団体の選挙に関する規定が準用される住民投票において、投票運動を高等学校

等の生徒が行う場合は、選挙運動に準じて指導等を行うこととし、日本国憲法の改正手

続に関する法律第１００条の２に規定する国民投票運動を高等学校等の生徒が行う場合

は、政治的活動に準じて指導等を行うこととする。 

  
 【この通知の第３以下における用語の定義について】 

「選挙運動」とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を

得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいい、有権者で

ある生徒が行うものをいう。 

「政治的活動」とは、特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体

等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が

特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧

迫、干渉になるような行為をすることをいい、選挙運動を除く。 

「投票運動」とは、特定の住民投票について、特定の投票結果となることを目的とし

て、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいう。 

１．教科・科目等の授業のみならず、生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動も学校

の教育活動の一環であり、生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選

挙運動や政治的活動を行うことについて、教育基本法第１４条第２項に基づき政治的中

立性が確保されるよう、高等学校等は、これを禁止することが必要であること。 

 

２．放課後や休日等であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動については、学校

施設の物的管理の上での支障、他の生徒の日常の学習活動等への支障、その他学校の政

治的中立性の確保等の観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう、高等

学校等は、これを制限又は禁止することが必要であること。 

 

３．放課後や休日等に学校の構外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動については、以

下の点に留意すること。 

 （１）放課後や休日等に学校の構外で生徒が行う選挙運動や政治的活動については、違

法なもの、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高い

ものと認められる場合には、高等学校等は、これを制限又は禁止することが必要で

あること。また、生徒が政治的活動等に熱中する余り、学業や生活などに支障があ

ると認められる場合、他の生徒の学業や生活などに支障があると認められる場合、

又は生徒間における政治的対立が生じるなどして学校教育の円滑な実施に支障があ

ると認められる場合には、高等学校等は、生徒の政治的活動等について、これによ

る当該生徒や他の生徒の学業等への支障の状況に応じ、必要かつ合理的な範囲内で

制限又は禁止することを含め、適切に指導を行うことが求められること。 

 （２）改正法により選挙権年齢の引下げが行われ、満１８歳以上の生徒が選挙運動をで

きるようになったことに伴い、高等学校等は、これを尊重することとなること。 
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その際、生徒が公職選挙法等の法令に違反することがないよう、高等学校等は、

生徒に対し、選挙運動は１８歳の誕生日の前日以降可能となることなど公職選挙法

上特に気を付けるべき事項などについて周知すること。 

 （３）放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動は、家庭の理解の

下、生徒が判断し、行うものであること。 

    その際、生徒の政治的教養が適切に育まれるよう、学校・家庭・地域が十分連

携することが望ましいこと。 

 

第４ インターネットを利用した政治的活動等 

  インターネットを利用した選挙運動や政治的活動については、様々な意見・考え方に

ついての情報発信や情報共有などの観点から利便性、有用性が認められる一方で、送ら

れてきた選挙運動用の電子メールを他人に転送するなどの公職選挙法上認められてい

ない選挙運動を生徒が行ってしまうといった問題が生じ得ることから、政治的教養の教

育や高等学校等の生徒による政治的活動等に係る指導を行うに当たっては、こうしたイ

ンターネットの特性についても十分留意すること。 

 

第５ 家庭や地域の関係団体等との連携・協力 

  本通知の趣旨にのっとり、現実の政治を素材とした実践的な教育活動をより一層充実

させるとともに、高等学校等の生徒による政治的活動等に関して指導するに当たって

は、学校としての方針を保護者やＰＴＡ等に十分説明し、共有すること等を通じ、家庭

や地域の関係団体等との連携・協力を図ること。 
 
 
 
 

  

担当：文部科学省初等中等教育局 

  （代表）０３－５２５３－４１１１ 

     ・本通知に関する一般的なお問合せ、生徒の政治的活動等に 

       関すること 

        児童生徒課 企画係               （内線２５５９） 

     ・政治的教養を育む教育に関すること 

        教育課程課 教育課程総括係       （内線２０７５） 

     ・教員の政治的中立性に関すること 

        初等中等教育企画課 教育公務員係 （内線４６７５） 
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58．学校における働き方改革に関する取組の徹底について（平成 31 年３月 18 日通知） 

３ ０ 教 教 人 第 ３ ２ 号 

平成３１年３月１８日 

教職課程を置く 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 

柳 澤 好 治   

 

（印影印刷） 

 

 

学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知） 

 

本年１月２５日，中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体

制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（以下「答申」とい

う。）が取りまとめられました。 

答申を踏まえまして，添付資料のとおり，学校における働き方改革に関する取組の徹底について，文

部科学省から各都道府県・指定都市教育委員会教育長宛てに通知しています（以下「通知」という）。 

学校における働き方改革を全国の学校において実現するためには，文部科学省，教育委員会，学校，

教師を養成する大学も含めた関係者が，それぞれの立場で，それぞれがすべきことに責任を持って積極

的に取り組むことが必要です。教職課程を設置する各大学におかれましても，答申及び通知を参考に，

特に下記の点に積極的に取り組んでいただくようお願いします。 

 

記 

 

１．学校における働き方に関する学生への指導 

教師を目指す学生に対し，勤務時間管理の重要性，勤務時間・健康管理を意識した働き方，学校及び

教師が担う業務，学校の組織運営体制の在り方などについて，「教職の意義及び教員の役割・職務内容

（チーム学校運営への対応を含む。）」などの科目において，答申及び通知を参考としつつ，適切に指導

を行うこと。 

 

 

２．学校体験活動の積極的な実施 

学生が長期間にわたり継続的に学校現場等で体験的な活動を行うことは，学校現場をより深く知る

ことができるとともに，自らの教師としての適格性を把握するための機会として有意義と考えられる。

また，学生を受け入れる学校側においても学校の様々な活動を支援する人材として有益と考えられる。 

  

殿 
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各大学においては，「教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令（平成

２９年文部科学省令第４１号）」によって教育実習（養護実習，心身に障害のある幼児，児童又は生徒

についての教育実習）の一部に含むことができようになった学校体験活動のほか，大学が独自に設定す

る科目や教職課程外の科目も含め，こうした機会の充実に積極的に取り組むこと。 

 

３．教育実習の適切な実施 

教育実習の実施については，学校や教育委員会との連携体制の中で，大学として責任を持って指導に

当たるとともに，学校の作成書類の精選やより負担の少ない実施時期の検討など，学校の負担軽減に留

意すること。 

 

４．附属学校における取組の推進 

附属学校を置く大学においては，それぞれの大学・附属学校の設置形態や目的等に応じて，学校にお

ける働き方改革の推進に積極的に取り組んでいくことが期待される。 

特に附属学校を置く国立大学は，設置する附属学校において率先して勤務時間管理を行うとともに，

附属学校の連合組織とも連携して業務改善に関する好事例を蓄積し，その効果や具体的な取組方法等

のモデルをエビデンスに基づいてわかりやすく全国の学校に示すこと。 

 

 

 

担当：総合教育政策局教育人材政策課企画係  

渡邉，内藤  

TEL：03-5253-4111（代表）内線 3196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本通知文中の「添付資料」は「学校における働き方に関する取組の徹底について（通知）」（平成 31 年３月 18 日付

け 30 文科初第 1497 号文部科学事務次官通知）です。当該通知については、文部科学省ホームページ

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1414498_1_1.pdf）

を御確認ください。なお、「59．学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）【概要】」に当該通

知の概要を掲載しています。  
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59．学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）【概要】 

 

 



305 
 
 
 
 

 



306 
 
 
 
 

 

  

※「学校における働き方に関する取組の徹底について（通知）」（平成 31 年３月 18 日付け 30 文科初第 1497 号文部科学事務次官通

知）については、文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/ 

03/18/1414498_1_1.pdf）を御確認ください。 
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60．障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（平成 25 年 10

月４日通知） 

25 文科初第 756 号 

平成 25 年 10 月４日 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 

文部科学省初等中等教育局長 

    前 川 喜 平 

（印影印刷） 

障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知） 

中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

ム構築のための特別支援教育の推進（平成 24 年７月）」における提言等を踏まえた，学校教育法

施行令の一部改正の趣旨及び内容等については，「学校教育法施行令の一部改正について（通知）」

（平成 25 年９月１日付け 25 文科初第 655 号）をもってお知らせしました。この改正に伴う，

障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について留意すべき事項は下記のとお

りですので，十分に御了知の上，適切に対処下さるようお願いします。 

なお，「障害のある児童生徒の就学について（通知）」（平成 14 年５月 27 日付け 14 文科初第 

291 号）は廃止します。 

また，各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して，

各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して，各都道府県知事及び構造改革特別区域

法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等

に対して，各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して，下記について周知を図るととも

に，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

記 

第１ 障害のある児童生徒等の就学先の決定 

１ 障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっての基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっては，障害のある児童生徒等が，その年齢

及び能力に応じ，かつ，その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため，可能

な限り障害のある児童生徒等が障害のない児童生徒等と共に教育を受けられるよう配慮し

殿 
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つつ，必要な施策を講じること。 

（２）就学に関する手続等についての情報の提供 

市町村の教育委員会は，乳幼児期を含めた早期からの教育相談の実施や学校見学，認定こ

ども園・幼稚園・保育所等の関係機関との連携等を通じて，障害のある児童生徒等及びその

保護者に対し，就学に関する手続等についての十分な情報の提供を行うこと。 

（３）障害のある児童生徒等及びその保護者の意向の尊重 

市町村の教育委員会は，改正後の学校教育法施行令第 18 条の２に基づく意見の聴取につ

いて，最終的な就学先の決定を行う前に十分な時間的余裕をもって行うものとし，保護者

の意見については，可能な限りその意向を尊重しなければならないこと。 

 

２ 特別支援学校への就学 

（１）就学先の決定 

視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）

で，その障害が，学校教育法施行令第 22 条の３に規定する程度のもののうち，市町村の教

育委員会が，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の

体制の整備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学校に就学させることが適当である

と認める者を対象として，適切な教育を行うこと。 

（２）障害の判断に当たっての留意事項 

ア 視覚障害者 

専門医による精密な診断に基づき総合的に判断を行うこと。なお，年少者，知的障害

者等に対する視力及び視力以外の視機能の検査は困難な場合が多いことから，一人一人

の状態に応じて，検査の手順や方法をわかりやすく説明するほか，検査時の反応をよく

確認すること等により，その正確を期するように特に留意すること。 

イ 聴覚障害者 

専門医による精密な診断結果に基づき，失聴の時期を含む生育歴及び言語の発達の状

態を考慮して総合的に判断を行うこと。 

ウ 知的障害者 

知的機能及び適応機能の発達の状態の両面から判断すること。標準化された知能検査

等の知的機能の発達の遅滞を判断するために必要な検査，コミュニケーション，日常生

活，社会生活等に関する適応機能の状態についての調査，本人の発達に影響がある環境

の分析等を行った上で総合的に判断を行うこと。 

エ 肢体不自由者 

専門医の精密な診断結果に基づき，上肢，下肢等の個々の部位ごとにとらえるのでな

く，身体全体を総合的に見て障害の状態を判断すること。その際，障害の状態の改善，機

能の回復に要する時間等を併せ考慮して判断を行うこと。 

オ 病弱者（身体虚弱者を含む。） 

医師の精密な診断結果に基づき，疾患の種類，程度及び医療又は生活規制に要する期

間等を考慮して判断を行うこと。 
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３ 小学校，中学校又は中等教育学校の前期課程への就学 

（１） 特別支援学級 

学校教育法第 81 条第２項の規定に基づき特別支援学級を置く場合には，以下の各号に掲

げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち，その者の障害の状態，その者の教育上必要な

支援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学

級において教育を受けることが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行うこ

と。 

障害の判断に当たっては，障害のある児童生徒の教育の経験のある教員等による観察・

検査，専門医による診断等に基づき教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ慎重に行

うこと。 

① 障害の種類及び程度 

ア 知的障害者 

知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一

部援助が必要で，社会生活への適応が困難である程度のもの 

イ 肢体不自由者 

補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程

度のもの 

ウ 病弱者及び身体虚弱者 

一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を

必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの 

エ 弱視者 

拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が困難な程度のもの 

オ 難聴者 

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの 

カ 言語障害者 

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者，吃音等話し言葉に

おけるリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある

者，その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない

者に限る。）で，その程度が著しいもの 

キ 自閉症・情緒障害者 

一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難で

ある程度のもの 

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，社会生活への適応が

困難である程度のもの 

② 留意事項 

特別支援学級において教育を受けることが適当な児童生徒の障害の判断に当たっての留

意事項は，ア～オについては２（２）と同様であり，また，カ及びキについては，その障害

の状態によっては，医学的な診断の必要性も十分に検討した上で判断すること。 
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（２） 通級による指導 

学校教育法施行規則第 140 条及び第 141 条の規定に基づき通級による指導を行う場合

には，以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち，その者の障害の状態，そ

の者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案

して，通級による指導を受けることが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行

うこと。 

障害の判断に当たっては，障害のある児童生徒に対する教育の経験のある教員等による観

察・検査，専門医による診断等に基づき教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ慎重

に行うこと。その際，通級による指導の特質に鑑み，個々の児童生徒について，通常の学級

での適応性，通級による指導に要する適正な時間等を十分考慮すること。 

① 障害の種類及び程度 

ア 言語障害者 

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者，吃音等話し言葉に

おけるリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある

者，その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない

者に限る。）で，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とする

程度のもの 

イ 自閉症者 

自閉症又はそれに類するもので，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別

な指導を必要とする程度のもの 

ウ 情緒障害者 

主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，通常の学級での学習にお

おむね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの 

エ 弱視者 

拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が困難な程度の者で，

通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの 

オ 難聴者 

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で，通常の学級

での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの 

カ 学習障害者 

全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論する能

力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので，一部特別な指導を必要と

する程度のもの 

キ 注意欠陥多動性障害者 

年齢又は発達に不釣り合いな注意力，又は衝動性・多動性が認められ，社会的な活動

や学業の機能に支障をきたすもので，一部特別な指導を必要とする程度のもの 

ク 肢体不自由者，病弱者及び身体虚弱者 

肢体不自由，病弱又は身体虚弱の程度が，通常の学級での学習におおむね参加でき，

一部特別な指導を必要とする程度のもの 

② 留意事項 
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通級による指導を受けることが適当な児童生徒の指導に当たっての留意事項は，以下の通

りであること。 

ア 学校教育法施行規則第 140 条の規定に基づき，通級による指導における特別の教育

課程の編成，授業時数については平成５年文部省告示第７号により別に定められてい

ること。同条の規定により特別の教育課程を編成して指導を行う場合には，特別支援

学校小学部・中学部学習指導要領を参考として実施すること。 

イ 通級による指導を受ける児童生徒の成長の状況を総合的にとらえるため，指導要録に

おいて，通級による指導を受ける学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指

導内容や結果等を記入すること。他の学校の児童生徒に対し通級による指導を行う学

校においては，適切な指導を行う上で必要な範囲で通級による指導の記録を作成する

こと。 

ウ 通級による指導の実施に当たっては，通級による指導の担当教員が，児童生徒の在籍

学級（他の学校で通級による指導を受ける場合にあっては，在学している学校の在籍

学級）の担任教員との間で定期的な情報交換を行ったり，助言を行ったりする等，両

者の連携協力が図られるよう十分に配慮すること。 

エ 通級による指導を担当する教員は，基本的には，この通知に示されたうちの一の障害

の種類に該当する児童生徒を指導することとなるが，当該教員が有する専門性や指導

方法の類似性等に応じて，当該障害の種類とは異なる障害の種類に該当する児童生徒

を指導することができること。 

オ 通級による指導を行うに際しては，必要に応じ，校長，教頭，特別支援教育コーディ

ネーター，担任教員，その他必要と思われる者で構成する校内委員会において，その

必要性を検討するとともに，各都道府県教育委員会等に設けられた専門家チームや巡

回相談等を活用すること。 

カ 通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては，医学的な診断の有無のみに

とらわれることのないよう留意し，総合的な見地から判断すること。 

キ 学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒については，通級による指導の対象とす

るまでもなく，通常の学級における教員の適切な配慮やティーム・ティーチングの活

用，学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等により，対応することが適切である

者も多くみられることに十分留意すること。 

 

４ その他 

（１）重複障害のある児童生徒等について 

重複障害のある児童生徒等についても，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支

援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して，就学先の決定

等を行うこと。 

（２）就学義務の猶予又は免除について 

治療又は生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし，教育を受けることが

困難又は不可能な者については，保護者の願い出により，就学義務の猶予又は免除の措置
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を慎重に行うこと。 

 

 

第２ 早期からの一貫した支援について 

１ 教育相談体制の整備 

市町村の教育委員会は，医療，保健，福祉，労働等の関係機関と連携を図りつつ，乳幼児期

から学校卒業後までの一貫した教育相談体制の整備を進めることが重要であること。また，

都道府県の教育委員会は，専門家による巡回指導を行ったり，関係者に対する研修を実施す

る等，市町村の教育委員会における教育相談体制の整備を支援することが適当であること。 

２ 個別の教育支援計画等の作成 

早期からの一貫した支援のためには，障害のある児童生徒等の成長記録や指導内容等に関

する情報について，本人・保護者の了解を得た上で，その扱いに留意しつつ，必要に応じて関

係機関が共有し活用していくことが求められること。 

このような観点から，市町村の教育委員会においては，認定こども園・幼稚園・保育所にお

いて作成された個別の教育支援計画等や，障害児相談支援事業所で作成されている障害児支

援利用計画や障害児通所支援事業所等で作成されている個別支援計画等を有効に活用しつつ，

適宜資料の追加等を行った上で，障害のある児童生徒等に関する情報を一元化し，当該市町

村における「個別の教育支援計画」「相談支援ファイル」等として小中学校等へ引き継ぐなど

の取組を進めていくことが適当であること。 

３ 就学先等の見直し 

就学時に決定した「学びの場」は，固定したものではなく，それぞれの児童生徒の発達の程

度，適応の状況等を勘案しながら，柔軟に転学ができることを，すべての関係者の共通理解

とすることが適当であること。このためには，２の個別の教育支援計画等に基づく関係者に

よる会議等を定期的に実施し，必要に応じて個別の教育支援計画等を見直し，就学先等を変

更できるようにしていくことが適当であること。 
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４ 教育支援委員会（仮称） 

現在，多くの市町村の教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については，早期か

らの教育相談・支援や就学先決定時のみならず，その後の一貫した支援についても助言を行

うという観点から機能の拡充を図るとともに，「教育支援委員会」（仮称）といった名称とす

ることが適当であること。 

 

  
【本件連絡先】文部科学省初等中等教育局

特別支援教育課企画調査係 
〒 100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 
電話：03-5253-4111（内線）3193 
FAX：03-6734-3737 

E-mail：tokubetu@mext.go.jp 
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61．学校における医療的ケアの今後の対応について（平成 31 年３月 20 日通知） 

３０文科初第１７６９号 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ０ 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 学 長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学省初等中等教育局長 

永 山  賀 久 

（印影印刷）  

 

 

学校における医療的ケアの今後の対応について（通知） 

 

 

 この度、「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」において、最終まとめが取りまと

められました。 

 文部科学省では、これまで「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について（平成 23

年 12 月 20 日 23 文科初第 1344 号初等中等教育局長通知）」により、特別支援学校等において主と

して特定行為を実施するに当たっての留意事項を各教育委員会等に示し、医療的ケアの実施体制の

整備を促すとともに、学校への看護師の配置に係る経費の一部を補助するなど、その支援に努めて

まいりました。 

 現在、学校に在籍する喀痰吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等（以下「医

療的ケア児」という。）は年々増加するとともに、人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医療的ケ

アを必要とする児童生徒等が学校に通うようになるなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変わりつ

つあります。このため、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学校等を含む全ての学校におけ

る医療的ケアの基本的な考え方を再度検討し、医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について

整理するために平成 29 年 10 月に本検討会議を設置し、有識者による議論が行われました。 

 本最終まとめは、①医療的ケア児の「教育の場」、②学校における医療的ケアに関する基本的な

考え方、③教育委員会における管理体制の在り方、④学校における実施体制の在り方、⑤認定特定

行為業務従事者が喀痰吸引等の特定行為を実施する上での留意事項、⑥特定行為以外の医療的ケア

を実施する場合の留意事項、⑦医療的ケア児に対する生活援助行為の「医行為」該当性の判断、⑧

研修機会の提供、⑨校外における医療的ケア、⑩災害時の対応について、別紙のとおり取りまとめ

られたものです。 

 文部科学省においては本最終まとめを受け、今後、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学

校等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意す

べき点等について別添のとおり整理いたしました。関係各位におかれましては、その趣旨を十分御

理解の上、適切な対応をお願いします。 
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なお、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について」（平成 23 年 12 月 20 日 23 文

科初第 1344 号初等中等教育局長通知）は廃止します。 

また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各

指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第

12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所管の学校及び学校法人に対して、

各国立大学長におかれては附属学校に対して周知を図るようお願いします。  

 本検討会議の最終まとめについては、文部科学省のホームページに掲載されておりますことも併

せて申し添えます。 

ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1413967.htm 

  

【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3192） 

FAX:03-6734-3737 



316 
 
 
 
 

62．医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について（令和３年

９月 17 日通知） 

３文科初第 1071 号 

令和３年９月 17 日  

 

 各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

附属学校を置く各国公立大学法人の長   

構造改革特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長  

 

文部科学省初等中等教育局長  

 瀧 本  寛 

  

      

 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について（通知） 

 

 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第 81 号）（以

下「法」という。）は、令和３年６月 18 日に公布され、令和３年９月 18 日に施行され

るところです。 

 今回の法制定は、医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が増加するとともに、その実

態が多様化し、医療的ケア児やその家族が、個々の医療的ケア児の心身の状況等に応

じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本的な理念を定め、国、地方公共団

体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施

策等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その

家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の

実現に寄与することを目的としたものです。 

 法の目的及び概要は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布

について」（令和３年６月 18 日付け府子本第 742 号、３文科初第 499 号、医発 0618 第

１号、子発 0618 第１号、障発 0618 第１号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科

学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）（以下「公布通知」という。）のとおりですが、

学校に関する留意事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、法の趣旨を踏ま

えた取組に努めていただきますようお願いします。 
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 なお、医療的ケア児支援センターの業務等については、「医療的ケア児及びその家族

に対する支援に関する法律の施行に係る医療的ケア児支援センター等の業務等につい

て」（令和３年８月 31 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務

連絡）のとおり、医療的ケア児支援センターの業務内容は、医療的ケア児等からの相談

への助言等、関係機関等への情報提供及び研修、医療的ケア児支援センターと関係機

関等との連絡調整が役割となっており、教育委員会や学校等におかれては、必要に応

じ連携いただきますようお願いします。 

また、保育所の設置者等の責務等及び国の補助制度等については、「医療的ケア児及

びその家族に対する支援に関する法律の施行に係る保育所等における医療的ケア児へ

の支援の推進について」（令和３年９月 15 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課地域

保育係事務連絡）のとおりですので、教育委員会や学校等におかれては、必要に応じ連

携いただきますようお願いします。 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市区町村

教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都

道府県知事及び構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定

を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、附属学

校を置く各国公立大学法人の長におかれては管下の学校に対して、このことを十分周

知願います。 

 

記 

留意事項 

(1) 定義（第２条関係） 

①  「医療的ケア」の定義は、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行

為であり、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び

特別支援学校（以下「学校」という。）において、医師の指示の下、医療的ケア看

護職員や喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）第

２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。）を行うことができる介護福

祉士、認定特定行為業務従事者（社会福祉士及び介護福祉士法附則第３条第１項

に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。）が従前から行っている医

療的ケアの範囲を変更するものではないこと。（第２条第１項関係） 

②  「医療的ケア児」の定義は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的

ケアを受けることが不可欠である児童であり、18 歳未満の者に加え、18 歳以上の

者であって、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に在

籍する者も含まれること（以下「児童生徒等」という。）。（同条第２項関係） 

 

 

(2) 基本理念（第３条関係） 

①  医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒等と共に教育を受けられるよう最

大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援を行うに当たっては、医療的ケア児の可
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能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという

視点に立つことが重要である。その際、医療的ケア児の実態は多様であることか

ら、医療的ケアの種類や頻度のみに着目して画一的な対応を行うのではなく、一

人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要であること。 

なお、障害のある児童生徒等の就学先については、従前から学校教育法施行令等

に基づき、本人やその保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的

ケア児を現に監護するものをいう。以下同じ。）の意向を可能な限り尊重しながら、

障害の状態等、本人の教育的ニーズ、教育学、医学、心理学等の専門的見地からの

意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、市区町村教育委員会が決

定することとなっており、医療的ケア児の就学先の決定について、従前からの就学

先決定の仕組みに直接的な影響を与えるものではないこと。（第３条第２項及び第

４項関係） 

②  医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講じるに当たっては、医

療的ケア児及びその保護者の意思を最大限に尊重しなければならず、また、居住

する地域にかかわらず適切な支援を受けられるようにするため、具体的に次のよ

うな配慮を行うことが考えられること。（同条第４項及び第５項関係） 

○  医療的ケア児が、学校において、その年齢及び能力に応じ、かつ、そ の特性

を踏まえた十分な教育が受けられるようにすることが求められていることから、

医療的ケア児が医療的ケアを必要としていることだけを理由に、あるいは、医療

的ケアに対応した環境や体制が整っていないことを理由に、画一的に学校への

入学や転入学が拒否されることがないようにする必要があること。 

○   現在、医療的ケア看護職員が常時配置されていない学校に通学している医療

的ケア児が、本法施行後に、医療的ケア看護職員が常時配置されていないことを

理由に通学できなくなることがないようにする必要があること。 

 

 

(3) 地方公共団体の責務（第５条関係）及び学校設置者の責務（第７条関係） 

①  地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援につい

て、公布通知及び（２）の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国

との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する

支援に係る施策を実施する責務を有すること。（第５条関係） 

②  学校の設置者が行う支援は、公布通知及び基本理念にのっとり行う必要があり、

その留意点としては、主に次のものが考えられること。（第７条関係） 

○  現に学校に在籍しない、又はこれから学校に入学や転入学をする予定の医療

的ケア児を含め、基本理念にのっとり、切れ目なく医療的ケア児の支援を行うこ

とが必要であること。 

○  市区町村教育委員会は、医療、保健、福祉等の関係部局等と連携し、保護者の

理解と協力の下、就学前の認定こども園や幼稚園、保育所等と学校等との間で、

医療的ケア児に関する情報共有が確実かつ円滑にできるような体制を整備し、

就学後の円滑な医療的ケアの実施につなげること。 



319 
 
 
 
 

(4) 教育を行う体制の拡充等（第 10 条関係） 

①  地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援につい

て、公布通知及び基本理念にのっとり、医療的ケア児に対して教育を行う体制の

拡充のため、主に次のような措置を講ずること。（第 10 条第１項関係） 

○  「学校における医療的ケアの今後の対応について」（平成 31 年３月 20 日付け

30 文科初第 1769 号文部科学省初等中等教育局長通知）や「小学校等における医

療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～」（令

和３年６月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課）等を参考にして、域内の

学校における医療的ケアの対応の在り方などを示した医療的ケアに係るガイド

ラインを策定したり、教育関係者に加えて医療、保健、福祉等の関係部局や関係

機関、保護者の代表者、医療的ケアに知見のある医師や看護師等（保健師、助産

師、看護師若しくは准看護師のことをいう。以下同じ。）などの関係者から構成

される会議体を設置することを通して、教育委員会における総括的な管理体制

を整備すること。 

○  学校において医療的ケア児を受け入れるに当たり、学校が以下の取組等を通

して、組織的な体制の整備をすることができるように、教育委員会が域内の学校

を支援すること。 

•  教育委員会が策定した医療的ケアに係るガイドライン等を踏まえて、教職員

と医療的ケア看護職員等との役割分担や連携の在り方、具体的な医療的ケア実

施方法、緊急時対応等を記載した医療的ケアに係る実施要領を策定すること。 

•  組織的に医療的ケアを実施することが可能となるよう学校内に医療的ケア

安全委員会を設置すること。 

○  国においては、医療的ケア看護職員を、学校において、日常生活及 び社会生

活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童の療養上

の世話又は診療の補助に従事する職員として学校教育法施行規則第65条の２に

規定するとともに、学校における医療的ケアの環境整備の充実を図るため、地方

公共団体等における医療的ケア看護職員の配置に係る補助（教育支援体制整備

事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業））を行っているところであり、

地方公共団体及び学校の設置者におかれては、その趣旨に鑑み、積極的に医療的

ケア看護職員の配置促進に努め、学校における医療的ケア児及びその家族に対

する支援の推進を図ること。 

②  学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が、保護者の付添

いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、具体

的に次のような措置を講ずること。（同条第２項関係） 

○ 医療的ケア児の自立を促す観点からも、保護者に付添いの協力を得ることにつ 

いては、以下の場合などの真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきで

あるが、やむを得ず、保護者に付添いの協力を求める場合には、代替案などを十

分に検討することが必要であり、真に必要と考える理由や付添いが不要になる

までの見通しなどについて、医療的ケア児や保護者に対して丁寧に説明するこ

と。 
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•  医療安全を確保する観点から、入学や転入学時のほか、夏休みなどの長期休業

や長期の入院後はじめて登校する際などに、医療的ケア児の健康状態に応じて

必要な情報を保護者から学校に引き継ぐ場合など 

○  特に入学当初の学校の体制整備の準備を進めるに当たっては、就学先決定後、速

やかに学校・保護者・看護師・主治医・学校医等や関係機関等が連携し、実施体制

の準備が進められるような体制づくりに取り組むことも考えられること。 

○  医療的ケア看護職員の配置に当たっては、学校の設置者が看護師等を自ら雇用す

るだけではなく、地域の実情や医療的ケア児の状況等を踏まえ、医療機関や訪問看

護ステーション等に委託することも可能であること。 

③  地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保

を図るために、介護福祉士や認定特定行為業務従事者を学校に配置する際、具体

的に次のような措置を講ずること。（同条第３項関係） 

○  学校において医療的ケアを実施する場合には、喀痰吸引等を含め、看護師等を配

置又は活用しながら、主として看護師等が医療的ケアに当たり、教職員等が支援す

る体制が考えられるが、各学校等の実情に応じて体制を構築すること。 

○  医療的ケア児の状態や医療的ケアの内容により、介護福祉士や認定特定行為業務

従事者が喀痰吸引等を実施する場合には、主治医等の意見を踏まえつつ、特定の医

療的ケア児との関係性が十分認められた上で、医療的ケアのうち、口腔内の喀痰吸

引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる

経管栄養及び経鼻経管栄養について実施し、看護師等が巡回する体制を構築するこ

となどが考えられること。 

 

＜添付資料＞ 

 別添１ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律

第 81 号） 

 別添２ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について

（令和３年６月 18 日付け府子本第 742 号、３文科初第 499 号、医発

0618 第１号、子発 0618 第１号、障発 0618 第１号内閣府子ども・子育

て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚

生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連

名通知） 

  
 

  
【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3967） 
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63．学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに特別支援学校幼稚部教育

要領の全部を改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改

正する告示の公示について（平成 29 年４月 28 日通知） 

２９文科初第２３６号 

平成２９年４月２８日 

 

 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長        

 各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長        

  各 都 道 府 県 知 事  殿 

  附属学校を置く各国立大学法人学長 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の  

 認定を受けた各地方公共団体の長 

 

文部科学事務次官 

戸 谷  一 夫 

 

（印影印刷）    
 

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに 

特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改正する告示及び 

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正 

する告示の公示について（通知） 

 

 このたび，平成２９年文部科学省令第２７号をもって，別添１のとおり学校教育法施行規則の一

部を改正する省令（以下「改正省令」という。）が制定され，また，平成２９年文部科学省告示第

７２号及び第７３号をもって，それぞれ別添２のとおり，特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改

正する告示（以下「新幼稚部教育要領」という。）及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

の全部を改正する告示（以下「新小学部・中学部学習指導要領」という。）が公示されました。 

 新幼稚部教育要領は平成３０年４月１日から，改正省令及び新小学部・中学部学習指導要領は小

学部については平成３２年４月１日から，中学部については平成３３年４月１日から施行されま

す。 

 今回の改正は，平成２８年１２月２１日の中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等

学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（以下「答申」という。）

を踏まえ，特別支援学校の幼稚部並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教育課程の基準の改善

を図ったものです。本改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので，十分に御了知いただき，

改正省令，新幼稚部教育要領，新小学部・中学部学習指導要領（以下「新学習指導要領等」という。）

に基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行うようお願
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いします。 

 また，都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会その他の教育

機関に対して，指定都市教育委員会におかれては，所管の学校その他の教育機関に対して，都道府

県知事及び構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第１２条第１項の認定を受けた地方

公共団体の長におかれては，所轄の学校及び学校法人等に対して，附属学校を置く国立大学法人学

長におかれては，その管下の学校に対して，本改正の内容について周知を図るとともに，必要な指

導等をお願いします。 

 なお，本通知については，関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載することとしてお

りますので，御参照ください。 

 

記 

 

１．改正の概要 
 

（１）幼稚部，小学部及び中学部の教育課程の基準の改善の基本的な考え方 
 

・ 教育基本法，学校教育法などを踏まえ，我が国のこれまでの教育実践の蓄積を活かし，豊

かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される子供たちが急速に変化

し予測不可能な未来社会において自立的に生き，社会の形成に参画するための資質・能力

を一層確実に育成することとしたこと。その際，子供たちに求められる資質・能力とは何か

を社会と共有し，連携する「社会に開かれた教育課程」を重視したこと。 

・ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する現行学習指

導要領の枠組みや教育内容を維持した上で，知識の理解の質をさらに高め，確かな学力を

育成することとしたこと。 

・ 先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充

実により，豊かな心や健やかな体を育成することとしたこと。また，自立活動の指導の充実

により，障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立して社会に参加する資質

を養うこととしたこと。 

・ 障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ，幼稚園，小・中・高等学校の教育

課程との連続性を重視したこと。 

・ 障害の重度・重複化，多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実を図ったこ

と。 

・ 新たに「前文」を設け，新学習指導要領等を定めるに当たっての考え方を，明確に示した

こと。 

 

（２）知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現 
 

○「何ができるようになるか」を明確化 

・ 子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具体化し，「何のために学ぶのか」とい

う学習の意義を共有しながら，授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけ

るよう，各教科等の目標及び内容を，①知識及び技能，②思考力，判断力，表現力等，③学
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びに向かう力，人間性等の三つの柱で再整理したこと。 

 

○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

・ 我が国のこれまでの教育実践の蓄積に基づく授業改善の活性化により，児童生徒の知識

の理解の質の向上を図り，これからの時代に求められる資質・能力を育んでいくことが重

要であること。そのため，小学部及び中学部においては，これまでの教育実践の蓄積をしっ

かりと引き継ぎ，子供たちの実態や教科等の学習内容等に応じた指導の工夫改善を図るこ

と。 

・ 上記の資質・能力の三つの柱が，偏りなく実現されるよう，単元や題材など内容や時間の

まとまりを見通しながら，子供たちの主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

を行うこととしたこと。 

 

（３）各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立 
 

・ 教科等の目標や内容を見渡し，特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力，情報活用能

力，問題発見・解決能力等）や豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成す

ることに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには，教科

等横断的な学習を充実する必要があること。 

  また，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善については，１単位時間の授業

の中で全てが実現できるものではなく，単元など内容や時間のまとまりの中で，習得・活

用・探究のバランスを工夫することが重要であるとしたこと。その際，障害の状態や特性及

び心身の発達の段階等並びに学習の進度等を考慮して，個別の指導計画に基づき，基礎的・

基本的な事項に重点を置くなど，指導方法や指導体制の工夫改善に努めることとしたこと。 

・ そのため，学校全体として，子供たちや学校，地域の実態を適切に把握し，教育内容や時

間の適切な配分，必要な人的・物的体制の確保，実施状況に基づく改善などを通して，教育

課程に基づく教育活動の質を向上させ，学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジ

メントに努めるものとしたこと。特に，個別の指導計画の実施状況の評価と改善を，教育課

程の評価と改善につなげていくよう努めるものとしたこと。 

 

（４）幼稚部における主な改善事項 
 

・ 幼稚部教育要領においては，幼稚部における教育において育みたい資質・能力（「知識及

び技能の基礎」，「思考力，判断力，表現力等の基礎」，「学びに向かう力，人間性等」）

を明確にしたこと。 

・  ５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

として明確にしたこと。（「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽

生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や

図形，標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」） 

・  「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は，幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等

に応じて，指導を行う際に考慮するものとしたこと。 

 

（５）小学部・中学部における主な改善事項 
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① 小・中学校の教育内容の改善に準じた主な改善事項 
 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月 31 日文部科学省告示第 63 号）及び中学校教育要領

（平成 29 年 3 月 31 日文部科学省告示第 64 号）の改善に準じた改善を行ったこと。 
 

ア 言語能力の確実な育成 

・ 発達の段階に応じた，語彙の確実な習得，意見と根拠，具体と抽象を押さえて考えるな

ど情報を正確に理解し適切に表現する力の育成を図ることとしたこと。 

・ 学習の基盤としての各教科等における言語活動（実験レポートの作成，立場や根拠を

明確にして議論することなど）を充実させたこと。 

イ 情報活用能力の育成 

・ コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を

整え，これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしたこと。 

・ 小学部においては，各教科等の特質に応じて，コンピュータでの文字入力等の習得，プ

ログラミング的思考の育成のための学習活動を実施することとしたこと。 

ウ 理数教育の充実 

・ 前回改訂において充実させた内容を今回も維持した上で，日常生活等から問題を見い

だす活動や見通しをもった観察・実験などを充実させたこと。 

・ 必要なデータを収集・分析し，その傾向を踏まえて課題を解決するための統計教育や

自然災害に関する内容を充実させたこと。 

エ 伝統や文化に関する教育の充実 

・ 古典など我が国の言語文化や，県内の主な文化財や年中行事の理解，我が国や郷土の

音楽，和楽器，武道，和食や和服などの指導を充実させたこと。 

オ 体験活動の充実 

・ 生命の有限性や自然の大切さ，挑戦や他者との協働の重要性を実感するため，体験活

動を充実させ，自然の中での集団宿泊体験活動や職場体験を重視したこと。 

カ 外国語教育の充実 

・ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者及び病弱者（以下「視覚障害者等」という。）

である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において，中学年で「外国語活動」

を，高学年で「外国語科」を導入したこと。（なお，外国語教育の充実に当たっては，新

教材の整備，研修，外部人材の活用などの条件整備を行い支援することとしている。） 

・ 小・中・高等部一貫した学びを重視し，外国語能力の向上を図る目標を設定するととも

に，国語教育との連携を図り日本語の特徴や言語の豊かさに気付く指導を充実させたこ

と。 

 

② 道徳教育の充実 

・ 平成２７年３月２７日付け２６文科初１３３９号「学校教育法施行規則の一部を改正す

る省令の制定，小学校学習指導要領の一部を改正する告示，中学校学習指導要領の一部を

改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の一部を改正する告示の公示

並びに移行措置等について（通知）」により既にお伝えしたとおりであり，小学部で平成３

０年４月１日から，中学部で平成３１年４月１日から施行される内容に変更はないこと。

なお，知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校において，内容の指導
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に当たっての配慮事項の一部を加えたこと。 

平成２７年の一部改正の内容は，道徳の時間を教育課程上，特別の教科である道徳（以下

「道徳科」という。）として新たに位置付け，発達の段階に応じ，答えが一つではない課題

を一人一人の児童生徒が道徳的な問題と捉え向き合う「考える道徳」，「議論する道徳」へ

と転換を図るものであること。 

・ 道徳科の内容項目について，いじめ問題への対応の充実や発達の段階をより一層踏まえ

た体系的なものに見直すとともに，問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ，指

導方法の工夫を行うことについて示したこと。 

・ 道徳科における学習状況及び道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し，指導の改善に

生かすこと。ただし，数値による評価は行わないこと。 

具体的には，平成２８年７月２９日付け２８文科初第６０４号「学習指導要領の一部改

正に伴う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及

び指導要録の改善等について（通知）」（以下「道徳科の学習評価及び指導要録の改善通

知」という。）においてお知らせしたとおり，他の児童生徒との比較ではなく，児童生徒が

いかに成長したかを積極的に受け止めて認め，励ます個人内評価として記述により行うこ

と。 

 

③ 学びの連続性を重視した対応 
 

ア 「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」について，児童生徒の学びの連続性を確保す

る視点から，基本的な考え方を規定したこと。 

イ 知的障害者である児童生徒のための各教科等の目標や内容について，育成を目指す資質・

能力の三つの柱に基づき整理するとともに，各部や各段階，幼稚園や小・中学校とのつなが

りに留意し，次の点を充実したこと。 

・ 中学部に二つの段階を新設するとともに，小・中学部の各段階に目標を設定し，段階ご

との内容を充実したこと。 

・ 小学部の教育課程に外国語活動を設けることができることを規定したこと。 

・ 知的障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ，小学部に就学する児童

のうち，小学部の３段階に示す各教科又は外国語活動の内容を習得し目標を達成してい

る者又は中学部に就学する生徒のうち，中学部の２段階に示す各教科の内容を習得し目

標を達成している者については，相当する学校段階までの小学校等の学習指導要領の各

教科及び外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができるよう規定したこ

と。 

 

④ 一人一人に応じた指導の充実 
 

・ 視覚障害者等である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校において，児童生徒の

障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮し，育成を目指す資質・能力を育

むため，障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実したこと。 

【視覚障害】  空間や時間の概念形成の充実   

【聴覚障害】   音声，文字，手話，指文字等を活用した意思の相互伝達の充実 

【肢体不自由】 体験的な活動を通した的確な言語概念等の形成 
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【病弱】      間接体験，疑似体験等を取り入れた指導方法の工夫 

・ 発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため，自立活動の内容として，「障

害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」などを規定したこと。 

 

⑤ 自立と社会参加に向けた教育の充実 

・ 卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行うこと

を規定したこと。 

・ 小学部，中学部段階からのキャリア教育の充実を図ることを規定したこと。また，幼稚

部においても，「自立心」，「協同性」，「社会生活との関わり」といった幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿を示したこと。 

・ 生涯学習への意欲を高めることや，生涯を通じてスポーツや芸術文化活動に親しみ，

豊かな生活を営むことができるよう配慮することを規定したこと。 

・ 障害のない子供との交流及び共同学習の機会を設け，共に尊重し合いながら協働して

生活していく態度を育むことを明らかにしたこと。 

・ 日常生活に必要な国語の特徴や使い方〔国語〕，数学を学習や生活で生かすこと〔算

数，数学〕，身近な生活に関する制度〔社会〕，働くことの意義，消費生活と環境〔職

業・家庭〕など，知的障害者である児童生徒のための各教科の内容を充実したこと。 

 

⑥ その他の改善事項 
 

・ 初等中等教育の一貫した学びを充実させるため，小学部入学当初における生活科を中

心とした「スタートカリキュラム」を充実させるとともに，幼小，小中，中高といった

学部段階間及び学校段階間の円滑な接続や教科等横断的な学習を重視したこと。 

・ 児童生徒一人一人の調和的な発達を支える観点から，学級経営や生徒指導，キャリア

教育の充実と教育課程の関係について，小学部及び中学部を通して明記したこと。 

・ 日本語の習得に困難のある児童生徒への教育課程，夜間その他の特別の時間に授業を

行う課程について定めたこと。 

・ 部活動については，教育課程外の学校教育活動として教育課程との関連を留意し，社

会教育関係団体等との連携による持続可能な運営体制について定めたこと。 

 

２．留意事項 
 

（１）移行措置期間の特例 
 

平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における現行の小学部・中学部学習

指導要領（平成２１年文部科学省告示第６２号）の必要な特例については，追ってこれを告示し，

別途通知する予定であること。 

 

（２）特別支援学校教諭等免許状の早期取得促進 
 

平成２７年１２月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について」において，平成３２年までにおおむね全ての特別支援学校教員が当該学校教諭等免許

状を保有することを目指すとされたことを踏まえ，特別支援学校教諭等免許状保有者の特別支
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援学校への採用・配置，同免許状を保有しない特別支援学校教員に対する免許法認定講習の受講

促進など，計画的な同免許状保有率向上の取組を進め，特別支援学校教員の専門性向上に引き続

き努めること。 

 

（３）新学習指導要領等の実施に必要な諸条件の整備 
 

答申において指摘されているとおり，新学習指導要領等の実現のためには，これからの学校教

育の在り方に関わる諸改革との連携を図るとともに，教員の授業改善や子供と向き合う時間を

確保するなど，教員一人一人が力を発揮できるような教育条件の整備に努める必要があること。 

具体的には，平成２９年４月から施行された教育公務員特例法等の改正を受け，教員養成・採

用・研修を一体として，教員の資質・能力の向上を図ること。子供一人一人の学びを充実させる

ためのきめ細かな指導など新学習指導要領等における指導や業務の在り方に対応する指導体制

の充実を図ること。教職員の業務の見直しや部活動の運営の適正化などによる業務の適正化を

図ること。学校図書館の充実やＩＣＴ環境の整備など教材や教育環境の整備・充実を図ること。 

特に，特別支援学校において教室不足が生じている状況を踏まえ，各設置者において，その解

消計画を策定・更新するとともに，新設校の設置，校舎の増築，分校・分教室による対応，廃校・

余裕教室等の既存施設の活用等により，引き続き教室不足解消のための取組を進めること。 

 

（４）新学習指導要領等の周知・徹底 
 

新学習指導要領等の理念が各学校において実現するためには，各学校の教職員が新学習指導

要領等の理念や内容についての理解を深める必要がある。このため，文部科学省としては平成２

９年度に新学習指導要領等に関する説明会を開催するとともに，一人一人の教職員が直接利用

できる各種の広報媒体を通じて，周知・徹底を図ることとしており，各教育委員会等においても，

新学習指導要領等に関する研修会を開催，教職員への周知・徹底を図ること。 

また，学習指導要領は大綱的な基準であることから，その記述の意味や解釈などの詳細につい

ては，文部科学省が作成・公表する学習指導要領解説において説明することを予定している。こ

のため，学習指導要領解説を活用して，教職員が学習指導要領についての理解を深められるよう

周知・徹底を図ること。 

 

（５）家庭・地域等との連携・協働の推進 
 

学校がその目的を達成するため，各教育委員会等においては，学校や地域の実態等に応じ，教

育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，

家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また，高齢者や異年齢の子供など，地域におけ

る世代を越えた交流の機会を設けること。 

〔参考〕文部科学省ホームページアドレス 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/ 

 

  
本件担当： 

文部科学省 電話：03（5253）4111（代表） 

 初等中等教育局 特別支援教育課（内線2003） 



328 
 
 
 
 

64．特別支援学校高等部学習指導要領の全部を改正する告示及び平成 31 年４月１日か

ら新特別支援学校高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行特別支援学

校高等部学習指導要領の特例を定める告示等の公示について（平成31年２月４日通知） 

３０文科初第１４６５号 

平 成 ３ １ 年 ２ 月 ４ 日 

 

 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

 各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

  各 都 道 府 県 知 事          

  附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 長   殿  

 附属学校を置く各公立大学法人の理事長 

  構造改革特別区域法第１２条第１項の 

 認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学事務次官           
 

藤  原    誠        

 

（印影印刷）   

 

特別支援学校高等部学習指導要領の全部を改正する告示及び平成31

年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領が適用されるま

での間における現行特別支援学校高等部学習指導要領の特例を定め

る告示等の公示について（通知） 

 

 この度，平成 31 年文部科学省令第３号をもって学校教育法施行規則の一部を改正する省令（以

下「改正令」という。）が制定され，また，平成 31 年文部科学省告示第 14 号をもって特別支援学

校高等部学習指導要領の全部を改正する告示（以下「新高等部学習指導要領」という。）及び平成

31 年文部科学省告示第 15 号をもって平成 31 年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領

が適用されるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導要領の特例を定める告示（以下

「特例告示」という。）が公示されました。 

 今回の改正令及び新高等部学習指導要領による改正は，平成 28 年 12 月 21 日の中央教育審議会

答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について」（以下「答申」という。）を踏まえ，特別支援学校の高等部（以下「高等部」という。）

の教育課程の基準の改善を図ったものです。 

 また，改正令の附則を踏まえ，特例告示により，平成 31 年４月１日から新高等部学習指導要領

が適用されるまでの間（以下「移行期間」という。）における現行の特別支援学校高等部学習指導

要領（平成 21 年文部科学省告示第 34 号。以下「現行高等部学習指導要領」という。）から新高等

部学習指導要領に移行するために必要な措置（以下「移行措置」という。）について，現行高等部

学習指導要領の特例が定められました。 
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 ついては，改正の概要及び移行期間における教育課程の編成・実施に当たっての留意事項等は，

下記のとおりですので，十分に御了知いただき，これらに基づく適切な教育課程の編成・実施及び

これらに伴い必要となる教育条件の整備を行うようお願いします。 

 また，都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して，指

定都市教育委員会におかれては，所管の学校その他の教育機関に対して，都道府県知事及び構造改

革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれ

ては，所轄の学校及び学校法人等に対して，附属学校を置く各国立大学法人学長及び各公立大学法

人の理事長におかれては，その管下の学校に対して，内容について周知を図るとともに，必要な指

導等をお願いします。 

 なお，本通知については，関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載していますので，

御参照ください。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

１ 高等部の教育課程の基準の改善の基本的な考え方 

・ 教育基本法，学校教育法などを踏まえ，我が国のこれまでの教育実践の蓄積を活かし，

豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される子供たちが急速に

変化し予測不可能な未来社会において自立的に生き，社会の形成に参画するための資質・

能力を一層確実に育成することとしたこと。その際，子供たちに求められる資質・能力

とは何かを社会と共有し，連携する「社会に開かれた教育課程」を重視したこと。 

・ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する現行学

習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で，知識の理解の質をさらに高め，確かな

学力を育成することとしたこと。 

道徳教育推進教師を中心とした道徳教育の推進や体験活動の重視，体育・健康に関す

る指導の充実により，豊かな心や健やかな体を育成することとしたこと。 

また，自立活動の内容等の充実により，障害による学習上又は生活上の困難を改善・

克服し自立して社会に参加する資質を養うこととしたこと。 

・ 障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ，幼稚園，小学校，中学校，高等

学校の教育課程との連続性を重視したこと。 

・ 障害の重度・重複化，多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実を図っ

たこと。 

・ 新たに「前文」を設け，新高等部学習指導要領を定めるに当たっての考え方を，明確に

示したこと。 

 

２ 知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○「何ができるようになるか」を明確化 

・ 子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具体化し，「何のために学ぶのか」と

いう学習の意義を共有しながら，授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出して

いけるよう，各教科等の目標及び内容を，①知識及び技能，②思考力，判断力，表現力

等，③学びに向かう力，人間性等の三つの柱で再整理したこと。 
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○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

・ 選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられ，生徒にとって政治や社会が一層身近なものと

なっており，高等部においては，社会で求められる資質・能力を全ての生徒に育み，生

涯にわたって探究を深める未来の創り手として送り出していくことがこれまで以上に求

められること。 

・ 上記の資質・能力の三つの柱が，偏りなく実現されるよう，単元や題材など内容や時間

のまとまりを見通しながら，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

を図ることしたこと。その際，特に，生徒が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働

かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成

したり，問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに

向かう過程を重視した学習の充実を各教科等の特質に応じて図ることが重要であること。 

 

３ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立 

・ 教科等の目標や内容を見渡し，特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力，情報活用

能力，問題発見・解決能力等）や豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を

形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のために

は，教科等横断的な学習を充実する必要があること。 

  また，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善については，１単位時間の授

業の中で全てが実現できるものではなく，単元など内容や時間のまとまりの中で，習得・

活用・探究のバランスを工夫することが重要であるとしたこと。 

・ そのため，学校全体として，子供たちや学校，地域の実態を適切に把握し，教育内容や

時間の適切な配分，必要な人的・物的体制の確保，実施状況に基づく改善などを通して，

教育課程に基づく教育活動の質を向上させ，学習の効果の最大化を図るカリキュラム・

マネジメントに努めるものとしたこと。 

 

４ 教育内容の主な改善事項 

(1) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別

支援学校 

① 高等学校学習指導要領（平成 30 年文部科学省告示第 68 号）と同様の改善を行ったこ

と（同学習指導要領の教育内容の主な改善事項については、「高等学校学習指導要領の全

部を改正する告示等の公示について（通知）」（平成 30 年３月 30 日付け 29 文科初第 1784

号文部科学事務次官通知）の１の（5）を参照。）。 

(2) 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

② 視覚障害者及び聴覚障害者である生徒のための専門教科について，関連する制度改正

等を踏まえ内容等を充実したこと。 

(3) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

① 各教科等の目標や内容について，育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づき整理す

るとともに，各部や各段階，小学校・中学校・高等学校とのつながりに留意し，次の点

を充実したこと。 

ア 各段階に目標を設定し，段階ごとの内容を充実したこと。 
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イ 知的障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ，２段階に示す各教科

の内容を習得し目標を達成している者については，小学校，中学校及び高等学校の学

習指導要領の各教科及び各教科・科目の目標及び内容の一部を取り入れることができ

るよう規定したこと。 

② 小学部・中学部との系統性の観点から，「道徳の時間」を「特別の教科 道徳」に改め

たこと。 

 

５ 一人一人に応じた指導の充実 

・ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校において，生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮し，

育成を目指す資質・能力を育むため，障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実したこ

と。 

・ 「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」について，生徒の学びの連続性を確保する

視点から，基本的な考え方を規定したこと。 

・ 発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため，自立活動の内容として，「障

害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」などを規定したこと。 

 

６ 自立と社会参加に向けた教育の充実 

・ 卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行うこと

を規定したこと。 

・ 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことがで

きるよう，家庭や地域，関係機関等との連携を図りながら，キャリア教育の充実を図る

ことを規定したこと。 

・ 生涯学習への意欲を高めることや，生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ，

豊かな生活を営むことができるよう配慮することを規定したこと。 

・ 障害のない子供との交流及び共同学習の機会を設け，共に尊重し合いながら協働して

生活していく態度を育むことを明らかにしたこと。 

 

７ その他の改善事項 

・ 生徒一人一人の発達を支える観点から，ホームルーム経営や生徒指導，キャリア教育

の充実と教育課程の関係について明記したこと。 

・ 日本語の習得に困難のある生徒への教育課程について定めたこと。 

・ 部活動については，教育課程外の学校教育活動として教育課程との関連を留意し，社

会教育関係団体等との連携による持続可能な運営体制について定めたこと。 

 

８ 施行及び適用の時期 

・ 新高等部学習指導要領は，平成 34 年４月１日に施行する。ただし，同日以降高等部の

第１学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用すること。 

 

第２ 移行期間における教育課程の編成・実施に当たっての留意事項 
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１ 平成 31 年４月１日からの特例 

(1) 総則 

高等部における移行期間中の教育課程の編成・実施に当たっては，新高等部学習指導要

領第１章の規定のうち，特例告示において移行期間中に適用すべきものとしている事項を

踏まえ，その趣旨の実現を図ること。 

(2) 各教科等ごとの特例の概要等 

① 視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校 

ア 従来の「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」に改め，新高等部学習指

導要領によることとしたこと。 

イ 特別活動については，新高等部学習指導要領によることとしたこと。 

② 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校 

ア 各教科の目標及び各科目の目標と内容については，現行高等部学習指導要領の規定

により準ずることとされる高等学校学習指導要領（平成21年文部科学省告示第34号）

によるものとし，平成 30 年文部科学省告示第 172 号（平成 31 年４月１日から新高等

学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例を

定める件。以下「高等学校特例告示」という。）第２項の(1)から(9)までの規定による

ものとすることとしたこと。その際，学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11

号。以下「省令」という。）に示す福祉に属する科目として「福祉情報」を加えたこと。 

イ 各教科の各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては，新高等部学習

指導要領によることとしたこと。 

③ 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 保健理療については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることがで

きることとしたこと。その際，省令に示す保健理療に属する科目として「保健理療情

報」を加えたこと。 

イ 理療については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることができる

こととしたこと。その際，省令に示す理療に属する科目として「理療情報」を加えた

こと。 

ウ 理学療法については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることがで

きることとしたこと。その際，省令に示す理学療法に属する科目として「理学療法管

理学，理学療法臨床実習，理学療法情報」を加えたこと。 

 

④ 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 印刷については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることができる

こととしたこと。その際，省令に示す印刷に属する科目として「印刷製版技術，ＤＴ

Ｐ技術，印刷情報技術，デジタル画像技術」を加えたこと。 

イ 理容・美容については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることが

できることとしたこと。その際，省令に示す理容・美容に属する科目として「関係法

規・制度，保健，香粧品化学，文化論，運営管理，理容・美容情報」を加えたこと。 
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ウ クリーニングについては，全部又は一部について新高等部学習指導要領によること

ができることとしたこと。 

エ 歯科技工については，新高等部学習指導要領によることとしたこと。その際，省令

に示す歯科技工に属する科目として「歯科技工情報」を加えたこと。 

⑤ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 各学科に共通する各教科及び主として専門学科において開設される各教科について

は，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることができることとしたこと。 

 

２ 平成 32 年４月１日からの特例 

(1) 総則 

高等部における移行期間中の教育課程の編成・実施に当たっては，新高等部学習指導要

領第１章の規定のうち，特例告示において移行期間中に適用すべきものとしている事項を

踏まえ，その趣旨の実現を図ること。 

(2) 各教科等ごとの特例の概要等 

① 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 理学療法については，新高等部学習指導要領によることとしたこと。 

② 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 従来の「道徳」を「特別の教科 道徳」に改め，新高等部学習指導要領によること

としたこと。 

 

３ 移行措置の適用対象 

移行措置は，１(2)①アに示す総合的な探究の時間，②アに示す高等学校特例告示第２項の

(5)の規定及び④エに示す歯科技工に関する特例並びに２(2)①アに示す理学療法及び②アに

示す特別の教科道徳に関する特例を除き，移行期間中に在籍する全ての生徒に適用すること。 

１(2)①アに示す総合的な探究の時間及び④エに示す歯科技工に関する特例については，平

成 31 年４月１日以降に高等部に入学した生徒について適用すること。１(2)②アに示す高等

学校特例告示第２項の(5)の規定に関する特例については，平成 30 年４月１日以降に高等部

に入学した生徒について適用すること。 

２(2)②アに示す理学療法及び特別の教科道徳に関する特例については，平成 32 年４月１

日以降に高等部に入学した生徒について適用すること。 

 

４ 各教科等の学習指導上の留意事項 

各教科等の指導に当たっては，１から３までにより新高等部学習指導要領を踏まえた指導

に十分配慮するとともに，特に次の事項に留意すること。 

(1) 視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校 

① 特例告示の内容に十分留意した指導計画を作成すること。 

  特に，移行期間中に新高等部学習指導要領の規定を適用することとされている事項に

ついては，新高等部学習指導要領の規定により，適切な指導が行われるようにすること。 

② 移行期間中に新高等部学習指導要領によることができるとされている教科において，
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実際に新高等部学習指導要領による場合には，その内容に応じて適切な教材を用いると

ともに，十分な授業時数を確保して指導が行われるようにすること。 

(2) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別

支援学校 

① 「高等学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置並びに移行期間中における学習指導等

について（通知）」（平成 30 年８月 31 日付け 30 文科初第 727 号文部科学事務次官通知。

以下「高等学校移行措置等通知」）の４の(3)から(6)までの規定に準ずる。 

 

５ 移行期間中における学習評価の取扱い 

移行期間中における学習評価の在り方については，移行期間に新高等部学習指導要領の規

定を適用する部分（第３章特別の教科道徳を除く。）を含め，現行高等部学習指導要領の下の

評価規準等に基づき，学習評価を行うこと。 

特別の教科道徳については，追って別途通知する予定であること。 

 

第３ 留意事項 

１ 特別支援学校教諭等免許状の早期取得促進 

平成 27 年 12 月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について」において，平成 32 年までにおおむね全ての特別支援学校教員が当該学校教諭等免

許状を保有することを目指すとされたことを踏まえ，特別支援学校教諭等免許状保有者の特

別支援学校への採用・配置，同免許状を保有しない特別支援学校教員に対する免許法認定講習

の受講促進など，計画的な同免許状保有率向上の取組を進め，特別支援学校教員の専門性向上

に引き続き努めること。 

 

２ 新高等部学習指導要領の実施に必要な諸条件の整備 

答申において指摘されているとおり，新高等部学習指導要領の実現のためには，これから

の学校教育の在り方に関わる諸改革との連携を図るとともに，教師の授業改善や子供と向き

合う時間を確保し，教師一人一人が力を発揮できるようにする必要があること。 

具体的には，平成 29 年４月から施行されている教育公務員特例法等の改正を踏まえ，教員

養成・採用・研修を一体として，教師の資質・能力の向上を図ること。教職員の業務の見直し

や部活動の運営の適正化などによる業務の適正化を図ること。学校図書館の充実や指導体制，

学校施設・設備，ＩＣＴ環境の整備など教材や教育環境の整備・充実を図ること。 

特に，特別支援学校において教室不足が生じている状況を踏まえ，各設置者において，その

解消計画を策定・更新するとともに，新設校の設置，校舎の増築，分校・分教室による対応，

廃校・余裕教室等の既存施設の活用等により，引き続き教室不足解消のための取組を進めるこ

と。 

 

３ 新高等部学習指導要領の周知・徹底 

新高等部学習指導要領の理念を各学校において実現するためには，各学校の教職員が新高

等部学習指導要領の理念や内容についての理解を深める必要がある。このため，文部科学省と

しては，平成 30 年度，平成 31 年度に新高等部学習指導要領に関する説明会を開催するなど，
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周知・徹底を図ることとしており，各教育委員会等においても，新高等部学習指導要領等に関

する研修会を開催し，教職員への周知・徹底を図ると共に，例えば，地域の教員養成大学と意

見交換を行う際に，その概要を共有するなど，各教育委員会等の実態に応じて高等教育関係者

への情報共有や周知の取組を工夫されたいこと。 

また，新高等部学習指導要領は大綱的な基準であることから，その記述の意味や解釈など

の詳細については，文部科学省が作成・公表する新高等部学習指導要領解説において説明する

ことを予定している。このため，新高等部学習指導要領解説を活用して，教職員が新高等部学

習指導要領についての理解を深められるよう周知・徹底を図ること。 

 

４ 家庭・地域との連携・協働の推進 

学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に必要な人

的又は物的な体制を家庭や地域の企業や団体等の協力を得ながら整えるなど，家庭や地域社

会との連携及び協働を深めること。 

 

 

本件担当： 

文部科学省 電話：03（5253）4111（代表） 

 初等中等教育局 特別支援教育課（内線 2003） 
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65．性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について（平成 27

年４月 30 日通知） 

２７文科初児生第３号 

平成２７年４月３０日 

 

 

各都道府県教育委員会担当事務主管課長  

各指定都市教育委員会担当事務主管課長  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 長 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 

附 属 学 校 事 務 担 当 課 長 殿 

小中高等学校を設置する学校設置会社を  

所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 1 項  

の認定を受けた地方公共団体の学校事務担当課長 

 

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

坪 田 知 広 

 

   （印影印刷） 

 

性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について 

 

 性同一性障害に関しては社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、
社会的な不利益を解消するため、平成１５年、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
（以下「法」という。）が議員立法により制定されました。また、学校における性同一性障害に係
る児童生徒への支援についての社会の関心も高まり、その対応が求められるようになってきました。 
 こうした中、文部科学省では、平成２２年、「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底
について」を発出し、性同一性障害に係る児童生徒については、その心情等に十分配慮した対応を
要請してきました。また、平成２６年には、その後の全国の学校における対応の状況を調査し、様々
な配慮の実例を確認してきました。 
 このような経緯の下、性同一性障害に係る児童生徒についてのきめ細かな対応の実施に当たって
の具体的な配慮事項等を下記のとおりとりまとめました。また、この中では、悩みや不安を受け止
める必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、いわゆる「性的マイノリティ」とされる
児童生徒全般に共通するものであることを明らかにしたところです。これらについては、「自殺総
合対策大綱」（平成２４年８月２８日閣議決定）を踏まえ、教職員の適切な理解を促進することが
必要です。 
 ついては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会
等に対して、都道府県にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人にあっては附属学校に対
して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に
対して、周知を図るとともに、学校において適切に対応ができるよう、必要な情報提供を行うこと
を含め指導・助言をお願いいたします。 
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記 

 
 
１．性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援 
 
○ 性同一性障害者とは、法においては、｢生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心

理的にはそれとは別の性別（以下｢他の性別｣という。）であるとの持続的な確信をもち、かつ、
自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのこと
についてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認
められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの｣と定義されており、このような
性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合がある
ことから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。 

 
（学校における支援体制について） 
○ 性同一性障害に係る児童生徒の支援は、最初に相談（入学等に当たって児童生徒の保護者から

なされた相談を含む。）を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であ
り、学校内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」（校内）やケース会議（校外）等を
適時開催しながら対応を進めること。 

○ 教職員等の間における情報共有に当たっては、児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿し
ておきたい場合があること等に留意しつつ、一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、
教職員等の間で情報共有しチームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童生
徒やその保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進める
こと。 

 
（医療機関との連携について） 
○ 医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る重要な機会となるとともに、教職員や他

の児童生徒・保護者等に対する説明材料ともなり得るものであり、また、児童生徒が性に違和感
をもつことを打ち明けた場合であっても、当該児童生徒が適切な知識をもっているとは限らず、
そもそも性同一性障害なのかその他の傾向があるのかも判然としていない場合もあること等を
踏まえ、学校が支援を行うに当たっては、医療機関と連携しつつ進めることが重要であること。 

○ 我が国においては、性同一性障害に対応できる専門的な医療機関が多くないところであり、専
門医や専門的な医療機関については関連学会等の提供する情報を参考とすることも考えられる
こと。 

○ 医療機関との連携に当たっては、当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則
であるが、当事者である児童生徒や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連し
ない範囲で一般的な助言を受けることは考えられること。 

 
（学校生活の各場面での支援について） 
○ 全国の学校では学校生活での各場面における支援として別紙に示すような取組が行われてき

たところであり、学校における性同一性障害に係る児童生徒への対応を行うに当たって参考と
されたいこと。 

○ 学校においては、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を
取りながら支援を進めることが重要であること。 

○ 性同一性障害に係る児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱等に応じ
様々であり、また、当該違和感は成長に従い減ずることも含め変動があり得るものとされている
ことから、学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが
必要であること。 

○ 他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、
個別の事情に応じて進める必要があること。 

○ 医療機関を受診して性同一性障害の診断がなされない場合であっても、児童生徒の悩みや不安
に寄り添い支援していく観点から、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護者の意向等を踏ま
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えつつ、支援を行うことは可能であること。 
 
（卒業証明書等について） 
○ 指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍上の性別

の変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、当該者
が不利益を被らないよう適切に対応すること。 

 
（当事者である児童生徒の保護者との関係について） 
○ 保護者が、その子供の性同一性に関する悩みや不安等を受容している場合は、学校と保護者と

が緊密に連携しながら支援を進めることが必要であること。保護者が受容していない場合にあ
っては、学校における児童生徒の悩みや不安を軽減し問題行動の未然防止等を進めることを目
的として、保護者と十分話し合い可能な支援を行っていくことが考えられること。 

 
（教育委員会等による支援について） 
○ 教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭を対象とした

研修等の活用が考えられること。また、学校の管理職についても研修等を通じ適切な理解を進め
るとともに、学校医やスクールカウンセラーの研修等で性同一性障害等を取り上げることも重
要であること。 

○ 性同一性障害に係る児童生徒やその保護者から学校に対して相談が寄せられた際は、教育委員
会として、例えば、学校における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ医療機関等とも
相談しつつ、「サポートチーム」の設置等の適切な助言等を行っていくこと。 

 
（その他留意点について） 
○ 以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等

に応じた取組を進める必要があること。 
 

２．性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制等の充
実 

 
○  学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・

人権教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。 
○ 教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であ

り、このような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでな
く、「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。 

○ 性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状
態を秘匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相
談しやすい環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や
「性的マイノリティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒
が、その戸籍上の性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由と
している可能性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄（やゆ）したりしないこと等が考
えられること。 

○ 教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩み
や不安を聞く姿勢を示すことが重要であること。 
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（別紙） 

 

性同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例 

文部科学省調べ 

 

  

項目 学校における支援の事例 

服 装 ・自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める。 

髪 型 ・標準より長い髪型を一定の範囲で認める（戸籍上男性）。 

更衣室 ・保健室・多目的トイレ等の利用を認める。 

トイレ ・職員トイレ・多目的トイレの利用を認める。 

呼称の工夫 ・校内文書（通知表を含む。）を児童生徒が希望する呼称で記す。 

・自認する性別として名簿上扱う。 

授 業 ・体育又は保健体育において別メニューを設定する。 

水 泳 

 

・上半身が隠れる水着の着用を認める（戸籍上男性）。 

・補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する。 

運動部の活動 ・自認する性別に係る活動への参加を認める。 

修学旅行等 ・１人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。 
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性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）周知資料（平成28年4月） 

URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf 
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66．ハンセン病に関する教育の更なる推進について（令和６年 10 月１日通知） 

６ 教 参 学 第 ２ ９ 号 

健生難発０９２５第１号 

法務省権啓第１５８号 

令和６年１０月１日 

 

 各都道府県教育委員会担当事務主管課長 

 各指定都市教育委員会担当事務主管課長 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 長 

 附属学校を置く各国公立大学法人の 

 附 属 学 校 事 務 担 当 課 長 

 構造改革特別区域法第 12 条第 1項の認定を受けた 

 各地方公共団体の学校事務担当課長 

 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 長 

 大学を設置する各地方公共団体担当課長  
 各文部科学大臣所轄学校法人担当課長  
 大学を設置する各学校設置会社担当課長 

 大学又は高等専門学校を設置する公立大学  

法人を設立する各地方公共団体担当課長 

 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課長  

 各都道府県専修学校各種学校主管課長 

 各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課長 

  厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 長  

  厚生労働省社会・擁護局障害保健福祉部企画課長 

 
文部科学省総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課長 

              中 園  和 貴 
 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 
              千 々 岩 良 英  

 
文部科学省初等中等教育局教育課程課長 

              武 藤  久 慶 
 

文部科学省高等教育局大学教育・入試課長 
              石 橋    晶 

 
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課長 

              山 本  博 之 
 

法務省人権擁護局人権啓発課長 
              井 川    良 

 

 

ハンセン病問題に関する教育の更なる推進について（通知） 

 

 

 

日頃から、人権教育の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

殿 
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学校におけるハンセン病問題に関する教育については、以前から御配慮いただいているところですが、

「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」（令和元年７月 12 日閣議

決定）において、関係省庁が連携・協力し、人権教育の強化に取り組むこととされており、「ハンセン病に

関する教育の実施について」（令和元年８月 30 日付け元初児生第 13 号文部科学省初等中等教育局児童生徒

課長・教育課程課長通知）で、その旨をお知らせし、令和３年度からは、文部科学省、厚生労働省、法務省

の３省連名で通知を発出し、関係省庁間の連携の下で一体的に施策の推進を進めているところです。 

令和５年３月には、「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会」において「ハンセン病に係

る偏見差別の解消のための施策検討会 報告書」（※）が取りまとめられたところであり、ハンセン病に係

る偏見差別の解消に向け、より一層の教育の充実が重要となります。 

ハンセン病問題について学校で活用できる資料としては、厚生労働省が作成しているパンフレット「ハン

セン病の向こう側」や、法務省が作成している人権啓発動画「～ハンセン病と家族の物語～夢でしか帰れな

かった故郷」、「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」などがあります。 

また、文部科学省においても、独立行政法人教職員支援機構が提供する校内研修用の動画コンテンツの一

環として、ハンセン病問題に係る講義動画を作成しております。この動画は、学校でハンセン病問題に係る

教育に真摯に取り組んでこられた校長先生による講義を収録しております。 

さらに、厚生労働省においては、国立ハンセン病資料館に委託し、ハンセン病問題に関する専門知識を有

する学芸員の無料の出張講座（講師派遣またはオンライン）を行っているほか、厚生労働省が委託事業にお

いて実施する講師等派遣事業では、当事者である元患者の御家族の講師派遣も行っております。 

おって、法務省においては、人権擁護委員や法務局職員が学校に訪問して、上記人権啓発動画を活用した

人権教室を実施しております。 

詳細は下記のとおりですので、これらの資料や事業を活用していただき、ハンセン病問題に関する教育を

実施していただきますよう、御配意のほど、よろしくお願いいたします。 

また、大学等（高等専門学校、専修学校及び各種学校を含む）におかれても、学芸員等の講師派遣やその

他の関係施設・資料等を授業等に活用いただき、ハンセン病問題に関する教育について御配意いただきます

ようお願いいたします。 

本件につきまして、都道府県教育委員会にあっては所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）

及び域内の市区町村教育委員会に対して、指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対して、都道府県に

あっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国公立大学法人にあっては附属学校に対し

て、文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法第 12 条第 1

項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校設置会社及び学校に対して、厚生労働省にあっては

所管の専修学校に対して、御周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、これらの資料や事業は、学校での活用に限らず、社会教育の場でハンセン病問題について学ぶ際に

も適切な内容であることから、教育委員会や社会教育施設等が開催する講座等においても活用していただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

※「ハンセン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会 報告書」掲載 URL 

https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/kentoukai/jql43u00000010ff-att/kentoukai_20230331report.pdf 

 

記 

 

１．パンフレット「ハンセン病の向こう側」について 

厚生労働省が毎年、全ての中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校中等部に対して中学第

一学年相当の学年の生徒分を配布しているパンフレット「ハンセン病の向こう側」について、令和３年８月

改訂版が厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、積極的に活用いただきたいこと。 

印刷物については、令和６年度においては、今秋に各中学校等宛てに発送予定としており、ハンセン病問

題に関する教育を実施していただきたいこと。 

パンフレット「ハンセン病の向こう側」を使用した国立ハンセン病資料館の学芸員の出張講座も行ってい

るため、先生と生徒が共にハンセン病問題について学ぶことができる場として、御活用をお願いしたいこと。 

また、これらのパンフレット等とともに中学校等にはアンケートも合わせて送付することとしているとこ

ろ、パンフレットの活用状況の把握及び学校現場の声を踏まえた内容の改善を図るため、各中学校等におい
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て、アンケートへ積極的に御回答いただけるよう周知いただく等御協力いただきたいこと。 

【パンフレット掲載 URL】https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html  

  
 

２．校内研修シリーズ「ハンセン病問題学習 差別の連鎖を断つ ―ハンセン病問題から学び、伝える―」の

活用について 

全国の学校教育関係職員に豊富で質の高い研修機会を提供するため、校外、校内、自己研修を問わず、ど

こにいても研修が可能となるような目的で作成している約 20 分の講義動画「校内研修シリーズ」において、

ハンセン病問題に関する講義動画を作成し、令和３年 12 月６日付けで配信を開始した。本動画につき、校

内研修や教育委員会による研修などで積極的に活用いただきたいこと。 

【講義動画 URL】https://www.nits.go.jp/materials/intramural/100.html  

  
 

３．「人権教育研究推進事業」の成果の活用について 

ハンセン病問題に係るものも含め、「人権教育研究推進事業」の成果が文部科学省ホームページに掲載さ

れている。この中には、厚生労働省作成の中学生向けパンフレットを活用する事例や、国立ハンセン病資料

館と連携する事例などが含まれているため、各学校における指導の検討に当たって参考としていただきたい

こと。 

【成果概要 URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/siryo/1341102.htm  

※令和５年度事業の成果については後日公開予定。 

  
 

４．人権啓発動画等について 

法務省が作成した人権啓発動画「～ハンセン病と家族の物語～夢でしか帰れなかった故郷」は、ハンセン

病問題に関する正しい知識とともに、偏見・差別の解消には、この問題を自分事として捉え、行動を変えて

いくことが必要であることを、小学校低学年にも分かりやすく説明したアニメーションである。同じく、人

権啓発動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」は、元患者やその家族のエピソードのアニメ

や、国立ハンセン病資料館の学芸員による解説で構成されている動画である。いずれの動画も YouTube 法務

省チャンネルに掲載されているほか、法務局や地方法務局、（公財）人権教育啓発推進センターが運営する

人権ライブラリーにおいてＤＶＤの貸出しも行っている。また、動画に準じた内容の人権啓発冊子も作成し

ている。いずれも主に、小中学生向けとして作成されたものであるため、各小中学校においてハンセン病問

題に関する教育を実施する際には、本動画等を活用いただきたいこと。 

併せて、主に中学生を対象として、ハンセン病当事者や関係者の話を聞き、ハンセン病問題が「今の」問

題であると認識し、偏見・差別のない社会の実現のために何をなすべきかを考えていただくシンポジウムを

実施し、そのアーカイブ映像を作成しているので、こちらの映像も活用いただきたいこと。 

また、人権擁護委員や法務局職員が学校を訪問して実施している人権教室においても、本動画を使用した

教育を行うことができるため、各学校におかれては、人権教室を活用したハンセン病問題に関する教育につ

いても積極的に検討いただきたいこと。 

【啓発動画掲載 URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00151.html 
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【シンポジウムアーカイブ映像】https://www.youtube.com/watch?v=iZXfkmzk5fc 

  
 

 【人権ライブラリー】https://www.jinken-library.jp  

  
 

５．学芸員等の講師派遣について（無料） 

ハンセン病問題に関する教育を実施する際には、ハンセン病問題に関する専門知識を有する国立ハンセン

病資料館の学芸員の出張講座の御活用をお願いしたい。なお、費用については国費での負担であり、オンラ

インでの講演も可能である。 

また、厚生労働省では、委託事業において、当事者である元患者の御家族を講師として派遣する事業も実

施しており、こちらも費用については国費により負担するのでその活用についても検討いただきたいこと。 

 

 

 

 

６．その他活用できる関係施設・資料等について 

１～５のほかにも、ハンセン病問題に関する教育に活用できる関係施設として、国立ハンセン病資料館、

各国立ハンセン病療養所に設置された資料館（社会交流会館）やその他関係施設、資料等がある。各学校の

実情に応じて、これら国立ハンセン病資料館等への見学、関係施設や資料等を活用いただき、ハンセン病問

題に関する教育や、教員の研修を実施していただきたいこと。 

 

 

＜添付資料＞ 

（別添１）パンフレット「ハンセン病の向こう側」  

（別添２）パンフレット「ハンセン病の向こう側」指導者向け教本  

（別添３）校内研修シリーズ「ハンセン病問題学習 差別の連鎖を断つ ―ハンセン病問題から学び、伝える

―」（概要） 

（別添４）「人権教育研究推進事業」の成果事例  

（別添５）人権啓発動画「～ハンセン病と家族の物語～夢でしか帰れなかった故郷」概要 

（別添６）人権啓発動画「～ハンセン病と家族の物語～夢でしか帰れなかった故郷」活用の手引き（別添７）

人権啓発動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」概要 

（別添８）人権啓発動画「ハンセン病問題を知る～元患者と家族の思い～」活用の手引き 

（別添９）国立ハンセン病資料館出張講座（学芸員） 

（別添 10）講師等派遣事業（御家族） 

（別添 11）その他関係施設・資料等 
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【本件連絡先】 
（全体、社会教育について） 

 文部科学省総合教育政策局 
男女共同参画共生社会学習・安全課共生社会学習企画係 

                           時枝、伊藤、小林 
                           TEL：03-5253-4111（内線 3276） 
                           E-mail：kyousei@mext.go.jp 
 

（初等中等教育（学校における人権教育）について） 
 文部科学省初等中等教育局児童生徒課指導係 

                           若林、櫻井 
                           TEL：03-5253-4111（内線 3291） 
                           E-mail：jidous@mext.go.jp 
 

（初等中等教育（学習指導要領）について） 
 文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程総括係 

                           嶋田、小楠 
                           TEL：03-5253-4111（内線 2073） 
                           E-mail：cswg0@mext.go.jp 
 

（大学及び高等専門学校について） 
   文部科学省高等教育局 

大学教育・入試課学務係 
山田、若松 
TEL：03-5253-4111（内線 3334） 

                           E-mail：gakumu@mext.go.jp 
 
 
            （専修学校及び各種学校について） 

   文部科学省総合教育政策局 
生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係 
松井、髙田 
TEL：03-5253-4111（内線 2915） 

                           E-mail：syosensy@mext.go.jp 
 

（パンフレット「ハンセン病の向こう側」、国立ハンセン病資料館、 
講師等派遣事業について） 

                            厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病係 
                            岩倉、曽合 
                            TEL：03-5253-1111（内線 2980、2369） 
 

（人権啓発動画、人権教室について） 
                            法務省人権擁護局人権啓発課人権啓発第二係 
                            水川、井上 
                            TEL：03-3580-4111（内線 5877） 
                            E-mail：keihatsu@i.moj.go.jp 
 
 

 

 

 

 



351 
 
 
 

67．アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行につい

て（令和元年６月６日通知） 

元 文 庁 第 2 3 1 号  

令和元年６月６日  

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各国公私立高等専門学校長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の 

認定を受けた各地方公共団体の長 

各大学共同利用機関法人の長 

国 立 教 育 政 策 研 究 所 長 

文化庁関係各独立行政法人の長 

               

文部科学事務次官  

藤 原   誠  

      

 
 （印影印刷）    

   

 
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進 
に関する法律の施行について（通知） 

 
この度，第 198 回国会において成立した「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推

進に関する法律」（平成 31 年法律第 16 号。以下「法」という。）が，令和元年 5 月 24 日から施行されました。 
本法の概要は下記のとおりですので，法の趣旨に沿って，アイヌ文化を継承する者の育成やアイヌに関する

国民の理解の促進，アイヌ文化振興等に資する調査研究の推進等を図るようお願いします。 
また，各都道府県教育委員会におかれては，所管の学校や関係機関及び域内の市区町村教育委員会に対して,

各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校や関係機関に対して,各都道府県知事におかれては,所轄の学校
法人及び学校等に対して,構造改革特別区域法第 12 条第 1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては,
所轄の学校設置会社及び学校に対して,国公立大学長におかれては,その管下の学校等に対して,各法人にあって
は,管下の研究機関や博物館等に対して本件の周知をお願いします。 
なお,本法の施行に伴い,「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法

律」（平成９年法律第５２号）は廃止となります。 
法の条文及び関係する政令,省令は,文化庁のホームページ（www.bunka.go.jp）に掲載していますので,ご参

照ください。 
記 

第１ 法律の概要 
１ 総 則 
 (1) 目 的（第 1 条） 
    この法律は,日本列島北部周辺，とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイ

ヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み，本法
に定める規定により，アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ，その誇りが尊重さ
れる社会の実現を図り，もってすべての国民が相互に尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること
を目的とするものであること。 

(2) 基本理念（第 3 条,第 4 条） 
ア アイヌ施策の推進は，アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう，アイヌの伝統等，多様な

民族の共生，多様な文化の発展について国民の理解を深めることを旨として行われなければならない
こと。 

    イ アイヌ施策の推進は，アイヌの人々が誇りを持って生活することができるよう，アイヌの人々の自発
的意思の尊重に配慮しつつ，行われなければならないこと。 

    ウ アイヌ施策の推進は，国，地方公共団体その他関係する者の相互の密接な連携を図りつつ，アイヌの
人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われな
ければならないこと。 

殿 



352 
 
 
 

    エ 何人も，アイヌの人々に対して，アイヌであることを理由として，差別することその他の権利利益を
侵害する行為をしてはならないこと。 

 (3) 国及び地方公共団体の責務（第 5 条） 
   ア 基本理念にのっとり，アイヌ施策を策定し，及び実施する責務を有すること。 
   イ アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならないこと。 
   ウ 教育活動，広報活動その他の活動を通じて，アイヌに関し，国民の理解を深めるよう努めなければな

らないこと。 
   エ 国は，アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに，地方公共団体が実施す

るアイヌ施策を推進するために必要な助言その他措置を講ずるよう努めなければならないこと。 
 (4) 国民の努力（第 6 条） 

      国民は，アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ，及びその誇りが尊重される社
会の実現に寄与するよう努めるものとすること。 

 
２ 基本方針等 
 (1) 基本方針（第 7 条） 
    政府は，アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を定めなければならないこと。 
 (2) 都道府県方針（第 8 条） 
    都道府県知事は，基本方針に基づき，当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針

を定めるよう努めるものとすること。 
 
３ アイヌ施策推進地域計画の認定等 
 (1) アイヌ施策推進地域計画の認定（第 10 条） 
   ア 市町村は，単独で又は共同して，基本方針に基づくとともに，都道府県方針を勘案し，アイヌ施策推

進地域計画を作成し，内閣総理大臣の認定を申請することができること。 
   イ 市町村は，アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは，これに記載しようとする事業（法第

10 条第 2 項第 2 号に規定する事業）を実施する者の意見を聴かなければならないこと。 
   ウ 法第 10 条第 2 項第 2 号イからホまでのいずれかの事業（アイヌ文化の保存継承に資する事業,アイヌ

の伝統等に関する理解に資する事業等）を実施しようとする者は，市町村に対してアイヌ施策推進地
域計画を作成することを提案することができること。 

 
４ 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置 
(1) 交付金の交付等（第 15 条） 
   国は，認定市町村に対し，認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業（法第 10 条第 2 項第 2 号に規定す

るものに限る。）の実施に要する経費に充てるため，予算の範囲内で交付金を交付することができること。 
(2) 地方債についての配慮（第 19 条） 

    認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債
については，国は，当該市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう，及び資金事情が許す限り財政融
資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとすること。 

 
５ 指定法人（第 20 条,第 21 条）   

国土交通大臣及び文部科学大臣は，民族共生象徴空間構成施設の管理やアイヌ文化振興等の業務を行う法人
を全国を通じて一に限り，指定することができること。 

 
６ アイヌ政策推進本部（第 32～37 条） 

内閣に，内閣官房長官を本部長とし，関係閣僚を本部員とするアイヌ政策推進本部を設置し，基本方針案の
作成や実施の推進，アイヌ施策で重要なものの企画及び立案に関することなどをつかさどること。 

 
第２ 留意事項 

法第 5 条第 3 項において，「国及び地方公共団体は，教育活動，広報活動その他の活動を通じて，アイヌ
に関し，国民の理解を深めるよう努めなければならない。」と規定されているほか,衆議院及び参議院の国土
交通委員会において，法の運用に関して,次の点に留意するよう決議されています。 

各地方公共団体及び各教育・文化関係機関等にあっては,これらの趣旨について十分に留意の上,アイヌに
関する教育,アイヌ語・アイヌ文化の振興,施策の展開等に取り組んでいただくようお願いします。 

 
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案に対する附帯決議（抜
粋）」 
（衆議院） 
「三 アイヌの人々に対する差別を根絶し，アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と共生社会の実現を図
るため，アイヌに関する教育の充実に向けた取組を推進すること。」 
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「四 アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と我が国の多様な生活文化の発展を図るため,アイヌの人々
の生活支援及び教育支援に資する事業や,存続の危機にあるアイヌ語の復興に向けた取組,アイヌ文化の振
興等の充実に今後とも一層努めるとともに,アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活している
ことを踏まえて,北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の充実に努めること。」 

（参議院） 
「四 アイヌの人々に対する差別を根絶し,アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と共生社会の実現を図
るため,アイヌに関する教育並びにアイヌへの理解を深めるための啓発及び広報活動の充実に向けた取組
を推進すること。あわせて,本法第四条の規定を踏まえ,不当な差別的言動の解消に向けた実効性のある具
体的措置を講ずること。」 

「五 アイヌの人々の民族としての誇りの尊重と我が国の多様な生活文化の発展を図るため,アイヌの人々
の生活支援及び教育支援に資する事業や,存続の危機にあるアイヌ語の復興に向けた取組,アイヌ文化の振
興等の充実に今後とも一層努めるとともに,アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活している
ことを踏まえて,北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策の充実に努めること。」 

 
第３ 法律全文等 

【法律全文】 
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/ainu/index.html 

 
【附帯決議全文】 
（衆議院）  
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/kokudo245982A15732D5644925
83D900032AC6.htm 

（参議院） 
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/198/f072_041801.pdf 
 

 
 

【本件連絡先】            
 文化庁企画調整課アイヌ文化振興係  
  電話 03－5253－4111（内線 4785） 



354 
 
 
 

 
  



355 
 
 
 

68. 学習者用デジタル教科書に関する実践事例集・研修動画等について（周知）（令和５年５月 25

日事務連絡） 

 

 

 事 務 連 絡   

令 和 ５ 年 ５ 月 ２ ５ 日 

 

 教職課程を置く  

各国公私立大学長 御中 

 

 

           文部科学省初等中等教育局教科書課  

                        

 

 

学習者用デジタル教科書に関する実践事例集・研修動画等について（周知） 

 

 

 文部科学省では、中央教育審議会における議論を踏まえ、令和６年度からすべての小中学校等を対象に、小学

校５年生から中学校３年生に対して英語を導入し、その次に算数・数学の学習者用デジタル教科書（以下デジタ

ル教科書とする。）を学校現場の環境整備や活用状況等を踏まえながら段階的に提供することとしています。 

また、デジタル教科書への慣れや学習環境を豊かにする観点から当面の間は紙の教科書と併用しながらの活用

となります。 

文部科学省では、デジタル教科書の活用促進のため、令和３年度「学習者用デジタル教科書の効果・影響等に

関する実証研究事業」において、デジタル教科書の実践事例集と研修動画を作成し、公表しているところです。

（令和５年５月末～６月上旬にホームページの内容更新予定） 

本事例集と研修動画は実際の授業場面での具体的な活用方法や実践事例などが掲載されています。教員を志望

する学生が、デジタル教科書を活用した授業研究や教育実習での授業実践に取り組めるよう、必要に応じて本事

例集と研修動画等の活用をお願いします。 

 なお、教員を志望する学生における学習者用デジタル教科書の活用については、令和６年度から小中学校等へ

段階的に導入される英語、次に導入される算数・数学に関しては、学生等が活用できるようになっています。 

購入についてはホームページから個人単位で購入できるものと、大学等が購入希望者を取りまとめて購入でき

るものがありますので、購入を希望する場合には、各教科書発行者のデジタル教科書のホームページ等をご確認

ください。 

 

送付資料 

【 別 添 】 学 習 者 用 デ ジ タ ル 教 科 書 実 践 事 例 集 ・ 研 修 動 画 ご 案 内 （ リ ー フ レ ッ ト ） 

【担当】 

                                                    文部科学省初等中等教育局教科書課 

デジタル教科書企画係 

                                         電話 03（5253）4111 内線 5070 

Mail: digital@mext.go.jp 
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69．「薬害」を学ぶための教育の充実について 
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70．B 型肝炎副読本「B 型肝炎いのちの教育」の活用について 
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71．臓器移植に関するパンフレット「いのちの贈りもの」について 
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72．放射線副読本について 

 

 



 

376 
 
 
 

73．学校図書館司書教諭の養成について 
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74．社会人教育人材の養成について（社会教育主事・社会教育士関係） 
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75．参考情報 

１．教職課程に直接関係するもの 
  

 

(1) これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ～学び合い、

高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）（平成 27 年 12

月 21 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

0/toushin/1365665.htm 

 

(2) 教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて―国立教

員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書

―（平成 29 年８月 29 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou

/077/gaiyou/1394996.htm 

(3) 特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム（令和４年７月 27 日） https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/173/mext_00001.html 

２．学習指導内容に関するもの 
  

 

(1) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領

の全部を改正する告示，小学校学習指導要領の全部を改正する告示及び

中学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示について（通知） 

 https://www.mext.go.jp/content/1384661_1_1.pdf 

 
(2) 小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習

評価及び指導要録の改善等について（通知） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1415169.h

tm 

 
(3) 高等学校学習指導要領の全部を改正する告示等の公示について（通知）  https://www.mext.go.jp/content/1384661_1_2_1_1.pdf  

 
(4) 学習指導要領「生きる力」平成 29･30･31 年改訂 学習指導要領（本文、

解説） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-

cs/1384661.htm 

 
(5) 学習指導要領「生きる力」平成 29･30･31 年改訂 学習指導要領 関連資

料（答申・通知等） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-

cs/1384662.htm 

 
(6) 新学習指導要領に対応した小学校外国語教育新教材について（平成 30 年

９月 26 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/123/houkoku/1382162.htm 

 

(7) 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（小学校編・

中学校編・高等学校編） 

 https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html 

 
(8) StuDX Style（スタディーエックス スタイル）  https://www.mext.go.jp/studxstyle/ 

 
(9) 子どもの学び応援サイト～学習支援ポータルサイト～  https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/

index_00001.htm 

３．学校教育での取組に関するもの 
  

 

(1) 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性

を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）（令和３

年１月 26 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

3/079/sonota/1412985_00002.htm 

 
(2) 「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備

に関する総合的な方策について（答申）（令和６年８月 27 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

3/099/mext_00003.html 

 

(3) 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のため

の学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）（平成

31 年１月 25 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

3/079/sonota/1412985.htm 

 
(4) 第４次食育推進基本計画（令和３年 3 月 31 日）  https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kannrennhou.html 

 
(5) 持続可能な開発のための教育（ ESD:Education for Sustainable 

Development）（日本ユネスコ国内委員会ホームページ） 

 https://www.mext.go.jp/unesco/004/1339957.htm 

 
(6) 持続可能な開発のための教育(ESD）推進の手引（平成 28 年３月、令和３

年５月改訂） 

 https://www.mext.go.jp/content/20210528-

mxt_koktou01-100014715_1.pdf 

 
(7) 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推

進に関する基本的な方針（平成 6 年 5 月 14 日） 

 https://www.env.go.jp/content/000222703.pdf 

 
(8) 消費者教育の推進に関する基本的な方針（令和 5 年 3 月 28 日）  https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_edu

cation/consumer_education/basic_policy/ 

 
(9) 今後の青少年の体験活動の推進について（答申）（平成 25 年１月 21 日）  https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

0/toushin/1330230.htm 

 
(10) 第 3 次学校安全の推進に関する計画  https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1419593_

00001.htm 

 
(11) 「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育  https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/s

eikatsu03_h31.pdf 
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(12) 「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」最

終報告（平成 24 年７月 25 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports

/012/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/07/31/1324

017_01.pdf 

 

(13) パンフレット「これからの学校と地域 コミュニティ・スクールと地域

学校協働活動」 

 https://manabi-

mirai.mext.go.jp/upload/korekaranogakkoutotiiki_pa

mphlet2020.pdf 

 
(14) コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ（令和

４年３月 14 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/163/toushin/mext_00001.html 

 
(15) 学校と地域でつくる学びの未来  https://manabi-mirai.mext.go.jp/ 

 
(16) 「新たな教師の学びの姿」の実現に向けて  https://www.mext.go.jp/a_menu/14167461.htm 

 

 

(17) 教員研修について  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenshu/index.

htm 

 

 
(18) 校長・教職員 学習情報ポータル  https://www.mext.go.jp/a_menu/suishin/detail/index

_00001.html 

(19) Plant 全国教員研修プラットフォーム（（独）教職員支援機構ＨＰ内） https://www.nits.go.jp/service/plant/ 

 
(20) 新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議 報告（令和３

年 1 月） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/154/mext_00644.html 

 
    

４．幼児児童生徒への対応に関するもの 

   

 

(1) 発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイ

ドライン～発達障害等の可能性の段階から，教育的ニーズに気付き，支

え，つなぐために～（平成 29 年３月） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1383

809.htm 

 

 
(2) 児童虐待への対応に関する施策（文部科学省ホームページ）  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1

302913.htm 

 
(3) いじめの問題に対する施策（文部科学省ホームページ）  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1

302904.htm 

 
(4) 不登校児童生徒への支援に関する施策（文部科学省ホームページ）  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1

302905.htm 

 
(5) 性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

（平成 27 年４月 30 日） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468

.htm 

 
(6) 性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな

対応等の実施について（教職員向け） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211

.htm 

 
(7) （独）教職員支援機構校内研修シリーズＮｏ８７ 

学校で配慮と支援が必要な LGBTｓの子どもたち 

 https://www.nits.go.jp/materials/intramural/087.ht

ml 

 (8) ヤングケアラーへの支援に関する施策について（文部科学省ホームペー

ジ） 

https://www.mext.go.jp/content/20210521-

mxt_jidou02-000015177_b.pdf 

 
 (9) 生徒指導提要（改訂版） 

 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1

404008_00001.htm 

 (10) 人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］補足資料

（令和４年３月） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/128/report_00002.htm 

 (11) ハンセン病に関する教育の更なる推進について（令和４年７月） https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/sankos

iryo/1322245_004.htm 

 (12) こどもの貧困対策（こども家庭庁） https://www.cfa.go.jp/policies/kodomonohinkon/ 

 

 
(13) 外国人児童生徒等の教育の充実について（報告）（令和２年３月）  https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/151/mext_00255.html 

 
(14) 高等学校における日本語指導の制度化及び充実方策について（報告）（令

和３年９月） 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/166/toushin/mext_00001.html 

 
(15) 外国人児童生徒受入れの手引き  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/

1304668.htm 

 
(16) 外国人児童生徒教育研修マニュアル  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/

1345412.htm 

 
(17) 外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム  https://mo-mo-pro.com/ 

 
(18) 学校教育におけるＪＳＬカリキュラム（小学校編、中学校編）  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/

001.htm 

 
(19) 外国人児童生徒のための JSL 対話型アセスメントＤＬＡ  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/

1345413.htm 
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(20) 高等学校における外国人生徒等の受入の手引（東京学芸大学ホームペー

ジ） 

 https://www2.u-

gakugei.ac.jp/~knihongo/feature/upload/koko_nihong

o_tebiki.pdf 

 

(21) 高等学校の日本語指導・学習支援のためのガイドライン（東京学芸大学

ホームページ） 

 https://www2.u-

gakugei.ac.jp/~knihongo/feature/upload/koko_nihong

o_guideline.pdf 

 
(22) かすたねっと 

※帰国・外国人児童生徒教育のための情報検索サイト" 

 https://casta-net.mext.go.jp/ 

 
(23) 外国人児童生徒等教育に関する動画コンテンツについて  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003_

00004.htm 

 
(24) 文部科学省×学校安全  https://anzenkyouiku.mext.go.jp/ 

 
(25) 教職員のための学校安全 e-ラーニング   https://anzenkyouiku.mext.go.jp/learning/index.htm

l 

 
(26) 性犯罪・性暴力対策の強化について（文部科学省ホームページ）  https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.ht

ml 

 
(27) 生命（いのち）の安全教育（文部科学省ホームページ）  https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index2.h

tml 

 
(28) 障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを

踏まえた学びの充実に向けて～ 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mate

rial/1340250_00001.htm 

 
(29) 特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告  https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou

/173/mext_00031.html 

 
(30) 副読本「B 型肝炎 いのちの教育」と患者講義について（厚生労働省ホー

ムページ） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ken

kou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html 

     

５．その他関連する施策、計画や指針など 

   

 
(1) 初等教育資料  https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/shotou/index

.htm 

 
(2) 中等教育資料  https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/chutou_index

/index.htm 

 
(3) 特別支援学校教員の特別支援学校教諭等免許保有状況関連  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1343

899.htm 

 
(4) スポーツ庁・障害者スポーツ施策に係るページ  https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatet

op06/1371877.htm 

 
(5) ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin

_honbu/ud2020kkkaigi/index.html 

 
(6) 学校における教育活動と著作権（令和５年度改訂版）  https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidoka

isetsu/pdf/93874501_01.pdf 

 
(7) 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（ＳＡＲＴＲＡＳ）の

ホームページ 

 https://sartras.or.jp/ 

 

 
(8) 性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針（令和５年３月 30 日 性犯罪・

性暴力対策強化のための関係府省会） 

 https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibou

ryoku/pdf/kyouka_02.pdf 

 
(9) 児童生徒等に対し性暴力等を行った教員への厳正な対応について  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00

001.html 

 (10) 第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月 25 日閣議決定） https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5

th/pdf/print.pdf 

 
(11) サイバーセキュリティ 2024（令和 6 年 7 月 10 日）  https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/kihon-

s/cs2024.pdf 

 
(12) 第４次犯罪被害者等基本計画（令和３年３月 30 日閣議決定）  https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/keikaku/kihon_ke

ikaku.html 

 
(13) 日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基

本的な方針（令和２年６月 23 日） 

 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shoka

n_horei/other/suishin_houritsu/index.html 

 
(14) 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について（関係府省庁申

合せ）（令和元年 10 月 25 日） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/seimei_romaji/pd

f/moshiawase.pdf 

 
(15) 分かり合うための言語コミュニケーション（報告）（平成 30 年３月２日）  https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kok

ugo/hokoku/wakariau/pdf/r1403493_01.pdf 

 
(16) 常用漢字表の字体・字形に関する指針（報告）（平成 28 年２月 29 日）  https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kok

ugo/hokoku/pdf/92550601_01.pdf 

 
(17) 敬語の指針（答申）（平成 19 年２月２日）  https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kok

ugo/hokoku/pdf/keigo_tosin.pdf 

 
(18) 我が国における「持続可能な開発のための教育（ESD）」に関する実施計

画（第２期 ESD 国内実施計画）（令和３年５月 31 日） 

 https://www.mext.go.jp/content/20210528-

mxt_koktou01-000015385_2.pdf 
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(19) 文部科学省国際バカロレア教育推進コンソーシアム  https://ibconsortium.mext.go.jp/ 

 
(20) 子どもの体力向上（子供の運動遊び応援サイト等）  https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatet

op03/1371874.htm 

 
(21) 体力・運動能力調査（結果報告書等）    https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa

04/tairyoku/kekka/1368159.htm 

 

(22) 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援

の在り方等に関する有識者会議審議のまとめ～多様性を認め合う個別最

適な学びと協働的な学びの一体的な充実の一環として～ 

 https://www.mext.go.jp/content/20220928-

mxt_kyoiku02_000016594_01.pdf 

 (23) 特異な才能のある児童生徒に対する指導・支援に関する取組事例のポイ

ント 

https://www.mext.go.jp/content/20221020-

mxt_kyoiku02_000016594_001.pdf 

 (24) 人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について

（答申）（平成 30 年 12 月 21 日） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

0/toushin/1412080.htm 

 (25) 社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について（最終まとめ） https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

2/013/toushin/mext_00001.html 

 (26) 「社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について（最終まとめ）」を

踏まえた対応について（通知） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

2/013/toushin/mext_00004.html 

(27) 大学設置基準等における教育課程等に係る特例制度について https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052

801/index_00001.htm 

(28) 人権教育・啓発に関する基本計画 https://www.moj.go.jp/JINKEN/JINKEN83/jinken83.htm

l 

(29) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関す

る基本指針 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/_

_icsFiles/afieldfile/2017/04/17/1384371_1.pdf 

(30) オリンピック・パラリンピック教育の推進に向けて最終報告 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/004_in

dex/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/07/29/13750

94_01.pdf 
(31) 文化芸術推進基本計画 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/hoshi

n/ 

(32) 第 6 次「学校図書館図書整備等 5 か年計画」概要 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/link/

mext_01751.html 

   

※関係機関のホームページ等にて情報が更新されている可能性がございますので、適宜御確認ください。 
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76．学習指導要領に定める各教科等に関係する教材や資料集等について 

 

 文部科学省ホームページにある「各教科等に関係する教材や資料集等のウェブサイトについて」

（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1394142.htm）に、各教科等に関係する、例えば、

以下の教育内容に関する教材や資料集等のアドレスを掲載しております。各教育内容を指導する際の

参考として御利用ください。 

 

・海洋に関する教育 

・金融に関する教育 

・STEAM 教育等の教科等横断的な学習 

・心のバリアフリーに関する教育 

・社会保障に関する教育 

・主権者教育 

・消費者教育 

・臓器移植に関する教育 

・租税・財政に関する教育 

・地理に関する教育 

・農業に関する教育 

・ハンセン病に関する教育 

・法に関する教育 

・放射線に関する教育 

・マイナンバーに関する教育 

・水循環に関する教育 

・薬害に関する教育 

・拉致問題に関する教育 

・領土に関する教育 

・ワークルールに関する教育 

・学校における動物飼育について 

・エネルギーに関する教育 

・その他の基礎資料 

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 

総合教育政策局教育人材政策課 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

TEL：03-5253-4111 

E-MAIL: kyo-men@mext.go.jp 


